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1. はじめに 

 

発電用原子炉設置者（以下、「原子炉設置者」という。）は、原子力発電所における

発電用原子炉施設（以下、「原子炉施設」という。）の安全性の確保に万全を期するた

めに、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規

制法」という。） 第４３条の３の２４第１項に基づき、運転開始以降の原子炉施設の

運用に関し、個別の原子力発電所毎に原子炉施設の保安のために必要な措置（以下、

「保安活動」という。）を保安規定として定める。 

原子炉設置者が行う保安活動は、放射線及び放射性物質の放出による公衆の被ばく

及び従業員を、定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限りの低い水準

に保つとともに、災害の防止及び災害発生時の影響拡大防止のために、適切な品質保

証活動に基づき実施することを保安規定第２条（基本方針）に規定している。 

これを踏まえ、保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）に、原子力発電

所における保安活動に係る品質マネジメントシステム（以下、「QMS」という。）を確立

し、実施し、評価確認し、継続的に改善することにより、原子力発電所の安全を達成・

維持・向上することを規定している。これに従い、原子炉設置者は、保安活動に必要

な手順を所定の手続きにしたがって作成される QMS 文書として定め、その QMS 文書に

基づいて保安活動を確実に実施している。 

第１－１図に原子炉設置者の QMS 文書体系を例として示す。原子炉設置者は保安規

定に従い、QMS の最上位文書（１次文書）として「品質マニュアル」を定め、これに

基づき保安活動（業務）に必要な基本的事項を定めた２次文書（基本マニュアル、要

則等）、更に２次文書に基づき業務の詳細手順を定めた３次文書（要領、手引き、手順

書等）を体系的に構築している。このように文書体系を階層構造とすることにより、

各文書に関連する組織（組織全体、本社・発電所、グループ）に応じた管理が可能と

なり、各階層の管理権限が明確になるとともに、実際の業務実態に応じて文書を詳細

化した手順とすることができる。 

なお、保安規定には、QMS 文書のうち２次文書までの一覧表を記載しているが、そ

れら以外の QMS 文書についても保安規定との関連を QMS 文書で明確にし、遵守するこ

とを定めている。さらに、１次、２次文書と保安規定各条文との関連も保安規定に明

記している。 

 

原子炉設置者は現状に満足することなく、業務を通して得られた知見等を基に原子

力発電所の安全性を更に向上させるため、設備の対策のみならず、運用についても確

実性等更に向上させることが重要である。これは、QMS の重要な概念である継続的改

善そのものであり、この概念を基に QMS 文書を適宜見直し、業務を継続的に改善して

いる。 
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また、品質マネジメントシステム計画では、業務の計画である手順を定める際の要

求事項として、以下のような事項を規定しており、これに従い、原子炉設置者は、手

順を QMS 文書として制定・改正する際に、業務に対する要求事項が満足されているこ

とを確認する仕組みを構築している。 

・業務に対する要求事項（法令・規制要求事項等）を明確化すること 

・文書の発行前に、適切かどうかの観点から文書をレビューし、承認すること 

・要求事項の適用前に、業務に対する要求事項をレビューし、要求事項に変更が

ある場合には、関連する文書を修正すること 

また、保安規定第６条及び第７条に定める保安に関する事項の審議を行う会議体

（発電用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）も委員として出席）

にて、上記１次、２次文書の制定、改正の都度、審議を行い、その内容の確認を行っ

ている。 

保安規定は業務に対する要求事項となることから、原子炉設置者が QMS を運用して

いく中で上記の仕組みを確実に実施していくことにより、業務を改善する場合におい

ても、業務に対する要求事項である法令、発電用原子炉設置（変更）許可申請書（以

下、「原子炉設置（変更）許可申請書」という。）に定められた要求事項を含む保安規

定の要求事項が満足されることを確保することができる。 

したがって、原子炉設置（変更）許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、

運転段階においても継続して確保されることを担保するために必要な事項（原子炉設

置（変更）許可申請書の成立性の根拠となる事項）を保安規定に要求事項として規定

し、その要求事項を満足するための活動に必要な詳細を QMS 文書に定め運用していく

ことで、原子炉設置者が継続的に改善を図りつつ、必要な要求事項を継続して満足さ

せることができる。 

 

本資料は、新規制基準の施行を踏まえ、新たに追加となった要求事項を保安規定へ

反映する基本方針をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１－１図 規定文書体系（柏崎刈羽原子力発電所 令和２年１１月時点）（例） 
 

 

二次文書（基本マニュアル） 二次文書（業務マニュアル） 二次文書（基本マニュアル） 二次文書（業務マニュアル）

健全な安全文化の育成及び維持に係る基本マニュアル 監査組織における健全な安全文化の育成及び維持に係る業務マニュアル
外部コミュニケーション基本マニュアル 行政情報運用マニュアル

原子力規制検査対応マニュアル 法令等の遵守に係る活動基本マニュアル

原子力発電所運転員に対する教育・訓練マニュアル
原子力災害対策基本マニュアル 原子力災害予防対策マニュアル

原子力発電所運転責任者に係る判定機関の指定及び管理並びに選任マニュアル
原子力災害応急対策・事後対策マニュアル

現業技術・技能認定S級マニュアル
自然現象等対応マニュアル

緊急時対策要員等教育・訓練マニュアル

監査組織に対する監査員の資格・認定・教育訓練マニュアル
保全の有効性評価マニュアル

教育及び訓練基本マニュアル 保安教育マニュアル 高経年化技術評価マニュアル

原子力部門　現業技術・技能認定マニュアル 原子力発電所通信設備点検手入れマニュアル

マネジメントレビュー実施基本マニュアル ディジタル型安全保護系品質管理マニュアル

重要度分類・保全方式策定マニュアル
原子力品質監査基本マニュアル 業務品質監査マニュアル

原子力発電所状態監視マニュアル
監査員の資格・認定・教育訓練マニュアル

原子力発電所点検手入れ前状態データ採取・評価マニュアル
監査組織に対する業務品質監査マニュアル

保全活動管理指標設定及び監視マニュアル

プラント長期停止時対応マニュアル
セルフアセスメント実施基本マニュアル 定期安全レビューマニュアル

設工認手続き及び使用前事業者検査（施設）要否確認マニュアル
新知見情報処理マニュアル

ソフトウェア構成管理計画マニュアル

設計管理基本マニュアル 設計標準（原子力）取扱マニュアル 原子力発電所予備品・設備予備貯蔵品管理マニュアル

許認可解析の検証マニュアル 原子力発電所建築設備点検マニュアル

配置計画の設計マニュアル 原子力発電所土木設備点検マニュアル

国内廃棄物貯蔵・埋設契約履行業務マニュアル 低レベル放射性廃棄物輸送における緊急時対応マニュアル

原子燃料サイクル部支払業務マニュアル 放射性廃棄物の廃棄手順に関するマニュアル

原子燃料物質数量残高確認業務マニュアル
施設管理基本マニュアル 工事監理マニュアル

事業所外における輸送等に係る業務管理マニュアル
計測器管理マニュアル

海外再処理契約履行業務マニュアル
放射線管理基本マニュアル

海外輸送契約履行業務マニュアル

国内輸送契約履行業務マニュアル 放射性廃棄物管理基本マニュアル 放射性固体廃棄物事業所外廃棄マニュアル

原子力プラント停止中の安全管理マニュアル
原子燃料調達基本マニュアル 精鉱．転換．濃縮契約締結・履行業務マニュアル

水質管理マニュアル
ウラン燃料成型加工契約締結・履行マニュアル

国内再処理契約履行業務マニュアル 燃料管理基本マニュアル

放射線管理仕様書作成および運用マニュアル 定例試験マニュアル

原子力発電所における契約手続きマニュアル ばい煙発生施設管理マニュアル

安全対策仕様書作成および運用マニュアル 防火管理マニュアル

共通仕様書作成および運用マニュアル 機器・部品等の管理マニュアル

追加仕様書作成および運用マニュアル トラブル等の報告マニュアル

原子力取引先登録マニュアル 地震後の対応マニュアル

調達管理基本マニュアル 需要箇所における契約手続きマニュアル 運転操作マニュアル

調達先監査の実施マニュアル 状態管理マニュアル

取引先登録における技術審査マニュアル 作業管理マニュアル

使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
定期事業者検査マニュアル

運転管理基本マニュアル 運転員の確保マニュアル
自主検査マニュアル

運転計画作成マニュアル
使用前事業者検査（溶接）マニュアル

定期報告マニュアル
使用前事業者検査マニュアル

運転員の引継マニュアル

一次、二次及び三次マニュアルの管理マニュアル 原子力リスク管理基本マニュアル 重要なリスク情報入手時の対応マニュアル

文書の作成管理マニュアル
変更管理基本マニュアル

保安管理基本マニュアル 原子炉主任技術者職務運用マニュアル

原因分析の実施マニュアル 原子力設備ボイラー・タービン主任技術者職務運用マニュアル

原子力設備電気主任技術者職務運用マニュアル
文書及び記録管理基本マニュアル 官庁申請手続きマニュアル

一次文書

原子炉施設保安規定

原子力品質保証規程

柏崎刈羽原子力発電所
品質保証計画書

不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル
事故・故障情報等処理マニュアル
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2．新規制基準における要求事項 

 

新規制基準における保安規定に規定すべき法令上の要求事項としては、原子炉等規

制法、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下、「実用炉規則」とい

う。）及びこれらの法令をもとにした具体的な事項について「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」

という。）、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下、「技

術基準規則」という。）、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」（以下、「技術的能力審査基準」という。）及び「実用発電用原子炉及びその附属施

設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下、「保安規定審査基準」とい

う。）等により定められている。 

 

2.1 保安規定に規定すべき項目について 

原子炉設置者は、保安規定第１条（目的）に「保安活動を定め、核燃料物質若しく

は核燃料物質によって汚染された物（以下、「核燃料物質等」という。）又は原子炉に

よる災害の防止を図ることを目的とする。」旨を規定している。この目的を達成する

ため、また「実用発電用原子炉施設保安規定の審査について（内規）」（以下、「旧保安

規定審査内規」という。）（旧原子力安全・保安院制定）に定められている要求事項を

満足するため、原子炉設置者は、実施すべき保安活動内容を保安規定及び保安規定に

定める QMSに係る社内規定（以下、「下部規定」という。）に規定し遵守してきた。保

安活動の具体的な内容は以下のとおりである。 

  ・従事者への保安教育の実施方針、内容等 

  ・原子炉施設の保守管理に関すること 

  ・原子炉施設の品質保証に関すること 

  ・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー）に関すること   等 

 

新規制基準の施行により旧保安規定審査内規から保安規定審査基準へ変更され内

容も一部見直されたことから、旧保安規定審査内規から保安規定審査基準へ変更され

た事項を整理し保安規定に反映すべき項目のうち詳細検討が必要なもの（原子炉設置

（変更）許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続し

て確保されることを担保するために必要な事項（原子炉設置（変更）許可申請書の成

立性の根拠となる事項）に該当すると考えられるもの）を論点として抽出した。また、

旧保安規定審査内規から変更のない部分も含めて新規制基準の施行による影響の有

無を確認し、影響のあるものについて保安規定へ反映すべき項目の論点として合わせ

て整理した。（添付資料－１） 
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これら法令上及び保安規定審査基準等の要求事項の変更を踏まえ、原子炉設置者は

論点ごとに保安規定へ反映すべき項目を整理し、必要な改正、制定を行ったうえで引

き続きこれらを遵守する。 

 

2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について 

保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について第 2.2-1図に示し、以下

に詳細な説明を記載する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1図 保安規定に記載すべき事項の考え方 

 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

原子炉設置者は従来から、原子炉等規制法、実用炉規則、発電用原子力設備に関す

る技術基準等（以下、「法令等」という。）の要求事項及び法令等へ適合することを確

認した内容（保安管理に係るものに限る。以下、同じ。）については、保安規定第１条

（目的）で定める「核燃料物質等又は原子炉による災害の防止を図る」ため原子炉設

置者の保安活動として必須の事項であり、原子力発電所の安全性を継続的に確保する

うえで原子炉設置者の組織として担保すべき事項であることから、その内容を実施す

る行為者とその行為内容を保安規定へ記載することとしている。保安規定に定める行

為者は、法令等へ適合することを確認した内容の実施について責任を負う責任者とな

る。 

保安規定への記載に当たっては、法令等の要求事項及び法令等に適合することを確

認した内容を確実に達成するため、原子炉設置者が管理し実施できる内容の規定とす

ることが必要である。具体的には、組織の役割分担、文書化する項目と体系（具体的

運用との紐付け）、力量の維持、適用する外部条件（運転上の制限等）及び各条文にお

ける要求事項等が該当する。なお、保安規定に規定されている各条文は、基本的にそ

れぞれが独立した内容を規定しているが、保安規定の全条文をすべて遵守することに

・法令等の要求事項 

・法令等へ適合することを 

確認した内容 

（
保
安
規
定
） 

（
下
部
規
定
） 

「法令等の要求事項」及び 

「法令等へ適合することを確認 

した内容」を確実に実施する 

ため、保安規定には 

 ・行為者（だれが） 

 ・行為内容（なにを） 

を規定 

行為内容を実施する手段は、 

QMS文書体系における２次文 

書、３次文書（各分野におけ 

る専門的知識、経験を有す 

る者が制定）で規定 

原子力発電保安運営委員会により、

保安規定で定める文書で規定する事

項が、保安規定に定める行為内容に

適合することを確認 

…事業者が実施する PDCAサイクルにより 

  継続的に改善する取り組みが可能 

…継続的に遵守すべき事項を担保 
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より法令等の要求事項及び法令等に適合することを確認した内容をすべて網羅でき

る構成としている。 

 

保安規定は、その内容を変更する場合は、変更内容について原子炉設置者の組織と

しての階層的なチェックを行い、品質マネジメントシステム計画に定める QMS体系の

中で設置される原子力発電保安委員会（委員：原子力・立地本部長、発電所長、原子

炉主任技術者、本社及び発電所の特別管理職）において原子炉主任技術者や起案部署

以外の特別管理職により審議し確認（保安規定第６条）したうえで、最終的には社長

の決定により保安規定変更認可申請が行われることから、原子炉設置者内においても

その改正の際は階層的なチェックを受ける文書の位置付けとなっている。このため、

保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定めるこ

とにより、原子炉設置者が必要な保安活動を継続的に実施することを担保できると考

えられる。 

 法令等の要求事項に対する行為者、行為内容を保安規定へ規定した具体的な例を、

別紙１に示す。なお、本資料における保安規定の記載例については、個別の例を除き

柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定を参考とした記載としている。 

 

2.2.2 下部規定に記載すべき事項について 

原子炉設置者が遵守すべき必須事項である法令等へ適合することを確認した行為

内容を保安規定に規定し階層的なチェックを受ける仕組みとする一方で、原子炉設置

者は保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）で定める「原子力発電所の安

全を達成・維持・向上させる」ための取り組みを行おうとする際に、保安規定に定め

る行為の範囲内において保安規定の下部規定に実施手段としての具体的な実施要領

を定めている。 

具体的には、保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を下部規定

に規定する。実施者が下部規定に規定されている要領に従い業務を遂行しＰＤＣＡサ

イクルを実施した結果、改善すべき事項が抽出された場合は、各分野の専門的知識や

経験を踏まえ文書の改正内容を検討し、保安規定で規定する範囲内において改正する

ことにより問題点を改善する。 

下部規定に規定された実施手段が保安規定に定める行為内容に適合することの確

認は、発電所長、原子炉主任技術者、発電所の特別管理職が参加する原子力発電保安

運営委員会により審議し、確認（保安規定第７条）することにより、発電所内におけ

る組織としての階層的なチェックを行うこととしている。 

 

2.2.3 新規制基準施行を踏まえた保安規定に記載すべき事項の考え方について 

新規制基準の施行により、原子炉等規制法、実用炉規則、設置許可基準規則、技術

基準規則及び技術的能力審査基準等が改正又は制定されたことから、これらに定めら
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れている新しい要求事項を満足するために、保安規定及び下部規定に新たに記載すべ

き事項が追加となる。 

このうち新規制基準に適合することを確認した内容については、従来の法令等へ適

合することを確認した内容と同様、原子炉設置者の組織が実施する保安活動として必

須の事項であることから、従来からの考え方に従い、その内容を実施する行為者とそ

の行為内容については保安規定へ記載することが適切であると考える。また下部規定

についても、従来からの考え方に従い保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及

び実施内容を記載し、保安規定で定める行為内容に適合することの確認については原

子力発電保安運営委員会により審議し、確認することが適切であると考える。 

 

2.3 上流文書からの要求事項 

原子炉設置者は、原子炉施設を設置（変更）しようとする場合は原子炉設置（変更）

許可申請を行っている。許可された事項は、原子炉施設の運転管理段階においても遵

守すべき事項であり、原子炉設置者はその内容を保安規定及び下部規定に規定し保安

活動を行う必要がある。 

これら保安規定及び下部規定に規定する事項は、原子炉設置（変更）許可申請書に

おける基本設計との関係では、大きく次の２つに分類されると考えられる。 

①基本設計が要求する事項 

基本設計において安全解析の前提条件などになっており、設計上、運転管理

段階での遵守が要求される事項（運転上の制限などによりその条件に反する

と直接的に原子炉設置（変更）許可申請書における設計条件に抵触するよう

な性質のもの） 

②基本設計で前提とした運転管理事項 

基本設計の妥当性の確認のための前提条件となるものであり、基本設計で前

提とした運転管理段階で実現すべき事項（品質保証、保安管理体制、運転管

理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、緊急時の措置、

保安教育 等） 

 

このうち、「①基本設計が要求する事項」については、運転上の制限（以下、「LCO」

という。）を設定する設備等を決定し、LCOを満足していることの確認（サーベイラン

ス）の内容、LCO を満足していない場合に要求される措置及び要求される措置の完了

時間（AOT）を適切に設定の上、保安規定に定める。（以下、LCO、サーベイランス、要

求される措置及び AOTを合わせて「LCO等」という。） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」については、原子炉設置者は、原子炉設

置（変更）許可された内容に基づき原子炉施設の運転を行うにあたり、運転管理を行

う技術的な能力を、設置（変更）許可された内容（水準）に維持し続ける必要がある。

そのため、設置（変更）許可時に約束した運転管理事項（品質保証、保安管理体制、
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運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、緊急時の措置、保

安教育 等）の運用について保安規定及び下部規定に定める。 

保安規定及び下部規定に定める具体的事項は、設置（変更）許可された事項のうち

実用炉規則第９２条に定める保安規定に規定すべき事項とされている内容に基づき

規定する。「①基本設計が要求する事項」、「②基本設計で前提とした運転管理事項」と

して保安規定に規定した例を別紙２に示す。 

新規制基準の施行により追加された事項についても、以下のとおり上記の考え方を

踏まえて分類したうえで保安規定及び下部規定に必要な事項を記載することができ

ると考える。 

 

「①基本設計が要求する事項」については、新規制基準を踏まえ新たに設置した設

備のうち LCO等の設定が必要な設備について、従来通り保安規定に LCO等を設定しそ

の運用を管理する。新たに設置した設備以外に、原子炉設置（変更）許可申請書にお

いて行った安全解析の前提条件その他の設計条件、具体的には重大事故等対策の有効

性評価に係る成立性確認で行った解析上の時間又は技術的能力審査基準との適合性

確認を行った各手順における所要時間、自然災害に対する設計方針として示された設

定値（時間、距離等）等についても「①基本設計が要求する事項」に該当する。 

 

従来は、基本設計が要求する事項は保安規定に LCOを設定し、サーベイランスで LCO

を満足することを確認する運用により管理してきたが、新規制基準対応で整備した設

備及びその運用については、必ずしもサーベイランスで確認できないもの（例えば災

害対策要員が各手順に従い実施する作業の所要時間、津波対策として避難に要する時

間など）も含まれる。このため、基本設計が要求する事項について LCO等は設定しな

いものの保安規定に規定したうえで、これらが継続的に維持できていることを確認す

るために災害対策要員等に対し定期的に訓練を実施・評価し、必要に応じてさらに改

善するなどの保安活動の実施により技術的能力の維持、向上を継続的に行い基本設計

が要求する事項を満足することとし、これらの保安活動を保安規定あるいは下部規定

に規定する。なお、保安規定及び下部規定に記載すべき事項の区分は、「2.2 保安規

定及び下部規定に記載すべき事項の考え方」による。 

  

「②基本設計で前提とした運転管理事項」については、「①基本設計が要求する事

項」を満足するための上記保安活動を行う前提条件となる品質保証、保安管理体制、

運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、緊急時の措置、保

安教育などの保安活動であり、新規制基準を踏まえた対策（例：地震、火災、竜巻、

津波、溢水、火山、重大事故等、大規模損壊に対する必要な防護対策及び教育訓練等）

のうち原子炉設置（変更）許可申請書本文及び添付書類八、十（手順、防護対象設備）

に記載されている運転管理事項は保安規定へ、その実施手段は従来の考え方により下
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部規定へ記載する。 

以上の考え方を整理すると、第 2.3-1表のとおりとなる。 

 

第 2.3-1表 上流文書からの要求事項の保安規定への規定 

保安規定及び下部規

定に規定する事項 
①基本設計が要求する事項 ②基本設計で前提とした運転管理事項 

従来の考え方 

・LCO等の設定が必要な設備

について LCO 等を保安規

定に設定 

・保安活動として必須の事項は保安規定

へ、保安規定に定める行為内容の具体的

実施手段等は下部規定へ規定 

新規制基準施行を踏

まえた考え方 

・LCO等の設定が必要な設備

について LCO 等を保安規

定に設定 

・新規制基準施行により追

加となった基本設計が要

求する事項※１を保安規定

に規定 

・保安活動として必須の事項は保安規定

へ、保安規定に定める行為内容の具体的

実施手段等は下部規定へ規定 

この中には、新規制基準施行により追加

となった、基本設計が要求する事項※１を

担保するために必要な防護対策及び教育

訓練を実施し改善する等の保安活動につ

いても整理される 

 

※１：新規制基準を踏まえ、原子炉設置（変更）許可申請書において行った安全解析の前提条件

その他の設計条件（例：重大事故等対策の有効性評価に係る成立性確認で行った解析上の

時間又は技術的能力審査基準との適合性確認を行った各手順における所要時間、自然災害

に対する設計方針として示された設定値（時間、距離等）） 

 

「①基本設計が要求する事項」のうち LCO等を設定する運用管理については「4.設

備の運用管理について」において、またその他の運用の管理及び「②基本設計で前提

とした運転管理事項」については「3.手順、体制の運用管理について」において、こ

れらの考え方を踏まえた具体的な方針を示す。 

 

原子炉設置（変更）許可申請書における記載を例に、保安規定に規定する例を別紙

３に示す。 
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2.4 同一発電所における新規制基準への適合が確認されていない炉の扱い 

同一発電所において、新規制基準への適合が確認されていない炉が含まれる場合、

保安規定は発電所毎に制定していることから、新規制基準への適合が確認された炉及

び確認されていない炉が混在する記載となるため、新規制基準への適合が確認されて

いない炉を含めた保安規定の記載方針を示す。 

 

2.4.1 要求事項 

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止を目的とし、原子炉設置（変更）許可申請書等において定めた必要な設計上

の前提条件について、運用段階で維持できるよう保安規定に定めている。 

原子炉設置（変更）許可の前提となっている運用要件は、新規制基準への適合が確

認された炉に対する事項に限らず、新規制基準への適合が確認されていない炉に対す

る事項も含まれることから、当該運用要件は維持する必要がある。  

また、新規制基準の要求事項については、保安規定の変更認可の申請手続きに係る

経過措置を定めた整備規則の規定※により、新規制基準への適合が確認された炉及び

確認されていない炉ともに要求される事項がある。 

※：原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則 

 

2.4.2 記載方針 

前項を踏まえ、同一発電所に新規制基準への適合が確認されていない炉を含む場合

の保安規定の記載方針については、以下のとおり。 

 

○新規制基準適合に係る記載は、原則として、新規制基準への適合が確認された炉

のみを対象とし、新規制基準への適合が確認されていない炉は、次の事項を除き、

従前の規定のとおりとする。 

・新規制基準への適合が確認された炉の原子炉設置（変更）許可の前提となって

いる、新規制基準への適合が確認されていない炉の運用要件については、保安

規定に規定する。 

・保安規定の変更認可の申請手続きに係る経過措置を定めた整備規則の規定※に

より、新規制基準への適合が確認された炉及び確認されていない炉ともに要求

される事項については、いずれの炉に対しても保安規定に規定する。 

 

※：原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則 
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（例）保安規定に定める行為者と行為内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

（実用炉規則第９２条第１項） 

四 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者

が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 

（保安規定審査基準） 

○ 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が

保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 

（保安規定（原子炉主任技術者の選任）の例） 

第８条 原子力・立地本部長は，原子炉主任技術者及び代行者を，原子炉主任技術者免状

を有する者であって，次の業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選任

する。 

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。（以下、省略） 

・法令要求に対する行為者、行為内容を保安規定に規定 

・行為内容に関する実施手段（具体的な条件 等）は下部規定で規定 

（実用炉規則第９５条）（概要） 

発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとにおこなうものとする。 

２．原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が

通算して三年以上であることとする。 

一 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間 

二 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間 

三 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間 

四 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間 

（以下、省略） 

（下部規定（原子炉主任技術者職務運用マニュアル）の記載例） 

7 原子炉主任技術者の選任及び解任 

(1) a.(a)i原子力安全・統括部総括ＧＭは、原子炉主任技術者に係る本社所属の人事異動

の情報、代行者に係る各発電所所属の人事異動等の情報を踏まえ、7.1(1)c.(a)の条件（具体

的な条件）を満たす原子炉主任技術者及び代行者の選任及び解任（選任・解任日を含む）に

ついて、保安管理ＧＭの確認を得た後に原子力・立地本部長の承認を得る。 
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保安規定に規定する「①基本設計が要求する事項」の例 

（原子炉建屋） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内 

で照射された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟※２※３は，表４９－１で定める事

項を運転上の制限とする。 

２．原子炉建屋原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次 

の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子

炉棟内で照射された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つために原子

炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々において，少なくとも１つが閉

鎖状態にあることを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉建屋原子炉棟が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表４９－２の措置を講じる。 

表４９－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋原子炉棟 機能が健全であること 

表４９－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，運転上の制限を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．原子炉建屋原子炉棟を負圧に保

つための措置を講じる。※４ 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．炉心変更時又は原子炉建屋原子炉

棟内で照射された燃料に係る作

業時において，運転上の制限を満

足していないと判断した場合 

Ｃ１．炉心変更を中止する。 

及び 

Ｃ２．原子炉建屋原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属す

る１組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

※２：７号炉の原子炉建屋原子炉棟（燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室 

ブローアウトパネルを含む。）は重大事故等対処設備を兼ねる。 

※３：燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネルの開放機能 

は，運転，起動及び高温停止の場合に適用する。 

※４：燃料取替床ブローアウトパネルが開放した場合に，第６６条（６６－１４－２）による 

再閉止をしても，本措置を完了したこととは扱わない。  

別紙２（１／２） 
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保安規定に規定する「②基本設計で前提とした運転管理事項」の例 

 

（所員への保安教育） 

第１１８条 原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育を実施するにあたり，具体的な

保安教育の内容及びその見直し頻度を「保安教育マニュアル」に定め，これに基づき次の各号

を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保

安教育実施計画を表１１８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主任技術者

及び所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

（２）原子力人財育成センター所長は，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，第６条第

２項に基づき保安委員会の確認を得る。 

（３）各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施する。原子力人財育成

センター所長は，年度毎に実施結果を所長及び原子力・立地本部長へ報告する。 

ただし，各ＧＭが，定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することが

できる。 

（４）原子力人財育成センター所長は，具体的な保安教育の内容について，定められた頻度に

基づき見直しを行う。 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

  

別紙２（２／２） 
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原子炉設置（変更）許可申請書からの要求事項を踏まえた保安規定への記載例 

（例：東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所（６号炉及び７号炉発電用原子

炉施設の変更）平成 25年 9月 27日申請、平成 29年 12月 18日付け一部補正） 

 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

 

へ 計測制御系統施設の構造及び設備 

 

A.6号炉 

(5)その他の主要な事項 

(ⅻ)緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（中略） 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備のうち、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行

し、炉心の著しい損傷を防止するための設備として、 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)、

ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)及びほう酸水注入系を設ける。 

（中略） 

(a) ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)による制御棒緊急挿入 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉

出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合の

重大事故等対処設備として、ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)は、原子炉圧力高又は原

子炉水位低(レベル 2) の信号により、全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界にで

きる設計とする。 

また、ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)は、中央制御室の操作スイッチを手動で操作

することで作動させることができる設計とする。 

(b) 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉

出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合の

重大事故等対処設備として、ATWS 緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)は、

原子炉圧力高又は原子炉水位低(レベル 3)の信号により冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停

止し、原子炉水位低(レベル 2) の信号により冷却材再循環ポンプ 6 台を自動停止させて、

発電用原子炉の出力を制御できる設計とする。 

また、ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)は、自動で停止しない場

合に、中央制御室の操作スイッチを手動で操作することで、冷却材再循環ポンプを停止さ

せることができる設計とする。 

(c) ほう酸水注入 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として、ほう酸水注入系

は、ほう酸水注入系ポンプにより、ほう酸水を高圧炉心注水系等を経由して原子炉圧力容

器へ注入することで、発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

別紙３（１／６） 

実用炉規則第９２条第１項第８号「発電用原子炉施設の運 

転に関すること」に該当し、「①基本設計が要求する事項」で

あることから、原子炉設置（変更）許可申請書の本文に記載す

る設備の運用管理（LCO、AOT）について保安規定に規定する。 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、代替制御棒挿

入機能、代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の作動及びほう酸水注入を行う行為者及び行為内容（手順

の骨子）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手段（具体的な手順）については２次文書に記

載する。 
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十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処す

るために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

ハ、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するために必要な施設及び体制並び

に発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評

価の結果 

 

(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 

福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた重大事故等対策の設備強化等の対策に加え、

重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故が発生した場合又は大規模な自然災害若

しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊が発生した場合における以下の重大事故等対処設備に係る事項、復旧作業に係る事項、

支援に係る事項及び手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備を考慮し、当該事

故等に対処するために必要な手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備等運用面

での対策を行う。また、1 号、2 号、3 号、4 号及び 5 号炉の原子炉圧力容器に燃料が装荷さ

れていないことを前提とする。 

 

「( i ) 重大事故等対策」について手順を整備し、重大事故等の対応を実施する。「（ⅱ）

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事

項」 の「a. 可搬型設備等による対応」は「( i )重大事故等対策」対応手順をもとに、大規

模な損壊が発生した場合も対応を実施する。また、様々な状況においても、事象進展の抑制

及び緩和を行うための手順を整備し、大規模な損壊が発生した場合の対応を実施する。 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３（２／６） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、必要な

行為者（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手段

（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 
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(2) 有効性評価 

(ⅰ)基本方針 

   （中略） 

c.事故に対処するために必要な施設 

「(1)重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」

で整備する施設のうち、「(2)有効性評価」において重大事故等に対処するために必要な施

設を第 10.3表に示す。 

   （中略） 

 

第 10.3表 事故対処するために必要な施設（原子炉停止機能喪失） 

 

（中略）                 【】：重大事故等対処設備(設計基準拡張)  

 

 

 

 

 

 

 

判断及び操作 
重大事故等対処設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉スクラム失 

敗確認 

 

代替冷却材再循環ポ 

ンプ・トリップ機能 
－ 

平均出力領域モニタ 

起動領域モニタ 

格納容器圧力上昇 

による高圧・低圧 

注水系起動確認 

 

逃がし安全弁 

【原子炉隔離時冷却系】 

【高圧炉心注水系】 

【残留熱除去系(低 

圧注水モード)】 

 

－ 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉水位(SA) 

原子炉水位 

【原子炉隔離時冷却系系統流量】 

【高圧炉心注水系系統流量】 

【残留熱除去系ポンプ吐出圧力】 

原子炉隔離時冷却 

系及び高圧炉心注 

水系による原子炉 

水位維持 

 

【原子炉隔離時冷却系】 

【高圧炉心注水系】 

復水貯蔵糟 

代替冷却材再循環ポ 

ンプ・トリップ機能 

 

－ 

原子炉水位（SA） 

原子炉水位 

【原子炉隔離時冷却系系統流量】 

【高圧炉心注水系系統流量】 

復水貯蔵槽水位(SA) 

自動減圧系の自動 

起動阻止 

 

自動減圧系の起動阻 

止スイッチ 

 

－ 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉水位(SA) 

原子炉水位 

ほう酸水注入系に 

よる原子炉未臨界 

操作 

ほう酸水注入系 

 
－ 

平均出力領域モニタ 

起動領域モニタ 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、必要な行為者

及び行為内容（確認行為）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手段（具体的な体制、手順）

については２次文書に記載する。 

別紙３（３／６） 

実用炉規則第９２条第１項第８号「発電用原子炉施設の運転に関す 

ること」に該当し、「①基本設計が要求する事項」であることから、原子

炉設置（変更）許可申請書の本文に記載する設備の運用管理（LCO、AOT）

について保安規定に規定する。 
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（例） 

 

添付書類 八 

 

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

（中略） 

a.ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)による制御棒緊急挿入 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、

原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故等対

処設備として、ATWS 緩和設備(代替制御棒挿入機能)は、原子炉圧力高又は原子炉水位低(レベル

2) の信号により、全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

また、ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)は、中央制御室の操作スイッチを手動で操作するこ

とで作動させることができる設計とする。 

b. 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、

原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故等対

処設備として、ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)は、原子炉圧力高又は原

子炉水位低(レベル 3) の信号により冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停止し、原子炉水位低(レベ

ル 2) の信号により冷却材再循環ポンプ 6 台を自動停止させて、発電用原子炉の出力を制御でき

る設計とする。 

また、 ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)は、自動で停止しない場合に、

中央制御室の操作スイッチを手動で操作することで、冷却材再循環ポンプを停止させることがで

きる設計とする。 

c. ほう酸水注入 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として、ほう酸水注入系は、ほ

う酸水注入系ポンプにより、ほう酸水を高圧炉心注水系等を経由して原子炉圧力容器へ注入する

ことで、発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

  

別紙３（４／６） 

実用炉規則第９２条第１項第８号「発電用原子炉施設の運転に関すること」に該当し、「①基本設計が要

求する事項」であることから、原子炉設置（変更）許可申請書の添付書類に記載する設備の運用管理につ

いて保安規定に規定する。 
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東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所 

原子炉施設保安規定の概要 

 

（例） 

（重大事故等対処設備） 

第６６条 

〔７号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処設備※１は，表６６－１から表６６－１９

で定める事項を運転上の制限とする。 

（１） 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（中略） 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表６６－１から表６６－１９の確認事項を実施し，そ

の結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，重大事故等対処設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表６６－１から表６６－１９の措置を講じる。 

 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３（５／６） 

「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、必要な行為者

（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手段（具体的な体

制、手順）については２次文書に記載する。 
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（例） 

表６６－１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

６６－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）  

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備 
（代替制御棒挿入機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）が動作可能である 
こと※１※２ 

（中略） 
（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目  頻 度 担 当 

１．代替制御棒挿入 
機能 － 機能を確認する。※６ 定事検停止時 運転評価ＧＭ 

２．原子炉圧力高 
７．４８
MPa[gage] 

以下 

原子炉の状態が運転及
び起動において，動作不
能でないことを指示に
より確認する。※７ 

１ヶ月に１回 当直長 

チャンネル校正を実施
する。※８ 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 

論理回路機能検査を実
施する。※９ 

定事検停止時 運転評価ＧＭ 

（中略） 
（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能であるべきチ
ャンネル数を満足でき
ない場合 

又は 
手動ＡＲＩが動作不能
の場合 

Ａ１．当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設
備※１０が動作可能であることを確認する※１１。 

及び 
Ａ２．当直長は，当該チャンネルを動作可能な状態に

復旧する。 

６時間 
 
 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措
置を完了時間内に達成
できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 ２４時間 

 (以下、省略) 

実用炉規則第９２条第１項第８号「発電用原子炉施設の運転に関すること」に該当し、「①基本設計が

要求する事項」であることから、原子炉設置（変更）許可申請書の本文に記載する設備の運用管理につ

いて保安規定に規定する。 

また、「②基本設計で前提とした運転管理事項」であり継続的に順守すべき事項を担保するために、必

要な行為者（体制）及び行為内容（手順の骨子）については保安規定に規定し、行為内容を実施する手

段（具体的な体制、手順）については２次文書に記載する。 

別紙３（６／６） 
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保安規定審査基準に基づく、論点整理について
凡例　　【論点】：ヒアリングにて議論要　　　・：変更申請箇所だが、論点は無いと考える事項　　　（　）：変更不要と考える事項　　

新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）
1 関係法令及び保安規定

の遵守のための体制
(1) 　関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に

関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順書その他保安に関す
る文書について、重要度等に応じて定めるとともに、これを遵守することが定
められていること。また、これらの文書の位置付けが明確にされていること。
特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。

無

(2) 　保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コンプライア
ンスに係る体制が確実に構築されていることが明確となっていること。

無

2 品質マネジメントシス
テム

(1) 　品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、原子炉
等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第１項の許可（以下単
に「許可」という。）を受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の
保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年
原子力規制委員会規則第２号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質
管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－
２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を踏まえて定められてい
ること。

無 ・技術基準の改正を踏まえ保安規定を変
更。

・技術基準の改正を踏まえ保安規定を変
更。

(2) 　具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及び仕組みに
ついて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位置付けを含めて、発電
用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度が把握できるように定められてい
ること。また、その内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の
程度を合理的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた内
容が、合理的に実現可能なものであること。

無

(3) 　その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法について明確
にされていること。この具体的な方法について保安規定の下位文書も含めた文
書体系の中で定める場合には、当該文書体系について明確にされていること。

無

(4) 　手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領書、手順書
その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応じ
て、保安規定及びその２次文書、３次文書等といったＱＭＳに係る文書の階層
的な体系における位置付けが明確にされていること。

無

3 発電用原子炉施設の運
転及び管理を行う者の
職務及び組織

(1) 　本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な
組織及び各職位の職務内容が定められていること。

有り （本店の体制は記載済みのため、変
更不要）

(2) 　工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置
に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。

無

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

4,5,6 発電用原子炉主任技術
者の職務の範囲等

(1) 　発電用原子炉の運転に関し、保安の監督を行う発電用原子炉主任技術者の選
任について定められていること。

無 【論点】炉主任の選任について
[5.1　原子炉主任技術者の選任につい
て]

（同一形式での兼任の削除） 有り ・炉主任兼任の削除。 （審査基準にて対応）

(2) 　発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすことができるよ
うにするため、原子炉等規制法第４３条の３の２６第２項において準用する第
４２条第１項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（発
電用原子炉の運転に従事する者は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行
う指示に従うことを含む。）について適切に定められていること。また、発電
用原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の
位置付けがなされていること。

有り ・選任条件の追加。 （審査基準にて対応）

(3) 　特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すことがないよう、
上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、必ずしも工場
又は事業所の保安組織から発電用原子炉主任技術者が独立していることが求め
られるものではない。

無

(4) 　電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督の責務を十
分に果たすことができるようにするため、電気事業法第４３条第４項に規定す
る要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容について適切に定められて
いること。また、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の
監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ
と。

有り ・主任技術者の追加。

(5) 　発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術
者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を図ることが定められている
こと。

有り ・安全運営委員会への参加。

7 保安教育 (1) 　発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事業者に属する
者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方針が定められ
ていること。

無

(2) 　従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を定め、計
画的に保安教育を実施することが定められていること。

無

(3) 　従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を確認する
ことが定められていること。

無

(4) 　燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する業務の補助
を行う従業員については、当該業務に係る保安教育を実施することが定められ
ていること。

無

(5) 　保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさないこと
を徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見直しの頻度等について
明確に定められていること。

無 【論点】重大事故等発生時等に関する保
安教育への反映について
[3.2　火災、内部溢水、火山影響等、
その他自然災害等、有毒ガス発生時及
びその他要求事項に係る保安規定の記
載について]

【論点】重大事故等発生時等に関する保
安教育への反映について
[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]

8
イ
ロ
ハ

発電用原子炉施設の運
転に関する体制、確認
すべき事項、異状が
あった場合の措置等

(1) 　発電用原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められていること。 無 ・ＳＡ等の体制の整備の記載の程度と合
わせて、ＳＡに必要な運転員の数等を見
直す。
【論点】ＳＡ要員欠員時のプラント停止
判断に係る記載について
【論点】プラント運転状態に応じたＳＡ
要員について
[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]

(2) 　発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成することが定められ
ていること。

無 【論点】運転員以外が用いるＤＢ対応等
のマニュアル作成について
[3.2　火災、内部溢水、火山影響等、
その他自然災害等、有毒ガス発生時及
びその他要求事項に係る保安規定の記
載について]

【論点】運転員以外が用いるＳＡ対応等
のマニュアル作成について
[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

(3) 　運転員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 無

(4) 　発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項
について定められていること。
  

無

(5) 　地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発生時に講ず
べき措置について定められていること。
  

無 【論点】自然災害時の対応に係る保安規
定上の記載方法について
[3.2　火災、内部溢水、火山影響等、
その他自然災害等、有毒ガス発生時及
びその他要求事項に係る保安規定の記
載について]

(6) 　原子炉冷却材の水質の管理について定められていること。 無

(7) 　発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、
重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。）等に
ついて、運転状態に対応した運転上の制限（Limiting Conditions for
Operation。以下「ＬＣＯ」という。）、ＬＣＯを逸脱していないことの確認
（以下「サーベイランス」という。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した
場合に要求される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求さ
れる措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」という。）が定
められていること。
なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条件又はその他
の設計条件を満足するように定められていること。

有り 【論点】ＤＢの機器（防護ネット、津波
監視、防潮提等）に係る保安規定上の記
載方法について
[4.1　LCO等を設定する設備]

・原子炉の状態が冷温停止および燃料交
換におけるＤＧ２基要求について、ＳＡ
対応が保安規定に反映されたことに伴い
記載を見直す

・非常用ディーゼル発電機の燃料油増
加、タンクローリー配備

【論点】 制御室外停止機能（低温停
止）のＬＣＯについて
[5.3　制御室外停止機能（低温停止）
のＬＣＯについて]

【論点】ＳＡ設備のＳＲ、要求される措
置、ＡＯＴ、除外規定について
[4.2　サーベイランスの設定方針、4.3
LCO・要求される措置・AOTの設定方針]

【論点】適用する原子炉の状態を拡げる
ことによる、一部機器の適用除外の追加
について
（復水貯蔵槽）
【論点】ＬＣＯの記載方法について
【論点】ＬＣＯ逸脱の判断、逸脱時の運
用方法について
【論点】有効性評価、感度解析とＬＣＯ
所要数の考え方について
【論点】補助パラメータのＬＣＯ設定に
ついて
[4.3　LCO・要求される措置・AOTの設
定方針]

【論点】原子炉停止中の非常用ディーゼ
ル発電機の運用について
[5.2　原子炉停止中の非常用ディーゼ
ル発電機の運用について]

(8) 　サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要となる事故時等
の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下「実条件性能確認」と
いう。）するために十分な方法（事故時等の条件を模擬できない場合等におい
ては、実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含
む。）が定められていること。また、サーベイランス及び要求される措置を実
施する時期の延長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣＯの取扱い等が
定められていること。

無 【論点】ＤＢ設備のＳＲ頻度について
[4.2　サーベイランスの設定方針]

【論点】ＳＡ設備のＳＲ頻度について
【論点】保全実績を考慮したサーベイラ
ンス方法について
[4.2　サーベイランスの設定方針]

(9) 　ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判断までの対応
目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求される措置等の取扱方法が定
められていること。

無

(10) 　ＬＣＯに係る記録の作成について定められていること。 無 （一部のＤＢ設備もＬＣＯ対象とするた
め、現状の記載に含まれるため、変更不
要）

（ＳＡ設備もＬＣＯ対象とするため、現
状の記載に含まれるため、変更不要）

(11) 　ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監視項目が警報設
定値を超過するなどの異状があった場合の基本的対応事項及び講ずべき措置並
びに異常収束後の措置について定められていること。。

無 【論点】添付１（異常時の運転操作基
準）に係るＳＡ対応の反映方法について
[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]

(12) 　ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的とした保全作業を
その機能が要求されている発電用原子炉の状態においてやむを得ず行う場合に
は、当該保全作業が限定され、原則としてＡＯＴ内に完了することとし、必要
な安全措置を定め、確率論的リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk
Assessment）等を用いて措置の有効性を検証することが定められていること。

無 【論点】LCOが適用される原子炉の状態
が常時となる機器について、計画的な保
全作業に係る除外規定の追加について
[4.4 予防保全を目的とした保全作業の
ために計画的に運転上の制限外に移行
する場合ついて]
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添付資料－１（4／11）

新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

8
ニ

発電用原子炉の運転期
間

(1) 　発電用原子炉の運転期間の範囲内で、発電用原子炉を運転することが定めら
れていること。

無

(2) 　取替炉心の安全性評価を行うことが定められていること。なお、取替炉心の
安全性評価に用いる期間は、当該取替炉心についての燃料交換の間隔から定ま
る期間としていること。

無

(3) 　実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２条第１項第８
号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又はこれを変更しようとする場
合は、申請書に発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書（発電用原子炉
の運転期間を変更しようとする場合は、実用炉規則第８２条第４項の見直しの
結果を記載した書類を含む。以下単に「説明書」という。）が添付されている
こと。

無

(4) 　発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停止して行う必
要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃料交換の間隔から定まる期
間（発電用原子炉起動から次回の定期事業者検査を開始するために発電用原子
炉を停止するまでの期間）、のうちいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則
第５５条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発電
用原子炉の運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回の定期事業者検査
を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間）が記載されているこ
と。なお、発電用原子炉の運転期間の設定に当たっては、発電用原子炉を起動
してから定期事業者検査が終了するまでの期間も考慮していること。
実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電用原子炉施設
における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１３０６１９８号（平成２５
年６月１９日原子力規制委員会決定））を参考として記載していること。

有り （運転期間延長申請時の評価に用い
るものであり、現状記載の変更な
し）

（審査基準にて対応）

(5) 　特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う長期施設管理
方針の変更の有無及びその理由が明らかとなっていること。

無

(6) 　発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第５５条に定める
定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、段階的に延長すること
となっていること。

無

(7) 　運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許可を受けたと
ころによる基本設計ないし基本的設計方針に則した影響評価の結果が説明書に
記載されていること。。

無

(8) 　説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間については、期間を変更
した後においても発電用原子炉の安全性について許可を受けたところによる基
本設計ないし基本的設計方針を満たしていること。

無

8
ホ

発電用原子炉施設の運
転の安全審査

(1) 　発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施設の保安運営
に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事項について定めら
れていること。

無 ・電気、ＢＴ主任技術者の委員会参
加。

（ＳＡ設備も運用面では「運転管理に関
する社内標準」、設備面では「設備の改
造」に該当し、現状の記載に含まれるた
め、変更不要）
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添付資料－１（5／11）

新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

9 管理区域、保全区域及
び周辺監視区域の設定
等

(1) 　管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するための措置を定
め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項が定められていること。

無

(2) 　管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及びそれ以外
の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度の基準値が定め
られていること。

無

(3) 　管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置を定め、特
別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び
床、壁その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度の基準が定められてい
ること。

無

(4) 　管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 無
(5) 　管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められていること。 無

(6) 　管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守させる措置が
定められていること。

無

(7) 　管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講ずべき事項
が定められていること。

無

(8) 　保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められていること。 無 （保全区域とする要件は、新規制基準施
行後も（法令上の規定が変更されていな
いことから）従前と変わりないと考え
る）

（同左）

(9) 　周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視区域に立ち入
らないように制限するために講ずべき措置が定められていること。

無

(10) 　役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びこれ
を遵守させる措置が定められていること。

無

10 排気監視設備及び排水
監視設備

(1) 　放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等の放出管理
に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使用方法が定められている
こと。

無

(2) 　これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の一部と
して、第１８号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよ
い。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使用方法については、
施設全体の管理方法の一部として、第１２号における放射線測定器の管理及び
放射線の測定の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。

無

11 線量、線量当量、汚染
の除去等

(1) 　放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置
（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。

無

(2) 　国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放射線防護の
基本的考え方を示す概念（as low as reasonably achievable。以下「ＡＬＡ
ＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理す
ることが定められていること。

(3) 　実用炉規則第７８条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度の明
確な基準が定められていること。

無

(4) 　管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に関する事
項が定められていること。

無

(5) 　管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際
に講ずべき事項が定められていること。

無

(6) 　核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場
又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関す
るものを除く。）が定められていること。なお、この事項は、第１３号又は第
１４号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。

無

(7) 　原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同
項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認可を
受けた申請書等において記載された内容を満足するよう、同条第１項の確認を
受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、
適切に取り扱うことが定められていること。
なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１４号に
おける放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。

無
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添付資料－１（6／11）

新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

(8) 　放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設
における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平成２
０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（Ｎ
ＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参考として定められていること。なお、
この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１４号における
放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。

無

(9) 　汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。 有り （汚染拡大防止措置について、既に
記載済みのため変更不要）

12 放射線測定器の管理及
び放射線の測定の方法

(1) 　放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。）の
種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使用方法（測定及び評
価の方法を含む。）が定められていること。

無 （ＤＢ設備と重複するＳＡ設備について
は、注釈を記載する。）

（ＤＢ設備と重複するＳＡ設備について
は、注釈を記載する。）

(2) 　放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の一部等
として、第１８号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよ
い。

無 （ＤＢ設備と重複するＳＡ設備について
は、注釈を記載する。）

（ＤＢ設備と重複するＳＡ設備について
は、注釈を記載する。）

13 核燃料物質の受払い、
運搬、貯蔵等

(1) 　工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及
び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべ
き措置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められていること。

無

(2) 　新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又
は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定められてい
ること。なお、この事項は、第１１号又は第１４号における運搬に関する事項
と併せて定められていてもよい。

無

(3) 　燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するた
めに取替炉心の安全性評価を許可を受けたところによる安全評価と同様に行っ
た上で燃料装荷実施計画を定めること及び燃料移動手順に従うこと等が定めら
れていること。なお、発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において
取替炉心ごとに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として定
められていること。

無

14 放射性廃棄物の廃棄 (1) 　放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運搬に関
し、放射線安全確保のための措置が定められていること。

無

(2) 　放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外
への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められ
ていること。

無

(3) 　放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事
業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されていること
が明記されていること。
なお、この事項は、第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて
定められていてもよい。

無

(4) 　放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標値及び基準
値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定
項目及び頻度が定められていること。

無

(5) 　放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標値を満たす
ための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び
頻度が定められていること。

無

(6) 　平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価等）につい
て定められていること。

無

(7) 　ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定められてい
ること。

無
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

15 非常の場合に講ずべき
処置

(1) 　緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められていること。 無

(2) 　緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定められている
こと。

無 ・「原子力防災資機材等の整備」におい
て、ＳＡ対応のマニュアルを定めること
を追加（現状は運転員側のマニュアルの
み）。

(3) 　緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報することが定
められていること。

有り （通報経路を予め定めることについ
ては既に記載しており、変更不要）

(4) 　緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措置法（平成
１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防災業務計画によること
が定められていること。

無 （法令上の規定が変更されていないこと
から、従前の炉規制法に基づく対応とす
る。）

(5) 　緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び緊急時にお
ける活動を実施することが定められていること。

無

(6) 　次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事させるための
要員として選定することが定められていること。
（１）緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教
育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書
面で申し出た者であること。
（２）緊急作業についての訓練を受けた者であること。
（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従事する従
業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、
同法第９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同条第３項に規定する副原
子力防災管理者であること。

有り

(7) 　放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射線防護マス
クの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業を行った放射線業務
従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関し、
適切な内容が定められていること。

有り

(8) 　事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められているこ
と。

無

(9) 　防災訓練の実施頻度について定められていること。 有り （防災訓練の頻度については既に記
載しており、変更不要）
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

【論点】資機材、ＤＢ設備との整理、記
載方法について

[3.2　火災、内部溢水、火山影響等、
その他自然災害等、有毒ガス発生時及
びその他要求事項に係る保安規定の記
載について]

【論点】資機材、ＳＡ設備との整理、記
載方法

[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]

16 設計想定事象等に係る
発電用原子炉施設の保
全に関する措置

(1) 　許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した対策が機
能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められ
ていること。
（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を策
定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を行わせること。特
に、当該計画には、次に掲げる事項を含めること。
イ 火災
可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の
現場に到着するまでに行う活動に関すること。
ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火山影響等」
という。）
①  火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するため
の対策に関すること。
②  ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源設備その他の
炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること。
③  ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合
における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準
事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」という。）
① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関す
ること。
② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に
関すること。
③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい
損傷を防止するための対策に関すること。
④  重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止する
ための対策に関すること。
⑤  重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムによるものを除く。）発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対
策（上記①から④までの対策に関することを含む。）に関すること。
⑥  発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。
ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに
よる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）
①  大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動
に関すること。
②  大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関す
ること。
③  大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に
関すること。
④  大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策
及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
⑤  大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関す
ること。
⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムによるものに限る。）発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対
策に関すること。
（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発生時にお
けるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ次に掲げるとおりとする
こと。
イ 重大事故等発生時
①  許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前提条件となる操
作の成立性に係る事項が定められ、定められた内容が重大事故等に対し的確か
つ柔軟に対処することを妨げるものでないこと。
②  炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操
作等の判断基準の基本的な考え方が定められていること。原子炉格納容器の過
圧破損の防止に係る手順については、格納容器圧力逃がし装置を設けている場
合、格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容
器内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし装置による手順
に優先して実施することが定められているとともに、原子炉格納容器内の圧力
が高い場合など、必要な状況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用
することが定められていること。
③  措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に関するものを除
く。）については記載を要しない。
ロ 大規模損壊発生時
 定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処することを妨げるも
のでないこと。
（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関
すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設
の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練について
は、それぞれ毎年１回以上定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用
を開始するに当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。
（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動
車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィル
ターその他の資機材を備え付けること。
（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備
すること。

有り 【論点】資機材、ＤＢ設備、ＳＡ設
備との整理、記載方法について

[3.1　重大事故等及び大規模損壊発
生時に係る保安規定の記載につい
て]

[3.2　火災、内部溢水、火山影響
等、その他自然災害等、有毒ガス発
生時及びその他要求事項に係る保安
規定の記載について]

（審査基準にて対応）
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

(2) 　重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物質若しくは核
燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害を防止するために
必要があると認めるときは、組織内規程類にあらかじめ定めた計画及び手順に
とらわれず、発電用原子炉施設の保全のための所要の措置を講ずることが定め
られていること。

有り 【論点】資機材、ＳＡ設備との整
理、記載方法

[3.1　重大事故等及び大規模損壊発
生時に係る保安規定の記載につい
て]

17 記録及び報告 (1) 　発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理する
ことが定められていること。その際、保安規定及びその下位文書において、必
要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定められていること。

無

(2) 　実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理に関すること
（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が定められている
こと。

無 ・使用前検査、定期検査の記録の追加

(3) 　発電所長及び発電用原子炉主任技術者に報告すべき事項が定められているこ
と。

無

(4) 　特に、実用炉規則第１３４条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準
ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確実に報告がなされる体制
が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が明記さ
れていること。

無 （第１３４条に「常設重大事故等対処設
備」も対象設備として加わったが、保安
規定上は、第１３４条の紐付けのみのた
め、変更不要）

（第１３４条に「常設重大事故等対処設
備」も対象設備として加わったが、保安
規定上は、第１３４条の紐付けのみのた
め、変更不要）

(5) 　当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明記されてい
ること。

無

【論点】資機材、ＤＢ設備との整理、記
載方法について

[3.2　火災、内部溢水、火山影響等、
その他自然災害等、有毒ガス発生時及
びその他要求事項に係る保安規定の記
載について]

【論点】資機材、ＳＡ設備との整理、記
載方法

[3.1　重大事故等及び大規模損壊発生
時に係る保安規定の記載について]

16 　許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した対策が機
能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められ
ていること。
（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を策
定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を行わせること。特
に、当該計画には、次に掲げる事項を含めること。
イ 火災
可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の
現場に到着するまでに行う活動に関すること。
ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火山影響等」
という。）
①  火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するため
の対策に関すること。
②  ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源設備その他の
炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること。
③  ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合
における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準
事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」という。）
① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関す
ること。
② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に
関すること。
③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい
損傷を防止するための対策に関すること。
④  重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止する
ための対策に関すること。
⑤  重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムによるものを除く。）発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対
策（上記①から④までの対策に関することを含む。）に関すること。
⑥  発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。
ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに
よる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）
①  大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動
に関すること。
②  大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関す
ること。
③  大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に
関すること。
④  大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策
及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
⑤  大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関す
ること。
⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムによるものに限る。）発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対
策に関すること。
（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発生時にお
けるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ次に掲げるとおりとする
こと。
イ 重大事故等発生時
①  許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前提条件となる操
作の成立性に係る事項が定められ、定められた内容が重大事故等に対し的確か
つ柔軟に対処することを妨げるものでないこと。
②  炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操
作等の判断基準の基本的な考え方が定められていること。原子炉格納容器の過
圧破損の防止に係る手順については、格納容器圧力逃がし装置を設けている場
合、格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容
器内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし装置による手順
に優先して実施することが定められているとともに、原子炉格納容器内の圧力
が高い場合など、必要な状況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用
することが定められていること。
③  措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に関するものを除
く。）については記載を要しない。
ロ 大規模損壊発生時
 定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処することを妨げるも
のでないこと。
（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関
すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設
の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練について
は、それぞれ毎年１回以上定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用
を開始するに当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。
（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動
車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィル
ターその他の資機材を備え付けること。
（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備
すること。

有り 【論点】資機材、ＤＢ設備、ＳＡ設
備との整理、記載方法について

[3.1　重大事故等及び大規模損壊発
生時に係る保安規定の記載につい
て]

[3.2　火災、内部溢水、火山影響
等、その他自然災害等、有毒ガス発
生時及びその他要求事項に係る保安
規定の記載について]

（審査基準にて対応）
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新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

18 発電用原子炉施設の施
設管理

(1) 　施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこれらの評
価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業
者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」（原規規発第１９１２２５７
号－７（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を参考として定めら
れていること。

無 ・保全対象範囲、安全上重要な機器等に
ＳＡ設備を含める。

【論点】LCOが適用される原子炉の状態
が常時となる機器について、計画的な保
全作業に係る除外規定の追加について
[4.4 予防保全を目的とした保全作業の
ために計画的に運転上の制限外に移行
する場合ついて]

(2) 　発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することについては、
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」を参考とし、実用
炉規則第８２条に規定された発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評
価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが
定められていること。

有り （ＰＬＭ評価に用いるものであり、
現状記載の変更なし）

・常設ＳＡ設備について、ＰＬＭ評価を
行う。

・常設ＳＡ設備について、ＰＬＭ評価を
行う。

(3) 　運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉については、長期施設
管理方針が定められていること。

無 ・常設ＳＡ設備について、ＰＬＭ評価を
行う。

・常設ＳＡ設備について、ＰＬＭ評価を
行う。

(4) 　実用炉規則第９２条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設の施設管理に
関することを変更しようとする場合（実用炉規則第８２条第１項から第３項ま
での規定により長期施設管理方針を策定し、又は同条第４項の規定により長期
施設管理方針を変更しようとする場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８
２条第１項、第２項若しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を
記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付されていること。

無

(5) 　長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉施設におけ
る高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載されていること。

有り （ＰＬＭ評価に用いるものであり、
現状記載の変更なし）

（審査基準にて対応）

(6) 　使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定められている
こと。

有り ・実施体制を追加 （審査基準にて対応）

(7) 　燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された燃料のうちか
ら選定したものの健全性に異常のないことを確認すること、燃料使用の可否を
判断すること等が定められていること。

無
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添付資料－１（11／11）

新規制基準について影響の有無
実用炉規則第９２条第１項 保安規定審査基準 基準の変

更有無
原子炉等規制法

実用炉規則改正対応
設置許可基準、技術基準　制定対応（設

計基準）
設置許可基準、技術基準、技術的能力審

査基準　制定対応（重大事故）

保安規定の記載事項要求 保安規定への変更箇所、論点

審査基準改正対応

19 技術情報の共有 (1) 　プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関する
技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡会等の事業者の情報共有の
場を活用し、他の発電用原子炉設置者と共有し、自らの発電用原子炉施設の保
安を向上させるための措置が定められていること。

無

20 不適合発生時の情報の
公開

(1) 　発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合の公
開基準が定められていること。

無

(2) 　情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等に必要な事
項が定められていること。

無

21 その他必要な事項 (1) 　日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子炉施設に
係る保安に関し必要な事項を定めていること。

無

(2) 　保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された
物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとして定められていること。

無
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3. 手順、体制の運用管理 

 

3.1 重大事故等及び大規模損壊発生時に係る保安規定の記載について 
3.1.1 概 要 

原子炉施設において、重大事故等が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊

が発生した場合における当該事故等に適切に対処するためには、重大事故等に対応

するために必要な要員の配置、重大事故等対処設備を十分に活用するための手順書

の整備、活動を行う要員に対する教育・訓練の実施等運用面での体制をあらかじめ

整備するとともに、運転段階の運用においてもそれら体制が維持管理されていかな

ければならない。 

したがって、重大事故等及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備に関して、原子炉設置者が運用を行っていく中において遵

守しなければならない事項は原子炉設置者が構築するQMS文書体系の上位に位置付け

られる保安規定に規定する必要がある。 

以上を踏まえ、重大事故等及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備に関して、「実用炉規則」、「保安規定審査基準」及び

「技術的能力審査基準」の規制要求事項のうち、重大事故等及び大規模損壊発生時

の体制の整備に係る要求事項を満足するために、「2.2 保安規定及び下部規定に記

載すべき事項の考え方について」及び「2.3 上流文書からの要求事項」に示す考え

方に基づいた記載方針を示す。 
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3.1.2 保安規定の記載内容について 

「実用炉規則」、「保安規定審査基準」及び「技術的能力審査基準」では、重大事

故等及び大規模損壊発生時における体制の整備に関して以下のとおり要求されてい

る。 

実
用
炉
規
則 

○重大事故等及び大規模損壊が発生した場合における発電用原子炉施設の必要な機能

を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要

員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 

○要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施すること。 

○活動を行うために必要な資機材を備え付けること。 

○上記に掲げるもののほか、活動を行うために必要な体制を整備すること。 

保
安
規
定
審
査
基
準 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を

維持するための活動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従っ

て必要な活動を行わせること。 

○重大事故等発生時又は大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置に係る手順につい

ては、それぞれ次に掲げるとおりとすること。 

 重大事故等発生時 

 ・許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前提条件となる操作の成

立性に係る事項が定められ、定められた内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に

対処することを妨げるものでないこと。 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の

判断基準の基本的な考え方が定められていること。 

・措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等については記載を要しない。 

大規模損壊発生時 

・定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処することを妨げるもので

ないこと。 

○要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上定期に実施すること。 

○活動を行うために必要な資機材を備え付けること。 

○その他、活動を行うために必要な体制を整備すること。 

技
術
的
能
力
審
査
基
準 

保安規定等において、以下の項目が規定される方針であること。 

1.重大事故等対策における要求事項 

1.0 共通事項 

(1) 重大事故等対処設備に係る要求事項 

(2) 復旧作業に係る要求事項 

(3) 支援に係る要求事項 

(4) 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

（中略） 

1.19 通信連絡に関する手順等 

2.大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応に

おける要求事項 

2.1 可搬型設備等による対応 
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重大事故等及び大規模損壊発生時において、当該事故等に対処するために必要な

体制を整備し、その体制を運転段階の運用の中においても維持管理していくために

は、保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）に基づき、体制の整備に係

る計画を策定し、実施し、評価し、継続的に改善していく管理の枠組みを適切に構

築しておくことが重要である。 

そのために必要となる基本的な事項は以下のとおりであり、それらは上表に示す

規制要求事項とも整合している。 

【体制の整備に必要な管理の枠組みに関する事項】 

・体制の整備に関する計画を策定すること 

・活動を行うために必要な要員を配置すること 

・要員に対し、教育及び訓練を定期的に実施すること 

・必要な資機材を配備すること 

・活動を行うために必要な手順を整備すること 

・手順に基づき必要な活動を実施すること 

・上記事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき

必要な措置を講じること 

 また、規制要求事項では、上記の管理の枠組みに関する事項以外に、運用に関す

る事項も要求されている。 

具体的には、保安規定審査基準において「許可を受けた対応手段、重要な配慮事

項、有効性評価の前提条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められた

内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処することを妨げるものでないこと」等

が要求されている。 

技術的能力審査基準においては、重大事故等及び大規模損壊発生時に当該事故等

に対処するために必要な体制の整備に関し、同基準が示す項目について保安規定等

において規定される方針であることを確認することとなっている。技術的能力審査

基準が示す項目について、保安規定又は２次文書他で整備することが要求されてい

るが、原子炉設置者が運用を行っていく中で教育及び訓練や手順書等の改善を継続

的に行っていく場合においても、体制が維持管理されていくことを確実にするため

には、２次文書他の上位に位置付けられる保安規定に上流文書である原子炉設置

（変更）許可申請書における基本設計で前提とした運転管理事項を規定しておくこ

とが重要である。特に、重大事故等及び大規模損壊発生時の対応における人の関与

の重要性を踏まえると、教育及び訓練や手順書等の体制を維持し続けるうえでの保

安規定の位置付けは重要である。 

よって、技術的能力審査基準で要求される各項目に対して、「2.2 保安規定及び

下部規定に記載すべき事項の考え方について」及び「2.3 上流文書からの要求事

項」に示す考え方に基づき整理した、保安規定に記載すべき内容を、２次文書他へ

の要求事項として保安規定に付加する。 
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以上を踏まえた重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に係る保安規定の

規定方針は、次のとおりである。 

 

3.1.2.1 重大事故等及び大規模損壊発生時の体制について 

（１）重大事故等及び大規模損壊発生時に対処しうる体制の整備に関する計画を

策定するとともに、体制に係る評価を定期的に実施し、必要な改善を図ってい

く管理の枠組みとなる基本的事項を、新たな条文として第１７条の７（重大事

故等発生時の体制の整備）及び第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整

備）を保安規定に追加する。 

 

（２）重大事故等及び大規模損壊発生時において、事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、要員の役割に応じた教育及び訓練を受

け力量を有する者を確保する。 

要員に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め要員の補充を行う

こととし、また、3.1.2.2（１）ｂ.の訓練において、役割に応じた必要な力量

を確保できていないと判断した場合については、速やかに、保安規定に定める

人数の者を確保する体制から、力量が確保できていないと判断された者を除外

し、必要な権限者への承認を得たうえで体制を構築する。 

要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の措

置を実施し、原子炉の停止中の場合は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の

安全を確保する。 

以上について保安規定の第１２条（運転員等の確保）に追加する。 

 

要員については、保安規定変更認可申請の施行までに力量を有する要員を必

要人数確保する計画である。 

   

（３）技術的能力審査基準にて要求された項目に対して原子炉設置者が実施しな

ければならない事項を、保安規定の添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に

係る実施基準」として新たに規定する。さらに、その添付を本文（第１７条の

７、第１７条の８）と関連付け、体制の整備に係る２次文書他への遵守事項と

することにより、運転段階において原子炉設置者が運用を行っていく中で、そ

れら内容が確実に継続して実施されるようにする。 

 

 

 

 

 



 3.1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１：実用炉規則で求められている重大事故等及び大規模損壊発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画は、上図に示す体制

（要員の配置、教育及び訓練等）を整備、維持するための計画である。具

体的な計画の内容は２次文書他に規定するが、体制整備の全体計画として

定める、あるいは要員の配置、教育及び訓練等をそれぞれ個別に計画とし

て定めるなど、計画の定め方は原子炉設置者により異なる。 

 

※２：重大事故等及び大規模損壊発生時に必要な要員に対する教育は、実用炉規

則第９２条に定められる保安教育の内容（非常の場合に講ずべき処置に関

すること）に該当するものであることから、保安規定の第１０章に教育の

内容、対象者等を整理する。なお、第１７条の７及び８の条文で要求され

る訓練については、必ずしも保安教育に位置づける必要はない。 

 

 

保安管理体制 
保安規定第４条に保安に関する組織の体制を定めており、

その体制の下、重大事故等及び大規模損壊発生時における

体制（要員の配置、教育及び訓練等）を整備。 

重大事故等発生時における原子炉施設の 

保全のための活動を行う体制 

要員の配置 

・実施組織及びその支援組

織の役割分担及び責任者 

・要員招集のための連絡体制 

・発電所内外への情報提供 

・発電所外部からの支援 等 

教育及び訓練 

・教育実施者、教育対象者 

・要員の役割に応じた教育

項目とその内容 

・実施頻度 

・実施後の評価  等 

手順書 

・炉心損傷防止対策 

・原子炉格納容器破損防止対策 

・使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する燃料体の損傷防止対策 

・原子炉停止時の燃料体破

損防止対策 

大規模損壊発生時における原子炉施設の 

保全のための活動を行う体制 

要員の配置 資機材の配備 

教育及び訓練 手順書 

資機材の配備 

・必要な資機材名称 

・必要な数量 

・配備場所 

・点検頻度 

・点検実施箇所 等 

添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に
係る実施基準 

・重大事故等対処設備に係る事項 

・重大事故等対策における復旧作業に係る事項 

・発電所外部からの支援に関する事項 

・手順書の整備、教育及び訓練、実施体制の整備

に関する事項 

（手順） 

・緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順   等 

体制の整備（要員の配置、教育及び訓練等）に係る計画※１を定

め、計画に基づき実施し、定期的に評価を行い、継続的に改善

を行う管理の枠組みを規定する。具体的な実施内容は、添付３

の実施基準を満足するよう、２次文書他へ定める。 

保安規定第１０章に、保安

教育として教育の内容、対

象者等を整理。※２ 
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3.1.2.2 重大事故等及び大規模損壊発生時の教育訓練について 

重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する要員に対して、事象の種類及び事象

の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保するため、教育及

び訓練を継続的に実施するとともに、要員に必要な力量の確保に当たっては、通常

時の実務経験を通じて付与される力量に加え、重大事故等及び大規模損壊発生時の

対応の知識及び技能について、要員の役割に応じた教育及び訓練を定めた頻度、内

容で計画的に実施することにより、力量の維持及び向上を図る。 

なお、重大事故等対処施設の使用を開始するまでに、あらかじめ必要な教育及び

訓練を実施することとする。 

また、重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な要

員の力量が有効性評価の前提条件を満足することを検証するための訓練（以下、

「成立性の確認訓練」という。）及び大規模損壊発生時に対応する要員の力量が技

術的能力を満足していることを確認する訓練（以下、「技術的能力の確認訓練」と

いう。）を実施することとし、具体的には以下のとおり実施する。 

 

（１）重大事故等発生時の教育訓練 

重大事故等発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本的

な考えを踏まえ、保安規定第１７条の７に骨子を記載し、具体的な実施方法に

ついては保安規定の添付３に明確にする。 

  a.基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

b.要員が検証として行う訓練（成立性の確認訓練） 

すべての重要事故シーケンス及び要員を網羅的に検証できるように、次の

点に考慮し、成立性の確認訓練を実施する。 

・ 訓練主体を考慮した訓練方法と網羅的な訓練内容を選定し、当該操作を行

う者全員の力量が検証できるよう実施する。 

・ 重要事故シーケンスによって、総合的な検証となる訓練を実施する。 

・ 代表となる重要事故シーケンスにおいて訓練を実施する場合は、操作の類

似性及び網羅性を考慮して訓練対象の重要事故シーケンスを選定する。 

・ 代表となる要員において訓練を実施する場合には、力量が確保されていな

いと判断された際には、代表と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立

性の確認訓練を追加実施し、代表以外の力量を検証する。 
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（２）大規模損壊発生時の教育訓練 

大規模損壊発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本的

な考えを踏まえ、保安規定第１７条の８に骨子を記載し、具体的な実施方法に

ついては保安規定の添付３に明確にする。 

  a.基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

b.要員が検証として行う訓練（技術的能力の確認訓練） 

大規模損壊特有の対応手順の訓練を実施するとともに、中央制御室が機能喪

失するような通常とは異なる体制で活動しなければならない場合にも対応でき

るよう指揮者の判断に主眼をおいた訓練を実施する。 

具体的に検証として行う訓練内容については、プラント状況の把握、情報収

集、的確な対応操作の選択及び指揮者等と要員間の連携を踏まえた総合的な訓

練を実施するとともに、要員については、指揮者及び当該操作を行う要員の中

から抜き取りにより、対象者を選定する。 

 

上記方針に基づく重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に係る保安規定

の記載例を次に示す。 

a.第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備） 

b.第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備） 

c.第１２条（運転員等の確保） 

d.添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」 

e.第１１８条（所員への保安教育）、第１１９条（協力企業従業員への保安教

育） 
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a.第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備） 

【記載の要点】 

○体制の整備として、要員の配置、教育及び訓練、資機材の配備についての計画

を策定すること、計画の策定に当たり炉心損傷防止対策等の手順を定めること

を記載。 

○計画の策定に当たっては、添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応に係

る実施基準」と整合をとることを記載。 

○計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を実

施するとともに、要員に手順を遵守させることを記載。 

○前項の活動の実施について、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づ

き必要な措置を講じることを記載。 

【記載例】 

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第１７条の７ 

〔７号炉〕 

 社長は，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故が発生した場合（以下「重大事故

等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備にあたっ

て，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

２．原子力運営管理部長は，添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に示

す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について計画を定める。 

３．防災安全ＧＭは，第１項の方針に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，防災安全部長の承

認を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基

準」に従い策定する。 

（１）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な運転

員，緊急時対策要員及び自衛消防隊（以下「重大事故等に対処する要員」という。）

の役割分担及び責任者の配置に関する事項 

（２）重大事故等に対処する要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ア. 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あらかじめ力量の付与のため

の教育訓練を実施する※１こと 

イ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

ウ. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

を満足すること及び有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性

の確認訓練（以下，「成立性の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること 

エ. 成立性の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の

承認を得ること 

オ. 成立性の確認訓練の結果を記録し，所長及び原子炉主任技術者に報告すること 

（３）重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置，アクセスルートの確保，復旧作業及

び支援等の原子炉施設の保全のための活動，並びに必要な資機材の配備に関すること 

４．各ＧＭは，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な次に掲げる事項に関する手順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示
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す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従うとともに，重大事故等対処設

備を使用する際の切替えの容易性を配慮し，第３項（１）の役割に応じた内容とする。 

（１）重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること   

（２）重大事故等発生時における格納容器の破損を防止するための対策に関すること 

（３）重大事故等発生時における使用済燃料プールに貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止

するための対策に関すること 

（４）重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を防止するた

めの対策に関すること 

（５）発生する有毒ガスからの運転・対処要員の防護に関すること 

５．各ＧＭは，第３項の計画に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を実施するとともに，重大事故等に対処する要員に第４項の手順を遵守させる。 

６．各ＧＭは，第５項の活動の実施結果をとりまとめ，第３項に定める事項について定期的

に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。

防災安全ＧＭは，第３項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果

に基づき必要な措置を講じる。 

７．原子力運営管理部長は，第１項の方針に基づき，本社が行う支援に関する活動を行う体

制の整備として，次の各号を含む計画を策定する。また，計画は，添付３に示す「重大事

故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

（１）支援に関する活動を行うための役割分担及び責任者の配置に関すること 

（２）支援に関する活動を行うための資機材の配備に関すること 

８．原子力運営管理部長は，第７項の計画に基づき，本社が行う支援に関する活動を行うた

めに必要な体制の整備を実施する。 

９．原子力運営管理部長は，第７項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評

価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※１：重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重大事故等対処設備に係る運転上

の制限が適用開始されるまでに実施する。なお，運転員若しくは緊急時対策要員を新

たに認定する場合は，第１２条第２項及び第４項の体制に入るまでに実施する。 
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b.第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備） 

【記載の要点】 

○体制の整備として、要員の配置、教育及び訓練、資機材の配備についての計画

を策定すること、計画の策定に当たり大規模火災発生時の消火活動等の手順を

定めることを記載。 

○計画の策定に当たっては、添付３に示す「重大事故等及び大規模損壊対応にか

かる実施基準」と整合をとることを記載。 

○計画に基づき、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を実

施するとともに、要員に手順を遵守させることを記載。 

○前項の活動の実施について、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づ

き必要な措置を講じることを記載。 

【記載例】 

（大規模損壊発生時の体制の整備） 

第１７条の８ 

〔７号炉〕 

 防災安全ＧＭは，大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合（以下「大規模損壊発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を

策定し，防災安全部長の承認を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大規

模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

（１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員

の配置に関すること 

（２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育

訓練に関する次の事項 

ア. 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あらかじめ力量の付与のため

の教育訓練を実施する※１こと 

イ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

ウ. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

を満足することを確認するための訓練（以下，「技術的能力の確認訓練」とい

う。）を年１回以上実施すること 

エ. 技術的能力の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得ること 

オ. 技術的能力の確認訓練の結果を記録し，所長及び原子炉主任技術者に報告するこ

と 

（３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機

材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な次に掲げる事項に関する手順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示

す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従う。 
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（１）大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す

ること 

（２）大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること 

（３）大規模損壊発生時における格納容器の破損を緩和するための対策に関すること 

（４）大規模損壊発生時における使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料

体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること 

（５）大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること 

３．各ＧＭは，第１項の計画に基づき，大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を実施するとともに，第１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

４．各ＧＭは，第３項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項に定める事項について定期的

に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。

防災安全ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果

に基づき必要な措置を講じる。 

５．原子力運営管理部長は，大規模損壊発生時における本社が行う支援に関する活動を行う

体制の整備について計画を策定する。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大規

模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

６．原子力運営管理部長は，第５項の計画に基づき，本社が行う支援に関する活動を行うた

めに必要な体制の整備を実施する。 

７．原子力運営管理部長は，第６項の実施内容を踏まえ，第５項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※１：重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重大事故等対処設備に係る運転上

の制限が適用開始されるまでに実施し，大規模損壊対応で用いる大型化学高所放水

車，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車を設置若しくは改造する場合，当該

設備の使用を開始するまでに実施する。なお，運転員，緊急時対策要員又は自衛消防

隊を新たに認定する場合は，第１２条第２項及び第４項の体制に入るまでに実施す

る。 
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c.第１２条（運転員等の確保） 

【記載の要点】 

 ○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時において、事象の種類及び事象の進展

に応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、要員の役割に応じた教育及び訓練を

受け力量を有する者を確保することを記載。 

○要員に欠員が生じた場合は、時間外及び休日を含め要員の補充を行うとともに、

要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置

を実施し、原子炉の停止中の場合は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安

全を確保することを記載。また、集団食中毒のような事態により要員に欠員が

生じた場合の措置及び成立性の確認訓練において、その訓練に係る者が、力量

を確保できていないと判断した場合の措置を記載。 

【記載例】 

（運転員等の確保） 

第１２条 第一運転管理部長及び第二運転管理部長（以下「運転管理部長」という。）は，

原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する※１。なお，原子炉の運転に必要な知識を

有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

２．運転管理部長は，原子炉の運転にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表１２

－１に定める人数の者をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特

別な事情がある場合を除き，運転員は連続して２４時間を超える勤務を行ってはならな

い。また，表１２－１に定める人数のうち，１名は当直長とし，運転責任者として原子力

規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者とする。 

３．運転管理部長は，表１２－１に定める人数のうち，表１２－２に定める人数の者を主機

操作員以上の職位にある運転員の中から常時中央制御室に確保する。なお，表１２－２に

定める人数のうち，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止の場合においては，１名は当

直長又は当直副長とする。 

４．各ＧＭは，重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する※１。また，防災安全Ｇ

Ｍは，重大事故等対応を行う要員として，表１２－３に定める人数を常時確保する。 

５．発電ＧＭは，第１７条の７第３項（２）の成立性の確認訓練において，その訓練に係る

者が，役割に応じた必要な力量（以下，本条において「力量」という。）を確保できてい

ないと判断した場合は，速やかに，表１２－１に定める人数の者を確保する体制から，力

量が確保できていないと判断された者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承認を

得て体制を構築する。 

６．発電ＧＭは，第５項を受け，力量が確保できていないと判断された者については，教育

訓練等により，力量が確保されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，所長

の承認を得て，表１２－１に定める人数の者を確保する体制に復帰させる。 

７．発電ＧＭは，表１２－１に定める人数の者に欠員が生じた場合は，速やかに補充を行

う。 

８．防災安全ＧＭは，第１７条の７第３項（２）の成立性の確認訓練において，その訓練に

係る者が，力量を確保できていないと判断した場合は，速やかに，表１２－３に定める人
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数の者を確保する体制から，力量が確保できていないと判断された者を除外し，原子炉主

任技術者の確認，所長の承認を得て体制を構築する。 

９．防災安全ＧＭは，第８項を受け，力量が確保できていないと判断された者については，

教育訓練等により，力量が確保されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，

所長の承認を得て，表１２－３に定める人数の者を確保する体制に復帰させる。 

１０．防災安全ＧＭは，表１２－３に定める人数の者に欠員が生じた場合は，速やかに補充

を行う。 

１１．所長は，表１２－１及び表１２－３に定める人数の者の補充の見込みが立たないと判

断した場合，原子炉の運転中は，原子炉の安全を確保しつつ，速やかに原子炉停止の措置

を実施する。原子炉の停止中は，原子炉の停止状態を維持し，原子炉の安全を確保する。 

 

※１：重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたっては，あらかじめ力量の付与のため

の教育訓練を実施する。 

 

表１２－１ 

 

表１２－２ 

 

表１２－３ 

 

※２：１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉については，原子炉への燃料装

荷を行わない。 

※３：１号炉から５号炉合わせて２２名以上常時確保する。 

※４：７号炉１基が該当する場合 

※５：原子炉が２基とも該当する場合 

中央制御室名 

原子炉の状態 
１号炉※２ 

２号炉，３号炉， 

４号炉及び５号炉※２ 
６／７号炉※２ 

運転，起動，高温停止の場

合 

  
１３名以上※４ 

冷温停止，燃料交換の場合 ４名以上※３ ３名以上※３ １０名以上※５ 

中央制御室名 

原子炉の状態 

１号炉，２号炉，３号

炉， 

４号炉及び５号炉※２ 

６／７号炉※２ 

運転，起動，高温停止の場

合 

 
３名以上※４ 

冷温停止，燃料交換の場合 １名以上 ３名以上※５ 

要員名 緊急時対策要員 自衛消防隊 

常駐 ５０名以上※６ １０名以上 

召集 １１４名以上※７ １８名以上※８ 
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※６：５０名以上のうち，６名以上を１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉の要員，

４４名以上を６号炉及び７号炉の要員とする。 

※７：１１４名以上のうち，８名以上を１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉の要

員，１０６名以上を６号炉及び７号炉の要員とする。 

※８：火災の規模に応じ召集する。 
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d.添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」 

【記載の要点】 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の対処に係る実施事項として、技術的

能力審査基準で要求される以下の項目に関する事項を記載。 

・重大事故等対処設備に係る事項（切替えの容易性、アクセスルートの確保） 

・重大事故等対策における復旧作業に係る事項（予備品等の確保、保管場所、ア

クセスルートの確保） 

・支援に係る事項 

・手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

○重大事故等対策に係る以下の手順等を別表として整理。 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等     等 

【記載例】 

添付３ 

 

重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故が発生した場合又は

大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設

の大規模な損壊が発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくための実施内容について

定める。 

また，重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等については，表１から表

１９に定める。なお，自主対策設備を使用した運用手順及び運用手順の詳細な内容等について

は，マニュアルに定める。 

 

１．重大事故等対策 

（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に

あたって，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

（２）原子力運営管理部長は，以下に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務

等について，「原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に定める。 

ア．原子炉主任技術者は，緊急時対策本部において，独立性を確保し，重大事故等対策にお

ける原子炉施設の運転に関し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務とする。 

イ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故等に対処する要員（所長を含

む。）へ指示を行い，緊急時対策本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 

ウ．原子炉主任技術者は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した

場合，緊急時対策要員からの情報連絡（プラントの状況，対策の状況）を受け，保安上必
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要な場合は指示を行う。 

エ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに発電所対策本部に駆けつけられるよう，早

期に非常召集が可能なエリア（柏崎市又は刈羽村）に７号炉の原子炉主任技術者又は代行

者１名を待機させる。 

オ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整備にあたって，保安上必要な事

項について確認を行う。 

（３）防災安全ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行う体制の整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を策定し，

防災安全部長の承認を得る。また，各ＧＭは，計画に基づき，重大事故等発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

（４）各ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備として，次の１．３項及び表１から表１９に示す「重大事故等の

発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等」を含む手順を整備し，次の１．１（１）

ア．の要員にこの手順を遵守させる。 

（５）原子力運営管理部長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における本社が行う

支援に関する活動を行う体制の整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を策定

するとともに，計画に基づき，本社が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の整

備を実施する。 

 

１．１ 体制の整備，教育訓練の実施及び資機材の配備 

（１）体制の整備 

ア．防災安全ＧＭは，以下に示す重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役

割分担及び責任者をマニュアルに定め，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を確立

する。 

（ア）所長は，重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大防止及びその他の必要な活動を迅速かつ

円滑に行うため，原子力防災態勢を発令し，緊急時対策要員の非常召集及び通報連絡を

行い，第１０８条に定める原子力防災組織を設置し，発電所に自らを本部長とする緊急

時対策本部の体制を整え対処する。 

（イ）所長は，緊急時対策本部長として，緊急時対策本部の統括管理を行い，責任を持って

原子力防災の活動方針を決定する。指揮者である緊急時対策本部長が不在の場合に備

え，副原子力防災管理者の中からあらかじめ定めた順位で代行者を指定する。 

（ウ）緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織に対して技術的助

言を行う技術支援組織及び実施組織が事故対策に専念できる環境を整える運営支援組織

で編成し，専門性及び経験を考慮した上で機能班の構成を行う。また，各班の役割分

担，対策の実施責任を有する班長を定め，指揮命令系統を明確にし，効果的な重大事故

等対策を実施し得る体制を整備する。 

（エ）重大事故等対策の実施組織及び支援組織の各班並びに当直の機能を明確にするととも

に，責任者として配下の各班の監督責任を有する統括，対策の実施責任を有する班長及

び当直副長を配置する。 

（オ）所長は，指揮者である本部長の所長が欠けた場合に備え，本部長の代行者と代行順位
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をあらかじめ定め明確にする。また，統括及び班長が欠けた場合は，同じ機能を担務す

る下位の要員が代行するか，又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務す

ることとし，具体的な代行者の配置については上位の職位の要員が決定することをあら

かじめ定める。 

（カ）所長は，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合，速やかに原子力

防災態勢を発令するとともに原子力運営管理部長へ報告する。 

（キ）実施組織は，号機統括を配置し，号機班，当直，復旧班，自衛消防隊により構成し，

必要な役割の分担を行い重大事故等対策が円滑に実施できる体制を整備する。 

ａ．号機統括は，対象号炉に関する事故の影響緩和・拡大防止に関わる対応の統括を行

う。 

ｂ．号機班は，当直からの重要パラメータの入手，事故対応手段の選定に関する当直へ

の情報提供を行う。 

ｃ．当直は，事故の影響緩和及び拡大防止に関わるプラントの運転操作を行う。 

ｄ．復旧班は，事故の影響緩和及び拡大防止に関わる可搬型重大事故等対処設備の準備

と操作，及び不具合設備の復旧を行う。 

ｅ．自衛消防隊は，火災発生時における消火活動を行う。 

（ク）実施組織は，複数号炉において同時に重大事故等が発生した場合においても対応でき

る組織とする。 

ａ．緊急時対策本部は，複数号炉の同時被災の場合において，情報の混乱や指揮命令が

遅れることのないよう，緊急時対策本部長が活動方針を示し，号炉ごとに配置された

号機統括は，対象号炉の事故影響緩和・拡大防止に関わるプラント運転操作への助言

や可搬型重大事故等対処設備を用いた対応，不具合設備の復旧等の統括を行う。 

ｂ．複数号炉の同時被災の場合において，必要な緊急時対策要員を発電所構内に常時確

保することにより，重大事故等対処設備を使用して７号炉の炉心損傷防止及び格納容

器破損防止の重大事故等対策を実施するとともに，他号炉の使用済燃料プールの被災

対応ができる体制とする。 

ｃ．複数号炉の同時被災時において，当直は号炉ごとの運転操作指揮を当直副長が行

い，号炉ごとに運転操作に係る情報収集や事故対策の検討等を行うことにより，情報

の混乱や指揮命令が遅れることのない体制とする。 

ｄ．原子炉主任技術者は，号炉ごとに選任し，担当号炉のプラント状況把握及び事故対

策に専念することにより，複数号炉の同時被災が発生した場合においても的確に指示

を行う。 

ｅ．各号炉の原子炉主任技術者は，複数号炉の同時被災時に，号炉ごとの保安監督を誠

実かつ最優先に行う。 

（ケ）技術支援組織と運営支援組織の班構成及び必要な役割分担については，以下のとおり

とし，重大事故等対策を円滑に実施する。 

ａ．技術支援組織は，計画・情報統括を配置し，計画班及び保安班で構成する。 

（ａ）計画・情報統括は，事故対応状況の把握及び事故対応方針の立案を行う。 

（ｂ）計画班は，プラント状態の進展予測・評価及びその評価結果の事故対応方針への

反映を行う。 

（ｃ）保安班は，発電所内外の放射線・放射能の状況把握，影響範囲の評価，被ばく管
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理，汚染拡大防止措置に関する指示を行う。 

ｂ．運営支援組織は，対外対応統括及び総務統括を配置し，通報班，立地・広報班，資

材班及び総務班で構成する。 

（ａ）対外対応統括は，対外対応活動の統括を行う。 

（ｂ）通報班は，対外関係機関へ通報連絡等を行う。 

（ｃ）立地・広報班は，自治体派遣者及び報道機関対応者の支援を行う。 

（ｄ）総務統括は，緊急時対策本部の運営支援の統括を行う。 

（ｅ）資材班は，資材の調達及び輸送に関する一元管理を行う。 

（ｆ）総務班は，要員の呼集，食糧・被服の調達，医療活動，所内の警備指示，一般入所

者の避難指示等を行う。 

（コ）地震の影響による通信障害等が発生し，自動呼出・安否確認システム又は電話を用い

て非常召集連絡ができない場合でも，新潟県内で震度６弱以上の地震の発生により，発

電所に自動参集する。 

（サ）重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために必要な要員として，第１２条に

規定する重大事故等に対処する要員について，以下のとおり役割及び人数を割り当て確

保する。 

ａ．重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，６号炉及び７号炉の重大事故

等に対処する要員として，発電所構内に緊急時対策要員４４名，運転員１３名，火災

発生時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊１０名の合計６７名を確保する。 

ｂ．７号炉運転停止中※においては，運転員を１０名とする。 

※原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が１００℃未満）及び燃料交換の期間 

ｃ．重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

に参集し，要員の任務に応じた対応を行う。 

ｄ．重大事故等発生時の対応で，高線量下における対応が必要な場合においても，重大

事故等に対処する要員を確保する。 

ｅ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等が発生し，所定

の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合は，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を行うとともに，そのような事態に

備えた重大事故等に対処する要員の体制に係る管理を行う。重大事故等に対処する要

員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止等の措置を実施し，確保できる重大

事故等に対処する要員で，安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。 

（シ）夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必要な緊急時対策要員を非常召集で

きるよう，定期的に連絡訓練を実施する。 

（ス）重大事故等に対処する要員が実効的に活動するための以下の施設及び設備等を管 

理する。 

ａ．支援組織が，必要なプラントのパラメータを確認するための安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS），発電所内外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子

力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システムを含む。），衛星電

話設備及び無線連絡設備を備えた５号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

ｂ．実施組織が，中央制御室，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び現場との連携を図

るための，携帯型音声呼出電話設備，無線連絡設備及び衛星電話設備 
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ｃ．電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，操作及び作業を実施

し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施するための照明機器等 

（セ）支援組織の役割については，以下のとおりとし，重大事故等対策を円滑に実施する。 

ａ．発電所内外の組織への通報連絡を実施できるよう，衛星電話設備及び統合原子力防

災ネットワークを用いた通信連絡設備等を配備し，広く情報提供を行う。 

ｂ．原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に係る情報は，緊急時対策本部の

通報班にて一元的に集約管理し，発電所内で共有するとともに，本社対策本部と緊急

時対策本部間において，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備及び安全パラメータ表示システム（SPDS）等を使用することにより，発電所の

状況及び重大事故等対策の実施状況の情報共有を行う。 

ｃ．本社対策本部との情報共有を密にすることで報道発表，外部からの問い合わせ対応

及び関係機関への連絡を本社対策本部で実施し，緊急時対策本部が事故対応に専念で

き，かつ，発電所内外へ広く情報提供を行う。 

イ．原子力運営管理部長は，以下に示す本社対策本部の役割分担及び責任者等をマニュアル

に定め，体制を確立する。 

（ア）原子力運営管理部長は速やかに社長に報告し，社長は本社における原子力防災態勢を

発令する。 

（イ）社長は，本社における原子力防災態勢を発令した場合，速やかに東京本社の原子力施

設事態即応センターに本社対策本部を設置し，本社対策本部長としてその職務を行う。

社長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従い，本社対策本部の副本部長がその職

務を代行する。本社対策本部は，原子力部門のみでなく他部門も含めた全社（全社と

は，東京電力ホールディングス株式会社及び各事業子会社のことをいう）での体制と

し，緊急時対策本部が重大事故等対策に専念できるよう技術面及び運用面で支援する。

本社対策本部は，原子力防災組織に適用すべき必要要件を定めた体制とすることによ

り，社長を本社対策本部長とした指揮命令系統を明確にし，緊急時対策本部が重大事故

等対策に専念できる体制を整備する。本社対策本部は，復旧統括，計画・情報統括，対

外対応統括，総務統括及び支援統括を配置し，発電所の復旧方法検討・立案等を行う復

旧班，本社対策本部内での情報共有等を行う情報班，事故状況の把握・進展評価等を行

う計画班，放射性物質の放出量評価等を行う保安班，関係官庁への通報連絡等を行う官

庁連絡班，報道機関対応等を行う広報班，発電所の立地地域対応の支援等を行う立地

班，通信連絡設備の復旧・確保の支援等を行う通信班，発電所の職場環境の整備等を行

う総務班，現地医療体制整備支援等を行う厚生班，発電所の復旧活動に必要な資機材の

調達・搬送等を行う資材班，原子力事業所災害対策支援拠点の立ち上げ・運営等を行う

後方支援拠点班，官庁への支援要請等を行う支援受入調整班及び他の原子力事業者から

の支援受入調整等を行う電力支援受入班で構成する。 

（ウ）本社支援統括は，あらかじめ選定している施設の候補の中から，放射性物質が放出さ

れた場合の影響等を考慮した上で原子力事業所災害対策支援拠点を指定し，必要な要員

を派遣するとともに，発電所の事故収束対応を維持するために必要な燃料及び資機材等

の支援を実施する。 

（エ）本社対策本部は，他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織より技術的な支援が
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受けられる体制を整備する。 

ウ．原子力運営管理部長は，重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備え

て，本社対策本部が中心となり，プラントメーカ，協力会社を含めた社内外の関係各所と

連携し，適切かつ効果的な対応を検討できる体制を整備する。重大事故等への対応操作や

作業が長期間にわたる場合に備えて，機能喪失した設備の部品取替えによる復旧手段を整

備するとともに，主要な設備の取替部品をあらかじめ確保する。また，重大事故等時に，

機能喪失した設備の補修を実施するための作業環境の線量低減対策や，放射性物質を含ん

だ汚染水が発生した場合の対応等について，福島第一原子力発電所における経験や知見を

踏まえた対策を行うとともに，事故収束対応を円滑に実施するため，平時から必要な対応

を検討できる協力体制を継続して構築する。 

（２）教育訓練の実施 

ア．力量の付与のための教育訓練 

   防災安全ＧＭは，重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重大事故等対処設

備に係る運転上の制限が適用開始される日（使用前事業者検査終了日等）までに又は運転

員若しくは緊急時対策要員を新たに認定する場合は，第１２条第２項及び第４項の体制に

入るまでに以下の教育訓練について，マニュアルに基づき実施する。 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために必要とする手順について，

「ウ. 成立性の確認訓練」の要素を考慮した教育訓練項目を定め，運転員及び緊急時対策

要員の役割に応じた教育訓練を実施する。 

（イ）重大事故等対処設備を設置又は改造する場合，重大事故等対処設備に係る運転上の制

限が適用開始される日（使用前事業者検査終了日等）までに，成立性確認訓練（現場訓

練による有効性評価の成立性確認）及び成立性確認訓練の要素等を考慮した確認方法に

より，力量の付与方法の妥当性を確認する。 

イ．力量の維持向上のための教育訓練 

防災安全ＧＭは，力量の維持向上のための教育訓練の実施計画を作成する。 

また，重大事故等に対処する要員に対して，事象の種類及び事象の進展に応じて的確

かつ柔軟に対処するために必要な力量の維持向上を図るため，以下の教育訓練につい

て，マニュアルに基づき実施する。 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために必要とする手順を教育訓練項目

として定め，重大事故等に対処する要員の役割に応じた教育訓練を計画的に実施する。 

ａ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた教育訓練項目を年１回以上実施す

る。なお，年１回の実施頻度では力量の維持が困難と判断される教育訓練項目につい

ては，教育訓練を年２回以上実施する。 

ｂ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じ実施するａ項の教育訓練結果を評価

し，力量が維持されていることを確認する。 

（イ）重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた以下の教育訓練等を実施する。 

ａ．重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識並びに的確な状況把握，確実か

つ迅速な対応を実施するために必要な知識の向上を図ることのできる教育訓練を年１

回以上実施する。 

ｂ．重大事故等の内容，基本的な対処方法等，知識ベースの理解向上に資する教育訓練
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を年１回以上実施する。また，重大事故等発生時のプラント状況の把握，的確な対応

操作の選択等，実施組織及び支援組織の実効性等を確認するための総合的な教育訓練

を年１回以上実施する。 

ｃ．重大事故等発生時において復旧を迅速に実施するために，普段から保全活動を社員

自らが行って部品交換等の実務経験を積むこと等により，原子炉施設及び予備品等に

ついて熟知する。 

運転員は，通常時に実施する項目を定めたマニュアルに基づき，設備の巡視点検，

定例試験及び運転に必要な操作を社員自らが行う。 

ｄ．（ア）ａ項の教育訓練において，重大事故等発生時の対応や事故後の復旧を迅速に

実施するために，重大事故等発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定した

事故時対応訓練，夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下等を想定した事故時対応訓練

等，様々な状況を想定し，訓練を実施する。 

ｅ．設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用できるよ

う，普段から保全活動等を通じて準備し，それらの情報及びマニュアルを用いた事故

時対応訓練を行う。 

ウ．成立性の確認訓練 

防災安全ＧＭは，成立性の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認を

得て，所長の承認を得る。 

また，運転員及び緊急時対策要員に対し，以下の成立性の確認訓練をマニュアルに基

づき実施する。 

（ア）成立性の確認訓練を以下のａ項，ｂ項に定める頻度，内容で計画的に実施する。 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）中央制御室主体の操作に係る成立性確認（シミュレータによる成立性確認） 

中央操作主体，重要事故シーケンスの類似性及び操作の類似性の観点から整理し

たⅠからⅧの重要事故シーケンスについて，運転員を対象に年１回以上実施する。 

Ⅰ 高圧・低圧注水機能喪失 

Ⅱ 高圧注水・減圧機能喪失 

Ⅲ 全交流電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ喪失）＋ＲＣＩＣ失敗 

Ⅳ 原子炉停止機能喪失 

Ⅴ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

Ⅵ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用する場合 

Ⅶ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用しない場合 

Ⅷ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

（ｂ）成立性の確認の評価方法 

重要事故シーケンスの有効性評価上の解析条件のうち操作条件等を評価のポイン

トとしてマニュアルに定め，当直副長の指示の下，適切な対応ができていることを

以下のとおり評価する。 

Ⅰ 重要事故シーケンスに応じた対応において，当直副長からの指示に対して，運

転員が適切に対応し，報告することにより連携が図られていること 
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Ⅱ 解析上の操作条件が満足されるように対応できること 

Ⅲ 手順書に従い確実な対応ができること 

ｂ．現場主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）技術的能力の成立性確認 

表２０の対応手段のうち，現場主体で実施する有効性評価の重要事故シーケンス

に係る対応手段について，運転員及び緊急時対策要員（復旧班員）を対象に年１回

以上実施する。 

（ｂ）机上訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性及び現場作業の類似性の観点から整理し

たⅠからⅤの重要事故シーケンスについて，緊急時対策要員（復旧班員）を対象に

年１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（主蒸気逃がし安全弁再閉失敗） 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用しない場合 

Ⅳ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故（想定事故２） 

Ⅴ 全交流動力電源喪失（運転停止中） 

（ｃ）現場訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性及び現場作業の類似性の観点から整理し

たⅡ又はⅢの重要事故シーケンスに，Ⅰ，Ⅳ及びⅤの重要事故シーケンスのうち現

場で実施する個別手順を加え，運転員及び緊急時対策要員で構成する班の中から任

意の班※を対象に年１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（主蒸気逃がし安全弁再閉失敗） 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

代替循環冷却系を使用しない場合 

Ⅳ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故（想定事故２） 

Ⅴ 全交流動力電源喪失（運転停止中） 

※成立性の確認を行う班を構成する要員については，毎年特定の役割に偏らな

いように配慮する。 

（ｄ）成立性の確認の評価方法 

Ⅰ 技術的能力の成立性確認は，有効性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段

について，役割に応じた対応が必要な要員数で想定時間内に実施するために必

要とする手順に沿った訓練結果をもとに，算出された訓練時間と表２０に記載

した対応手段ごとの想定時間を比較し評価する。 

Ⅱ 机上訓練による有効性評価の成立性確認は，有効性評価の重要事故シーケンス

について，必要な役割に応じて求められる現場作業等ができることの確認事項

をマニュアルに定め，満足することを評価する。 

Ⅲ 現場訓練による有効性評価の成立性確認は，有効性評価の成立性担保のために
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必要な操作が完了すべき時間であるホールドポイントをマニュアルに定め，満

足することを評価する。 

Ⅳ （ａ）及び（ｃ）の成立性の確認は，多くの訓練項目に対して効果的に行うた

め，以下の条件により実施する。 

なお，（ｃ）の成立性確認は（Ⅳ）項，（Ⅴ）項は適用しない。 

（Ⅰ）実施にあたっては，原則，一連で実施することとするが，長時間を要する成

立性の確認については，分割して実施する。 

（Ⅱ）弁の開閉操作，水中ポンプの海水への投入，機器の起動操作等により，原子

炉施設の系統や設備に悪影響を与えるもの，訓練により設備が損傷又は劣化を

促進するおそれのあるもの等については，模擬操作を実施する。 

（Ⅲ）訓練用のモックアップがある場合は，（Ⅱ）項の模擬操作ではなく，モック

アップを使用した訓練を実施する。実施にあたっては，移動時間を考慮する。 

（Ⅳ）他の訓練の作業・操作待ちがある場合は，連携の訓練を確実に行ったのち，

次工程の作業・操作を実施する。 

（Ⅴ）同じ作業の繰り返しを行う訓練については，一部の時間を測定し，その時間

をもとに訓練時間を算出する。 

（イ）成立性の確認結果を踏まえた措置 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認，技術的能力の成立性確認及び机上訓練に

よる有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により，役割に応じた必要な力量（以下（イ）において「力量」とい

う。）を確保できていないと判断した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，その原因を分析，評価し，改善

等，必要な措置を講じる。 

（ｂ）力量を確保できていないと判断された者に対して，必要な措置の結果を踏まえ，

力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対象に，力量の維持向

上訓練を実施した後，役割に応じた要員により成立性の確認訓練を実施し，力量が

確保できていることを確認し，所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ｂ．現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により，力量を確保できていないと判断した場合は，速やかに以下の

措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，その原因を分析，評価し，改善

等，必要な措置を講じる。 

（ｂ）成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合，力量を確保できていないと判

断された者と同じ役割の者に対して，必要な措置の結果を踏まえ，力量が確保でき

ていないと判断された個別の操作及び作業を対象に，役割に応じた成立性の確認訓

練を実施し，力量が確保できていることを確認し，所長及び原子炉主任技術者に報

告する。 

（ｃ）（ｂ）項の措置により，力量が確保できる見込みが立たないと判断した場合は，

所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（ｄ）力量を確保できていないと判断された者については，必要により，改めて原因を

分析，評価し，改善等の必要な措置を講じ，力量の維持向上訓練を実施した後，力
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量を確保できていないと判断された成立性の確認訓練を実施し，力量が確保できて

いることを確認する。 

（ｅ）（ｄ）項の措置により，力量が確保できていると判断した場合は，所長及び原子

炉主任技術者に報告する。 

 

（３）資機材の配備 

ア．各ＧＭは，重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置，アクセスルートの確保，復旧

作業及び支援等の原子炉施設の保全のために必要な資機材を配備する。 

イ．原子力運営管理部長は，支援等の原子炉施設の保全のために必要な資機材を配備する。 

 

１．２ アクセスルートの確保，復旧作業及び支援に係る事項 

（１）アクセスルートの確保 

ア．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の実効

性のある運用管理を実施することをマニュアルに定める。 

（ア）屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処

設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被

害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は，想定される自然

現象，原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。），溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障を

きたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

（イ）屋内及び屋外アクセスルートに対する自然現象については，網羅的に抽出するため

に，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これら

の事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影

響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），

降水，積雪及び火山の影響を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火

やタバコ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為に

よるもの（火災・爆発）として選定する。地滑りについては，地震による影響に包絡さ

れる。 

（ウ）屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される原

子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）については，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物

（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスを選定する。また，重
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大事故等時の高線量下環境を考慮する。 

（エ）可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設計基準事故対処設備の配置も含

めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管し，屋外の可搬型重大事故等対処

設備は複数箇所に分散して保管する。なお，同じ機能を有する重大事故等対処設備が他

にない設備については，予備も含めて分散させる。 

（オ）障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保管，使用し，それを運転できる緊急

時対策要員を確保する。 

（カ）被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

する。夜間時及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，照明機器等を

配備する。また，現場との連絡手段を確保し，作業環境を考慮する。 

イ．屋外アクセスルートの確保 

防災安全ＧＭは，屋外のアクセスルートの確保にあたって，以下の運用管理を実施す

ることをマニュアルに定める。 

（ア）屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から使用場所まで運搬するアクセスルー

トの状況確認，取水箇所の状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い，併せて，

軽油タンク，常設代替交流電源設備及びその他屋外設備の被害状況の把握を行う。 

（イ） 屋外アクセスルートに対する地震による影響，その他自然現象による影響を想定

し，複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，

障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保管，使用する。 

（ウ）地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して，道路上への自然流下も考慮した

上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する。 

（エ）津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセスル

ートを確保する。 

（オ）原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）のうち，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルー

トを確保する。 

（カ）周辺構造物等の損壊による障害物については，ホイールローダ等の重機による撤去あ

るいは複数のアクセスルートによる迂回を行う。 

（キ）地震の影響による周辺斜面の崩壊や道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達するこ

とを想定した上で，ホイールローダ等の重機による崩壊箇所の仮復旧を行い，通行性を

確保する。 

（ク）不等沈下等による通行に支障がある段差の発生が想定される箇所においては，段差緩

和対策等の実施，迂回又は砕石による段差箇所の仮復旧により，通行性を確保する。 

（ケ）アクセスルート上の風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響につい

ては，ホイールローダ等の重機による撤去を行う。想定を上回る積雪又は火山の影響が

発生した場合は，除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対処する。また，低温

（凍結）及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し,車両については走行可能

なタイヤを装着することにより通行性を確保する。 

ウ．屋内アクセスルートの確保 

発電ＧＭは，屋内のアクセスルートの確保にあたって，以下の運用管理を実施するこ
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とをマニュアルに定める。 

（ア）屋内の可搬型重大事故等対処設備の保管場所に移動するためのアクセスルートの状況

確認を行い，併せて，その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

（イ）地震，津波及びその他想定される自然現象による影響並びに原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する。 

（ウ）重大事故等時に必要となる現場操作を実施する活動場所まで外部事象による影響を考

慮しても移動可能なルートを選定する。また，屋内のアクセスルート上の資機材につい

ては，必要に応じて固縛又は転倒防止措置により，通行に支障をきたさない措置を講じ

る。 

（エ）機器からの溢水が発生した場合については，適切な防護具を着用し，屋内アクセスル

ートを通行する。 

（オ）アクセスルートの状況を確認し，複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なア

クセスルートを選定し確保する。 

（２）復旧作業に係る事項 

ア．予備品等の確保 

保全総括ＧＭは，重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復旧作業を優先的に実

施するために必要な予備品等を以下の方針に基づき確保することをマニュアルに定め

る。 

（ア）事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復旧する。 

（イ）単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重要安全施設の多数の設備の機

能を回復することができ，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を

復旧する。 

（ウ）復旧が困難な設備についても，復旧するための対策を検討し実施することとするが，

放射線の影響，その他の作業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い設備を

復旧する。 

なお，多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の拡大，その他の有効な復旧対

策について継続的な検討を行うとともに，そのために必要な予備品の確保に努める。 

また，予備品の取替え作業に必要な資機材等として，ガレキ撤去等のためのホイー

ルローダ等の重機，夜間の対応を想定した照明機器等及びその他作業環境を想定した

資機材を確保する。 

イ．保管場所 

保全総括ＧＭは，予備品等について，地震による周辺斜面の崩壊，敷地下斜面のすべ

り，津波による浸水等の外部事象の影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との位置

的分散を考慮し，保管することをマニュアルに定める。 

ウ．アクセスルートの確保 

（１）「アクセスルートの確保」と同じ。 

（３）支援に係る事項 

防災安全ＧＭ及び原子力運営管理部長は，支援に係る事項について，以下の方針に基

づき実施することをマニュアルに定める。 

ア．防災安全ＧＭ及び原子力運営管理部長は，事故発生後７日間は継続して事故収束対応を
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維持できるよう，重大事故等対処設備，予備品及び燃料等の手段を確保する。 

また，プラントメーカ，協力会社及びその他の関係機関とは平時から必要な連絡体制

を整備する等，協力関係を構築するとともに，あらかじめ重大事故等発生に備え，協

議・合意の上，外部からの支援計画を策定する。重大事故等が発生した場合，緊急時対

策本部が発足し協力体制が整い次第，プラントメーカからは事故収束及び復旧対策に関

する技術支援，協力会社からは事故収束及び復旧対策に必要な要員等の支援，燃料及び

資機材の輸送支援並びに燃料供給会社等からは燃料の供給支援及び迅速な物資輸送を可

能とするとともに，中長期的な物資輸送にも対応できるように支援計画を策定する。 

イ．原子力運営管理部長は，他の原子力事業者より，支援に係る人員の派遣，資機材の貸与

及び環境放射線モニタリングの支援を受けられる他，原子力緊急事態支援組織からは，被

ばく低減のために遠隔操作可能なロボット及び無線重機等の資機材並びに資機材を操作す

る人員及び発電所までの資機材輸送の支援を受けられるように支援計画を策定する。 

さらに，発電所外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備と同種の設備，

予備品，燃料等）について支援を受けることによって，発電所内に配備している重大事

故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料の確保を行い，継続的な重大事

故等対策を実施できるよう事象発生後６日間までに支援を受けられる体制を確立する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，発電所の支援に必要な資機材として，食

料，その他の消耗品及び放射線防護資機材を継続的に発電所へ供給できる体制を確立す

る。 

 

１．３ 手順書の整備 

（１）各ＧＭは，重大事故等発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて，重大事故

等に的確かつ柔軟に対処できるようマニュアルを整備する。 

また，使用主体に応じて，運転員が使用するマニュアル（以下「運転操作手順書」と

いう。）及び緊急時対策要員が使用するマニュアル（以下「緊急時対策本部用手順書」

という。）を整備する。 

さらに，緊急時対策本部用手順書は使用主体に応じて，緊急時対策本部が使用する手

順書，緊急時対策本部のうち技術支援組織が使用する手順書及び緊急時対策本部のうち

実施組織（当直以外）が使用する手順書に分類して整備する。 

ア．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失，安全

系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号炉の同時被災等の過酷な状態において，

限られた時間の中で７号炉の原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策の適

切な判断に必要な情報の種類，その入手の方法及び判断基準を運転操作手順書及び緊急時

対策本部用手順書に定める。 

イ．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，パラメータを計測する計器故障時に原子炉施設の状態を

把握するための手順，パラメータの把握能力を超えた場合に原子炉施設の状態を把握する

ための手順及び計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順を運転操作手順書及び緊急時

対策本部用手順書に定める。 

具体的には，表１５「１５．事故時の計装に関する手順等」の内容を含むものとす

る。 
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ウ．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防ぐために，最

優先すべき操作等を迷うことなく判断し実施するため，以下の判断基準を運転操作手順書

及び緊急時対策本部用手順書に定める。 

（ア）原子炉停止機能喪失時においては，迷わずほう酸水注入を行えるようにする判断基準 

（イ）炉心の著しい損傷又は格納容器の破損を防ぐために注水する淡水源が枯渇又は使用で

きない状況においては，設備への悪影響を懸念することなく，迷わず海水注水を行える

ようにする判断基準 

（ウ）格納容器圧力が限界圧力に達する前，又は，格納容器からの異常漏えいが発生した場

合に，確実に格納容器圧力逃がし装置等の使用が行えるようにする判断基準 

（エ）全交流動力電源喪失時等において，準備に長時間を要する可搬型設備を必要な時期に

使用可能とするため，準備に掛かる時間を考慮した手順着手の判断基準 

（オ）炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防ぐために必要な各操作については，重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可能とするための手順着手の判断基準 

（カ）重大事故等対策時においては，設計基準事故時に用いる操作の制限事項は適用しない

ようにする判断基準 

エ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，財産（設備等）保護よりも安全を優先するという社長の

方針に基づき，以下の判断基準を手順書に定める。 

（ア）発電ＧＭは，重大事故等発生時の運転操作において，当直副長が躊躇せず指示できる

判断基準を運転操作手順書に定める。 

（イ）防災安全ＧＭは，重大事故等発生時の緊急時対策本部の活動において，緊急時対策本

部長が方針にしたがった判断を実施するための判断基準を緊急時対策本部用手順書に定

める。 

オ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，発電所内の運転員と緊急時対策要員が連携し，事故の進

展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため，運転操作手順書及び緊急時対策

本部用手順書を適切に定める。 

（ア）運転操作手順は，事故の進展状況に応じて以下のように構成し定める。 

ａ．警報発生時操作手順書 

中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警報発生原因の除去あるいはプ

ラントを安全な状態に維持するために必要な対応操作に使用 

ｂ．事故時運転操作手順書（事象ベース） 

単一の故障等で発生する可能性のある異常又は事故が発生した際に，事故の進展を

防止するために必要な対応操作に使用 

ｃ．事故時運転操作手順書（徴候ベース） 

事故の起因事象を問わず，事故時運転操作手順書（事象ベース）では対処できない

複数の設備の故障等による異常又は事故が発生した際に，重大事故への進展を防止す

るために必要な対応操作に使用 

ｄ．事故時運転操作手順書（シビアアクシデント） 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）で対応する状態から更に事象が進展し炉心損

傷に至るおそれがある場合，又は炉心損傷に至った場合に，事故の拡大を防止し影響

を緩和するために必要な対応操作に使用 

（イ）緊急時対策本部は，運転員からの要請あるいは緊急時対策本部の判断により，運転員
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の事故対応の支援を行う。緊急時対策本部用手順書として，事故状況に応じた戦略の検

討及び現場での重大事故等対策を的確に実施するための必要事項を明確に示した手順を

定める。 

（ウ）運転操作手順書は，事故の進展状況に応じて構成を明確化し，手順書相互間を的確に

移行できるよう，移行基準を明確に定める。 

ａ．異常又は事故の発生時，警報発生時操作手順書により初期対応を行う。 

ｂ．事象が進展した場合には，警報発生時操作手順書の記載に従い，事故時運転操作手

順書（事象ベース）に移行する。 

ｃ．警報発生時操作手順書及び事故時運転操作手順書（事象ベース）による対応中は，

パラメータ（炉心の冷却機能，格納容器の健全性等）を常に監視し，事故時運転操作

手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合には，事故時運転操作手順書（徴候

ベース）に移行する。 

ｄ．事故時運転操作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合でも，原子炉スク

ラム時の確認事項等，事故時運転操作手順書（事象ベース）に具体的内容を定めてい

る対応については事故時運転操作手順書（事象ベース）を参照する。 

ｅ．異常又は事故が収束した場合は，事故時運転操作手順書（徴候ベース）に従い復旧

の措置を行う。 

ｆ．事故時運転操作手順書（徴候ベース）による対応で事故収束せず炉心損傷に至るお

それがある場合，又は炉心損傷に至った場合は，事故時運転操作手順書（シビアアク

シデント）に移行する。 

カ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，重大事故等対策実施の判断基準として確認する水位，圧

力，温度等の計測可能なパラメータを整理し，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順

書に定めるとともに，以下の重大事故等に対処するための事項についても定める。 

具体的な手順については，表１５「１５．事故時の計装に関する手順等」参照 

（ア）監視することが必要なパラメータを，あらかじめ選定し，運転操作手順書及び緊急時

対策本部用手順書に定めること。 

（イ）記録の可否，直流電源喪失時における可搬型計測器による計測可否等の情報を運転操

作手順書に定めること。 

（ウ）原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等により計測不能な場合は，他のパラ

メータにて当該パラメータを推定する方法を緊急時対策本部用手順書に定めること。 

（エ）パラメータ挙動予測，影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を緊急時対策本部用

手順書に定めること。 

（オ）有効性評価等にて整理した有効な情報について，運転員が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び事象進展予測並びに対応処置の参考情報とし，運転操作手順書に定

めること。 

また，有効性評価等にて整理した有効な情報について，緊急時対策要員が運転操作

を支援するための参考情報とし，緊急時対策本部用手順書に定めること。 

キ．各ＧＭは，前兆事象として把握ができるか，重大事故を引き起こす可能性があるかを考

慮して，設備の安全機能の維持及び事故の未然防止対策をあらかじめ検討しておき，前兆

事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順を整備する。 

（ア）発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，大津波警報が発令された場合，原子炉の停止及び冷却
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操作を行う手順，また，所員の高台への避難及び扉の閉止を行い，津波監視カメラ及び

取水槽水位計による津波の継続監視を行う手順を整備する。 

（イ）各ＧＭは，台風進路に想定された場合，屋外設備の暴風雨対策の強化及び巡視点検を

強化する手順を整備する。 

（ウ）各ＧＭは，前兆事象を伴う事象に対して，気象情報の収集，巡視点検の強化及び前兆

事象に応じた事故の未然防止の対応を行う手順を整備する。 

ク．技術計画ＧＭは，発電所敷地内外の固定源に対して，有毒化学物質の確認の実施によ

り，運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回る

ようにする手順と体制を定める。 

ケ．技術計画ＧＭは，予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転・対処要員に対して配備し

た防護具を着用すること及び防護具のバックアップ体制を整備することにより，事故対策

に必要な各種の指示，操作を行うことができるよう手順と体制を定める。 

コ．技術計画ＧＭは，有毒ガスの発生による異常を検知した場合に，当直長等に連絡し，当

直長等は連絡責任者を経由して通信連絡設備により，有毒ガスの発生を必要な要員に周知

するための手順を定める。 

（２）各ＧＭは，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあ

っては，通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使用により速やかに切替えられる

よう当該操作等を明確にし，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために必要な

手順等を手順書に定める。 

 

１．４ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，１．１項から１．３項の活動の実施結果を取りまとめ，１年に１回以上定期

的に評価を行うとともに，評価結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告す

る。 

（２）防災安全ＧＭは，（１）の活動の評価結果を取りまとめ，１年に１回以上定期的に計画

の評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，計

画の見直しを行う。 

（３）原子力運営管理部長は，１．１項及び１．２項の実施内容を踏まえ，１年に１回以上定

期的に評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 
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重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等 

 

 

表１  緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

表２  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等 

表３  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

表４  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等 

表５  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

表６  格納容器内の冷却等のための手順等 

表７  格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

表８  格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

表９  水素爆発による格納容器の破損を防止するための手順等 

表１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

表１１ 使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

表１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

表１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

表１４ 電源の確保に関する手順等 

表１５ 事故時の計装に関する手順等 

表１６ 中央制御室の居住性に関する手順等 

表１７ 監視測定等に関する手順等 

表１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

表１９ 通信連絡に関する手順等 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

表１ 

操作手順 

１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

方針目的 

運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止させるための設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，代替制御棒挿入機能による制

御棒緊急挿入，原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，自動減圧系の起動阻止スイ

ッチによる原子炉出力急上昇防止により，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格納容器の健全性を維

持することを目的とする。 

また，自動での原子炉緊急停止及び手動による原子炉緊急停止ができない場合は，原子炉出力の

抑制を図った後にほう酸水注入により未臨界に移行することを目的とする。 
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対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

当直副長は，運転時の異常な過渡変化時において，原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象（以下「スクラム不能異常過渡事象」という。なお，スクラム不能異常過渡事

象とは,ＡＴＷＳのことをいう。）が発生するおそれがある場合又はスクラム不能異常過渡

事象が発生した場合は，代替制御棒挿入機能により，制御棒が自動で緊急挿入するため，原

子炉が緊急停止したことを確認する。 

また，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿入しなかった場合は，中央制御室

からの手動操作により代替制御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原子炉を緊

急停止する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操作をした場合。 

 

２．原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合は，代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能により原子炉冷却材再循環ポンプが自動で停止するため，炉心流量が低下し，原

子炉出力が抑制されたことを確認する。 

また，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能により原子炉冷却材再循環ポンプが自動で

停止しなかった場合は，中央制御室からの手動操作により原子炉冷却材再循環ポンプを停止

し，原子炉出力を抑制する。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施して

も，ペアロッド１組又は制御棒１本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。（制御棒操作監

視系の故障により，制御棒の位置が確認できない場合もスクラム不能異常過渡事象と判断

する） 

 

 

 

 

 

以降、上記同様に作成 
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e.第１１８条（所員への保安教育）、第１１９条（協力企業従業員への保安教育） 

【記載の要点】 

○重大事故等及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関

わる者に対する教育訓練を、第１１８条（所員への保安教育）、第１１９条

（協力企業従業員への保安教育）へ追加。 

○非常の場合に講ずべき処置に関する教育として、重大事故等発生時及び大規模

損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する事項を含める。 

○実施時期は年１回以上とし、反復教育を行う。 

 

【記載例】 

（所員への保安教育） 

第１１８条 原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育を実施するにあたり，具体的

な保安教育の内容及びその見直し頻度を「保安教育マニュアル」に定め，これに基づき次の

各号を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保

安教育実施計画を表１１８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主任技術者

及び所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

（途中省略） 

 

表１１８－１ 所員への保安教育実施方針（総括表） 

保安教育の内容 対象者と教育時間 

大分

類 

中分類(実

用炉規則

第92条の

内容) 

小分類 

(項目) 

内容 実施時

期 

運転員

＜分類

省略＞ 

運転員

以外の

技術系

所員 

事務系

所員 

その

他反

復教

育 

非常の場合に講ず

べき処置に関する

こと 

緊急事態応急

対策等、原子

力防災対策活

動に関するこ

と 

１回／

年以上 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

重大事故等発

生時及び大規

模損壊発生時

における原子

炉施設の保全

のための活動

に関すること 
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（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員

の発電所入所時に安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されていることを

確認する。なお，各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知

識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することが

できる。 

（途中省略） 

 

５．各ＧＭは，火災，重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合は，当該業務に従事する請負会社従

業員に対し，安全上必要な教育が表１１８－１の実施方針のうち「運転員以外の技術系所

員」に準じる保安教育（火災発生時の措置に関すること,緊急事態応急対策等，原子力防災

対策活動に関すること（重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全

のための活動を含む））の実施計画を定めていることを確認し，原子炉主任技術者及び所長

の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

 

６．各ＧＭは，第３項，第４項及び第５項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されて

いることを確認し，その実施結果を年度毎に所長及び原子力・立地本部長に報告する。な

お，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 
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3.1.3 重大事故等発生時、大規模損壊発生時における体制整備の運用について 

重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制整備後の運用において考慮

すべき事項について以下のとおり対応する。 

 （１）訓練実施に伴う可搬設備の運用について 

可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則により「原子炉建屋

からの離隔」「共通要因による故障を防止するための分散配置」が要求されてい

る。 

訓練の実施に当たっては、保管場所から機器を移動して訓練を行うことから、

本来の状況から変わっていることを認識し、訓練要員及び重大事故等対処を行う

要員間で、その場合に事故が発生したときの対応について認識を合わせたうえで

実施する。 

その認識合わせにおいて例えば、 

・一方の可搬設備の訓練時においては、他方の可搬設備を保管場所に残した

うえで、これらの設備の離隔を確保し、位置的分散を確保する。 

・上述の位置的分散が確保できない場合には、α機器（予備機）の配置場所

を移動する等の考慮(位置的分散の確保)を行う。 

・資機材を展開していることから、その状態から必要な対応を開始できるこ

との考慮(作業時間の確保のため、展開した資機材は用いなくても対応でき

る予備品を確保する等)を行ったうえで実施する。 

・訓練中は、常に訓練要員を可搬型車両等に待機させ、訓練実施中に重大事

故等が発生した場合は、速やかに所定の場所へ移動することを確認したう

えで実施する。 

  

（２）可搬型重大事故等対処設備を運用するための要員数について 

可搬型重大事故等対処設備を所定の時間内に活用するための運用を実現するた

め、設備と要員で担保している。この場合、設備の不具合についてはＬＣＯで確

認しているが、要員の確保については体制管理を実施しており、要員数が不足し

ないように管理していることから、問題ないと考える。しかし、万一人命、身体

の安全に係る急病が発生し、発電所や所定の待機場所に余裕の要員が不在の場合

は、欠員状態が発生することから、この状態を速やかに解除できる運用を定めて

おく。 

具体的には、要員の交替管理、要員の所在管理及び集団食中毒のような事態も

踏まえた交替要員の管理（交替要員の所在管理）等、休日、時間外（夜間）も含

めた要員の体制に係る管理方法を定め、実施する。要員の体制管理の対応例を

「【要員の体制管理の対応例】」に示す。 
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（３）プラント運転状態に応じた要員数の管理について 

重大事故等発生時に必要な要員は、「3.1.2 保安規定の記載内容について」に

基づき、保安規定に記載し、維持管理される。 

また、原子炉内に燃料が無い場合には炉心損傷防止、原子炉格納容器破損防止

の活動が必要となるような事象は発生しないため、ＳＦＰの燃料損傷防止のため

の活動（アクセスルート復旧、消防活動等も含む）に係る要員のみが必要であり、 

プラント運転状態に応じて必要な要員数は削減可能である。 

この場合、以下の条件を満足することを前提に、保安規定にプラント状態（運

転モード）別に必要人数を定め、管理する。 

 

＜必要要員数の条件＞ 

① 運転員等の必要な要員数については、原子炉設置(変更)許可申請書（技術

的能力 1.11～1.19）に係る各手順における必要な要員数とし、原子炉の状

態毎に必要な技術的能力の各手順は、「4.3 (1)f. LCO を適用する原子炉の

状態」に基づき整理する。 

なお、各手順の直接的な対応に限らず、号炉毎の運転操作指揮、号炉間

連絡・運転操作助勢に係る要員についても必要な要員数に加える。 

② 上記①の必要な要員数においても、大規模損壊対応のケーススタディにお

いて対応可能であることが確認されること。 

③ 上記①②により整理された要員数について、原子炉設置（変更）許可申請

書の記載と不整合とならないこと。 

 

以上のような観点も含めて、訓練、要員の配置に係る事項として保安規定の添

付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に記載する。 
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【要員の体制管理の対応例】 

 １．ＳＡ要員の体制管理 

（1） ＳＡ要員の配置 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するためのＳＡ要員は、必

要な措置を行うために、発電所構内に常時、必要な要員数を配置する。 

 

（2） ＳＡ要員の体制管理 

ＳＡ要員は、要員の交替、要員の所在等、ＳＡ要員の体制に係る管理を行う。 

なお、運転員（当直員）等、交替勤務者は、既存の交替勤務に係る管理を行う。 

 

 

２．要員の欠員を踏まえたＳＡ要員の体制管理 

集団食中毒のような事態により要員に欠員が生じた場合の措置及び成立性の確

認訓練において、その訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断した場合

の措置を以下のとおり、保安規定の「第１２ 条（運転員等の確保）」及び「添付

３. 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に規定する。 

（1）集団食中毒のような事態（（2）項の事態以外）により要員に欠員が生じた

場合 

ａ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生し

た場合、原子力発電所の運転管理、設備管理をはじめ、安全確保に係る管理

業務を最優先に継続する体制を構築する。 

また、新感染症のまん延期においては、法令、保安規定を遵守するために

必要な業務等、必要不可欠な安全確保に係る管理業務を最優先に継続する。 

 

ｂ．保安規定（表１２－１及び表１２－３）に定める人数の者に欠員が生じた

場合は、休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。 

 

ｃ．保安規定（表１２－１及び表１２－３）に定める人数の者の補充の見込み

が立たないと判断した場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施

し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保す

る。 

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、

速やかに、実施する。 

また、ｂ項の措置は、復帰するまで実施する。 

 

（2）成立性の確認訓練において、成立性の確認訓練に係る者が、力量を確保でき

ていないと判断したことにより要員に欠員が生じた場合 
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ａ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評

価の成立性確認、中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練に

よる有効性評価の成立性確認）において、その訓練に係る者が、役割に応

じた必要な力量（以下、要員の体制管理（例）内において「力量」とい

う。）を確保できていないと判断した場合は、速やかに、保安規定（表１

２－１及び表１２－３）に定める人数の者を確保する体制から、力量が確

保できていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長

の承認を得て、体制を構築する。 

 

ｂ．ａ項の訓練うち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、除

外された者と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実

施し、その結果、力量を確保できる見込みが立たないと判断した場合は、

ｆ項の措置を講じる。 

 

ｃ．ａ項を受け、力量が確保できていないと判断された者については、教育

訓練等により、力量が確保されていることを確認した後、原子炉主任技術

者の確認、所長の承認を得て、保安規定（表１２－１及び表１２－３）に

定める人数の者を確保する体制に復帰させる。 

 

ｄ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認、技術的能力の成立性確認及び

机上訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていない

と判断した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、

評価し、改善等、必要な措置を講じる。 

（b） 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結

果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び作

業を対象に、力量の維持向上訓練を実施した後、役割に応じた要員に

より成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認し、

所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｅ．現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていな

いと判断した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、

評価し、改善等、必要な措置を講じる。 

（b） 力量を確保できていないと判断された者と同じ役割の者に対して、

必要な措置の結果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別

の操作及び作業を対象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、力
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量が確保できていることを確認し、所長及び原子炉主任技術者に報告す

る。 

（c）(b)項の措置により、力量が確保できる見込みが立たないと判断した

場合は、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（d） 力量を確保できていないと判断された者については、必要により、

改めて原因を分析、評価し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持

向上訓練を実施した後、力量を確保できていないと判断された成立性

の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認する。 

（e）(d)項の措置により、力量が確保できていると判断した場合は、所長

及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｆ．ｂ項の措置を受け、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原

子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、

速やかに、実施する。 

 

３．完了時間の運用 

（1）保安規定の「速やかに」の定義 

ａ．第３節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するもの

であるが、一義的に時間を決められないものであり、意図的に遅延させ

ることなく行うことを意味する。 

なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上

で、組織的に実施する準備（関係者への連絡、各運転員への指示、手順

の準備・確認等を行うこと。）が整い次第行う活動を意味する。 

ｂ．複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている

場合は、いずれか１つの要求される措置を「速やかに」実施し、引き続

き遅滞なく、残りの要求される措置を実施する。 

 

（2）２項の「速やかに」等の運用 

ａ．集団食中毒のような事態（（2）項の事態以外）により要員に欠員が

生じ、保安規定（表１２－１及び表１２－３）に定める人数の者に欠員

が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。 

（a） 「休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。」の説明 

○ 保安規定（表１２－１及び表１２－３）に定める人数の者に欠員が

生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め、以下の非常参集によ

る召集時間を目安に、要員の補充を行う。 

・非常参集による召集時間：約10時間以内 
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（b） 要員の体制管理 

○ 配置（業務）中の要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、

対象者を速やかに、病院へ搬送するなど、人命、身体の安全を優先す

る措置を講じ、体調に問題のない要員と交替し、体制を構成する。 

○ 休日、時間外（夜間）に事態が発生した場合に備えて、交替要員の

所在管理等、要員の体制に係る管理を行う。 

○ 休日、時間外（夜間）に事態が発生した場合は、必要な措置を実施

するまで、あらかじめ所在管理を行っている要員と交替し、体制を構

成する。 

なお、要員を対象者の人数確保するに当たっては、非常召集する発

電所近傍に居る社員を優先し、その他召集ルートからから召集してく

る要員により対応する。 

○ 交替する要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、体調に

問題のない要員と交替し、体制を構成する。 

なお、体制を構成し、交替する要員が配置するまでは、配置（業

務）中の要員が、対応を継続する。 

 

ｂ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評

価の成立性確認、中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練に

よる有効性評価の成立性確認）において、その訓練に係る者が、力量を確

保できていないと判断した場合は、速やかに、保安規定（表 12－１及び表

12－３）に定める人数の者を確保する体制から、力量が確保できていない

と判断された者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、

体制を構築する。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ （b）項の管理を行うことで、速やかに（短時間）に対応を行う。 

（b） 要員の体制管理 

○ 成立性の確認訓練において、その訓練に係る者が、必要な力量を確

保できていないと判断した場合でも、速やかに、保安規定（表12－

１及び表12－３）に定める人数の者を確保し、体制が構成できるよ

うに要員の体制管理を行う。 

 

ｃ．現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていな

いと判断した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ 現場訓練による有効性評価の成立性確認の成立性の確認により、力

量を確保できていないと判断した場合は、その原因を分析、評価し、

改善等、必要な措置を講じる。 

○ 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結

果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された個別の操作及び

作業を対象に、力量の維持向上の訓練を実施した後、役割に応じた

要員により成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていること
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を確認する。 

（b）措置の完了目標 

○ 約７日～約10日 

 

ｄ．原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原

子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止の

措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施す

る。 

（a） 「速やかに」の説明 

○ 原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、

速やかに、実施する。 

（b） 原子炉停止の措置の完了目標（例） 

○ 高温停止 24 時間 

○ 冷温停止 36 時間 
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3.2 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害等※１（地震、津波及び竜巻等、

並びに想定される人為事象のうち、航空機の墜落（航空路の変更状況））、有毒ガ

ス発生時及びその他要求事項（誤操作の防止、安全避難通路、安全施設、全交流動

力電源喪失時対策設備、燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ、計測制御系統施設、安全保護回路、中央制御室、監視設備、保安電源設備、

緊急時対策所、通信連絡設備(以下、誤操作防止等という。)）に係る保安規定の記

載について 

※１：その他自然災害等に係る保安規定の記載は、原子炉設置（変更）許可申請

書の記載に準じて保安規定に記載する。（以下、本項において同じ） 

 

3.2.1 概 要 

原子炉施設において、火災が発生した場合、内部溢水が発生した場合、火山現象

による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下、火山影響等発生時とい

う。）、発電所敷地内において有毒ガスを確認した場合における当該事故等に適切

に対処するためには、火災、内部溢水、火山影響等及び有毒ガス発生時に対応する

ために必要な要員の配置、火災、内部溢水、火山影響等及び有毒ガス発生時に対処

設備を十分に活用するための手順書の整備、活動を行うために必要な要員に対する

教育・訓練の実施等運用面での体制をあらかじめ整備するとともに、運転段階の運

用においてもそれら体制が維持管理されていかなければならない。   

また、設計基準対象施設に対する省令改正内容を踏まえた対応についても運用面

での体制をあらかじめ整備するとともに、運転段階の運用においてもそれら体制が

維持管理されていかなければならない。 

したがって、火災、内部溢水、火山影響等及び有毒ガス発生時並びにその他設計

基準対象施設における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関して、

原子炉設置者が運用を行っていく中において遵守しなければならない事項は原子炉

設置者が構築する QMS 文書体系の上位に位置付けられる保安規定に規定する必要が

ある。 

また、設計上要求される設計基準対象施設に対する損傷防止について、設備維

持・運用で担保する事項に関しても、同様に保安規定に規定する必要がある。 

以上を踏まえ、「実用炉規則」、「設置許可基準規則」、「技術基準規則」、

「保安規定審査基準」及び「火災防護審査基準」の規制要求事項を満足するために、

保安規定に規定する事項の記載内容及び下部規定に記載すべき内容については、

「2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について」及び「2.3 上流文

書からの要求事項」に示す考え方に従う。 
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3.2.2 保安規定の記載内容について 

 保安規定の本文の具体的な記載としては、原子炉施設の保全のために必要な体制

を整備し、その体制を運転段階の運用の中においても維持管理していくためには、

保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）に示すとおり、体制の整備に係

る計画を策定し、実施し、評価し、継続的に改善していく管理の枠組みを適切に構

築しておくことが重要である。 

よって、火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害及び有毒ガス発生時につ

いては、保安規定審査基準の「設計想定事象等に係る発電用原子炉施設の保全に関

する措置」にて定めることを求められている、許可を受けたところによる基本設計

ないし基本的設計方針に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて措置を

講ずるべきものと整理し、内容を記載する。 

 

なお、その他要求事項（誤操作防止等）のうち、現状の保安規定にすでに規定さ

れ、従来から適切に運用管理されているものについても、より明確な規定とする

（例えば、対象となるマニュアルについて、誤操作防止に関する事項を含むことを

明文化）等、個々の対応内容に応じて反映方法を検討する。 

保安規定の本文を踏まえた添付書類については、前記の各要求内容を踏まえて、

原子炉設置(変更)許可申請書に記載している内容のうち、運用で担保すべき内容及

びその活動に必要な資機材管理について保安規定に記載する。具体的には 3.2.2.1

から 3.2.2.6 において記載する。 
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3.2.2.1 火災発生時の対応体制について 

3.2.2 に示す保安規定本文に記載すべき事項を踏まえ、保安規定の添付書類に、

火災防護審査基準の要求である火災防護計画で定めるべき内容を、火災発生の防止、

火災を早期に感知して速やかな消火、火災による影響の軽減(影響の評価)の観点で

記載することとする。 

以上の火災発生時の対応体制に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実

施すべき事項を規定することとする。 

なお、火災発生時の対応体制に関しては、従来から保安規定に定めることが求め

られていた「初期消火活動のための体制の整備」は、火災防護計画において初期消

火活動も含めた消火活動全体の計画を定めることが求められていることから、火災

防護計画等において規定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

保安管理体制 

保安規定第４条に保安に関する組織の体制を定めており、その体制の

下、火災・内部溢水・火山影響等・その他自然災害及び有毒ガス発生時

における体制（要員の配置、教育及び訓練等）等を整備。 

要員の配置 資機材の配備 要員の配置 資機材の配備 

教育及び訓練 活動(手順書) 教育及び訓練 活動(手順書) 

添付資料 火災、内部溢水、火山影響等、その
他自然災害及び有毒ガス対応にかかる実施基準 

火災・内部溢水・火山影響等・その他自然災害及

び有毒ガス発生時については、各災害発生時におい

て、安全施設が安全機能を損なわないために必要と

なる運用として、原子炉設置(変更)許可申請書に規

定された運用すべき活動計画を記載するとともに、

その活動に必要となる資機材を管理することを規定

する。 
なお、その他自然災害発生時においては、設置変

更許可申請書において運用すべき事項を規定する地

震、津波及び竜巻等を添付書類に整備する。 

その他要求事項の記載内容(本文) 
  

現状の保安規定にすでに規定され、従来から

適切に運用管理されているものについても、よ

り明確な規定とする（例えば、対象となるマニ

ュアルについて、誤操作防止に関する事項を含

むことを明文化）等、個々の対応内容に応じて

反映方法を検討する。 

火災・内部溢水・火山影響等・有毒ガス発生時の 
体制の整備(本文) 

保安規定審査基準要求内容を踏まえて記載 

その他自然災害等発生時の 
体制の整備(本文) 

火災の記載内容に準じて記載 
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3.2.2.2 内部溢水発生時の対応体制について 

前項と同様、保安規定の添付書類に、災害発生時において、安全施設が安全機能

を損なわないために必要となる運用として、原子炉設置(変更)許可申請書に規定さ

れた運用すべき活動計画を記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管理

することを規定する。 

以上の内部溢水に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施すべき事項

を規定することとする。 

 

3.2.2.3 火山影響等発生時の対応体制について 

前項と同様、保安規定の添付書類に、災害発生時において、安全施設が安全機能

を損なわないために必要となる運用として、原子炉設置(変更)許可申請書に規定さ

れた運用、並びに火山影響等発生時の体制の整備として、非常用交流動力電源設備

の機能維持、代替電源設備その他の炉心を冷却する設備の機能維持、交流動力電源

喪失時の炉心の著しい損傷を防止するための対策及びその他保全のための活動に必

要な運用に係る活動計画を記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管理

することについても規定する。 

また、この活動計画には、前兆事象を確認した時点において事前の対応を行う場

合、並びに原子炉の停止を行う場合、その判断基準を規定することとする。 

以上の火山影響等発生時に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施す

べき事項を規定することとする。 

 

3.2.2.4 その他自然災害（地震、津波及び竜巻等）の対応体制について 

前項と同様、保安規定の添付書類には、災害発生時において、安全施設が安全機

能を損なわないために必要となる運用として、原子炉設置(変更)許可申請書に規定

された地震、津波及び竜巻に係る運用すべき活動計画を記載するとともに、その活

動に必要となる資機材を管理することを規定する。 

その他自然災害発生時における対応については、例えば車両の退避などの対応手

順については保安規定添付２に基づき社内規定に定められるが、対応する組織体制

については、従前の保安規定に基づく作業管理の一環として実施することを計画し

ており、新たに定めることを要しない場合がある。 

なお、地震、津波及び竜巻以外で原子炉設置(変更)許可申請書において考慮して

いる自然現象として、洪水、風(台風)、凍結、降水、落雷、地滑り、生物学的事象、

高潮等について、設計により安全機能を損なわないこと又は立地要因により設計上

考慮しないことを規定している場合には、保安規定の添付書類には規定する内容は

無いと考える。ただし、積雪のように、原子炉設置(変更)許可申請書の規定内容が

発電所により異なる事象について、原子炉設置(変更)許可申請書に運用すべき活動

計画を規定している場合には、運用すべき活動計画及びその活動に必要となる資機
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材を管理することを保安規定の添付書類に規定する。 

以上のその他自然災害に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施すべ

き事項を規定することとする。 

 

3.2.2.5 有毒ガス発生時の対応体制について 

 前項と同様、保安規定の添付書類に、災害発生時において、安全施設が安全機能

を損なわないために必要となる運用として、原子炉設置(変更)許可申請書に規定さ

れた運用すべき活動計画を記載するとともに、その活動に必要となる資機材を管理

することを規定する。 

以上の有毒ガスに関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施すべき事項

を規定することとする。 

 

3.2.2.6 火災、内部溢水、その他自然災害及び有毒ガスの教育について 

各災害発生時の教育については、原子炉設置(変更)許可申請書において実施する

ことを定めているものについて、保安規定の添付書類に定め、計画する。 

この教育について、これら災害の特徴、基本的な対応の考え方及び手順等、全所

員に関わる事項の内容については、教育の対象者を全所員とし保安教育に位置づけ

て実施する。また、中央制御室への煙侵入阻止のための教育など、運転操作の一貫

である個別技能にかかるものについては、個別に教育対象者を定め火災に係る条文

の教育と位置づけて実施する場合がある。 

また、この保安規定に基づく教育の記載を踏まえて、２次文書に実施すべき事項

を規定することとする。 

 

3.2.2.7 火山影響等発生時の教育について 

火山影響等発生時の教育については、原子炉設置(変更)許可申請書において実施

することを定めているもの並びに原子炉施設の保全のための活動に係るものについ

て、保安規定の添付書類に定め、計画する。 

この教育について、災害の特徴、基本的な対応の考え方及び手順等、全所員に関

わる事項の内容については、教育の対象者を全所員とし保安教育に位置づけて実施

する。また、原子炉施設の保全のための活動に係るものについては、個別に教育対

象者を定め火山影響等発生時に係る条文の教育と位置づけて実施する。 

また、この保安規定に基づく教育の記載を踏まえて、２次文書に実施すべき事項

を規定することとする。 

 

3.2.2.8 その他要求事項（誤操作防止等）について 

その他の要求事項についても、原子炉施設の保安のために必要な対応であること

から、災害発生時において、安全施設が安全機能を損なわないために必要となる運
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用として、原子炉設置（変更）許可申請書に規定された運用すべき活動計画を記載

するとともに、その活動に必要となる資機材を管理することを規定する。ただし、

従来の保安規定条文に既に規定されているものはその条文で取り扱うこととする。 

以上のその他要求事項に関する保安規定の記載を踏まえて、２次文書に実施すべ

き事項を規定することとする。 

 

3.2.2.9 保安規定及び２次文書他の文書体系における記載内容の整理について 

以上の保安規定に記載すべき事項及び下部規定に記載すべき事項については、2.2 

及び 2.3 に従い計画する。また、保安規定に紐づく社内文書体系については、「第

１－１図 規定文書体系 (柏崎刈羽原子力発電所)（例）」に示すとおりである。 
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【記載例】 

（火災発生時の体制の整備） 

第１７条 

（中略） 

〔７号炉〕 

防災安全ＧＭは，火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における原子炉

施設の保全のための活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，防災

安全部長の承認を得る。また，計画は，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，そ

の他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策定する。 

（１）発電所から消防機関へ通報するために必要な専用回線を使用した通報設備設置※２に

関すること 

（２）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置

に関すること 

（３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練に

関すること 

（４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配

備に関すること 

（５）発電所における可燃物の適切な管理に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項に定める事項について定期的

に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。

防災安全ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果

に基づき必要な措置を講じる。 

４．当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると

判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転

管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原

子炉停止等の措置について協議する。 

 

※１：消防機関への通報，消火又は延焼の防止その他公設消防隊が火災の現場に到着するま

でに行う活動を含む。また，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災に

よる影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条において同じ。）。 

※２：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検又は故障により使用不能となっ

た場合を除く。ただし，点検後又は修復後は遅滞なく復旧させる。 
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【記載例】 

（内部溢水発生時の体制の整備） 

第１７条の２  

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下「内部溢水発生時」

という。）における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体制の整備として，次の事項

を含む計画を定め，安全総括部長の承認を得る。計画の策定にあたっては，添付２に示す

「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従

って実施する。 

（１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の

配置に関すること 

（２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓

練に関すること 

（３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材

の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項に定める事項について定期的

に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。

技術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果

に基づき必要な措置を講じる。 

４．当直長は，内部溢水の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があ

ると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する

運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じ

て原子炉停止等の措置について協議する。 

 

※１：内部溢水発生時に行う活動を含む（以下，本条において同じ。）。 
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【記載例】 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第１７条の３ 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，火山現象による影響が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以

下「火山影響等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体制

の整備として，次の各号を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，計画は，

添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施

基準」に従い策定する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員

の配置に関すること 

（２）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育

訓練に関すること 

（３）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要なフィ

ルタその他の資機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，次の各号を含む火山影響等発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

（１）火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策に

関すること 

（２）（１）に掲げるものの他，火山影響等発生時における代替電源設備その他の炉心を

冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること 

（３）（２）に掲げるものの他，火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合におけ

る炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

３．各ＧＭは，第１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

４．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項に定める事項について定期的に

評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。技

術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基

づき必要な措置を講じる。 

５．当直長は，火山現象の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転

管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子

炉停止等の措置について協議する。 

６．原子力設備管理部長は，火山現象に係る新たな知見等の収集，反映等を実施する。 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下，本条において同じ。）。 
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【記載例】 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１７条の４ 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，原子炉施設内においてその他自然災害（「地震，津波，竜巻及び積雪

等」をいう。以下，本条において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のた

めの活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む計画を定め，安全総括部長の承認を

得る。計画の策定にあたっては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自

然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実施する。 

（１）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

要員の配置に関すること 

（２）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する

教育訓練に関すること 

（３）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

資機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項に定める事項について定期的

に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告す

る。技術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じる。 

４．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能

性があると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所

管する運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要

に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

５．原子力設備管理部長は，その他自然災害に係る新たな知見等の収集，反映等を実施す

る。 

６．原子力設備管理部長は，その他自然災害のうち地震に関して，新たな波及的影響の観点

の抽出を実施する。 

７．原子力設備管理部長は，地震観測及び影響確認に関する活動を実施する。 

８．原子力設備管理部長は，定期的に発電所周辺の航空路の変更状況を確認し，確認結果に

基づき防護措置の要否を判断する。防護措置が必要と判断された場合は，関係箇所へ防護

措置の検討依頼を行う。また，関係箇所の対応が完了したことを確認する。 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下，本条において同じ。）。 
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（有毒ガス発生時の体制の整備） 

第１７条の５ 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，発電所敷地内において有毒ガスを確認した場合（以下「有毒ガス発生

時」という。）における有毒ガス発生時における原子炉施設の保全のための運転員及び緊

急時対策要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護のための活動※１を行う体制の整

備として，次の事項を含む計画を定め，安全総括部長の承認を得る。計画の策定にあたっ

ては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に

係る実施基準」に従って実施する。 

（１）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行うために必要な要

員の配置に関すること 

（２）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行う要員に対する教

育訓練の実施に関すること 

（３）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行うために必要な資

機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のため

の活動を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基

づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。技術計画ＧＭは，第１項に定める事項

について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

４．当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があ

ると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する

運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じ

て原子炉停止等の措置について協議する。 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下，本条において同じ。）。 
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【記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害及び有毒ガス対応 

に係る実施基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  規制要求事項、原子炉設置（変更）許可申請書の記載内容を踏まえ

『火災、内部溢水、火山現象、その他自然災害（地震、竜巻、津波

等）及び有毒ガス』について保安規定に記載すべき事項を添付２に

整理し記載する。 



 3.2-13 

１．火 災 

防災安全ＧＭは，火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の１．１項から１．５項を含む火災防護計画を策定し，防災安全部長の承認を得

る。また，各ＧＭは，火災防護計画に基づき，火災発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

１．１ 専用回線を使用した通報設備の設置 

防災安全ＧＭは，中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備

を設置する。 

 

１．２ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，火災の発生により災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，火災の発生により原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，第１０８条（原子力防災組織）に定める必要な要員を配置する。 

（３）防災安全ＧＭは，上記体制以外の通常時及び火災発生時における火災防護対策を実施す

るための要員を以下のとおり配置する。 

ア．火災予防活動に関する要員 

各建屋，階及び部屋等の火災予防活動を実施するため，防火・防災管理者を置く。 

イ．消火要員 

運転員，消防車隊による消火要員として，１０名以上を発電所に常駐させる。 

ウ．自衛消防組織 

（ア）火災による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため，所長が指名した統括管理者

を自衛消防組織に設置する。 

（イ）自衛消防組織は，９つの班で構成され，各班には，責任者である班長を配置するとと

もに，自衛消防組織を統括する統括管理者を置く。 

（ウ）統括管理者は，自衛消防組織が行う活動に対し，指揮，指令を行うとともに，公設消

防隊との連携を密にし，円滑な自衛消防活動ができるように努める。 

 

１．３ 教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）火災防護教育 

全所員に対して，以下の教育訓練を実施する。また，消防車隊に対して，以下の教育訓

練が実施されていることを確認する。 

ア．原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び

機器並びに重大事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的として，火災から防

護すべき機器等の火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれ

を考慮した対策に関する教育訓練 

イ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教育訓練 

（ア）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（イ）外部火災によるばい煙発生時及び有毒ガス発生時における外気取入ダンパの閉止，換

気空調系の停止又は中央制御室の再循環運転により，建屋内へのばい煙及び有毒ガスの

侵入を防止することについての教育訓練 
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（ウ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するための防火帯の点検等に係る教育訓練 

（エ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対象施設を防護するために，離隔距離

を確保すること等の火災防護に関する教育訓練 

ウ．火災が発生した場合の消火活動及び内部溢水を考慮した消火活動に関する教育訓練 

（２）自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して，火災発生時における消火活動等に関する総合的な訓練を実施す

る。また，消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを確認する。 

（３）運転員に対する教育訓練 

運転員に対して，火災発生時の運転操作等の教育訓練を実施する。 

（４）消防訓練（防火対応） 

消火要員に対して，火災発生時における初期消火活動に関する訓練を実施する。また，消

防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを確認する。 

 

１．４ 資機材の配備 

（１）防災安全ＧＭは，化学消防自動車，泡消火薬剤等の消火活動のために必要な資機材を配

備する。 

（２）各ＧＭは，火災防護対策のために必要な資機材を配備する。 

 

１．５ 手順書の整備 

（１）防災安全ＧＭは，原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するために定める火

災防護計画に以下の項目を含める。 

ア．火災防護対策を実施するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理に必

要な要員の確保及び教育訓練，火災発生防止のための活動，火災防護設備の施設管理，点

検及び火災情報の共有化等 

イ．原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域及び火災区画

を考慮した火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層

防護の概念に基づく火災防護対策 

ウ．重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生防止，火災

の早期感知及び消火の２つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 

エ．その他の原子炉施設については，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規程・指

針に基づき設備に応じた火災防護対策 

オ．安全施設を外部火災から防護するための運用等 

（２）防災安全ＧＭは，火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．消火活動 

各ＧＭは，火災発生現場の確認及び中央制御室への連絡並びに消火器，消火栓等を用い

た消火活動を実施する。 

イ．消火設備故障時の対応 

当直長は，消火設備の故障警報が発信した場合，中央制御室及び必要な現場の制御盤の

警報の確認を実施する。 

ウ．消火設備のうち，自動ガス消火設備を設置する火災区域又は火災区画における火災発生

時の対応 

（ア）当直長は，火災感知器が作動した場合，火災区域又は火災区画からの退避警報，自動
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ガス消火設備の動作状況の確認を実施する。 

（イ）当直長は，自動ガス消火設備の動作後の消火状況の確認，消火状況を踏まえた消火活

動の実施，プラント運転状況の確認等を実施する。 

エ．消火設備のうち，手動操作による固定式ガス消火設備を設置する火災区域又は火災区画

における火災発生時の対応 

（ア）当直長は，火災感知器が作動し，火災を確認した場合，消火活動を実施する。 

（イ）当直長は，消火が困難な場合，職員の退避確認後に固定式ガス消火設備を手動操作に

より動作させ，その動作状況，消火状況，プラント運転状態の確認等を実施する。 

オ．格納容器内における火災発生時の対応 

当直長は，原子炉の起動中及び原子炉が冷温停止中の格納容器内において火災が発生し

た場合には，消火器等による消火活動，消火状況の確認，プラント運転状況の確認及び必

要な運転操作等を実施する。 

カ．単一故障も想定した中央制御室盤内における火災発生時の対応（中央制御室の制御盤１

面の機能が火災により全て喪失した場合における原子炉の安全停止に係る対応を含む。） 

（ア）当直長は，中央制御室盤内の高感度煙検出設備により火災を感知し，火災を確認した

場合は，常駐する運転員による消火器を用いた消火活動を行い，プラント運転状況の確

認等を実施する。火災の発生箇所が特定できない場合を想定し，サーモグラフィカメラ

等，火災の発生箇所を特定できる装置を使用して消火活動を行い，プラント運転状況の

確認等を実施する。 

（イ）当直長は，煙の充満により運転操作に支障がある場合，火災発生時の煙を排気するた

め，排煙設備を起動する。 

キ．水素濃度検知器が設置される火災区域又は火災区画における水素濃度上昇時の対応 

当直長は，換気空調設備の運転状態の確認及び換気空調設備の追加起動や切替え等を実

施する。 

ク．火災発生時の煙の充満により消火活動に支障を生じた際のポンプ室の消火活動 

固定式ガス消火設備による消火後，消火要員が消火の確認のためにポンプ室へ入室する

場合は，十分に冷却時間を確保した上で，可搬型排煙装置を準備し，扉を開放，換気空調

系，可搬型排煙装置により換気し入室する。 

ケ．消火用水の最大放水量の確保 

当直長は，水源であるろ過水タンクには，最大放水量３６０ｍ3 に対して，十分な水量

を確保する。 

コ．防火帯の維持・管理 

防災安全ＧＭは，防火帯の維持・管理を実施する。 

サ．外部火災によるばい煙発生時の対応 

当直長は，ばい煙発生時，ばい煙侵入防止のため，外気取入ダンパの閉止及び換気空調

系の停止又は中央制御室の再循環運転による建屋内へのばい煙の侵入の防止を実施す

る。 

シ．外部火災による有毒ガス発生時の対応 

当直長は，有毒ガス発生時，有毒ガス侵入防止のため，外気取入ダンパの閉止，換気空

調系の停止又は中央制御室の再循環運転による建屋内への有毒ガスの侵入の防止を実施す

る。 

ス．外部火災によりモニタリングポストが影響を受けた場合 

放射線安全ＧＭは，モニタリングポストが外部火災の影響を受けた場合，代替設備をモ

ニタリングポスト周辺に設置できる場合はその周辺に設置し，モニタリングポスト周辺に
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設置できない場合は，防火帯の内側同一方向に設置する。 

セ．油貯蔵設備の運用 

当直長は，油貯蔵設備の油量制限を実施する。 

ソ．火災予防活動（巡視点検） 

各ＧＭは，巡視点検により，火災発生の有無の確認を実施する。 

タ．火災予防活動（可燃物管理） 

保全総括ＧＭは，原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災

区域又は火災区画については，当該施設を火災から防護するため，恒設機器及び点検等に

使用する可燃物（資機材）の総発熱量が，制限発熱量を超えない管理（持込みと保管）及

び重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域については，当該施設を火災から防護す

るため，可燃物を置かない管理を実施する。 

チ．火災予防活動（火気作業等の管理） 

各ＧＭは，火災区域又は火災区画において，溶接等の火気作業を実施する場合，火気作

業前に計画を策定するとともに，火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配置等を

実施する。 

ツ．延焼防止 

防災安全ＧＭは，重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域では，周辺施設及び植

生との離隔を確保し，火災区域内の周辺の植生区域については，除草等の管理を実施し，

延焼防止を図る。 

テ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，原子炉施設に火災が発生した場合は，火災鎮火後，原子炉施設の損傷の有無

を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ト．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等において震度５弱以上の地震が観測

された場合，地震終了後，原子炉施設の火災発生の有無を確認するとともに，その結果を

所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ナ．定事検停止時等における運用管理 

原子炉安全ＧＭは，定事検停止時等の作業に伴う防護対象設備の不待機や扉の開放等，

影響評価上設定したプラント状態の一時的な変更時においても，その状態を踏まえた必要

な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

ニ．施設管理，点検 

各ＧＭは，火災防護に必要な設備の要求機能を維持するため，施設管理計画に基づき適

切に施設管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

なお，格納容器内に設置する火災感知器については，起動時の窒素ガス封入後に作動信

号を切り替え,次のプラント停止後には速やかに健全性を確認し機能喪失した火災感知器

を取り替える。 

ヌ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

（ア）内部火災影響評価 

各ＧＭは，設備改造等を行う場合，都度，技術計画ＧＭへ設備更新計画を連絡し内部

火災影響評価への影響確認を行う。 

技術計画ＧＭは，内部火災影響評価にて改善すべき知見が得られた場合には改善策の

検討を行う。 

また，定期的に内部火災影響評価を実施し，評価結果に影響がある際は，原子炉施設

内の火災に対しても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災
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による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，

原子炉の高温停止及び冷温停止を達成し維持できることを確認するために，内部火災影

響評価の再評価を実施する。 

（イ）外部火災影響評価 

技術計画ＧＭは，評価条件を定期的に確認し，評価結果に影響がある場合は，発電所敷

地内外で発生する火災が外部事象防護対象施設へ影響を与えないこと及び火災の二次的

影響に対する適切な防護対策が施されていることを確認するために，外部火災影響評価

の再評価を実施する。 

 

１．６ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施結果について，防災安全ＧＭに報告す

る。 

（２）防災安全ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施結果を取りまとめ，１年に１回以

上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて，火災防護計画の見直しを行う。 

 

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理部長

は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の

措置について協議する。 

 

２．内部溢水 

技術計画ＧＭは，溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の２．１項から２．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，

各ＧＭは，計画に基づき，溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

２．１ 要員の配置 

防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第１

０８条に定める必要な要員を配置する。 

 

２．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，溢水発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，溢水全般（評価内容並びに溢水経路，防護すべき設備，水密扉及び堰

等の設置の考え方等）の運用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，溢水発生時の運転操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

２．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

 



 3.2-18 

２．４ 手順書の整備 

（１）発電ＧＭ及び技術計画ＧＭは，溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．溢水発生時の措置に関する手順 

（ア）当直長は，想定破損による溢水，消火水の放水による溢水，地震起因による溢水及び

その他の要因による溢水が発生した場合の措置を行う。 

（イ）当直長は，燃料プール冷却浄化系やサプレッションプール浄化系が機能喪失した場

合，残留熱除去系による使用済燃料プールの注水及び冷却の措置を行う。 

イ．運転時間実績管理 

技術計画ＧＭは，運転実績（高エネルギー配管として運転している割合が当該系統の運

転している時間の２％又はプラント運転期間の１％より小さい）により，低エネルギー配

管としている系統についての運転時間実績管理を行う。 

ウ．水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の警報監視により，必要な水密扉の

閉止状態の確認を行う。また，各ＧＭは，水密扉開放後の確実な閉止操作及び閉止されて

いない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

エ．屋外タンクの片側運用の管理 

当直長は，防護すべき設備が設置される建屋へ過度の溢水が流入し伝播することを防ぐ

ため，ろ過水タンク及び純水タンクを常時一基隔離し，片側運用とする。 

オ．溢水発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各ＧＭは，原子炉施設に溢水が発生した場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有無

を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

カ．蒸気漏えいに対する管理 

当直長は，原子炉建屋内における所内蒸気系漏えいによる影響の発生を防止するための

管理を行う。 

キ．排水誘導経路に対する管理 

当直長は，排水を期待する設備の状態監視を行う。また，技術計画ＧＭは，排水を期待

する箇所からの排水を阻害する要因に対し，それを防止するための管理を行う。 

ク．定事検停止時等における運用管理 

原子炉安全ＧＭは，定事検停止時等の作業に伴う防護対象設備の不待機や扉の開放等，

影響評価上設定したプラント状態の一時的な変更時においても，その状態を踏まえた必要

な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

ケ．施設管理，点検 

（ア）各ＧＭは，配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の想定を行

う配管は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために，継続的な肉厚

管理を行う。 

（イ）各ＧＭは，浸水防護施設を維持するため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点

検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

コ．溢水評価条件の変更の要否を確認する手順 

技術計画ＧＭは，各種対策設備の追加及び資機材の持ち込み等により評価条件に見直しが

ある場合，都度，溢水評価への影響確認を行う。 
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２．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，２．１項から２．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的に

評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，計

画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 

 

２．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，溢水の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理部長

は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の

措置について協議する。 

 

３．火山影響等，積雪 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う体制の整備として，次の３．１項から３．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認

を得る。また，各ＧＭは，計画に基づき，火山影響等及び積雪発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

３．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第

１０８条に定める必要な要員を配置する。また，所長は，降灰予報等により柏崎刈羽原子

力発電所を含む地域（柏崎市，刈羽村）への多量の降灰が予想される場合，マニュアルに

定める組織の要員を参集して活動する。 

なお，休日，時間外（夜間）においては，第１２条に定める重大事故等の対応を行う要

員を活用する。 

 

３．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実

施する。 

（１）全所員に対して，火山影響等及び積雪発生時に対する運用管理に関する教育訓練を実施

する。 

（２）運転員に対して，火山影響等発生時の運転操作等に係る手順に関する教育訓練を実施す

る。 

（３）各グループ員に対して，降下火砕物防護対策施設の施設管理，点検に関する教育訓練を

実施する。 

（４）緊急時対策要員に対して，火山影響等発生時の非常用ディーゼル発電機の機能を維持す

るための対策等に関する教育訓練を実施する。 
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３．３ 資機材の配備 

（１）各ＧＭは，降下火砕物の除去等の屋外作業時に使用する道具や防護具等を配備する。 

（２）原子炉ＧＭは，火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な非常用ディーゼル発電機の着脱可能なフィルタ（２００メッシュ。以下「改良型フ

ィルタ」という。）その他必要な資機材を配備する。 

 

３．４ 手順書の整備 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

（１）降下火砕物の侵入防止 

当直長は，外気取入口に設置しているバグフィルタ等の差圧監視，及び外気取入ダンパ

の閉止，換気空調系の停止又は再循環運転により建屋内への降下火砕物の侵入を防止す

る。 

（２）降下火砕物及び積雪の除去作業 

各ＧＭは，降下火砕物の堆積又は積雪が確認された場合は，降下火砕物及び積雪より防

護すべき屋外の施設，並びに降下火砕物及び積雪より防護すべき施設を内包する建屋につ

いて，堆積により施設に悪影響を及ぼさないよう降下火砕物及び積雪を除去する。 

（３）非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための対策 

火山影響発生時において，非常用ディーゼル発電機の機能を維持するため，非常用ディ

ーゼル発電機への改良型フィルタの取付を実施する。 

ア．非常用ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 

原子炉ＧＭは，フィルタの取付が容易な改良型フィルタを取り付ける。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により柏崎刈羽原子力発電所を含む

地域（柏崎市，刈羽村）への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火に

関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地から半径１６０ｋｍ）内の火山に噴

火が確認されたが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物によ

る発電所への重大な影響が予想された場合 

（４）高圧代替注水系ポンプを用いた炉心を冷却するための対策 

火山影響等発生時において外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が機能喪失し，か

つ原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合は，炉心損傷を防止するため高圧代替注水系ポ

ンプを使用し炉心の冷却を行う。 

ア．高圧代替注水系ポンプを用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系による注水ができない場合は，高圧代替注水系ポンプを

用いた炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台がと

もに機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合 

イ．フィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り） 

緊急時対策本部は, 残留熱除去系の機能喪失による格納容器圧力の上昇に備え,格納容

器ベント準備作業としてフィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り）を実施する。 

（ア）手順着手の判断基準 
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火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台がと

もに機能喪失した場合 

（５）原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心の著しい損傷を防止するための対策 

火山影響等発生時において外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場

合は，炉心損傷を防止するため原子炉隔離時冷却系ポンプを使用し炉心の冷却を行う。 

ア．原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台がと

もに機能喪失した場合 

イ．フィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り） 

緊急時対策本部は, 残留熱除去系の機能喪失による格納容器圧力の上昇に備え,格納容

器ベント準備作業としてフィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り）を実施する。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機３台がと

もに機能喪失した場合 

（６）緊急時対策所の居住性確保に関する対策 

火山影響等発生時において５号炉原子炉建屋内緊急時対策所扉を開放することにより緊

急時対策所の居住性を確保する。 

ア．緊急時対策所の居住性確保 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所扉を開放する。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により柏崎刈羽原子力発電所を

含む地域（柏崎市，刈羽村）への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する

噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地から半径１６０ｋｍ）内の

火山に噴火が確認されたが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下

火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合 

（７）通信連絡設備に関する対策 

火山影響等発生時における通信連絡について，降下火砕物の影響を受けない有線系の設

備を複数手段確保することにより機能を確保する。非常用ディーゼル発電機の機能が喪失

した場合においては，７号炉タービン建屋内に配置した５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

用可搬型電源設備から５号炉原子炉建屋内緊急時対策所内の通信連絡設備へ給電する。 

ア．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の準備作業 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を降下火砕物の影響を受

けることのない７号炉タービン建屋内へ移動し準備作業を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）により柏崎刈羽原子力発電所を

含む地域（柏崎市，刈羽村）への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する

噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地から半径１６０ｋｍ）内の

火山に噴火が確認されたが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合又は降下

火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合 

イ．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電作業 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電準備を行った

のち給電を開始する。 
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（ア）手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備による給電開始は，火山影響等発

生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機からの受電不能となった

場合 

火山影響等発生時の対策における主な作業 

作業手順 

№ 
対応手段 要員 要員数 想定時間 

（３）ア． 
非常用ディーゼル発電機

へ改良型フィルタ取付※1 
緊急時対策要員 ４ ７０分 

（４）ア． 
高圧代替注水系ポンプを

用いた炉心冷却 

運転員 

（中央制御室） 
２ １５分 

（５）ア． 
原子炉隔離時冷却系ポン

プを用いた炉心冷却 

運転員 

（中央制御室） 
２ 速やかに 

（７）ア．

イ． 

５号炉原子炉建屋内緊急

時対策所用可搬型電源設

備の準備作業及び給電作

業※２ 

緊急時対策要員 ６ ８５分 

（４）イ． 

（５）イ． 

フィルタ装置水位調整準

備（排水ポンプ水張り） 
緊急時対策要員 ２ ６０分 

※１：１班２名で２班が並行で実施する。 

※２：１班２名で３班が並行で実施する。 

 

（８）代替設備の確保 

各ＧＭは，火山影響等発生時又は積雪により，安全施設の構造健全性が維持できない場合

を考慮して，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施

等により，安全機能を維持する。 

（９）降灰時の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，降灰が確認された場合は，原子炉施設への影響を確認するため，降下火砕物よ

り防護すべき施設並びに降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋について，点検を行

うとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１０）施設管理，点検 

各ＧＭは，降下火砕物防護対策施設について，その要求機能を維持するため，施設管理計

画に基づき適切に施設管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

 

３．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，３．１項から３．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的に

評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，計

画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 

 

３．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火山影響等及び積雪の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可
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能性があると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所

管する運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に

応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉停止の判断基準 

ア．火山影響等発生時において，発電所を含む地域（柏崎市，刈羽村）に降灰予報「多量」

が発表された場合 

イ．発電所より半径１６０ｋｍ以内の火山が噴火したが，降灰予報が発表されない場合にお

いて，保安規定第５８条の３に定める外部電源５回線のうち，３回線以上が動作不能とな

り，動作可能な外部電源が２回線以下となった場合（送電線の点検時を含む。）又は全て

の外部電源が他の回線に対し独立性を有していない場合 

 

３．７ その他関連する活動 

（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合

の火山現象の評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

 

４．地 震 

技術計画ＧＭは，地震発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の４．１項から４．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，

各ＧＭは，計画に基づき，地震発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

４．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第

１０８条に定める必要な要員を配置する。 

 

４．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，地震発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，地震発生時の運用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，地震発生時の運転操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，地震発生時に使用する資機材を配備する。 

 

４．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，地震発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．波及的影響防止に関する手順 

（ア）各ＧＭは，波及的影響を防止するよう現場を維持するため，７号炉の機器設置時の配

慮事項等を定めて管理する。 
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（イ）各ＧＭは，７号炉の機器・配管等の設置及び点検資材等の仮設・仮置時における，耐

震重要施設（耐震Ｓクラス施設）及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が

Ｓクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）並びにこれらが設置され

る重大事故等対処施設（以下，「耐震重要施設等」という。）に対する下位クラス施設
※１の波及的影響（４つの観点※２及び溢水・火災の観点）を防止する。 

※１：耐震重要施設等以外の施設をいう。  

※２：４つの観点とは，以下をいう。 

ａ．設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

ｂ．耐震重要施設等と下位クラス施設との接続部における相互影響 

ｃ．建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重要施設等へ

の影響 

ｄ．建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重要施設等へ

の影響 

イ．設備の保管に関する手順 

（ア）各ＧＭは，７号炉の可搬型重大事故等対処設備について，地震による周辺斜面の崩

壊・溢水・火災等の影響により重大事故等に対処するために必要な機能を喪失しないよ

う，固縛措置，分散配置，転倒防止対策等による適切な保管がなされていることを確認

する。 

（イ）各ＧＭは，７号炉の可搬型重大事故等対処設備のうち，屋外の車両型設備等につい

て，離隔距離を基に必要な設備間隔を定め適切な保管がなされていることを確認する。 

ウ．地震発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等において震度５弱以上の地震が観測

された場合，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主

任技術者に報告する。 

エ．代替設備の確保 

各ＧＭは，地震の影響により，安全施設の構造健全性が維持できない場合を考慮して，代

替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等により，安

全機能を維持する。 

 

４．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，４．１項から４．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的に

評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，計

画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 

 

４．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，地震の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判

断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理

部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停

止等の措置について協議する。 
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４．７ その他関連する活動 

（１）７号炉について，原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマニュアルに定

める。 

ア．新たな知見等の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場

合，耐震安全性に関する評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

イ．波及的影響防止 

原子力設備管理部長は，４つの観点以外の新たな波及的影響の観点の抽出を実施する。 

ウ．地震観測及び影響確認 

（ア）原子力設備管理部長は，７号炉の原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対して，

地震観測等により振動性状の把握及び土木設備・建築物の機能に支障のないことの確認

を行うとともに，適切な観測を継続的に実施するために，必要に応じ，地震観測網の拡

充を計画する。 

（イ）原子力設備管理部長は，７号炉の原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対する

振動性状の確認結果を受けて，その結果をもとに施設の機能に支障のないことを確認す

る。 

 

５．津 波 

技術計画ＧＭは，津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の５．１項から５．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，

各ＧＭは，計画に基づき，津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

５．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第

１０８条に定める必要な要員を配置する。 

 

５．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，津波発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，津波防護の運用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，津波発生時の運転操作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各グループ員に対して，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の施設管理，点

検に関する教育訓練を実施する。 

 

５．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

５．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．津波の襲来が予想される場合の対応 

（ア）当直長は，発電所を含む地域に大津波警報が発令された場合，原子炉を停止し，冷却
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操作を開始する。また，補機取水槽の水位を中央制御室にて監視し，引き波による水位

低下を確認した場合，原子炉補機冷却海水ポンプによる原子炉補機冷却に必要な海水を

確保するため，常用系海水ポンプ（循環水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプ）を

停止する。 

（イ）各ＧＭは，燃料等輸送船に関し，発電所を含む地域に津波警報等が発令された場合，

荷役作業を中断し，陸側作業員及び輸送物の退避に関する措置を実施する。 

（ウ）土木ＧＭは，浚渫作業で使用する土運船等に関し，発電所を含む地域に津波警報等が

発令された場合，作業を中断し，陸側作業員の退避に関する措置を実施する。また，退

避が困難な浚渫船等については，係留等の措置を実施する。 

（エ）各ＧＭは，緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う。 

（オ）各ＧＭは，大湊側護岸部で使用する車両のうち，海水貯留堰への衝突影響のある車両

に関し，発電所を含む地域に津波警報等が発令された場合，漂流物化防止対策を実施

し，作業員の退避に関する措置を実施する。 

（カ）当直長は，津波監視カメラ及び取水槽水位計による津波の襲来状況の監視を実施す

る。 

イ. 水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の警報監視により，必要な水密扉の

閉止状態の確認を行う。また，各ＧＭは，水密扉開放後の確実な閉止操作及び閉止されて

いない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

ウ. 取水槽閉止板の管理 

各ＧＭは，取水槽閉止板を点検等により開放する際の確実な閉止操作及び閉止されてい

ない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

エ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，発電所を含む地域に大津波警報が発令された場合は，事象収束後，原子炉施

設の損傷の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

オ．施設管理，点検 

各ＧＭは，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備について，その要求機能を維

持するため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施するとともに，必要に応

じ補修を行う。 

カ．津波評価条件の変更の要否確認 

（ア）各ＧＭは，設備改造等を行う場合，都度，津波評価への影響確認を行う。 

（イ）技術計画ＧＭは，津波評価に係る評価条件を定期的に確認する。 

キ．代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，安全施設の構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替

設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等により，安全機

能を維持する。 

 

５．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，５．１項から５．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的に

評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，計

画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 
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５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，津波の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判

断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理

部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停

止等の措置について協議する。 

 

５．７ その他関連する活動 

（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合，

耐津波安全性に関する評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

 

６．竜 巻 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の６．１項から６．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，

各ＧＭは，計画に基づき，竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

６．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第

１０８条に定める必要な要員を配置する。 

 

６．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，竜巻防護の運用管理に関する教育訓練を実施する。また，全所員に対

して，竜巻発生時における車両退避等の教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，竜巻発生時の運転操作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各グループ員に対して，竜巻防護対策施設の施設管理，点検に関する教育訓練を実施す

る。 

 

６．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備する。 

 

６．４ 手順書の整備 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

（１）飛来物管理の手順 

ア．各ＧＭは，衝突時に建屋又は竜巻防護対策設備に与えるエネルギー，貫通力が設計飛来

物※１（極小飛来物である砂利を除く。）よりも大きなものについて，設置場所等に応じて

固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの離隔により飛来物とならない管理を実施す

る。 
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イ．各ＧＭは，屋外の重大事故等対処設備について，設計基準事故対処設備と位置的分散を

図ることで，設計基準事故対処設備と同時に重大事故等対処設備の機能を損なわないよう

管理する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 
 
飛来物の種類 鋼製材 角型鋼管（大） 

寸法（m） 
長さ×幅×奥行き 
4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×高さ 
4.0×0.1×0.1 

質量（kg） 135 28 
 

飛来物の種類 足場パイプ 鋼製足場板 

寸法（m） 
長さ×幅×奥行き 
4.0×0.05×0.05 

長さ×幅×高さ 
4.0×0.25×0.04 

質量（kg） 11 14 

（２）竜巻の襲来が予想される場合の対応 

ア．各ＧＭは，車両に関して停車している場所に応じて退避又は固縛することにより飛来物

とならない管理を実施する。 

イ．各ＧＭは，炉心変更，原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業及び屋外にお

けるクレーン作業を中止する。 

ウ．当直長は，外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する扉の閉止状態を確認する。

また，各ＧＭは，外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する扉の開放後の確実な閉

止操作及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

（３）代替設備の確保 

各ＧＭは，竜巻の襲来により，安全施設の構造健全性が維持できない場合を考慮して，

代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等により，

安全機能を維持する。 

（４）竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，発電所敷地内に竜巻が発生した場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有

無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（５）施設管理，点検 

各ＧＭは，竜巻防護対策施設について，その要求機能を維持するために，施設管理計画

に基づき適切に施設管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

６．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，６．１項から６．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的に

評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，計

画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 

 

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，竜巻の影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理部

長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止

等の措置について協議する。 

６．７ その他関連する活動 
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（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合の

竜巻の評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

 

７． 有毒ガス 

技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行う体制

の整備として，次の７．１項から７．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得

る。また，各ＧＭは，計画に基づき，運転・対処要員の防護のための活動を行うために必要

な体制及び手順の整備を実施する。 

 

７．１ 要員の配置 

（１） 防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え，第

１０８条に定める必要な要員を配置する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動に係る教

育訓練を実施する。 

（２）有毒ガス発生時における原子炉施設の保全のための運転員及び緊急時対策要員のうち初

動対応を行う要員に対して，有毒ガス発生時における防護具の着用のための教育訓練を実

施する。 

 

７．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行うために必要

な資機材を配備する。 

 

７．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行うた

めに必要な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．有毒ガス防護の確認に関する手順 

（ア）各ＧＭは，発電所敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させる

おそれのある有毒化学物質（以下，「固定源」という。）及び発電所敷地内において輸送

手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以

下，「可動源」という。）に対して，（イ）項及び（ウ）項の実施により，運転・対処要

員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 

（イ）化学管理ＧＭは，発電所敷地内における新たな有毒化学物質の有無を確認し，技術計

画ＧＭは中央制御室等から半径１０ｋｍ近傍における新たな有毒化学物質の有無を確認す

る。化学管理ＧＭは，発電所敷地内における新たな固定源又は可動源を評価対象として特

定した場合，技術計画ＧＭに連絡する。技術計画ＧＭは，有毒ガスが発生した場合の吸気

中の有毒ガス濃度評価を実施し，評価結果に基づき必要な有毒ガス防護を実施する。 
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（ウ）各ＧＭは可動源の輸送ルートについて，運転員及び緊急時対策所内で指示を行う要員

の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用

管理を実施する。 

イ. 有毒ガス発生時の防護に関する手順 

（ア）各ＧＭは，予期せぬ有毒ガスの発生に対して，防護具の着用及び防護具のバックアッ

プ体制整備の対策を実施する。 

 

７．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，７．１項から７．４項の活動の実施結果について，１年に１回以上定期的

に評価を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じて，

計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じて，計画の見直しを行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転

管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子

炉停止等の措置について協議する。 
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【記載例】 

（所員への保安教育） 

第１１８条 原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育を実施するにあたり，具体的

な保安教育の内容及びその見直し頻度を「保安教育マニュアル」に定め，これに基づき次の各

号を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保

安教育実施計画を表１１８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主任技術者

及び所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

（途中省略） 

 

表１１８－１ 所員への保安教育実施方針（総括表） 

保安教育の内容 対象者と教育時間 

大分類 

中分類 

(実用炉規

則第９２

条の内容) 

小分類 

(項目) 
内容 

実施 

時期 

運転員 

＜分類省

略＞ 

運転員以

外の技術

系所員 

事務系所

員 

その他

反復教

育 

非常の場合に講ず

べき処置に関する

こと 

緊急事態応急対策

等，原子力防災対

策活動に関するこ

と 

１回／

年以上 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

重大事故等発生時

および大規模損壊

発生時における原

子炉施設の保全の

ための活動に関す

ること 

火災発生時の措置

に関すること 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

◎ 

(１時間

以上) 

内部溢水発生時の

措置に関すること 

火山影響等発生時

の措置に関するこ

と 

その他自然災害

（地震，津波，竜

巻及び積雪等）発

生時の措置に関す

ること 

有毒ガス発生時の

措置に関すること 
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【記載例】 

（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員

の発電所入所時に安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されていることを

確認する。 

 

（途中省略） 

 

５．各ＧＭは，火災，重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動に関する業務の補助を請負会社に行わせる場合は，当該業務に従事する請負会社従

業員に対し，安全上必要な教育が表１１８－１の実施方針のうち「運転員以外の技術系所

員」に準じる保安教育（火災発生時の措置に関すること,緊急事態応急対策等，原子力防災

対策活動に関すること（重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における原子炉施設の保全

のための活動を含む））の実施計画を定めていることを確認し，原子炉主任技術者及び所長

の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

 

６．各ＧＭは，第３項，第４項及び第５項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されて

いることを確認し，その実施結果を年度毎に所長及び原子力・立地本部長に報告する。な

お，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，所長により別途承認された基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な

知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 
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【記載例】 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭ（当直長を除く。）は，次の各号に掲げる原子炉施設の運転管理に関する事

項のマニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確

認を得る。 

（１）原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定例試験に関する事項 

（７）誤操作の防止に関する事項（７号炉） 

（８）火災発生時，内部溢水発生時（７号炉），火山影響等発生時（７号炉），その他自

然災害発生時等及び有毒ガス発生時（７号炉）の体制の整備に関する事項 

（９）重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項（７号炉） 

 

（資機材等の整備） 

第１７条の６  

〔７号炉〕 

各ＧＭは，次の各号の資機材等を整備する。 

（１）建築ＧＭ，電気機器ＧＭ，発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，設計基準事故が発生した

場合に用いる標識を設置した安全避難通路，避難用及び事故対策用照明を整備するとと

もに，作業用照明設置箇所以外で現場作業が必要となった場合等に使用する可搬型照明

を配備する。なお，可搬型照明は，第１７条の７及び第１７条の８で配備する資機材と

兼ねることができる。 

（２）電気機器ＧＭ，電子通信ＧＭ，発電ＧＭ及び計測制御ＧＭは，設計基準事故が発生

した場合に用いる警報装置及び通信連絡設備を整備し，警報装置及び通信連絡設備の操

作に関する手順並びに専用通信回線，安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ

伝送設備の異常時の対応に関する手順を定める。 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理） 

第１８条の２  

〔７号炉〕 

当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，通常時閉，事故時閉となる手動弁のうち，

開となるおそれがないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（原子炉

側からみた第１弁）について，閉止施錠状態であることを確認する 
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4. 設備の運用管理について 

4.1 LCO 等を設定する設備 

(1)保安規定に定める LCO 等設定の考え方について 

設置許可基準規則で期待されている機能を有する設備には設計基準対象施設、重

大事故等対処設備等があり、それぞれ発電用軽水型原子炉施設の安全性を確保する

ために必要な各種の機能（以下、「安全機能」という。）の重要度が高い設備から資

機材レベルのものまで種々のものがある。 

これら設備は、保安規定に定める品質マネジメントシステム計画にしたがって確

立されている品質マネジメントシステムの中で運用、管理されているが、すべての

設備を一律に同レベルで管理するのではなく、安全上の見地から設定された相対的

重要度を踏まえ、より重要度の高い設備に資源を配分して確実な保安活動を遂行す

ることにより、発電所全体としての安全性をさらに向上させることが適切であると

考える。 

保安規定における設備の運用管理においても、上記考えに基づき相対的重要度を

踏まえた管理を実施する。 

 

(2)LCO 等の設定要領 

a.従来の考え方 

原子炉設置者は、旧保安規定審査内規に定める下記規定 

 

 

 

 

 

 

に従い、原子炉設置（変更）許可申請書における「基本設計が要求する事項」につ

いて LCO、サーベイランス、要求される措置及び AOT（以下、「LCO 等」という。）を

保安規定に定め、運用してきた。 

 

これは JCO 臨界事故を受けて、平成 11 年 12 月に原子炉等規制法が改正され、保

安検査制度の導入、保安教育に関する規定等と合わせて保安規定の中核部分である

運転管理に関する記載事項についても抜本的な見直しが実施されたことによる。運

転管理の見直しに当たっては、米国原子力規制委員会（NRC）の標準技術仕様書（STS）

を参考としながら、原子炉施設の「止める」、「冷やす」、「閉じこめる」に代表され

る重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、機器等について運転状態に対

応した LCO、サーベイランス、要求される措置及び AOT が規定されており、運転段

階の原子炉施設の安全確保の方策を具体的に規定している。 

原子炉施設の重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、機器等について、運転状

態に対応した運転上の制限（以下「LCO」という。）、LCO を満足していることの確認の内容

（以下「サーベランス」という。）、LCO を満足していない場合に要求される措置（以下「要

求される措置」という。）及び要求される措置の完了時間（以下「AOT」という。）が定め

られていること。 
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「重要な安全機能に関して、安全機能を有する系統、機器等」については、従来の

「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」（以下、「安全設計審査指針」

という。）において、それぞれの特徴に応じて適切な設計上の考慮がなされていなけ

ればならないことと規定されており、その具体的適用について「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下、「重要度分類指針」という。）

に以下のとおり定められている。（丸数字は、各事項がそれぞれ別紙－１「「重要度の

特に高い安全機能を有する設備」と保安規定の記載事項」における各分類に該当する

項目を示すために符番している。） 

・信頼性に対する設計上の考慮 

「重要度の特に高い安全機能を有する系統」として 

(a)PS-1 のうち通常運転時に開であって、事故時閉動作によって原子炉冷却材

圧力バウンダリ機能の一部を果たすこととなる弁 ・・・① 

(b)MS-1 ・・・② 

 (c)MS-2 のうち、事故時のプラント状態の把握機能を果たすべき系統・・・③ 

・自然現象に対する設計上の考慮 

 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器」として 

 (a)クラス１ ・・・④ 

 (b)クラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によっ

てその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系

統及び機器（BWR の場合、非常用ガス処理系排気管の支持機能を除く排気

筒） ・・・⑤ 

・電気系統に対する設計上の考慮 

「重要度の特に高い安全機能」として 

 (a)PS-1 ・・・⑥ 

 (b)MS-1 ・・・⑦ 

 (c)MS-2 のうち、 

   燃料プール水の補給機能 ・・・⑧ 

   事故時のプラント状態の把握機能 ・・・⑨ 

    異常状態の緩和機能のうち、逃がし弁からの原子炉冷却材流出の防止機能 

（BWR の場合、該当なし） ・・・⑩ 

制御室外からの安全停止機能 ・・・⑪ 

 

これら安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能」を有する設備の考

え方と現状の保安規定における規定の有無について別紙－１、２のとおり整理した。

具体的には、別紙－１で安全設計審査指針及び重要度分類指針において要求されてい

る「重要度の特に高い安全機能を有する設備」が、保安規定第４章第３節（運転上の
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制限）において LCO 等を設定し運用を管理する項目に網羅的に反映されているかを確

認した。また、別紙－２で重要度分類指針と保安規定第４章第３節（運転上の制限）

において LCO 等を設定し運用管理する項目に網羅的に反映されているかを確認した。 

以上の結果、概ね安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能」に該当

する設備である重要度分類指針における「PS-1、MS-1、MS-2（重要度の特に高い安全

機能を有する設備等）」に該当する設備について LCO 等を設定しているが、下記設備

については相違がみられた。 

 

（重要度の特に高い安全機能に該当する設備と考えられるが、保安規定に明示的に規

定していない設備） 

・排気筒 

（重要度分類指針における PS-1、MS-1、MS-2 に該当する設備とはなっていないが、

保安規定に規定されている設備） 

・一部の計装設備（タービントリップ機能、原子炉再循環ポンプトリップ機能等） 

・外部電源 

これらは、 

・排気筒は鋼管であり、LCO 等を設定して運用を管理する設備には当たらないこと 

・一部の計装設備（タービントリップ機能、原子炉再循環ポンプトリップ機能等）、

外部電源については、重要度分類指針における PS-1、MS-1、MS-2 に該当しない

が、米国 STS を参考にした重要性を踏まえた対応であること 

などの理由によるものである。 

  

b.新規制基準を踏まえた考え方 

   平成 25 年 7 月 8 日の新規制基準の施行により、保安規定審査基準では下記が規

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定審査基準では、LCO 等を設定する設備として「発電用原子炉施設の重要な機

能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重大事故等対処設備」とされているこ

と、また設置許可基準規則において「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要

度が特に高い安全機能を有するもの」として示されている機能は、従来の考え方同様、

発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重大事故等対

処設備（特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。）等について、運転状態に対応

した運転上の制限（Limiting Conditions for Operation。以下「LCO」という。）、LCO を

逸脱していないことの確認（以下「サーベイランス」という。）の実施方法及び頻度、LCO

を逸脱した場合に要求される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求さ

れる措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「AOT」という。）が定められているこ

と。 
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重要度分類指針における PS-1、MS-1、MS-2（重要度の特に高い安全機能を有する設備

等）に相当することを踏まえ、保安規定に LCO 等を設定する設備としては、従来から

保安規定に LCO 等を設定し運用している設備（第 4.1 図の青太線範囲内）に、 

・設計基準対象施設について、（安全施設において）安全機能を有する系統のうち安

全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの 

・重大事故等対処設備 

の観点から不足している設備を加えたものと考えられるが、設計基準対象施設におい

て不足している設備は結果として確認されていないことから重大事故等対処設備を

加えたもの（第 4.1 図の赤太線範囲内）と考えられる。なお、従来から LCO 等を設定

している設計基準事故対処設備については、新規制基準の適用状況を踏まえ、適用す

る原子炉の状態等の見直しが必要な場合、保安規定の記載を見直すこととする（第 4.1

図の赤破線範囲内）。 
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第 4.1 図 原子炉施設の区分 

安全機能： 

・機能喪失により、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生 

・運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大防止又は速やかにその事故を収束 

設計基準対象施設： 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止 

重大事故等対処施設： 
重大事故等に対処す 
るための機能を有す 
る施設 

重大事故等対処設備： 

重大事故等に対処するための機能を有する設備 

[新たに LCO 等を設定] 
 (例)ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機、可搬型代替注水ﾎﾟﾝﾌﾟ、格納容器圧力逃がし装置 

設計基準事故対処設備： 

設計基準事故に対処するための安全機能を有する設備 

(例)廃棄物処理設備 

安全施設： 
設計基準対象施設 
のうち安全機能を 
有するもの 

原子炉施設 

安全機能の重要度が特に 
高い安全機能を有するもの 
[新たに LCO 等を設定] 
なし 

[適用モードを見直し] 

(例)ほう酸水注入系 
(例)緊急時対策所、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備 

安全機能の重要度が特に高い 
安全機能を有するもの 
[従来から LCO 等を設定] 

(例)原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ、 

主蒸気隔離弁、非常用ｶﾞｽ処理系 

自主対策設備（紫太線） 

技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難で

あるが、プラント状況によっては，事故対応に有効な設備 

（例）①：設計基準対象施設のうち従来から AM 策対応設備 

      ディーゼル駆動消火ポンプ 

   ②：重大事故等対処設備であるが他の機能において重大事故等対処設備とならない設備 

      可搬型代替注水ポンプ 

   ③：重大事故等対処設備とならない設備 

      純水移送ポンプ 

① 

② 
③ 

青太線：従来から保安規定に LCO 等を設定 
赤太線(破線含む)：新たに保安規定に LCO 等を設定 
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(3) LCO 等を設定する設備の範囲について 

重大事故等対処設備については、有効性評価、技術的能力及び設備基準適合性で、

重大事故等対処設備と確認された全設備が LCO 等設定の対象となる。 

 

設計基準対象施設については、「（安全施設において）安全機能を有する系統のうち、

安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」の対象となる設備の範囲となる。

基本的には、従来の安全設計審査指針に定める「重要度の特に高い安全機能を有する

系統」が対象となる。 

具体的には、設計基準対象施設のうち安全機能を有するもの（安全施設）は、重要

度分類指針における「当該系」の設備と「関連系」の設備に分けられ、当該系の機能

遂行に直接必要となるか否かの観点から、「関連系」はさらに「直接関連系」と「間

接関連系」に分けられる。「直接関連系」は「当該系」の機能遂行に直接必要となる

関連系であり、「間接関連系」は「当該系」の信頼性を維持し、又は担保するために

必要な関連系である。「間接関連系」は、「当該系」より下位の重要度を有するものと

みなされている。 

このことから、「設計基準対象設備において、安全機能を有する系統のうち、安全

機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」として PS-1、MS-1、MS-2（重要度の

特に高い安全機能を有する設備等）を LCO 等を設定する設備と考えると、 

・PS-1、MS-1 の「当該系」設備及びその「直接関連系」設備 

・MS-2 のうち「重要度の特に高い安全機能を有する設備等」にあたる設備 

のいずれかに該当する場合は、保安規定において LCO 等を設定し運用管理する必要

がある。（表 4.1-1 表） 

 

第 4.1-1 表 分類の適用について 

分類 分類の適用の考え方 系統及び機器の例 

当該系 所要の安全機能を直接果たす構築物、系

統及び機器 

非常用炉心冷却系 

関連系 当該系が機能を果たすのに直接、間接に

必要な構築物、系統及び機器 

 

 直接関連系 当該系の機能遂行に直接必要となる関

連系 

起動・運転制御を行う計装、駆

動系、機器冷却系、機器燃料系 

間接関連系 当該系の信頼性を維持し、又は担保する

ために必要な関連系 

監視するための計装、試験用設

備 
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しかしながら、安全施設を防護する目的で設置された設備については、その経緯を

踏まえ、PS-1、MS-1、MS-2（重要度の特に高い安全機能を有する設備等）に相当する

防護施設を防護するための設備についても保安規定に機器名称を定め、具体的な運用

を QMS 文書（保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）において当該条文に

紐付けられた文書）体系の中で管理する。 

 

新規制基準を踏まえ新たに設計基準対象施設とした設備について、保安規定への反

映要否に関する検討は、今後、新たに設計基準対象施設とした設備について重要度分

類指針を踏まえた安全機能の重要度分類を設定し、保安規定審査基準に定める「発電

用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器」に相当する、重

要度分類指針における「PS-1、MS-1、MS-2（重要度の特に高い安全機能を有する設備

等）」に該当する設備に対し LCO 等を設定する。 

   

以上の LCO 等設定に関する考え方について、第 4.1-2 表に示す。 

 

 

 

今後、各原子炉設置者の原子炉施設について、第 4.1-2 表に従い保安規定における

LCO 等を個別に設定していく。 

 

 

 

 区分の考え方 設備区分 

従来からの

運用 

保安規定に LCO 等を設

定し運用を管理してき

た設備 

設計基準対象施設のうち、

安全機能の重要度が特に

高い安全機能を有するも

の（重要度分類指針におけ

る PS-1,MS-1,MS-2（重要

度の特に高い安全機能を

有する設備等）） 

設計基準対象施設 

新規制基準

施行を踏ま

えた運用 

保安規定に新たに LCO

等を設定し、今後運用

を管理していく設備 

設計基準

対象施設 

新規制基準の適用状況を踏

まえ、保安規定への記載を

追加する設備 

 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準対象施設

と兼ねている設備を含む） 

LCO 等を設定せず、保

安規定に機器名称を定

め、具体的な運用をQMS

文書体系の中で管理す

る設備 

PS-1,MS-1,MS-2(重要度の

特に高い安全機能を有す

る設備等)に相当する防護

施設を防護するための設

備 

設計基準対象施設（重大事故等対処設備

と兼ねているものを除く） 

第 4.1-2 表 保安規定における LCO 等設定の考え方 
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「重要度の特に高い安全機能を有する設備」と保安規定の記載事項 
 

保安規定 条文 

（第３節 運転上の制限） 
保安規定 項目 重要度分類指針において該当する機能 

安全設計審査指針に

おける必要な考慮 

第 19 条 停止余裕 停止余裕 PS-1 3)炉心形状の維持機能 ④、⑥ 

第 20 条 反応度監視 反応度の予測値と監視値の差 PS-1 3)炉心形状の維持機能 ④、⑥ 

第 21 条 制御棒の動作確認 制御棒 PS-1 2)過剰反応度の印加防止機能 

MS-1 1)1)原子炉の緊急停止機能 

   1)2)未臨界維持機能 

②、④、⑥、⑦ 

第 22 条 制御棒のスクラム機能 制御棒のスクラム機能 MS-1 1)1)原子炉の緊急停止機能 

   1)2)未臨界維持機能 

②、④、⑦ 

第 23 条 制御棒の操作 制御棒の操作 PS-1 2)過剰反応度の印加防止機能 ④、⑥ 

第 24 条 ほう酸水注入系 ほう酸水注入系 

ほう酸水の量 

MS-1 1)2)未臨界維持機能 ②、④、⑦ 

第 25 条 原子炉熱的制限値 原子炉熱的制限値 

燃料棒最大線出力密度 

PS-1 3)炉心形状の維持機能 ④、⑥ 

第 26 条 原子炉熱出力及び炉心流量 原子炉熱出力及び炉心流量 PS-1 3)炉心形状の維持機能 ④、⑥ 

第 27 条 計測及び制御設備 原子炉保護系計装 

起動領域モニタ計装 

非常用炉心冷却系計装 

格納容器隔離系計装 

その他の計装 

MS-1 2)1)工学的安全施設及び原子炉停

止系への作動信号の発生機能 

MS-3 1)2)出力上昇の抑制機能 

②、④、⑦ 

事故時計装 MS-2 2)1)事故時のﾌﾟﾗﾝﾄ状態の把握機能 ③、⑨ 

中央制御室外原子炉停止装置

計装 

MS-2 2)3)制御室外からの安全停止機能 ⑪ 

第 28 条 原子炉再循環ポンプ 原子炉再循環ポンプ PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 ④、⑥ 

第 29 条 （ジェットポンプ） ジェットポンプ MS-1 1)5)炉心冷却機能 ②、④、⑦ 

第 30 条 主蒸気逃がし安全弁 主蒸気逃がし安全弁 MS-1 1)3) 原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘの

過加圧防止機能 

   1)4) 原子炉停止後の除熱機能 

②、④、⑦ 

第 31 条 格納容器内の原子炉冷却材漏

えい率 

格納容器内の原子炉冷却材漏

えい率 

PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 ④、⑥ 

第 32 条 非常用炉心冷却系及び原子炉

隔離時冷却系の系統圧力監視 

非常用炉心冷却系及び原子炉

隔離時冷却系の系統圧力 

PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 ④、⑥ 

 

別紙－１(1/4) 
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保安規定 条文 

（第３節 運転上の制限） 
保安規定 項目 重要度分類指針において該当する機能 

安全設計審査指針に

おける必要な考慮 

第 33 条 原子炉冷却材中のよう素１３

１濃度 

原子炉冷却材中のよう素１３

１濃度 

PS-1 3)炉心形状の維持機能 ④、⑥ 

第 34 条 原子炉停止時冷却系その１ 原子炉停止時冷却系 MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 ②、④、⑦ 

第 35 条 原子炉停止時冷却系その２ 原子炉停止時冷却系 MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 ②、④、⑦ 

第 36 条 原子炉停止時冷却系その３ 原子炉停止時冷却系 MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 ②、④、⑦ 

第 37 条 原子炉冷却材温度及び原子炉

冷却材温度変化率 

原子炉冷却材温度 

原子炉冷却材温度変化率 

PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 

   3)炉心形状の維持機能 

④、⑥ 

第 38 条 原子炉圧力 原子炉圧力 PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 ④、⑥ 

第 39 条 非常用炉心冷却系その１ 非常用炉心冷却系 MS-1 1)5)炉心冷却機能 ②、④、⑦ 

第 40 条 非常用炉心冷却系その２ 非常用炉心冷却系 MS-1 1)5)炉心冷却機能 ②、④、⑦ 

第 41 条 （原子炉隔離時冷却系） 原子炉隔離時冷却系 MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 ②、④、⑦ 

第 42 条 主蒸気隔離弁 主蒸気隔離弁 PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 

MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低減機能 

①、②、④、⑦ 

第 43 条 格納容器及び格納容器隔離弁 格納容器 

格納容器隔離弁 

PS-1 1)原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ機能 

MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低減機能 

①、②、④、⑦ 

第 44 条 サプレッション・チェンバから

ドライウェルへの真空破壊弁 

サプレッション・チェンバから

ドライウェルへの真空破壊弁 

MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低減機能 

②、④、⑦ 

第 45 条 サプレッションプールの平均

水温 

サプレッションプールの平均

水温 

MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 

   1)5)炉心冷却機能 

1)6)放射性物質の閉じ込め機能、放射線

の遮へい及び放出低減機能 

MS-2 1)1)燃料ﾌﾟｰﾙ水の補給機能 

②、④、⑦、⑧ 
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保安規定 条文 

（第３節 運転上の制限） 
保安規定 項目 重要度分類指針において該当する機能 

安全設計審査指針に

おける必要な考慮 

第 46 条 サプレッションプールの水位 サプレッションプールの水位 MS-1 1)4)原子炉停止後の除熱機能 

   1)5)炉心冷却機能 

1)6)放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

MS-2 1)1)燃料ﾌﾟｰﾙ水の補給機能 

②、④、⑦、⑧ 

第 47 条 可燃性ガス濃度制御系 可燃性ガス濃度制御系 MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

②、④、⑦ 

第 48 条 格納容器内の酸素濃度 格納容器内の酸素濃度 MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

②、④、⑦ 

第 49 条 原子炉建屋 原子炉建屋原子炉棟 MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

②、④、⑦ 

第 50 条 原子炉建屋給排気隔離弁 原子炉建屋給排気隔離弁 MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

②、④、⑦ 

第 51 条 非常用ガス処理系 非常用ガス処理系 MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、

放射線の遮へい及び放出低

減機能 

②、④、⑦ 

第 52 条 残留熱除去冷却水系及び残留熱除去

冷却海水系 

原子炉補機冷却水系及び原子

炉補機冷却海水系 

MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 53 条 非常用ディーゼル発電設備冷却系 原子炉補機冷却水系及び原子

炉補機冷却海水系 

MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 
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保安規定 条文 

（第３節 運転上の制限） 
保安規定 項目 重要度分類指針において該当する機能 

安全設計審査指針におけ

る必要な考慮 

第 54 条 高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備冷却水系

及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備冷却

海水系 

（高圧炉心スプレイディーゼル補

機冷却水系及び高圧炉心スプレイ

ディーゼル補機冷却海水系） 

MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 55 条 使用済燃料プールの水位

及び水温 

使用済燃料プールの水位 

使用済燃料プールの水温 

MS-2 1)1)燃料ﾌﾟｰﾙ水の補給機能 ⑧ 

第 56 条 燃料又は制御棒を移動す

る時の原子炉水位 

燃料又は制御棒を移動する時の原

子炉水位 

MS-1 1)6) 放射性物質の閉じ込め機能、放射線

の遮へい及び放出低減機能 

②、④、⑦ 

第 57 条 中央制御室非常用換気空

調系 

中央制御室非常用換気空調系 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 58 条 外部電源 外部電源 PS-3 1)4)電源供給機能（非常用を除く。） ― 

第 59 条 非常用ディーゼル発電機

その１ 

非常用ディーゼル発電機 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 60 条 非常用ディーゼル発電機

その２ 

非常用ディーゼル発電機 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 61 条 非常用ディーゼル発電機

燃料油等 

ディーゼル燃料油、潤滑油及び起

動用空気 

MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 62 条 直流電源その１ 直流電源 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 63 条 直流電源その２ 直流電源 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 64 条 所内電源系統その１ 所内電源系統 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 

第 65 条 所内電源系統その２ 所内電源系統 MS-1 2)2)安全上特に重要な関連機能 ②、④、⑦ 
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現状の規定の有無 保安規定への反映が必要な事項

１）原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 ・原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘを構成する機
器・配管系（計装等の小口径配管・機器は
除く。）

第28条（原子炉再循環ポンプ）により、流量の極端なアンバランスによる炉内構造物の振動、損傷を防止するため、ポンプ速度の許容範
囲を規定。
第31条（格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）により、原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘから原子炉冷却材の漏えいがあった場合、その漏えいを
速やかに、かつ、確実に検出することを可能とし、原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘの健全性を担保する運用を規定。
第32条（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視）により、非常用炉心冷却系等の隔離弁の機能を確保し非常用炉心冷
却系等への原子炉冷却材の漏えいが発生することを防止する運用を規定。
第37条（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率）により、原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率を規定することによ
り、原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘを非延性破壊及び疲労破壊等から防止するための運用を規定。
第38条（原子炉圧力）により、原子炉圧力を規定することにより、原子炉圧力容器の健全性を担保する運用を規定。
第42条（主蒸気隔離弁）及び第43条（格納容器及び格納容器隔離弁）により、原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘを構成する配管の隔離機能に相当
する機能（格納容器隔離弁を含む）を確保しておく運用を規定。

－

２）過剰反応度の印加防止機能 ・制御棒カップリング 第21条（制御棒の動作確認）により、制御棒と制御棒駆動機構の結合確認を規定することにより、制御棒落下による反応度印加を防止す
るための運用を規定。
第23条（制御棒の操作）により、制御棒操作手順書にしたがって実施することを規定することにより、制御部の過剰な引き抜きよる反応
度の印加を防止するための運用を規定。

－

３）炉心形状の維持機能 ・炉心支持構造物
・燃料集合体（ただし、燃料を除く。）

第19条（停止余裕）により、最大反応度価値を有する1本が挿入されない場合であっても他の全ての制御棒により、原子炉を常に冷温で臨
界未満に維持できるようにするための運用を規定。
第20条（反応度監視）により、運転時の異常な過渡変化に対し、燃料の許容設計限界を超過しないようにするための運用を規定。
第25条（原子炉熱的制限値）により、運転時の異常な過渡変化が発生した場合であっても燃料の許容設計限界（最小限回出力比に係る安
全限界及び燃料被覆管が機械的に破損しないことを確保するための限界）に至らないための運用を規定。
第26条（原子炉熱出力及び炉心流量）により、過渡変化が発生した場合の燃料の熱的損傷、機械的損傷の防止，また外乱発生時の原子炉
出力等の持続振動、発散振動防止するための運用を規定。
第37条（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率）により、炉心支持構造物も含めた原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘおよびそれに含まれ
る機器の非延性破壊及び疲労破壊等を防止するための運用を規定。
第33条（原子炉冷却材中のよう素131濃度）により、燃料集合体としての健全性の確保を規定。

－

１）原子炉の緊急停止機能 ・原子炉停止系の制御棒による系（制御棒
及び制御棒駆動系（ｽｸﾗﾑ機能））

第21条（制御棒の動作機能）及び第22条（制御棒のスクラム機能）により、制御棒を定期的に動作させて制御棒の固着が無いこと、スク
ラム挿入に要する時間の確認を行うことにより、制御棒による緊急停止機能の健全性を確保する運用を規定。

－

２）未臨界維持機能 ・原子炉停止系（制御棒による系、ほう酸
水注入系）

第21条（制御棒の動作機能）及び第22条（制御棒のスクラム機能）により、制御棒を定期的に動作させて制御棒の固着が無いことの確認
を行うことにより、制御棒による炉心を臨界未満にできかつ、低温状態で臨界未満を維持するための運用を規定。
第24条（ほう酸水注入系）により、制御棒による系とは独立した原子炉停止系の機能を担保するための運用を規定。

－

３）原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防
止機能

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能） 第30条（主蒸気逃がし安全弁）により、運転時の異常な過渡変化時において原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力を最高使用圧力の1.1倍以
下に抑えるための運用を規定。

－

４）原子炉停止後の除熱機能 ・残留熱を除去する系統（残留熱除去系
（原子炉停止時冷却モード）、原子炉隔離
時冷却系、高圧炉心注水系（ABWR）、逃が
し安全弁（手動逃がし機能）、自動減圧系
（手動逃がし機能））

第30条（主蒸気逃がし安全弁）により、運転時の異常な過渡変化時において原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力を最高使用圧力の1.1倍以
下に抑えるための運用を規定。
第34条（原子炉停止時冷却系その１）、第35条（原子炉停止時冷却系その２）及び第36条（原子炉停止時冷却系その３）により、各原子
炉の状態における炉心の残留熱を除去するために、原子炉停止時冷却系等による除熱機能を確保する運用を規定。
第41条（原子炉隔離時冷却系）により、高温停止(原子炉圧力が1.03Mpa以上）時の炉心の残留熱を除去するために、原子炉隔離時冷却系
による除熱機能を確保する運用を規定。
第45条（サプレッションプールの平均水温）及び第46条（サプレッションプールの水位）により、原子炉冷却材喪失が発生した場合に、
格納容器内の蒸気を凝縮する冷却源としての格納容器熱除去能力を確保する運用を規定。

－

５）炉心冷却機能 ・非常用炉心冷却系（低圧注水系、原子炉
隔離時冷却系（ABWR）、高圧炉心注水系
（ABWR）、自動減圧系）

第29条（ジェットポンプ）により、原子炉冷却材喪失時、炉心高さの２／３まで再冠水の機能を担保するための運用を規定。
第39条（非常用炉心冷却系その１）により、非常用炉心冷却系のうち高圧炉心注水系、低圧注水系、原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系
において、運転、起動及び高温停止時の原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断等が発生した場合に必要な炉心冷却機能を確保する運用を規
定。
第40条（非常用炉心冷却系その２）により、非常用炉心冷却系のうち高圧炉心注水系及び低圧注水系において、冷温停止及び燃料交換時
の原子炉冷却材が減少する事象が発生した場合に必要な炉心冷却機能を確保する運用を規定。
第45条（サプレッションプールの平均水温）及び第46条（サプレッションプールの水位）により、原子炉冷却材喪失事故等が発生した場
合に必要となる注水手段の水源を確保する運用を規定。

－

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器(BWR)
保安規定上の扱い

ｸﾗｽ1 PS-1 その損傷又は故障により発
生する事象によって、
(a) 炉心の著しい損傷、又
は
(b) 燃料の大量の破損を引
き起こすおそれのある構築
物、系統及び機器

MS-1 １）異常状態発生時に原子
炉を緊急に停止し、残留熱
を除去し、原子炉冷却材圧
力バウンダリの過圧を防止
し、敷地周辺公衆への過度
の放射線の影響を防止する

構築物、系統及び機器

・原子炉の緊急停止機能

・未臨界維持機能

・原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘの過圧防止機能

・事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための

原子炉内高圧時における注水機能

原子炉内低圧時における注水機能

・原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘを構成する配管の隔離機能

・原子炉停止後における除熱のための
残留熱除去機能
炉心からの除熱機能
炉心への補給水機能

 

 

別紙－2(1/4) 
重要安全施設及び重要度分類指針に示す設備の保安規定上の扱い 



4.1-13 
 

・原子炉格納容器
・原子炉格納容器隔離弁
・原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却系
・原子炉建屋
・非常用ガス処理系
（・非常用再循環ガス処理系）
・可燃性ｶﾞｽ濃度制御系

第42条（主蒸気隔離弁）により、原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断等が発生した場合に、放射性物質の外部放出を最小限に止めるための
機能を確保としておく運用を規定。
第43条（格納容器及び格納容器隔離弁）により、原子炉冷却材が喪失した場合に必要な、放射性物質の外部放出を最小限に止めるための
機能（格納容器隔離弁を含む）を確保としておく運用を規定。
第44条（サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁）により、原子炉冷却材喪失時に、ドライウェルに作用する外圧を
設計値以内に保つこと及びドライウェル内の蒸気がサプレッション・チェンバ気相部へ流入することを防止するための機能を確保として
おく運用を規定。
第45条（サプレッションプールの平均水温）及び第46条（サプレッションプールの水位）により、原子炉冷却材喪失時に、サプレッショ
ンプールに流入する蒸気を完全に凝縮するとともに、非凝縮性ガスの流入に伴う原子炉格納容器内圧力が過度に上昇することを防止する
ための機能を確保しておく運用を規定。
第47条（可燃性ガス濃度制御系）により、原子炉冷却材喪失時に発生する水素と酸素の濃度を可燃限界未満となるように維持し、原子炉
格納容器の健全性を確保するための機能を待機状態としておく運用を規定。
第48条（格納容器内の酸素濃度）により、原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の健全性を確保するため、原子炉格納容器内の酸素濃度
を可燃性ガス濃度以下に維持しておく運用を規定。
第49条（原子炉建屋）、第50条（原子炉建屋給排気隔離弁）により、原子炉冷却材喪失が発生した場合に原子炉棟を負圧に保つ機能を待
機状態としておく運用を規定。
第51条（非常用ガス処理系）により、原子炉冷却材喪失が発生した場合に原子炉建屋内に放出された放射性物質を処理し、環境に放出さ
れる放射性物質の濃度を低減する機能を待機状態としておく運用を規定。
第56条（燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位）により、原子炉水位を制限することにより、「燃料集合体の落下」時に環境への放
射能放出量を抑制することを確保するための運用を規定。

－

<特記すべき関連系(BWR)>
・排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持
機能）

第51条（非常用ガス処理系）により、原子炉冷却材喪失が発生した場合に原子炉建屋内に放出された放射性物質を処理し、環境に放出さ
れる放射性物質の濃度を低減する機能を待機状態としておく運用を規定。（但し、排気筒は鋼管であり運用を管理する設備には当たらな
いためＬＣＯ等は設定なし）

－

１）工学的安全施設及び原子炉停止系への
作動信号の発生機能

・安全保護系 第27条（計測及び制御設備）により、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に、その異常な状態を検知し、原子炉保護系、非常用炉心冷
却系等を自動的に作動させるとともに、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においては、重要なパラメータを適切な範囲に維持制
御及び監視し、事故時においてもその状態を監視するための計測及び制御設備の機能を担保する運用を規定。

－

・非常用所内電源系
・制御室及びその遮蔽
・非常用換気空調系
・非常用補機冷却水系
・直流電源系
（いずれも、MS-1関連のもの）

第64条（所内電源系統その１）、第65条（所内電源系統その２）により、各原子炉の状態において、所内電源系統を構成する非常用交流
高圧電源母線等の受電を確保することにより、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器の安全機能を確保する運用を規
定。
第57条（中央制御室非常用換気空調系）において、運転員が事故時に中央制御室に接近し、又はとどまって所要の操作及び措置がとれる
よう雰囲気環境を維持するための中央制御室非常用換気空調系の機能を確保する運用を規定。
第52条（残留熱除去冷却水系及び残留熱除去冷却海水系）、第53条（非常用ディーゼル発電設備冷却系）により、残留熱除去冷却水系、
残留熱除去冷却海水系及び非常用ディーゼル発電設備冷却系の機能を確保することにより、安全系設備から発生する熱を除去し健全性を
確保する運用を規定。
第54条（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系）により、高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電設備冷却水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系の機能を確保することにより、安全系設備
から発生する熱を除去し健全性を確保する運用を規定。
第62条（直流電源その１）、第63条（直流電源その２）により、各原子炉の状態において、直流電源の機能を確保することにより、重要
度の特に高い安全機能を有する系統及び機器に、直流電源の供給を可能とする運用を規定。
第58条（外部電源）により、各原子炉の状態において、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器の安全機能を確保する
運用を規定。
第59条（非常用ディーゼル発電機その１）、第60条（非常用ディーゼル発電機その２）により、各原子炉の状態において、外部電源の機
能喪失時に、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器の安全機能を確保する運用を規定。

－

<特記すべき関連系(BWR)>
・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機燃料輸送系
・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ冷却系
・取水設備（屋外ﾄﾚﾝﾁを含む。）

第61条（非常用ディーゼル発電機燃料油等）により、外部電源の機能喪失時に、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機
器の安全機能を確保するため、ディーゼル発電機の起動及び運転に必要となる燃料油、潤滑油及び起動用空気系の所要能力を確保する運
用を規定。
（ディーゼル発電機冷却系および取水設備は、第53条（非常用ディーゼル発電設備冷却系）、第52条（残留熱除去冷却水系及び残留熱除
去冷却海水系）、第54条（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系）に
より規定 ）

２）安全上必須なその他の
構築物、系統及び機器

２）安全上特に重要な関連機能

６）放射性物質の閉じ込め機能、放射線の
遮へい及び放出低減機能

・原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機

能

・工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能

・赤枠線：従来の安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能を有する系統」に該当する範囲

（ＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重要度の特に高い安全機能を有する設備等）

・発電所により設備構成が異なるものがある。

・格納容器内の放射性物質の濃度低減機能
・格納容器の冷却機能
・格納容器内の可燃性ガス制御機能
・原子炉格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘを構成する配管の隔離機能

・非常用交流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能
・非常用直流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能
・非常用の交流電源機能
・非常用の直流電源機能
・非常用の計測制御用直流電源機能
・補機冷却機能
・冷却用海水供給機能
・原子炉制御室非常用換気空調機能
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現状の規定の有無 保安規定への反映が必要な事項

１）原子炉冷却材を内蔵する機能（ただ
し、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外
されている計装等の小口径のもの及びバウ
ンダリに直接接続されていないものは除
く。）

・主蒸気系、原子炉冷却材浄化系（いずれ
も格納容器隔離弁の外側のみ）

（規定なし）

－

２）原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接
続されていないものであって、放射性物質
を貯蔵する機能

・放射性廃棄物処理施設（放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ
の大きいもの）
・使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ﾗｯｸ
を含む。）

（規定なし）

－

３）燃料を安全に取り扱う機能 ・燃料取扱設備 第5章燃料管理　第84条（燃料移動）等により、使用する燃料取扱設備について規定。また燃料取扱設備の保全については、第8章施設管
理　第107条（施設管理計画）により規定。（ＬＣＯ等は設定されていない）

－

２）通常運転時及び運転時
の異常な過渡変化時に作動
を要求されるものであっ
て、その故障により、炉心
冷却が損なわれる可能性の
高い構築物、系統及び機器

１）安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 ・逃がし安全弁
（吹き止まり機能に関連する部分）

第30条（主蒸気逃がし安全弁）により、主蒸気逃がし安全弁の開閉機能が確保されることによって、原子炉冷却材圧力バウンダリの過度
の圧力上昇を防止するための運用を規定。なお、本条では吹き止まり圧力の設定値を規定。

－

１）燃料プール水の補給機能 ・非常用補給水系 第55条（使用済燃料プールの水位および水温）により、使用済燃料プールの水位を制限することにより、「燃料集合体の落下」時に環境
への放射能放出量を抑制することを担保するとともに、使用済燃料プールの温度を制限することにより、コンクリートの長期的な健全性
を確保するための運用を規定。

－

２）放射性物質放出の防止機能 ・放射性気体廃棄物処理系の隔離弁

・排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持
機能以外）

（規定なし）
（排気筒は鋼管であり、ＬＣＯ等を設定して運用を管理する設備には当たらないため）

－

１）事故時のプラント状態の把握機能 ・事故時監視計器の一部 第27条（計測及び制御設備）により、事故時において事故の状態を知り対策を講じるために必要なパラメータを監視できる機能を有する
ために、原子炉の運転状態に応じて動作可能であるべき所要チャンネル数の機能を確保するための運用を規定。

－

２）異常状態の緩和機能 － （規定なし）

－

３）制御室外からの安全停止機能 ・制御室外原子炉停止装置（安全停止に関
連するもの）

第27条（計測及び制御設備）により、何らかの原因で制御室に接近できない場合、制御室外の適切な場所から原子炉の急速な高温停止が
でき、引き続き冷温停止に移行できるように、原子炉の状態に応じて、動作可能であるべき要素を運転上の制限として規定。

－

保安規定上の扱い

ｸﾗｽ2 PS-2 １）その損傷又は故障によ
り発生する事象によって、
炉心の著しい損傷又は燃料
の大量の破損を直ちに引き
起こすおそれはないが、敷
地外への過度の放射性物質
の放出のおそれのある構築
物、系統及び機器

MS-2 １）ＰＳ－２の構築物、系
統及び機器の損傷又は故障
により敷地周辺公衆に与え
る放射線の影響を十分小さ
くするようにする構築物、
系統及び機器

２）異常状態への対応上特
に重要な構築物、系統及び
機器

構築物、系統又は機器(BWR)分類 定義 機能

・事故時の原子炉の停止状態の把握機能

・事故時の炉心冷却状態の把握機能

・事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能

・事故時のﾌﾟﾗﾝﾄ操作のための情報の把握機能

・赤枠線：従来の安全設計審査指針における「重要度の特に高い安全機能を有する系統」に該当する範囲

（ＰＳ－１、ＭＳ－１、ＭＳ－２（重要度の特に高い安全機能を有する設備等）

・発電所により設備構成が異なるものがある。
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現状の規定の有無 保安規定への反映が必要な事項

１）原子炉冷却材保持機能（ＰＳ－１、Ｐ
Ｓ－２以外のもの）

・計装配管
・試料採取系配管

（規定なし）
－

２）原子炉冷却材の循環機能 ・原子炉再循環系 （規定なし）
－

３）放射性物質の貯蔵機能 ・サプレッションプール水排水系
・復水貯蔵タンク
・放射性廃棄物処理施設（放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ
の小さいもの）

（規定なし）

－

４）電源供給機能（非常用を除く。） ・タービン
・発電機及びその励磁装置
・復水系（復水器を含む）
・給水系循環水系
・送電線
・変圧器
・開閉所

（規定なし）
※第58条（外部電源）は、非常用高圧母線に電力供給することができる外部電源について規定。

－

５）プラント計測・制御機能（安全保護機
能を除く。）

・原子炉制御系
・運転監視補助装置（制御棒価値ミニマイ
ザ）
・原子炉核計装の一部
・原子炉ﾌﾟﾗﾝﾄﾌﾟﾛｾｽ計装の一部

（規定なし）

－

６）プラント運転補助機能 ・補助ボイラ設備
・計装用圧縮空気系

（規定なし）

－

１）核分裂生成物の原子炉冷却材中への放
散防止機能

・燃料被覆管 （規定なし）

－

２）原子炉冷却材の浄化機能 ・原子炉冷却材浄化系
・復水浄化系

（規定なし）

－

１）原子炉圧力上昇の緩和機能 ・逃がし安全弁（逃がし弁機能）
・タービンバイパス弁

第30条（主蒸気逃がし安全弁）により、原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑えるための運用を規定。

－

２）出力上昇の抑制機能 ・原子炉冷却材再循環系（再循環ポンプト
リップ機能）
・制御棒引抜監視装置

第27条（計測及び制御設備）により、異常な状態を検知し、炉内ボイドの増加により反応度を抑制し、原子炉の安全性を担保するととも
に、制御棒の異常な引き抜きにより燃料が損傷に至らないことを担保するために、原子炉の状態に応じて、動作可能であるべき要素を運
転上の制限として規定。

－

３）原子炉冷却材の補給機能 ・制御棒駆動水圧系
・原子炉隔離時冷却系

第39条（非常用炉心冷却系その１）により、原子炉隔離時冷却系において、原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断等が発生した場合に必要な
注水機能を確保する運用を規定。 －

４）原子炉冷却材の再循環流量低下の緩和
機能（ABWR）

・原子炉冷却材再循環ポンプMGセット
（ABWR）

（規定なし）

２）異常状態への対応上必
要な構築物、系統及び機器

１）緊急時対策上重要なもの及び異常状態
の把握機能

・原子力発電所緊急時対策所
・試料採取系
・通信連絡設備
・放射線監視設備
・事故時監視計器の一部
・消火系
・安全避難通路
・非常用照明

（規定なし）

－

１）運転時の異常な過渡変
化があっても、ＭＳ－１、
ＭＳ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系統
及び機器

：「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」として示されている具体的な機能

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器(BWR)
保安規定上の扱い

ｸﾗｽ3 PS-3 １）異常状態の起因事象と
なるものであって、ＰＳ－
１及びＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器

２）原子炉冷却材中放射性
物質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える構
築物、系統及び機器

MS-3
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4.2 サーベイランスの設定方針 

 

原子炉施設の各設備については、設備に応じた常時の運転監視、原子炉施設の巡視

及び日常の保全（外観点検、バッテリー点検等）等の管理に加え、特に LCO を定める

設備については、定期的に LCO を満足しているかの確認（サーベイランス）を行って

いる。 

新規制基準を踏まえ、新たに LCO を定め管理する設備に対するサーベイランスにつ

いて整理する。 

なお、整理するにあたり、実条件性能を確認するために十分な方法を定めることと

する。 

（１）サーベイランス方法 

LCO を満足しているかを確認するため、当該設備の種類（ポンプ、発電機、タン

ク、計測制御装置等）及び平常時の待機状態（運転／停止、保有水の有無）に応じ

て、サーベイランス方法を定めることで、適切に機器の状態を把握し、LCO を満足

（設備の動作可否、所要の性能）しているかの判断を行う。 

サーベイランス方法として、プラント停止中のサーベイランス※１により所要の性

能が維持できていることの確認、プラント運転中のサーベイランスによるポンプ等

の主要な機器の動作確認とを組み合わせて LCO を満足していることを確認してい

る。 

ａ．プラント停止中のサーベイランス 

設備の性能（揚程、流量等）、及び動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の

確認により LCO を満足していることを判断するため、実系統、またはテスト

ライン※２により、設備を運転する。 

ｂ．プラント運転中のサーベイランス 

設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により LCO を満足して

いることを判断するため、実系統、またはテストライン※２により、設備を運

転する。 

また、運転中パラメータ（揚程、流量等）の傾向監視や、訓練に伴う設備運

転中の運転状態、原子炉施設の巡視及び日常の保全等において、LCO に係る

事象が発見された場合には、LCO を満足しているかの判断を速やかに行うこ

ととしている。 

 

※１：プラントの運転状態によらず常に動作可能な状態に維持する設備につい

ては、プラント停止中に限らず、運転中プラントへの影響を考慮した上

で所要の性能が維持できていることの確認を行う。 

※２：運転中プラント、停止中プラントへの影響を考慮し、試験方法（ライン

構成、負荷／無負荷試験等）を定める。 
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（２）サーベイランス頻度 

a.サーベイランス頻度の考え方 

サーベイランスは、LCO を設定した機器・系統の動作確認であり、サーベイラン

スの結果、機器・系統について動作不能と判断された場合、LCO を逸脱した際の要

求される措置を許容される時間内に実施することが求められている。 

一方、機器の保全のための管理としては、保安規定に定める施設管理計画に基づ

き実施される保全作業によりその機能は担保されている。施設管理計画では、事業

者が定めた保全計画に基づき機器・系統の点検、補修等を実施し、点検・補修の結

果の確認・評価を行うこと等が定められている。保全計画は、使用実績や故障事例

などの運転経験(メーカー推奨を含む)や使用環境、劣化モード、故障モード、科学

的知見を踏まえて設定される。なお、この保全計画には、回転機器について定期的

な運転によることも規定している。 

サーベイランスの実施は、LCO を満足しているかの確認であり、サーベイランス

の頻度を増やしても設備の健全性が向上することはないことから、サーベイランス

頻度と設備の健全性は、必ずしも直接的に関連するものではないが、上記の考え方

を踏まえ、サーベイランスは保全計画に基づく定期的な運転頻度以内で実施する。 

LCO を満足していることの確認は、これまでもサーベイランスでの確認以外に巡

視等により実施されており、例えば運転員、保修員による日常の巡視により設備の

不具合が確認された場合は、サーベイランスによる設備の健全性確認にかかわらず

LCO からの逸脱を宣言し適切な処置を実施している。事業者は、サーベイランスに

よる確認のみに頼ることなく、運転監視、原子炉施設の巡視及び日常の保全によっ

ても LCO を満足していることを確認している。 

 

b.重大事故等対処設備のサーベイランス頻度の設定 

新たに設定する重大事故等対処設備のサーベイランスの実施においては、保全計

画に定める頻度以内に実施する。 

重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続され

ているか、容易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統と切り離

して保管された状態となっている。この可搬設備のサーベイランス頻度は、運用管

理の観点から当面、施設管理計画に定める点検計画の点検頻度のうち最も短い 3ヶ

月毎を上限とする。（添付―１参照）常設設備については、施設管理計画に定める

点検計画の点検・補修の実施頻度以内で設定する。 

なお、仮に可搬設備のサーベイランス頻度を 1ヶ月毎とした場合には、系統と切

り離して保管状態にある設備であることから、テストラインの構成等に多大なマン

パワー、時間を要することになる。しかし、その効果として、より高い頻度で健全

性は確認できるものの、健全性が向上するものではないことから、可搬設備のサー

ベイランス頻度を3ヶ月毎とすることは、プラント管理全体から見て妥当と考える。 
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設置許可基準規則により、保全等による待機除外時のバックアップを確保するこ

とが求められている設備のバックアップ分についても同様にサーベイランスを実

施する。 

また、今後、運転保全経験を踏まえ、必要に応じてサーベイランス頻度の見直し

を実施していく。 

 

（３）設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備のサーベイランスの

取扱い 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備（ほう酸水注入ポンプ、

ほう酸水貯蔵タンク 等）について、既存の設計基準事故対処設備としてのサーベ

イランスにより重大事故等対処設備としての必要な機能も包含して確認できるも

のであれば、それらを兼ねてサーベイランスを行う。 

 

（４）サーベイランス実施に伴う可搬設備の運用について 

可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則により「原子炉建屋か

らの離隔」「共通要因による故障を防止するための分散配置」が要求されている。 

サーベイランスの実施に当たっては、保管場所から機器を移動して実施する場合

もあることから、「3.1.3(1) 訓練実施に伴う可搬設備の運用について」と同様に、

サーベイランス中に事故が発生したときの対応について関係者間で認識を合わせ

たうえで実施する。 

 

（５）サーベイランス時等の LCO 適用除外 

重大事故等対処設備のサーベイランス実施中においては、テストラインの構成の

ため、設計基準事故対処設備等の弁状態の変更等、機器を待機除外する場合がある

が、これに伴う機器の待機除外は運転員の管理下にあり、事故発生等の必要時には

速やかに復旧できること、サーベイランスとして機能維持の確認に必要な行為であ

り重要性が高いことから、設計基準事故対処設備のサーベイランス時の LCO 適用除

外と同様に、LCO 逸脱とは見なさない。 

なお、訓練のため設備を運転する場合においても、上述と同様に設計基準事故対

処設備等の弁状態の変更等による機器の待機除外については運転員の管理下にあ

り、事故発生等の必要時には速やかに復旧できること、また要員の力量向上のため

有用なことであることから、同様に LCO 逸脱とは見なさない。 
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（６）保全実績を考慮したサーベイランス 
保全の実績が得られている一部の可搬設備については、代表として 1 台の機器を

監視用機器として起動し、運転状態の確認を行うとともに、残りの全台数の機器に

ついては、停止状態での健全性の確認（外観点検、絶縁抵抗測定等）を実施※３する

ことで、通水・運転による機器の劣化を最小限に抑えたうえでサーベイランスが実

施できることから、一部の可搬設備については本運用を行う場合がある。 
なお、本運用によるサーベイランスを行う場合は、保安規定に対象機器、確認方

法を定めたうえで行うこととする。 

 
※３：監視用機器の動作確認時に異常が確認された場合は、残りの全台について

は起動し、動作確認を行う。 

 
以上の整理を踏まえた重大事故等対処設備のサーベイランス例として、４．３ 別

紙－３（具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例））に示す。 
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添付－１ 

 
可搬型のポンプ、電源設備（発電機）のサーベイランス頻度について 

 
重大事故等対処設備のうち可搬型のポンプ、電源設備（発電機）については、施設

管理計画に基づく各設備の定期的な運転状態確認を実施しており、この頻度はメーカ

ー推奨等に基づき適切に設定していることから、この頻度と同等以上の頻度でサーベ

イランスを行うこととし、具体的には下表のとおり。（設定例） 

 

設備 
施設管理計画に基づく

定期的な運転頻度 
サーベイランス頻度 

タンクローリ 3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎※1（性能確認） 

3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎（性能確認） 

大容量送水車 1 年毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎（性能確認） 

可搬型代替注入ポンプ 6 ヶ月毎※1（動作確認） 
1 年毎※1（性能確認） 

3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎（性能確認） 

電源車 2 年毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 
2 年毎（性能確認） 

代替熱交換器車 2 年毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 
2 年毎（性能確認） 

※１：消防法等に基づく点検頻度 
タンクローリは、消防法等に適合した汎用品を用いている。消防法等に基づく「機器点検頻

度」での定期運転は、タンクローリに対する一般的な点検頻度であり、健全性を確認する頻度

として適切である。 
また、可搬型代替注入ポンプは、消防法等に基づく消防ポンプ車としての汎用品を用いてい

る。消防法等に基づく「機器点検頻度」での定期運転は、消防ポンプ車に対する一般的な点検

頻度であり、可搬型代替注入ポンプの健全性を確認する頻度として適切である。なお、性能確

認においては重大事故等の対応に必要な性能（流量・圧力）を有しているかを確認している。 

 

・サーベイランス頻度の妥当性 

施設管理計画に基づき設定された定期的な運転頻度は、メーカー推奨値等を踏まえ

て適切に設定されており、更にこの頻度と同等以上の頻度でサーベイランスを実施す

ること、及び現場運用（図１参照）として効率的に実施可能な頻度として、“「3 ヶ月

毎（動作確認）」及び「定事検停止毎（又は 1 年毎）又は 2 定事検停止毎（又は 2 年

毎）（性能確認）」”とすることで、プラントの安全性は維持できると考える。 

なお、これらの設備は、サーベイランス時の起動確認以外にも、訓練に伴う設備運

転中の運転状況、原子炉施設の巡視及び日常の保全（週次、月次の外観点検、バッテ

リー点検等）等において、LCO に係る事象が発見された場合には、LCO を満足してい
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るかの判断を速やかに行うこととしており、サーベイランス頻度を3ヶ月毎としても、

早期の不具合発見が可能である。 

 

 

以上



4.2-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ プラント運転中サーベイランス構成例（代替熱交換器設備 起動試験） 

（注意）定例試験時における構成例。 

水源 

（仮設） 

大容量送水車 
（熱交換器ユニット用） 

電源車 

熱交換器 
ユニット 

淡水 

淡水(事故時は海水) 

大容量送水車 
（吸込条件を模擬） 

試験作業工程 
所要時間・人数 
（１台あたり） 

①高台移動 
②試験作業準備 

約 17hr 
約 23 名 

③熱交換器ユニット・資機材トレーラ他移動 
④テストラインの構成 
⑤大容量送水車付属取水ポンプ吊り込み 
⑥電源車起動 

約 9hr 
約 13 名 

⑦補機冷却水供給開始 
⑧循環運転・流量測定 

約 3hr 
約 13 名 

⑨保管準備作業（水抜き等） 
 

約 11hr 
約 23 名 

⑩テストラインの片付け 
⑪保管場所への移動 

約 11hr 
約 23 名 

合計５台の連続作業（準備・片付け等の一部は共通事項）により、約 143hr／発電所（2 ユニット） 
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4.3 LCO・要求される措置・AOT の設定方針 

 

省令改正に伴い、原子炉施設に重大事故等対処施設が追加され、保安規定審査基準で

は、審査において確認すべき事項のうち LCO/AOT に係る基準に「重大事故等対処設備」

が追加された。 

 

実用炉規則第９２条第１項第８号イからハまで  

発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等 

  ○ 発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。）等について、

運転状態に対応した運転上の制限（Limiting Conditions for Operation。以下「LCO」

という。）、LCO を逸脱していないことの確認（以下「サーベイランス」という。）

の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要求される措置（以下単に「要求さ

れる措置」という。）並びに要求される措置の完了時間（Allowed Outage Time。以

下「AOT」という。）が定められていること。 

  なお、LCO 等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条件又はその他の設

計条件を満足するように定められていること。 

 

重大事故等対処設備は新規に設置する設備以外に、従来から設計基準事故対処設備と

して LCO を設定していた設備のうち、重大事故等に対処するために利用する設備も含ま

れることから、これらの設備に対する LCO、要求される措置及び AOT についても合わせ

て考え方をまとめるものである。 
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(1) LCO 設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注水設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）については設置許可基準規則第

４３条第３項第１号の解釈において「１基あたり２セット以上を持つこと」が要求さ

れていることから、２Ｎを LCO とする。（以下、本設備を「２Ｎ要求の可搬型重大事

故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCO とし、各個別設備

に対する設置許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用す

る場合は、一括りにまとめて LCO を設定することができる。 

（添付－１「運転上の制限に係る重大事故等対処設備の系統毎の括り方について」） 

設置許可基準規則 解  釈 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処

設備に関しては、第一項に

定めるもののほか、次に掲

げるものでなければならな

い。 

一 想定される重大事故等

の収束に必要な容量に加

え、十分に余裕のある容

量を有するものであるこ

と。 

第４３条（重大事故等対処設備） 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可

搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの

に限る。）にあっては、必要な容量を賄うことができる可搬型重

大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機

除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であ

って負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１セッ

トに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故等

において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効

に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 

なお、当該重大事故等対処設備のすべての機能について同等の機能を持つ他の重

大事故等対処設備として、性能、頑健性、準備時間が問題ないことを技術的能力審

査基準への適合性において確認された設備※１が確保されている場合は、LCO 逸脱と

はみなさないこととする。 

ただし、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設

備を維持できない場合は除く。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

※１： 柏崎刈羽原子力発電所の例 

「可搬型直流電源設備（逃がし安全弁用）」に対する「可搬型蓄電池（逃

がし安全弁用）」 

 

上記考え方を踏まえて以下に LCO 設定の考え方をまとめる。 



4.3-3 

ａ．常設重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設備「１系統」をLCOとする。 

なお、常設重大事故等対処設備には様々な設備があることから、以下にそれぞれ

の LCO 設定の考え方を例示する。 

(a) 系統・機器 

当該設備が要求される機能を発揮するために必要な系統について LCO を設定する。

また、原子炉施設と接続されていない常設の設備については、「必要な系統」に接続

するために必要な資機材（一般工具は対象外）を含むこととする。 

①新設設備 

当該設備が要求される機能を必要とする原子炉の状態において LCO を設定する。 

②既設設備 

従来から設計基準事故対処設備として LCO が設定されている系統を利用して重

大事故等に対処する場合、従来設定されていた LCO を適用する原子炉の状態から

新たに適用する原子炉の状態を追加する必要がある系統については、LCO を追加

設定する。 

 

 

 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉 高圧代替注水系(例示) 

青：既存設備と共用するライン 

赤：新設ライン 

黒：既存設備で共用しない 

［既設設備］ 

原子炉 

圧力容器 

［既設設備］ 

［新設設備］ 

高圧代替注水系ポンプ 

［既設設備］ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

［既設設備］ 

原子炉隔離時冷却系 

S/P へ 

S/P へ 

［既設設備］ 

復水貯蔵槽 

MS(B)ﾗｲﾝ 

FDW(A)ﾗｲﾝ 

FDW(B)ﾗｲﾝ 

高圧代替注水系 
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(b) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

当該設備が要求される機能を発揮するために必要な「論理回路」及び当該論理回

路に入力される「所要チャンネル数」について LCO を設定する。 

①新設設備 

当該設備が要求される機能を必要とする原子炉の状態において LCO を設定する。 

②既設設備 

従来から設計基準事故対処設備として LCO が設定されている設備を利用して重

大事故等に対処する場合、従来設定されていた LCO を適用する原子炉の状態か

ら新たに適用する原子炉の状態を追加する必要がある設備については、LCO を追 

加設定する。 

 

 【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：重大事故等対処設備の所要チャンネル数は、設計基準事故対処設備の所要チャンネル

数の考え方と同様に設定する。 

 

 

 

 

 

原子炉圧力高 原子炉水位低 

Ⅰ 
ｾﾝｻﾁｬﾝﾈﾙ 

Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ ｾﾝｻﾁｬﾝﾈﾙ Ⅲ 

論理出力

ﾁｬﾝﾈﾙ 

２／４ ２／４ ２／３ ２／４ 

青：既存回路と共用する回路 

赤：新設回路 

黒：既存回路と共用しない回路 

［既設設備］ 

原子炉保護系計装作動回路等 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

［新設設備］ 
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(c) 計装設備 

重大事故等対処設備に該当する計装設備については、既に保安規定に LCO を設定

している「事故時計装」を参考に、動作可能であるべき「所要チャンネル数」につ

いて LCO を設定する。 

設計基準事故対処設備の「事故時計装」については、事故の状態を把握し対策を

講じるために必要なパラメータを監視できる機能を確保するために、適用される原

子炉の状態において動作可能であるべき所要チャンネル数を LCO として規定してい

る。この LCO に対する考え方は設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備で異な

るものではないことから、重大事故等への対応上必要なパラメータを監視する計装

設備についても同様に適用することが妥当である。 

①新設設備 

当該設備が要求される機能を必要とする原子炉の状態において LCO を設定する。 

②既設設備 

従来から設計基準事故対処設備として LCO が設定されている設備を利用して重大

事故等に対処する場合、従来設定されていた LCO を適用する原子炉の状態から新

たに適用する原子炉の状態を追加する必要がある設備については、LCO を追加設

定する。 

（添付－４「重大事故等対処設備のうち計装設備の保安規定への規定について」） 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例）」参照） 

 

(d) その他の設備 

・緊急時対策所 

      緊急時対策所は参考とする LCO を設定している設計基準事故対処設備がな

い設備である。 

緊急時対策所は設計基準事故対処設備としては重要度分類指針において

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」として「MS-3」に分類

されているが、重大事故等対処設備に位置付けられたことから、「MS-2」の「異

常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器」に相当するものとして、

既に「MS-2」に分類されて LCO が設定されている設計基準事故対処設備の「事

故時計装」の LCO を参考として緊急時対策所の LCO を設定する。 

 

具体的な考え方を以下に示す。 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例）」

参照） 

 

【電源設備】 

「緊急時対策所用電源設備」については、設置許可基準規則第６１条及び技

術基準規則第７６条の解釈１．ｃ）の定めにより、代替電源設備を含めて「２

台」を LCO とする。 

なお、可搬型電源設備により給電可能な場合は、注釈にて「緊急時対策所用
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発電機には、可搬型代替交流電源設備１台を含めることができる。」等を記載する

こととする。 

【換気空調設備】 

「可搬型陽圧化空調機」について個別機器として LCO 管理した場合、系統を構

成するダクト・ダンパ等の機能喪失が LCO 管理対象として明確とならないことか

ら、「可搬型陽圧化空調機系」として「系統」で LCO 管理する。 

なお、「緊急時対策所遮蔽」について、その機能である遮蔽の寸法（厚さ）に   

ついては設備設計・建設段階で担保し、建設時の状態が維持されていることを保

全計画に基づく点検により確認（ひび割れの有無等）するものであり、建物の壁

等については運用による厚さの変化や故障により機能喪失するものではないこと

から LCO を設定して運用管理する対象とはしない。 

 

・通信連絡設備 

【安全パラメータ表示システム(SPDS)】 

安全パラメータ表示システム(SPDS)は、Ａ系，Ｂ系など多重化されている場合

は「Ａ系」または「Ｂ系」のいずれかが動作可能であれば機能は果たせることか

ら、いずれかの「１系列」を LCO とする。 

なお、サーバー切替等により一時的にデータ伝送が停止する場合については、

一時的なものであることから LCO を満足していないとはみなさないこととする。

また、代替手段を確保したうえで行う計画的な保全又は機能試験によるデータ伝

送の停止は、代替手段を確保したうえで行うものであることから LCO を満足して

いないとはみなさないこととする。 

【統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備】 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備については、「テレビ会議

システム」、「IP-電話機」または「IP-FAX」のいずれかが動作可能であれば通信連

絡機能は果たせることから、いずれかの「１系列」が動作可能であることを LCO

とする。 

 

ｂ．２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設備「１基当たり２セット」を

LCO とし、当該設備が要求される機能を発揮するために必要な系統（接続に必要な資

機材を含む)について LCO を設定することとし、設定の考え方は上記ａ.-(a)同様とす

る。 

２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備については、設置許可基準規則第４３条第３

項第１号の解釈においてバックアップ（予備機）の確保の要求があるが、このバック

アップは故障時及び保全による待機除外時においても「１基当たり２セット」確保す

るために配備するものであることから、LCO にはこのような重大事故等の対処に必要

な機能の担保とならないバックアップ（予備機）は含めないこととする。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。 
また、当該代替電源を含めて緊急時対策所の電源は、多重性又は多様性を有すること。 
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また、複数の号炉間で共用する場合は、各号炉の原子炉の状態に対する所要の２Ｎ

要求の可搬型重大事故等対処設備の合計数が LCO となる。 

（保安規定記載例は、別紙－３「具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例）」参照） 

 

なお、重大事故等の対処に必要な機能の担保となるバックアップ（予備機）につい

ては、LCO に含めることとする。 

（添付－５「LCO にバックアップ（予備機）を含める事例」） 

 

ｃ．２Ｎ要求以外の可搬型重大事故等対処設備に対する LCO 設定 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設備「１基当たり１セット」（可

搬型重大事故等対処設備のうち「可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続する

もの」については、「１負荷当たり１セット」）を LCO とし、当該設備が要求される機

能を発揮するために必要な系統（接続に必要な資機材を含む)について LCO を設定す

ることとし、設定の考え方は上記ａ.-(a)同様とする。ただし、「工場等外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備」の放水設備については設置許可基準規則第５５条

及び技術基準規則第７０条の解釈１．ｄ）の定めにより、「発電用原子炉施設基数の

半数以上」を LCO とする。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発電用原子炉施設基

数の半数以上を配備すること。 

 

「可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続するもの」については設置許可基

準規則第４３条第３項第１号の解釈においてバックアップ（予備機）の確保の要求が

あるが、このバックアップは故障時及び保守点検による待機除外時においても「１負

荷当たり１セット」確保するために配備するものであることから、LCO にはこのよう

な重大事故等の対処に必要な機能の担保とならないバックアップ（予備機）は含めな

いこととする。 

また、複数の号炉間で共用する場合は、各号炉の原子炉の状態に対する所要の２Ｎ

要求以外の可搬型重大事故等対処設備の合計数が LCO となる。 

なお、重大事故等の対処に必要な機能の担保となるバックアップ（予備機）につい

ては、LCO に含めることとする。 

（添付－５「LCO にバックアップ（予備機）を含める事例」） 

 

ｄ．流路を構成する設備に対する LCO 設定 

重大事故等の対応に必要な設備の流路、バウンダリを構成する設備についても重大

事故等対処設備に位置づけられている。 

これらの設備に要求される機能は、流路、バウンダリを維持することであり、その

機能が喪失した場合には、これらの設備を流路、バウンダリとして使用する機能（例：

代替炉心注水機能、代替格納容器スプレイ冷却機能）の喪失となる。 

重大事故等対処設備に対する LCO は、既存の設計基準事故対処設備に対する LCO と

同様に、ポンプ、流路、水源等を含む「系統」として LCO を設定し、流路、バウンダ
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リを構成する設備についても「系統」に含まれ、「系統」の LCO の中で管理する。 

即ち、プラント運転中に流路からの漏えい等の異常が発生した場合、その漏えい等

の異常により当該流路を使用する系統の機能が喪失するかを判断し、機能が喪失する

と判断した場合は、当該流路を使用する系統が動作不能と判断し、LCO 逸脱時の措置

を行う。 

 

ｅ．有効性評価、感度解析と LCO 所要数の考え方 

LCO 所要数については、上述ａ．からｃ．に基づくとともに、この所要数は、保安

規定審査基準に基づき「安全解析の前提条件又はその他の設計条件を満足すること」

として、有効性評価の前提を満足するように設定する。 

また、有効性評価において、ベースケースに加えて、評価条件を変更した感度解析

を実施している場合、いずれも重大事故等への対応の有効性を確認したものであるた

め、解析上保守的な値を LCO の所要数とする。 

ただし、設置許可本文（本文十号 有効性評価）に記載された評価条件については、

この記載により設置が許可されるものであることから、設置許可本文記載の条件を

LCO の所要数とする。 

なお、有効性が確認された感度解析の評価条件を満足するような場合※２における

LCO 逸脱時の措置については、設置許可本文に記載された評価条件の数量を LCO 所要

数として設定したうえで、要求される措置を見直すこととする※３。 

※２：有効性が確認された感度解析の評価条件を満足するような場合、原子炉設置

(変更)許可申請書添付書類十（重大事故等に対する対策の有効性評価）にお

ける感度解析により、原子炉設置(変更)許可申請書本文十号に示す評価項目

となるパラメータに対して与える影響が小さいことを確認し、その旨を原子

炉設置(変更)許可申請書添付書類十に記載した場合をいう。 

※３：要求される措置を見直す例として、上記考え方に基づく AOT の見直しについ

ては、(2) c.(e)項に記載する。 

 

ｆ．LCO を適用する原子炉の状態 

各重大事故等対処設備に対する LCO を適用する原子炉の状態については、技術的

能力審査基準の 1.0 から 1.19（設置許可基準規則第４３条～第６２条）の項目毎に

整理する。 

なお、複数プラントを有する発電所において、プラント間で共用される設備（例：

TSC 設備）として LCO 設定される場合には、LCO 除外期間を設けたとしても、プラン

ト運転工程によっては、保安規定に基づく予防保全を目的とした計画的な運転上の

制限外への移行措置（以下、「青旗作業」という。）を適用せざるを得ない可能性が

高い。なおかつ、その場合は予め保全の時期を定めた上で、必要な安全措置を検討

し、保安規定へ定める必要がある。 

従って、BWR 電力内のサイト相違や今後の運用・実態を踏まえ、複数プラントを

有する発電所について、上記に該当する設備は LCO 適用期間を常時とし、保全作業

時により待機除外となる際は「青旗作業」を適用し、計画的に運転上の制限外に移
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行することとする。 

（添付－６「重大事故等対処設備の LCO を適用する原子炉の状態について」） 
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 (2) AOT 設定の考え方 

重大事故等対処設備の AOT については、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に

規制上の要求があることを踏まえて設計基準事故対処設備のAOTを参考として設定す

ることとする。 

なお、今回、重大事故等対処設備に対して設定する AOT については、重大事故等対

処設備の運用実績がないことから、実績のある設計基準事故対処設備の AOT を参考と

して設定するものであるが、今後、重大事故等対処設備の運用実績等を活用した見直

しを行うものとする。 

また、重大事故等対処設備のうち重大事故防止設備については代替する設計基準事

故対処設備の AOT の考え方を参考とできるが、重大事故緩和設備については代替する

設計基準事故対処設備がないため、重大事故防止設備と同様の考え方を適用すること

は難しいと考えられる。 

 

重大事故緩和設備は重大事故防止設備の後段の設備として重大事故等発生時の影

響緩和のために使用する設備であり、重大事故防止設備より位置付けが重いものであ

ることから、この点についても AOT 設定の考え方として整理することとする。 

 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備の AOT 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備の AOT は、平成 12 年に米

国 STS を参考に、日本の運転経験に基づき合理的と判断された値として設定した

ものであり、その後 13 年間に亘る運転経験において LCO 逸脱時における AOT の長

さに係る不具合等は発生していない実績のある値である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備として、ECCS 機器の AOT

を確認すると「10 日間」が多く設定され、一部（事故時計装等）について「30 日

間」があり、この「30 日間」が最長の AOT として設定されていることから、重大

事故等対処設備の AOT の上限は「30 日間」とする。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT 及び要求される措置の例」） 

 

なお、参考とする設計基準事故対処設備の AOT を重大事故等対処設備の AOT に

採用することについては、重大事故等は設計基準事故よりも起こりにくいことを

考慮すると安全側な値となるため妥当なものである。 

ただし、重大事故等対処設備の LCO 逸脱時には、原則、LCO 逸脱と判断した当該

重大事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確

認※４を行うこととする。 

※４：対応する設計基準事故対処設備の確認方法 

 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確認は、当該設計

基準事故対処設備(サポート系を含む)の至近のサーベイランス記録を確認

するとともに、さらなる信頼性を確保するために、フロントライン系につ

いて、当該の安全機能として必要な系列数（１Ｎ）を起動することにより

行う。 
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ｂ．重大事故等対処設備に対する AOT 設定の考え方 

(a) 重大事故防止設備と重大事故緩和設備の AOT の設定 

① 重大事故防止設備の AOT 

上記ａ．で述べたとおり、重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処

設備の AOT を採用することについては、対応する設計基準事故対処設備が動作

可能である場合の重大事故等の起こりにくさを考慮すると安全側な設定として

適用可能と考えることから、参考とする設計基準事故対処設備の AOT を参考と

して設定することとする。 

 

② 重大事故緩和設備の AOT 

重大事故緩和設備の AOT 設定の考え方については、重大事故防止設備の AOT

設定の考え方を踏まえて設定することとするが、重大事故緩和設備については

直接参考とする設計基準事故対処設備がないことから、その目的（例：放射性

物質の拡散抑制機能等）に応じて対応する設計基準事故対処設備（例：格納容

器スプレイ系等）の AOT を参考として設定することとする。 

 

(b) 他の重大事故等対処設備の活用による AOT の延長 

動作不能となった重大事故等対処設備の機能を代替することができる設備と 

して、原子炉設置（変更）許可申請書（技術的能力）において当該重大事故等対

処設備と同等な機能を持つ他の重大事故等対処設備※５、及び自主対策設備（他の

基準への適合性において重大事故等対処設備として整理されているものに限る）

として整理されている設備（以下、「同等な重大事故等対処設備」という。）があ

る。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

※５： (1)に基づき、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手

順要求による設備を維持できる場合は、AOT 延長のための代替設備では

なく、LCO 逸脱とはみなさない。（以下同様） 

この同等な重大事故等対処設備には性能・頑健性は満足するが、必要な時間内

に準備できないものがあり、その場合は「災害対策要員の増員」や「可搬型設備

の配置変更」等の準備時間短縮に係る補完措置を行うことで、当該重大事故等対

処設備と同等の機能を有するとみなすことができる。 

したがって、同等な重大事故等対処設備が動作可能であり、必要な補完措置が完

了した場合（補完措置が必要な場合に限る。以下同様）においては、LCO 逸脱から

の復帰はできないものの、AOT を延長することは可能と考える。 

 

 (c) 自主対策設備の活用による AOT の延長 

  重大事故等対処設備の機能を一部補完することができる設備として、「技術的

能力審査基準」への適合性において「自主対策設備」が示されている。 
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AOT 延長のために活用する自主対策設備については、重大事故等対処設備と同

等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重大事故等対処設

備と同等の機能を発揮し得るものとする。 

（添付－２「同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について」） 

（添付－３「AOT 延長に活用する設備の妥当性確認」） 

したがって、自主対策設備が動作可能であることを確認※６した場合におい 

ては、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長することは可能と考え

る。 

なお、自主対策設備については、補完措置を行っても AOT 延長に活用（重大

事故等対処設備と同等の機能を発揮）できないものがあることから、「LCO 逸脱

時の要求される措置」に活用可能な自主対策設備（具体的な名称を保安規定に

記載）について補完措置の実施内容とともに定めることとする。 

※６：「自主対策設備が動作可能であることの確認」は、当該自主対策設備  

について起動等により動作可能であることを確認するとともに、自主対

策設備は重大事故等対処設備に対して準備に必要な時間などの面で不足

している部分があることから、それらの不足分を補う「補完措置」（災害

対策要員の増員、可搬型設備の配置変更等のあらかじめ定めた必要な措

置）を行うことも「動作可能であること」に含まれる。 

     なお、自主対策設備の性能を確認する方法として、保安規定第８章（施

設管理）に基づく保全活動により所定の機能を発揮しうることを確認し

た記録を保存し、当該自主対策設備を AOT 延長に活用する際には当該記

録を原子炉主任技術者が確認することとする。 

 

 (d) AOT 延長に活用する設備の妥当性、施設管理について 

①上記(b)項及び(c)項で AOT 延長に活用することとした設備については、保安

規定に定めるとともに添付－３に示す内容を保安規定個別条文の審査において

説明することにより、その妥当性を示すものとする。 

なお、各設備の待機状態の確認方法については以下のとおりとする。 

重大事故等対処設備 

(添付－３ ①、②) 

現状の待機状態確認により判断 

理由：定期的なサーベイランス及び巡視点検によ

り異常がないことを確認しており、健全性は

担保できる。 

自主対策設備 

(添付－３ ③) 

 

現状の待機状態確認により判断 

理由：定期的なサーベイランス及び巡視点検によ

り異常がないことを確認しており、健全性は

担保できる。 

自主対策設備 

(添付－３ ④) 

（上記以外） 

 

起動試験、又は運用中の状態確認により判断 

理由：定期的なサーベイランスを実施していない

ため、運転状態により判断する。 

(性能の確認方法は、個別条文の審査におい

て説明） 

  また、AOT 延長の担保とする自主対策設備については、保安規定第８章（施

設管理）に基づく保全活動により保全重要度を「高」として管理するとともに、
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所定の機能を発揮しうることを確認した記録を保存することとし、当該自主対

策設備を AOT 延長に活用する際には当該記録を原子炉主任技術者が確認するこ

ととする。       

 

② AOT 延長に活用する重大事故等対処設備及び自主対策設備の具体例 

添付－２の表―２に示すとおり、LCO 対象機器に期待する機能に対してフロ

ントライン系故障時とサポート系故障時に必要となる対応手段を絞り込み、す

べての要求機能に共通する、重大事故等対処設備及び自主対策設備（他の基準

への適合性において重大事故等対処設備として整理されているものを含む）を

AOT 延長に活用することとする。 

 

(e) 可搬型重大事故等対処設備(２Ｎ要求)の AOT 設定の考え方 

２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合

の AOT については、要求数量２Ｎを満たしていないこと、及び離隔・分散配置

が成立しないことから LCO 逸脱となるが、現行の保安規定における設計基準事

故対処設備に対する AOT の考え方(「1/2 故障」と「全て故障」を分けて設定)

を参考に、「１Ｎの場合」(1/2 故障)と「０Ｎの場合」(全て故障)の２段階に分

けて AOT を設定することとする。 

 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な AOT の設定 

設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重大事故等対処

設備の AOT は、基本的に以下の(a)及び(b)の考え方により設定することとし、設計基

準事故対処設備のうち ECCS 機器以外の AOT を参考とする場合の重大事故等対処設備

の AOT は、基本的に以下の(c)の考え方により設定する。 

また、プラント停止等の AOT については(d)の考え方により設定する。 

 

(a) 常設重大事故等対処設備及び２Ｎ要求以外の可搬型重大事故等対処設備に対す

る AOT 設定（設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合） 

設計基準事故対処設備は単一故障が発生しても機能が維持できるように、各機能

について多重性や多様性を持たせた設計としており、特に重要な安全機能に係る設

備については、1/2 故障時の LCO 逸脱時においても安全機能が確保されている（安

全機能の低下のみ）ため、適用される原子炉の状態の中（プラントの運転を継続し

た状態）での復旧に対する AOT を許容しており、すべての系統が動作不能な場合に

はプラント停止することとしている。 

一方、重大事故等対処設備（２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備を除く。）は「１

Ｎ」を LCO として設定することから、LCO 逸脱時において「残りの系統」はない（全

ての系統が動作不能な場合となる）ことから、設計基準事故対処設備の AOT の考え

方を参考とすると AOT は「0時間」（プラント停止）となるが、重大事故等の起こり

にくさを考慮すると「故障の状況を把握し、軽微な故障である場合にはプラント停

止せずに補修する時間を確保する」ことは許容されるものと考える。 
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ただし、上記ａ．で述べたとおり、重大事故等対処設備の LCO 逸脱時には LCO 逸

脱と判断した当該重大事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備が動作可能

であることの確認が必要である。 

具体的な AOT を以下に示す。 

（添付－８「設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重大

事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置」） 

 

① １Ｎ要求の重大事故等対処設備が LCO 逸脱となった場合は、残りの系統（重

大事故等対処設備）がない状態となるが、LCO 逸脱となった重大事故等対処設

備に「対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認した場合」、

軽微な補修のための期間として、1 日目に故障状況把握・隔離、2 日目に補修、

3日目に復旧の計「3日間」を AOT として設定することとする。 

有効性が確認された感度解析の評価条件を満足する場合は、(e)の考え方によ

り AOT を延長することも可能とする。  

 

②当該重大事故等対処設備の機能を代替することができる同等な重大事故等対 

処設備を AOT 延長に活用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、

その妥当性については添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明

する。 

１Ｎ要求の重大事故等対処設備が LCO 逸脱となった場合、「安全機能が低下し

た状態」となるが、対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確

認及び同等な重大事故等対処設備を確保（補完措置含む）することで、当該重

大事故等対処設備の機能を代替することができることから「安全機能が元の水

準まで回復した」ものとして LCO 復帰とすることも可能と考えるが、補完措置

には災害対策要員の増員等の通常とは異なる体制であることから LCO 復帰とは

せずに、要求される措置を行う（当該重大事故等対処設備を復旧する。）ことと

する。 

また、補完措置（災害対策要員の増員等）が維持されている限り AOT を無期

限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等対処設備の上限の AOT 

とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設けることとする。 

なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了で

きない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が維持で

きなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

具体的には、本来の AOT である「3日以内」に「同等な重大事故等対処設備が

動作可能であることの確認（補完措置含む）ができた場合」、AOT を「3 日間」

から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30 日間」

まで延長することとする。 

 

③自主対策設備を確保（補完措置※７含む）又は当該機能を補完する代替措置※８

をあらかじめ定め、原子炉主任技術者の確認の上実施することで、その機能を
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一部補完することができる。 

なお、AOT 延長のために活用する自主対策設備については、重大事故等対処設

備と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重大事故等

対処設備と同等の機能を発揮し得るものとする。これらの設備を AOT 延長に活

用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、その妥当性については

添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明する。 

１Ｎ要求の重大事故等対処設備が LCO 逸脱となった場合、「安全機能が低下し

た状態」となるが、対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確

認し、自主対策設備または当該機能を補完する代替措置を確保（新たな手段を

確保）することにより「低下した安全機能を元の水準近くまで高める」効果を

期待できるものと考えるが、「安全機能は完全に元の水準までは回復していな

い」ことから LCO 復帰とできるものではない。 

自主対策設備または当該機能を補完する代替措置を確保した場合の AOT は、

前述のとおり「低下した安全機能を元の水準近くまで高める効果を期待できる」

と考えられるが、補完措置には災害対策要員の増員等が含まれていること、及

び自主対策設備または代替措置は機能の一部を補完するものであることから、

運用上の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長ではなく、参考とする設

計基準事故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2 故障時に多く設定されている「10

日間」までの AOT 延長とする。 

なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(3 日間)以内に完了で

きない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が維持で

きなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

※７： 補完措置についてはｂ.-(c)同様。 

※８： すべての機能において自主対策設備があるものではないことから、

「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災害対策要員の

増員」等、当該機能を補完する代替措置を定め、原子炉主任技術者の

確認（性能、準備時間が当該重大事故等対処設備と同等であることの

確認）を得たのちに実施することとし、これらの措置はあらかじめ定

めておくこととする。 

 

具体的には、本来の AOT である「3 日以内」に「自主対策設備が動作可能である

ことの確認ができた場合」又は「当該機能を補完する代替措置を実施した場合」、AOT

を「3日間」から、参考とする設計基準事故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2 故障

の AOT である「10 日間」まで延長することとする。 
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(b) ２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備に対する AOT 設定（設計基準事故対処設

備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合）  

   原子炉建屋の外から水又は電力を供給する２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設

備は、自然災害などにより同時に機能喪失することがないように「１基あたり２セ

ット」及び「離隔・分散配置」の要求がある。 

２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合、「１

基あたり２セット」及び「離隔・分散配置」の要求が満たされないことから LCO

逸脱となる。 

この際、設計基準事故対処設備に対する AOT の考え方(「1/2 故障」と「全て故

障」を分けて設定)を参考に、「２Ｎ未満(１Ｎ以上)の場合」(1/2 故障)と「１Ｎ未

満の場合」(全て故障)の２段階に分けて AOT を設定することとし、１Ｎ未満となっ

た場合(全て故障)のAOTは１系統要求の常設重大事故等対処設備と同様に「3日間」

として設定し、２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合(1/2 故障)の考え方は設計基準事

故対処設備のうちの ECCS 機器の 1/2 故障の AOT である「10 日間」を参考に設定す

ることとする。ただし、いずれの場合も対応する設計基準事故対処設備が動作可能

であることが条件となる。 

具体的な AOT を以下に示す。 

（添付－８「設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重

大事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置」） 

 

①２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合は、

設計基準事故対処設備の 1/2 故障に対する AOT が「安全機能が低下した状態」

に対して設定されているものであるため、２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設

備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合も同様に「安全機能が低下した状態」（機

能喪失はしていない）と考えられることから、設計基準事故対処設備の 1/2 故

障に対する AOT を参考にするものである。 

なお、２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった場合(1/2 故障)の前述した「１基あたり

２セット」及び「離隔・分散配置」に対する考え方については、対応する設計

基準事故対処設備が動作可能であることを確認することで、「残された１Ｎの自

然災害などによる機能喪失」に対するリスクを低減（「１基あたり２セット」及

び「離隔・分散配置」を補完）することができる（同時に機能喪失しない）こ

とから、２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となった

際(1/2 故障)の AOT については、対応する設計基準事故対処設備が動作可能で

あることが確認できた場合は参考とする設計基準事故対処設備のうちの ECCS 

機器の 1/2 故障の AOT である「10 日間」を設定することが可能と考える。 

 

②当該重大事故等対処設備の機能を代替することができる同等な重大事故等対

処設備を AOT 延長に活用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、

その妥当性については添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明

する。 
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２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となったことで

「安全機能が低下」するが、この同等な重大事故等対処設備を確保（補完措置

含む）することで、当該重大事故等対処設備の機能を代替することができるこ

とから「安全機能が元の水準まで回復した」ものとして LCO 復帰とすることも

可能と考えるが、補完措置は災害対策要員の増員等の通常とは異なる体制とな

ることから LCO 復帰とはせずに、要求される措置を行う（当該重大事故等対処

設備を復旧する。）こととする。 

また、補完措置（災害対策要員の増員等）が維持されている限り AOT を無期

限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等対処設備の上限の AOT

とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設けることとする。 

なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(10 日間)以内に完了

できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が維持

できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

具体的には、本来の AOT である「10 日以内」に「同等な重大事故等対処設備

が動作可能であることの確認（補完措置含む）ができた場合」、AOT を「10 日間」

から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30 日間」

までの延長に制限することとする。 

 

③自主対策設備を確保（補完措置※９含む）又は当該機能を補完する代替措置※10

をあらかじめ定めて原子炉主任技術者確認の上実施することで、その機能を一

部補完することができる。 

なお、AOT 延長のために活用する自主対策設備については、重大事故等対処設

備と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施することにより重大事故等

対処設備と同等の機能を発揮し得るものとする。これらの設備を AOT 延長に活

用する場合は、当該設備を個別条文に定めることとし、その妥当性については

添付－３に示す内容により個別条文の審査において説明する。 

自主対策設備又は当該機能を補完する代替措置確保による AOT 延長について

は、上記①の設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認して AOT を「10

日間」とした後の措置であることから、「残された１Ｎと設計基準事故対処設備

が同時に機能喪失していない状態」であることを確認したうえで、さらに自主

対策設備または代替措置の確保を行うものである。２Ｎ要求の可搬型重大事故

等対処設備が２Ｎ未満(１Ｎ以上)となったことで「安全機能が低下」した場合、

自主対策設備または代替措置を確保（新たな手段を確保）することにより「低

下した安全機能を元の水準近くまで高める」効果を期待できるものと考えるが、

「安全機能は完全に元の水準までは回復していない」ことから LCO 復帰とでき

るものではない。 

ただし、自主対策設備又は当該機能を補完する代替措置を確保した場合の AOT

は、前述のとおり「低下した安全機能を元の水準近くまで高める効果を期待で

きる」と考えられることから、重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とし

た「30 日間」までの AOT 延長は可能であると考える。 
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なお、補完措置（災害対策要員の増員等）を本来の AOT(10 日間)以内に完了

できない場合は AOT の延長は許容されない。また、AOT 延長後に補完措置が維

持できなくなった場合は AOT の延長はその時点でキャンセルとなる。 

※９：補完措置についてはｂ.-(c)同様。 

※１０：代替措置についてはｃ.-(a)-③同様。 

具体的には、本来の AOT である「10 日以内」に「自主対策設備が動作可能

であることの確認ができた場合」又は「代替措置を実施した場合」、AOT を「10

日間」から上記ａ．にて重大事故等対処設備の運用上の上限の AOT とした「30

日間」まで AOT を延長することとする。 

  

(c) 設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器以外の AOT を参考とする場合の AOT 

①緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（ATWS 緩和設備

（代替制御棒挿入機能）） 

「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（ATWS 緩和設備

（代替制御棒挿入機能））」は、緊急時に原子炉が自動停止していない場合に原

子炉出力を抑制するために必要な設備を自動作動させる論理回路等で構成さ

れる設備であることから、設計基準事故対処設備の「原子炉保護系計装」及び

「非常用炉心冷却系計装」の要求される措置／AOT を参考に定めることとし、

AOT 内に復旧できない場合は「24 時間」以内に原子炉の状態を高温停止とする

ことにより、LCO が適用されない原子炉の状態への移行を要求することとする。

ただし「6時間」以内に同等の機能を有するな重大事故等対処設備が動作可能

であることの確認を行った場合は、運用上、重大事故等対処設備の上限の AOT

とした「30 日間」までの AOT 延長を可能とする。 

 

② 緊急時対策所 

緊急時対策所は設計基準事故対処設備としては重要度分類指針において

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」として「MS-3」に分類さ

れており、従来は LCO 設定していない。 

緊急時対策所は、運転中／停止中の炉心、及び使用済燃料貯蔵プール（以

下、「SFP」という。）の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備であり、

事故時に情報収集し必要な指示を行うためのものであることから、参考とする

設計基準事故対処設備は ECCS 機器ではなく、「MS-2」の「異常状態への対応上

特に重要な構築物、系統及び機器」に分類されて LCO 設定されている設計基準

事故対処設備の「事故時計装」の要求される措置／AOT を参考に定めることと

し、以下に示す考え方により設定する。 

 

【電源設備】 

・適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の場合 

「事故時計装」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に少なくとも 1チャ

ンネルを復旧することで LCO 逸脱のまま運転継続可能としている。緊急時対



4.3-19 

策所の電源設備については、代替品補充などで機能の代替が可能であるため、

当該設備を復旧した場合と同等として扱い、AOT「10 日以内」に「復旧する」

か「代替手段を確保する」ことを要求することとする。なお、代替手段の確

保により LCO 逸脱から復帰することは出来ないものとする。 

 

・適用される原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、LCO が

適用されない原子炉の状態へ移行することができないことから、「速やかに

復旧措置を開始する」ことを要求する。 

 

【換気空調設備】 

・適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の場合 

上記【電源設備】同様、緊急時対策所の換気空調設備についても、代替品

補充などで機能の代替が可能であるため、当該設備を復旧した場合と同等と

して扱い、AOT「10 日以内」に「復旧する」か「代替手段を確保する」こと

を要求することとする。 

なお、代替手段の確保により LCO 逸脱から復帰することはできないものと

する。 

 

・適用される原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、LCO が

適用されない原子炉の状態へ移行することはできないことから、上記【電源

設備】同様に、「速やかに復旧措置を開始する」ことを要求する。 

 

【その他の設備】 

緊急時対策所に係るその他設備(酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計) につ

いては、設計基準事故対処設備として LCO が設定されていない設備である。 

緊急時対策所に係るその他設備は、運転中／停止中の炉心及び SFP の燃料

に対して間接的に安全機能を有する設備であり、緊急時対策所の居住性を確

保することにより災害対策要員が緊急時対策所に留まり、異常状態への対応

を行うために必要な設備であることから、重要度分類指針「MS-2」の「異常

状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器」に該当する設計基準対処

設備に設定された LCO を参考とすることが適切であると考える。 

したがって、「MS-2」の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及

び機器」に分類されて LCO 設定されている設計基準事故対処設備の「事故

時計器」の要求される措置／AOT を参考に定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO が「複

数台」で設定した設備について「必要数量(LCO)を下回った場合」には残り

の設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、「事故時計装」

の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とすることとする。 
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・適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の場合 

「事故時計装」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に少なくとも 1

チャンネルを復旧することで LCO 逸脱のまま運転継続可能としている。 

また、緊急時対策所に係るその他設備については、通常作業の放射線管 

理のために用いられる資機材の酸素濃度計や二酸化炭素濃度計について

は、発電所構内の通常作業（酸素欠乏危険箇所作業等）で用いられる資機

材などで機能の代替が可能であるため、当該チャンネルを復旧した場合と

同等として扱い、AOT「10 日以内」に「所要数を満足させる」か「代替手

段を確保する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱か

ら復帰することは出来ないものとする。 

 

・適用される原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、LCO 

が適用されない原子炉の状態へ移行することができないことから、「速や

かに代替手段を確保する措置を開始する」または「速やかに所要数を満足

させる措置を開始する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により

LCO 逸脱から復帰することは出来ないものとする。 

 

③ 監視測定設備 

設計基準事故対処設備のモニタリングポストは、LCO は設定せずに保安規

定第７章（放射線管理）の「放射線計器類の管理」において「必要数量を

確保し、故障等により使用不能となった場合は修理または代替品を補充す

る。」ことを定めている。 

重大事故等対処設備のモニタリングポスト（常設又は可搬）については、

プラント停止やすべての原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変

わることはなく、LCO が適用されない原子炉の状態へ移行することはできな

いが、設計基準事故対処設備に対して定められている「修理または代替品を

補充する」ことで対応できることから、「4.3-(3)-c.-(b)-②」において保安

規定第７章（放射線管理）の「放射線計器類の管理」と同様に「当該モニタ

を復旧する措置を開始する」又は「代替品を補充する」とする。なお、要求

される措置は従来の対応と同様の措置であるが、当該設備に対する管理につ

いては、「4.5 新規制基準の適用後の施設管理活動について」に基づき、重

大事故等対処設備については保全重要度が高い設備（クラス 1、2 相当）と

位置付けて保全重要度を設定し、保全活動管理指標の設定及び指標の監視等

について予防可能故障(MPFF)回数及び非待機(UA)時間を設定するなどの施

設管理面において重要度の高い系統として管理を行うこととなること、また、

LCO を設定することによりサーベイランスを設定し、故障時（LCO 逸脱時）

の対応として LCO 逸脱時・復旧時の関係各所への通報・報告が必要となるこ

とから、従来の管理とは施設管理面及び運用面において、より重要度の高い
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設備として取扱うこととなる。 

AOT については、参照する設計基準事故対処設備の AOT はないが、重大事

故等対処設備のモニタリングポスト（常設又は可搬）についても、プラント

停止やすべての原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わること

はなく、LCO が適用されない原子炉の状態へ移行することはできないが、設

計基準事故対処設備に対して定められている「修理または代替品を補充す

る」ことで対応できることから、「修理または代替品を補充する」という措

置に対する AOT として、設計基準事故対処設備のプラント停止時における要

求される措置の AOT を参考とし、「速やかに修理または代替品を補充する措

置を開始する。」とする。なお、代替品の補充により LCO 逸脱から復帰する

ことは出来ないものとする。 

 

④ 通信連絡設備 

通信連絡設備（通話設備）は設計基準事故対処設備としては重要度分類指 

針において「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」として

「MS-3」に分類されており、従来は LCO を設定していない。 

通信連絡設備（通話設備）は、運転中／停止中の炉心、及び SFP の燃料

に対して間接的に安全機能を有する設備であり、事故時に収集した情報の連

絡、対応の指示を行うためのものであることから、「MS-2」の「異常状態へ

の対応上特に重要な構築物、系統及び機器」に分類されて LCO 設定されてい

る設計基準事故対処設備の「事故時計装」の要求される措置/AOT を参考に

定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO が「複

数台」で設定した設備について「必要数量(LCO)を下回った場合」には残り

の設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、「事故時計装」

の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とすることとする。 

ただし、原子炉設置者の管理範囲外の不具合（例：通信衛星故障等、通

信事業者側の不具合等）については必要な機能が確保されていないことから

LCO 逸脱とするが、原子炉設置者が当該設備の復旧を行うことが出来ないた

め、復旧措置（完了時間）について除外規定を定めることとする。 

 

・適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の場合 

「事故時計装」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に復旧することの   

みを要求しているが、通信連絡設備については、「4.3-(3)-c.-(b)-②」に記

載のとおり、災害対策要員（連絡要員）の追加や通信機器の追加（無線等）

等の代替手段により対応することが可能であるため、「事故時計装」の「機

能喪失時」同様に AOT「10 日以内」に「所要数を満足させる」か「代替手段

を確保する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱から復

帰することは出来ないものとする。 

 



4.3-22 

・適用される原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、LCO  

が適用されない原子炉の状態へ移行することができないことから、「速やか

に代替手段を確保する措置を開始する」または「速やかに所要数を満足させ

る措置を開始する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱

から復帰することは出来ないものとする。 

 

⑤その他の設備（ホイールローダ等） 

ホイールローダ等は、重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備を運搬す

るためのアクセスルートを確保する設備であることから、運転／停止中の炉

心、及び SFP の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備であり、「MS-2」

の「異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器」に分類されて

LCO 設定されている設計基準事故対処設備の「事故時計装」の要求される措

置/AOT を参考に定めることとする。 

具体的には、LCO は「必要な数量」を設定することとし、例えば LCO が「複

数台」で設定した場合について「必要数量(LCO)を下回った場合」には残り

の設備により必要な機能を発揮することは出来ないことから、「事故時計装」

の「機能喪失時」の要求される措置/AOT を参考とすることとする。 

 

・適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の場合 

「事故時計装」の「機能喪失時」は、AOT「10 日以内」に少なくとも 1チャ

ンネルを復旧することで LCO 逸脱のまま運転継続可能としている。 

また、ホイールローダ等は一般的な重機であることから代替手段により対

応することが可能であるため、「事故時計装」の「機能喪失時」に要求され

る AOT「10 日以内」に「所要数を満足させる」こと、または「代替手段を確

保する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱から復帰す

ることは出来ないものとする。 

 

・適用される原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の場合 

原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることはなく、LCO が 

適用されない原子炉の状態へ移行することができないことから、「速やかに

代替手段を確保する措置を開始する」または「速やかに所要数を満足させる

措置を開始する」ことを要求する。なお、代替手段の確保により LCO 逸脱か

ら復帰することは出来ないものとする。 

 

(d) プラント停止等の AOT 

設計基準事故対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停止等の LCO

が適用されない原子炉の状態への移行に係る AOT は、日本の運転経験に基づき

標準的なプラント停止操作に必要な時間として設定したものであり、LCO 逸脱時

におけるプラント停止等において AOT の長さに係る不具合等は発生していない
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実績のある値である。 

したがって、重大事故等対処設備が AOT 内に復旧できない場合のプラント停 

止等の AOT についても設計基準事故対処設備の AOT を適用することが妥当であ

る。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT 及び要求される措置の例」） 

 

(e) 有効性が確認された感度解析を考慮した AOT 

原子炉設置(変更)許可申請書本文に記載された評価条件とは異なるが、有効

性が確認された感度解析の評価条件を満足するような場合における LCO 逸脱時

の措置については、原子炉設置(変更)許可申請書本文に記載された評価条件の

数量を LCO の所要数として設定したうえで、重大事故等への対処が可能な状態

であることを踏まえた AOT を設定する。 

なお、保安規定変更認可に係る審査の中で、必要に応じて、不確かさの影響

を把握する観点から、不確かさ評価を実施し、原子炉設置(変更)許可申請書添

付書類十における感度解析の結果を補足する。 

【記載例】 

           原子炉設置(変更)許可申請書本文記載の条件に基づき LCO の所要数を 2 台

(1 セット)と定めている重大事故等対処設備について、不確かさを評価した感

度解析により１台で必要な機能を有していることを確認した場合は、重大事

故等対処設備の AOT の上限である「30 日間」までの期間を AOT として設定す

ることを可能とする。 



4.3-24 

(3) 要求される措置の考え方 

重大事故等対処設備の要求される措置については「(2) AOT 設定の考え方」同様に、

設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に規制上の要求があることを踏まえて設計

基準事故対処設備の要求される措置を参考として定めることとする。 

なお、重大事故防止設備と重大事故緩和設備の要求される措置の設定の考え方につ

いては、「(2) AOT 設定の考え方」同様に整理することとする。 

 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置は、平成 12

年に米国 STS を参考に、日本の運転経験に基づき合理的な措置として定めたものであ

り、その後 13 年間に亘る運転経験において LCO 逸脱時における要求される措置に係

る不具合等は発生していない実績のある措置である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備のLCO逸脱時に要求される措

置は、原則「AOT 内に復旧できなければ LCO が適用されない原子炉の状態に移行（プ

ラント停止）する」ものであるが、プラント停止時における要求される措置について

は「速やかに○○を中止する。」や「速やかに○○を開始する。」といった措置が多い。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT 及び要求される措置の例」） 

 

なお、要求される措置については動作不能となった設備に要求される機能に対する

措置であり、同一設備でも「原子炉の状態が運転、起動、高温停止における事故時の

炉心注入機能」に対する要求される措置と「原子炉の状態が冷温停止、燃料交換の崩

壊熱除去機能」に対する要求される措置は異なるものであり、設計基準事故対処設備

と重大事故等対処設備とで考え方が異なるものではないことから、類似する機能を有

する設計基準事故対処設備の要求される措置を参考として、重大事故等対処設備の各

機能に対する要求される措置を定めることとする。 

 

ｂ．重大事故等対処設備に対する要求される措置の考え方 

(a) 重大事故防止設備と重大事故緩和設備の要求される措置 

要求される措置については動作不能となった設備に要求される機能に対する措

置であり、重大事故防止設備と重大事故緩和設備で考え方が異なるものではないこ

とから、設備区分毎(ポンプ・ファン、監視設備等)に、類似する機能を有する設計

基準事故対処設備の要求される措置を参考として定めることとする。 

 

(b) 要求される措置として実施する設計基準事故対処設備の確認 

「(2) AOT 設定の考え方」において、LCO 逸脱時には LCO 逸脱と判断した当該重

大事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確認が

必要としたことから、LCO 逸脱時の要求される措置として「対応する設計基準事故

対処設備が動作可能であることを確認する。」を要求される措置に定めることとする。 

重大事故等対処設備のLCO逸脱時に実施する設計基準事故対処設備の確認AOTは、

既存の設計基準事故対処設備の LCO・AOT を参考に「LCO 逸脱判断後、速やかに」と
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する。 

また、重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備を兼ねる設備が LCO 逸脱した

場合、例えば、「イ．設計基準事故対処設備（2 系統要求中、1 系統故障）としての

他方の健全性確認（以下、本項においてイ．という）」及び「ロ．LCO 逸脱した重大

事故等対処設備に対応する設計基準事故対処設備（2系統要求中、故障の兆候なし）

の健全性確認（以下、本項においてロ．という）」を初動対応として行う必要がある。 

これらの健全性確認として、動作確認を行う場合、設計基準事故対処設備の待機

状態を除外させたうえで実施する必要がある。このとき、イ．及びロ．を同時並行

で実施した場合は、２つの機能に係る設備が同時に待機除外となることから、プラ

ントへの安全性（複数機能の同時待機除外のリスク）及び輻輳操作による誤操作防

止の観点から、これらの動作確認は同時並行で行わず、１台ずつ実施する。 

この場合、イ．は残り系統が 1 系統以下しかないことが明白であること、ロ．は

2 系統とも故障の兆候が無い状態での動作確認であることから、プラントへの安全

性（設計基準事故対処設備としての全機能喪失のリスク）を考慮し、イ．を優先し

て動作確認を行う。 

以上より、イ．の AOT は、既存の設計基準事故対処設備の LCO・AOT を参考に「LCO

逸脱判断後、速やかに」とし、引き続きロ．の確認を行うこととし、ロ．の AOT は、

「イ．を実施後、速やかに」とする。 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

 

(c) 他の重大事故等対処設備を活用する場合の要求される措置 

「(2) AOT 設定の考え方」において、同等な重大事故等対処設備が動作可能であ

ることを確認した場合には、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長する

ことは可能としていることから、LCO 逸脱時の要求される措置として「同等な重大

事故等対処設備が動作可能であることを確認する。」を該当する設備があるものにつ

いて要求される措置として定めることとする。 

 

(d) 自主対策設備を活用する場合の要求される措置 

「(2) AOT 設定の考え方」において、自主対策設備が動作可能であることを確認

した場合には、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長することは可能

としていることから、該当する自主対策設備があるものについては、「自主対策設

備が動作可能であることを確認する。」を要求される措置として定めることとする。 

 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的な要求される措置 

LCO 逸脱時の要求される措置は、原則「AOT 内に復旧できなければ LCO が適用され

ない原子炉の状態に移行（プラント停止）する」ものであるが、重大事故等対処設

備は「機能喪失した設備が使用できない状態でプラント停止に移行する対応が必ず

しも安全側の対応とならない場合」や「適用される原子炉の状態が常時である場合」

などがあることから、各ケースについて考え方を整理した。  
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(a) プラント停止を要求するもの 

① LCO が適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止となる設備 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

これらの設備は、運転中の炉心に対する直接的な安全機能を有する設備である。 

要求される措置としては以下を基本とする。 

【AOT 内の措置】 

・対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・当該設備の復旧 

・同等な重大事故等対処設備が動作可能であることを確認 

・自主対策設備が動作可能であることを確認 

・当該機能を補完する代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間

中における災害対策要員の増員」等）をあらかじめ定めて原子炉主任技術

者確認の上実施 

【AOT 超過後】 

・プラント停止（冷温停止まで）を行い、当該設備を必要としない、原子炉

の状態に移行することで LCO 逸脱から復帰する。 
 

②LCO が適用される原子炉の状態が常時となる設備 

（添付－９「LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例」） 

これらの設備は、運転中の炉心、及び停止中の炉心に対する直接的な安全機

能を有する設備であり、LCO が適用されない原子炉の状態へ移行することはで

きないが、原子炉を停止することで崩壊熱が低下し、事故対応に時間余裕が

確保されることから、自主対策設備が活用できるケースが増え、総合的に重

大事故時のリスクを低減させることができる。 

         要求される措置としては以下を基本とする。 

【運転、起動、高温停止における AOT 内の措置】 

・ 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・ 当該設備の復旧 

・ 同等な重大事故等対処設備が動作可能であることを確認 

・ 自主対策設備が動作可能であることを確認 

・ 当該機能を補完する代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期

間中における災害対策要員の増員」等）をあらかじめ定めて原子炉主任

技術者確認の上実施 

【運転、起動、高温停止における AOT 超過後】 

・ プラント停止（冷温停止まで） 

【冷温停止、燃料交換における措置】 

・ 炉心変更を中止する 

・ 原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業を中止する 

 

(b) プラント停止を要求しないもの 

①SFP 冷却等のための設備 

SFP 冷却等のための設備は、SFP の燃料に対する直接的な安全機能を有する 

設備であることから、その必要性はプラント停止しても変わるものではない。 

原子炉運転中や原子炉停止中（原子炉容器内に燃料を装荷した状態）にお
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ける重大事故等発生時において、すべての照射済燃料を SFP に貯蔵すること

で、SFP における重大事故等発生時の対応のみに限定されることから、災害対

策要員や資機材に余裕が確保されることとなるが、炉心の燃料取出しについ

ては SFP 内の崩壊熱を増加させるため、SFP 冷却等の機能が喪失している状態

での実施は安全側の措置とはいえず避けるべきである。 

また、プラント停止のみを行った場合においても炉心と SFP で同時に重大

事故等が発生する可能性は避けられない。 

しかしながら、炉心側での事故対応体制は維持しつつ SFP 側への措置に対

してSFP冷却等のための設備の機能に対する自主対策設備（補完措置を含む。）

の活用や代替措置の実施、及び重大事故等発生時の時間的余裕を確認するた

めの SFP 温度上昇評価などを行うことにより、SFP と炉心側で同時に重大事故

等が発生した場合においても炉心側での措置に影響を与えることがないよう

に実施することができる。 

 

要求される措置としては以下を基本とする。 

・ 対応する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認 

・ 当該重大事故等対処設備を復旧する措置を開始する 

・ 同等な重大事故等対処設備が動作可能であることを確認 

・ 自主対策設備が動作可能であることを確認する 

・ 当該 SFP に貯蔵されている照射済燃料の崩壊熱を基に SFP 冷却機能喪失

時における SFP 温度上昇評価を行う 

・ 代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災害対

策要員の増員」等）をあらかじめ定めて原子炉主任技術者の確認の上実

施する 

 

②緊急時対策所、監視測定設備 

緊急時対策所（以下、「TSC」という。）、監視測定設備は、運転中／停止中

の炉心、及び SFP の燃料に対して間接的に安全機能を有する設備であること

から、その必要性はプラント停止しても変わるものではない。 

以下にそれぞれの考え方を整理する。 

【TSC】 

TSC に関しては、特に電源及び換気空調設備が重大事故等対処時に必要とな

ることから、それぞれについて考え方を整理する。 

電源についてはその機能喪失により TSC としての機能を失うことから、 

AOT 超過後はプラント停止することとする。 

また、換気空調設備（可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（空気ボンベ））

については、それぞれの設備について機能喪失した場合は放射線防護機能が

喪失することから、AOT 超過後はプラント停止することとする。 

但し、「（ｃ）設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器以外の AOT を参考とす

る場合の AOT②緊急時対策所」に基づき、事故時計装と同様に考え、代替手段
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を確保した際には、LCO 逸脱から復帰することは出来ないものとするが、プラ

ント停止は要求しないこととする。 

なお、情報把握機能及び居住性のうちのモニタについては災害対策要員の

追加などの代替措置※１１や代替品の補充※１２を行うことで対応可能であるこ

とから、プラント停止は要求しないこととする。 

※１１：SPDS については、データ採取様式の準備、災害対策要員 

（データ採取・連絡）の追加、通信機器の追加による代替措置 

※１２：可搬型エリアモニタについては代替品の補充による代替措置 

 

したがって、TSC の LCO 逸脱時の要求される措置としては、以下の措置が

適切である。 

・ 当該重大事故等対処設備を復旧する措置を開始する 

・ 代替措置（「外部からの代替品の配備」、「LCO 逸脱期間中における災

害対策要員の増員」等）をあらかじめ定めて、原子炉主任技術者の

確認の上実施する 

・ 電源、換気空調設備または陽圧化装置（空気ボンベ）のいずれかの

機能喪失時は、AOT 超過後プラント停止する 

【監視測定設備】 

監視測定設備に関しては、従来保安規定第７章（放射線管理）の「放射  

線計器類の管理」において、「必要数量を確保し、故障等により使用不能

となった場合は修理または代替品を補充する。」としている。 

LCO 設定対象設備となる監視測定設備については、同様に以下の措置を 

求めることが適切である。 

・ 当該の監視測定設備を復旧する措置を開始する 

・ 代替品を補充する 
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(4) 重大事故等対処設備として利用する設計基準事故対処設備の LCO の記載 

重大事故等対処設備は新規に設置する設備以外に、従来から設計基準事故対処設備

として LCO を設定していた設備のうち、重大事故等に対処するために利用する設備も

含まれることから、これらの設備に対する LCO、要求される措置及び AOT の記載方法

について考え方を整理する。 

 

ａ．従来の記載方法 

従来の記載は「要求される機能毎」に条文が整理されていたため、同一機器が

複数の条文に記載されているものがある。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備の AOT 及び要求される措置の例」） 

これは、以下の理由から設備毎にまとめた構成とはしていないものである。 

・ 当該設備に要求される機能を明確にする。 

・ 要求される措置については動作不能となった設備に要求される機能に対す

る措置であり、同一設備でも要求される機能により動作不能時の措置は異

なる 

・ 要求される機能によっては、他の設備と合わせて LCO 設定するものがある 

 

ｂ．重大事故等対処設備として利用する設計基準事故対処設備の LCO の記載 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備でLCOが適用される原子炉の状態

または要求される機能が異なる場合、重大事故等対処設備として利用する設計基

準事故対処設備の LCO の記載については、基本的には重大事故等対処設備として

新規条文（第６６条  重大事故等対処設備）に LCO を設定することとする。また、

現行の条文との関連を記載する。 

ただし、LCO が適用される原子炉の状態及び要求される機能が同等な設備及び

タンク類等については、従来の DB 条文に記載を追加することで対応する。 

また、LCO 等が設定されていない既設設備のうち、重大事故等対処設備とした

設備（電離箱サーベイメータ等）については、新規条文（第６６条  重大事故等

対処設備）に LCO 等を記載し、現行の条文に新規条文との関連を記載する。 

保安規定を作成するにあたり、まずは各条文に要求される機能・手段に対して、

フロントライン系故障時やサポート系故障時等に分けて LCO を設定する。最終的

には各系統・各機器に整理する。 

（添付－１０「重大事故等対処設備の記載例」） 
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(5) BWR 特有の重大事故等対処設備に係る LCO/AOT の記載 

  重大事故等対処設備のうち、PWR に係る設備に対し、BWR 特有の設備に係る LCO 設

定について具体的には保安規定個別条文の審査において妥当性を示すものとするが、

代表的な設備に対する LCO 設定の考え方について、下記の通り例示する。 

 

a. 格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系 

格納容器圧力逃がし装置については、設置許可基準規則第４８条、５０条、５２

条（技術的能力審査基準 1.5、1.7、1.9）の要求、代替循環冷却系については設置

許可基準規則第５０条（技術的能力審査基準 1.7）の要求に対応する重大事故等対

処設備であることから、それぞれ LCO を設定する。 

なお、格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は同等の機能を有する設備では

あるものの、いずれかが動作不能となった場合、「(1)LCO 設定の考え方」の「設置

許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維持できな

い場合」について、設置許可基準規則第５０条（技術的能力審査基準 1.7）の設備

要求による設備を維持出来ないことから、LCO 逸脱とする。 

 

 

 

 

 

 

 

AOT 延長に活用する設備については、格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系

が「(2)AOT 設定の考え方 b. (b)他の重大事故等対処設備の活用による AOT の活用」

として、LCO 逸脱からの復帰はできないものの、AOT を延長することは可能と考え

る。なお，「必要な補完措置が完了した場合（補完措置が必要な場合に限る。以下同

様）」については、有効性評価において格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系の

各々において安定状態を示しており補完措置は不要と考える。 

ただし、代替循環冷却系に対する格納容器圧力逃がし装置の扱いとしては、設置

許可基準規則第５０条第１項と第２項の関係を考慮するものとする。第１項では「原

子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるための設備」（代替循環冷却系）を要求していることに対し、第２項では第１項

の後段の設備として「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備」（格納

容器圧力逃がし装置）を要求している。 

一方で、有効性評価（代替循環冷却が使用できない場合）において、格納容器圧

力逃がし装置により原子炉格納容器の過圧破損防止を達成でき、格納容器圧力逃が

し装置による対策は有効であると確認されているものの、これら設備に対する基準

規則上要求される役割の相違、事故対応手段としての優先度等を勘案し、第２項設

備は第１項設備にて期待する機能を十分に満足しているとは考えにくいことから、

(1) LCO 設定の考え方（再掲） 

同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備として、性能、頑健性、準備時間が問題ない

ことを技術的能力審査基準への適合性において確認された設備※１が確保されている場合

は、LCO 逸脱とはみなさないこととする。 

ただし、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維

持できない場合は除く。 
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AOT 延長に活用する設備とはしないこととする。 

AOT の期間については、当該重大事故等対処設備は常設重大事故等対処設備であ

ることから、添付－８「設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする

場合の重大事故等対処設備に基本的な AOT と要求される措置」における“２Ｎ要求

以外の重大事故等対処設備”のフローに基づき設定する。 

具体的な条文記載例は別紙－３「具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例）」

に示す。 

 

b. 原子炉建屋ブローアウトパネル 

原子炉建屋ブローアウトパネルについては設置許可基準規則第５９条の要求に

対応する重大事故等対処設備であることから LCO を設定する。 

一方で、設計基準事故対処設備としての機能（閉止維持、開放機能）が従前より

求められており、従前の DB 条文である保安規定第４９条において LCO が設定され

ている。 

前述(4)b.に記載の通り、設置許可基準規則第５９条において追加要求となった 

ブローアウトパネルの機能（閉止機能）については新規条文として LCO を設定し、

その他の機能については従前通り DB 条文へ規定することとする。 

AOT の延長に活用する設備、AOT の期間の設定に係る方針については上記 a.と同

様である。 

新規条文に係る具体的な条文記載例は別紙－３「具体的な記載例（柏崎刈羽原子

力発電所の例）」に示す。 
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添付－１ 

 
運転上の制限に係る重大事故等対処設備の系統毎の括り方について 

 
重大事故等対処設備（以下、SA 設備）に対する運転上の制限（以下、LCO）を設定す

るに当たり、設置許可基準規則、技術基準規則及び技術的能力の審査基準の要求を踏ま

えた多様な目的に対して、同一系統を使用するものが少なくない。LCO 設定に関しては、

保安規定の運用面を考慮し、多様な目的に対して同一系統は一括りにして整理すること

ができることとする。以下にその配慮事項を取り纏め、詳細な内容を整理する。 

 

１．配慮事項 

・技術基準規則、設置許可基準規則及び技術的能力審査基準の要求を満足するよう

LCO を設定する。 

・取りまとめの範囲を明確にし、要求事項を満足する LCO 設定であること。 

例）技術基準規則（技術的能力審査基準）の第６０条（1.2）「原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」～第７１条（1.13）

「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」を対象とし、多様な目的に対

して同一系統で使用するものを、系統毎に一括りとする。 

※その他の条文に係る SA 設備は、設備上の観点より多様な目的のために使用

する場合が無いため、対象外とする。 

・重大事故等の処置に使用する配管等は、必ずどれかの SA 設備と紐付けし、必ず LCO

設定範囲に入るよう配慮する。 

 

２．別紙 

（１） 保安規定における重大事故等対処設備の運転上の制限及び完了時間整理表 
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別紙 
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 添付－２ 

 
同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備等について 

 
技術的能力審査基準 1.0 から 1.19 への適合性の確認において、重大事故等対処設備

と、重大事故等対処設備の機能を一部補完できる設備として自主対策設備が示されてお

り、その内容を整理すると下表となる。 

ここで、一つの機能に対して、同等の機能を持つ重大事故等対処設備が複数あるもの

については、同等の機能を持つ重大事故等対処設備のいずれかが健全であれば LCO 逸脱

とはみなさないこととする。 

ただし、設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を

維持できない場合※１は除く。 

なお、重大事故等対処設備の中でも性能、頑健性（耐震等）は満足していても準備時

間が満足しないものがあるが、当該設備については災害対策要員の増員や配置変更など

の補完措置により準備時間を満足させることができる場合には、当該補完措置を行うこ

とで所要の機能を確保することができる。 

また、他の基準への適合性において重大事故等対処設備として整理されているが当該

基準に対しては準備時間が不足する等の理由により自主対策設備として整理されている

設備については、災害対策要員の増員や配置変更などの補完措置により準備時間等を満

足させることができる場合には、当該補完措置を行うことで所要の機能を確保すること

ができ、その他の自主対策設備については、性能が満足しない（低圧時のみ性能を満足

する等）もの、頑健性が満足しないもの、準備時間が満足しないものなど様々である

が、同等の頑健性を有していることの確認および性能・準備時間について補完措置を行

うことにより、所要の機能を確保することができるものがある。 

 

※１：設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維持

できない場合 

例えば、設置許可基準規則第５７条（電源設備）においては、代替交流電源の

供給機能に関して、第５７条解釈「1 a）ⅱ)常設代替交流電源設備の設置要求」

及び「1 d)複数号機の場合は、号機間の電力融通要求」がある。このため、原子

炉設置(変更)許可申請書（技術的能力）において、代替交流電源の供給機能に対

して、重大事故等対処設備（例：ガスタービン発電機、電力融通ケーブル等）を

用いた複数の対応手段があり、一つの重大事故等対処設備が機能喪失しても他の

重大事故等対処設備により当該機能を確保することは可能な場合でも、維持でき

ない基準要求がある（設置許可基準規則の設備要求のうち、「常設代替交流電源

設備の設置要求」又は「号機間の電力融通要求」のいずれかを満足できない）場

合は、LCO 逸脱と判断する。 

なお、技術的能力審査基準の手順要求による重大事故等対処設備も同様に考え

る。 
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表－１ 

LCO 設定

機器 
性能 

準備 

時間 

要求 

される 

機能 

代替可能 

設備 

代替 

性能 
頑健性 

準備 

時間 
代替使用の可否 

第一ガス

タービン

発電機 

（１台

/100%

（6,7 号

炉）） 

約

4,500kVA

・6.9kV 

（設備台

数 2台：

6,7 号炉共

用） 

50 分 代替 

電源 

【自主対策

設備】 

第二ガスタ

ービン発電

機（常設） 

（１台/100%

（6,7 号炉）） 

約

4,500kVA・

6.9kV 

荒浜側常

設代替交

流電源設

備設置場

所に配備 

※電路で

ある洞道

の支持地

盤に地滑

り面有り 

 

約 1

時間

20 分 

第一ガスタービン発電機と

同等の性能を有しており、

緊急用 M/C 経由で非常用高

圧母線を受電し、6号及び

7号炉への必要な電力供給

が可能。ただし、頑健性が

ないため、AOT 延長には採

用しない。 

【重大事故

等対処設

備】 

号炉間電力

融通ケーブ

ル（常設） 

（1式

/100%） 

約

2,980kVA・ 

6.9kV 

頑健性の

あるコン

トロール

建屋内に

配備 

約 1

時間

55 分 

健全号炉の非常用ディーゼ

ル発電機等から号炉間電力

融通ケーブル経由で、当該

号炉の非常用高圧母線を受

電し、当該号炉への必要な

電力供給が可能。（融通元

の号炉が新規制基準に対応

している場合は、重大事故

等対処設備として AOT 延長

に活用することができ

る。） 

【重大事故

等対処設

備】 

号炉間電力

融通ケーブ

ル（可搬

型） 

（1式

/100%） 

約

2,980kVA・ 

6.9kV 

頑健性の

ある屋外

(荒浜側

緊急用

M/C 近傍)

に配備 

約 4

時間

5分 

健全号炉の非常用ディーゼ

ル発電機等から号炉間電力

融通ケーブル経由で、当該

号炉の非常用高圧母線を受

電し、当該号炉への必要な

電力供給が可能。（融通元

の号炉が新規制基準に対応

している場合は、重大事故

等対処設備として AOT 延長

に活用することができ

る。） 

【重大事故

等対処設備

および自主

対策設備】 

電源車（可

搬型） 

（2台

/100%） 

約 500kVA

×2 台・

6.9kV 

 

頑健性の

ある高台

保管場所

（荒浜側

/大湊

側）に配

備 

約 5時

間 40

分 

2 台/号炉の電源車によ

り、P/C C 系動力変圧器の

一次側または緊急用電源切

替箱接続装置等経由で非常

用高圧母線を受電し、当該

号炉への必要な電力供給が

可能。 
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表－２ 

重大事故等対処設備に対する「同等機能を持つ他の重大事故等対処設備 

（補完措置含む）」「同等の機能を持つ自主対策設備（補完措置含む）」の整理表 
 

（代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の例） 
 

重大事故等対処設備：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（復水移送ポンプ２台／Ｎ） 
上記設備に期
待する機能 

上記設備以外の対応手段 
自主対策設備の理由 

AOT を延長する場合の
補完措置 重大事故等対処設備 自主対策設備 

第 49 条/第 64
条（原子炉格納
容器内の冷却
等のための設
備） 
炉心損傷前の
フロントライ
ン系故障時の
原子炉格納容
器内へのスプ
レイ 

代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）

（可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）） 

  （容量等が不足するこ

とから採用しない） 

 
消火系（ディーゼル駆

動消火ポンプ） 

耐震性は確保されていな

いが、復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有して

いることから、重大事故等

へ対処するために消火系

による消火が必要な火災

が発生していなければ、代

替手段として有効 

（頑健性がないため採

用しない） 

第 49 条/第 64
条（原子炉格納
容器内の冷却
等のための設
備） 
炉心損傷前の
サポート系故
障時の原子炉
格納容器内へ
のスプレイ 

代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）

（可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）） 

  （容量等が不足するこ

とから採用しない） 

 
消火系（ディーゼル駆

動消火ポンプ） 

耐震性は確保されていな

いが、復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有して

いることから、重大事故等

へ対処するために消火系

による消火が必要な火災

が発生していなければ、代

替手段として有効 

（頑健性がないため採
用しない） 
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（続き） 
重大事故等対処設備：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（復水移送ポンプ２台／Ｎ） 

上記設備に期
待する機能 

上記設備以外の対応手段 
自主対策設備の理由 

AOT を延長する場合の
補完措置 重大事故等対処設備 自主対策設備 

第 49 条/第 64
条（原子炉格納
容器内の冷却
等のための設
備） 
炉心損傷後の
フロントライ
ン系故障時の
原子炉格納容
器内へのスプ
レイ 

代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）

（可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）） 

  （容量等が不足するこ

とから採用しない） 

 
消火系（ディーゼル駆

動消火ポンプ） 

耐震性は確保されていな

いが、復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有して

いることから、重大事故等

へ対処するために消火系

による消火が必要な火災

が発生していなければ、代

替手段として有効 

（頑健性がないため採
用しない） 

第 49 条/第 64
条（原子炉格納
容器内の冷却
等のための設
備） 
炉心損傷後の
フロントライ
ン系故障時の
原子炉格納容
器内の代替除
熱 

 ドライウェル冷却系
（ドライウェル冷却
系送風機） 

耐震性は確保されておら
ず、除熱量は小さいが、常
設代替交流電源設備又は
第二代替交流電源設備に
より原子炉補機冷却系を
復旧し、原子炉格納容器内
への冷却水通水及びドラ
イウェル冷却系送風機追
起動が可能である場合、原
子炉格納容器内を除熱す
る手段として有効である。
また、ドライウェル冷却系
送風機が停止している場
合においても、冷却水の通
水を継続することにより、
ドライウェル冷却系冷却
器のコイル表面で蒸気を
凝縮し、原子炉格納容器内
の圧力上昇を緩和するこ
とが可能である。 

（容量等が不足するこ
とから採用しない） 

第 49 条/第 64
条（原子炉格納
容器内の冷却
等のための設
備） 
炉心損傷後の
サポート系故
障時の原子炉
格納容器への
スプレイ 

代替格納容器スプレ
イ冷却系（可搬型）（可
搬型代替注水ポンプ
（A-2 級）） 

  （容量等が不足するこ

とから採用しない） 

 
消火系（ディーゼル駆

動消火ポンプ） 

耐震性は確保されていな

いが、復水移送ポンプと同

等の機能（流量）を有して

いることから、重大事故等

へ対処するために消火系

による消火が必要な火災

が発生していなければ、代

替手段として有効 

（頑健性がないため採
用しない） 

 

 

 

 

 
 

 

 

技術的能力まとめ資料に基づき説明 実働の検証等により説明 
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（第一ガスタービン発電機の例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備：第一ガスタービン発電機（１台／Ｎ（6,7 号炉）） 
上記設備に期
待する機能 

上記設備以外の対応手段 
自主対策設備の理由 

AOT を延長する場合の補
完措置 重大事故等対処設備 自主対策設備 

第 57 条／第 72
条（電源設備） 
非常用電源設
備（全交流動力
電源喪失時）の
常設代替交流
電源設備によ
る給電 

 第二ガスタービン発
電機 

耐震性は確保されて
いないが、第一ガスタ
ービン発電機と同等
の機能を有すること
から、第二ガスタービ
ン発電機及び電路の
健全性が確認できた
場合において、重大事
故等の対処に必要な
電源を確保するため
の手段として有効で
ある。 

（頑健性がないため採用
しない） 

号炉間電力融通ケー
ブル（常設） 

  （融通元の号炉が新規制
基準に対応している場合
は、重大事故等対処設備
として AOT 延長に活用す
ることができる） 
【所要時間：約 1 時間 55
分】 
要員の増置または事前準
備（約 50 分以内で対応可
能な状態とする） 

号炉間電力融通ケー
ブル（可搬型） 

  （融通元の号炉が新規制
基準に対応している場合
は、重大事故等対処設備
として AOT 延長に活用す
ることができる） 
【所要時間：約 4 時間 5

分】 

要員の増置または事前準

備（約 50 分以内で対応可

能な状態とする） 
電源車（可搬型代替交
流電源設備） 

  （容量等が不足すること
から採用しない） 
6 号および 7 号炉の各号
炉とも 2 台の電源車を確
保することで必要な電力
供給（積算量）が可能。 
但し、負荷容量の大きい
一部設備への必要な電力
供給ができない。 

技術的能力まとめ資料に基づき説明 実働の検証等により説明 
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AOT 延長に活用する設備の妥当性確認 

 

技術的能力審査基準への適合性の確認において各設備は以下の通り整理されている。 

この中で取り扱われる重大事故等対処設備と自主対策設備については、LCO 逸脱機器に対して、代替するための所定の性能等を満足す

る機器が該当する。 

技術的能力審査基準への適

合性確認における位置付け 

当該基準における

重大事故等対処設

備としての設備要

求に対応する設備 

他の基準における

重大事故等対処設

備としての設備要

求に対応する設備 

準備時間

短縮等の

補完措置

要否 

LCO 設定対象設備と 

同等な機能を発揮し得る設備（重大事故等対処

設備または自主対策設備）を確保している場合 

重大事故等対処設備 

○0  
○ 

（基準維持可※１） 
─ 不要 

本設備が動作可能である場合は LCO 逸脱とはみなさ

ない。 

① 
○ 

（基準維持不可※２） 
─ 不要 

本設備は、動作可能であることの確認のみで AOT 延長

に活用できる。 

② ○ ─ 必要 
本設備は、動作可能であることの確認に加え、準備時

間短縮等の補完措置を実施することで AOT 延長に活

用できる。 

自主対策設備 

③ × ○ 必要 
本設備は、動作可能であることの確認に加え、準備時

間短縮等の補完措置を実施することで AOT 延長に活

用できる。 

④ × × 必要 
本設備は、動作可能であることの確認に加え、準備時

間短縮等の補完措置の実施または「低圧時」などの条

件付で AOT 延長に活用できる。 

※１：設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維持できる場合。 

※２：設置許可基準規則の設備要求、技術的能力審査基準の手順要求による設備を維持できない場合。（例：可搬型設備の故障） 

①～④の各設備について AOT 延長のために活用する場合には、「準備時間短縮等の補完措置」等を含めた妥当性確認（LCO 設定対象設備と同等

な機能を有しているかの確認）をする必要があるが、この確認は保安規定個別条文の審査において説明する。 

また、上記③については他の基準において重大事故等対処設備としている設備であることから、LCO 設定対象設備と同等な性能を有している

ものは、準備時間短縮等の補完措置を行うことで②と同様の扱いで「同等な機能を有する重大事故等対処設備」として AOT 延長に活用する。 

添
付
－
３
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①～④の各設備について AOT 延長のために活用する場合の説明内容 

技術的能力審査基準への適合

性確認における位置付け 

当該基準における重

大事故等対処設備と

しての設備要求に対

応する設備 

他の基準における重大

事故等対処設備として

の設備要求に対応する

設備 

準 備 時 間

短 縮 等 の

補 完 措 置

要否 

LCO 設定対象設備と同等な機能を発揮し得る設備 

（重大事故等対処設備または自主対策設備）を確保 

重大事故等対処設備 

① 

○ ─ 不要 ○ 

 ①を AOT 延長に活用した場合に他の基準による要求に影響を与えないことの説明。 
［例］（②③も同様） 

・ 予備機を活用 

・ 他の基準による要求と当該基準による要求の時期が異なる 

・ 他の基準による要求と当該基準による要求を同時に対応可能 

 LCO 設定対象設備と同等な性能を有することの説明。 
［例］LCO 設定対象設備に要求される各基準に対して、当該設備が重大事故等対処設備として整理されていることを説明する。 

（必要に応じて、工認資料等により LCO 設定対象設備と当該設備の性能を説明する。）（②も同様） 

 準備時間短縮等の補完措置が必要ないことの説明。 
［例］訓練実績等により補完措置が必要ないことを説明する。 

② 

○ ─ 必要 準備時間短縮等の補完措置を要する 

 ②を AOT 延長に活用した場合に他の基準による要求に影響を与えないことの説明。（①同様） 

 LCO 設定対象設備と同等な性能を有することの説明。（①同様） 

 準備時間短縮等の補完措置（「配置変更要否」、「設備接続要否」、「要員追加要否」等）の妥当性の説明。 
［例］準備時間に係る措置の説明は訓練実績等により説明する。（③も同様） 
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技術的能力審査基準への適合

性確認における位置付け 

当該基準における重

大事故等対処設備と

しての設備要求に対

応する設備 

他の基準における重大

事故等対処設備として

の設備要求に対応する

設備 

準 備 時 間

短 縮 等 の

補 完 措 置

要否 

LCO 設定対象設備と同等な機能を発揮し得る設備 

（重大事故等対処設備または自主対策設備）を確保 

自主対策設備 

③ 

× ○ 必要 準備時間短縮等の補完措置を要する 

 ③を AOT 延長に活用した場合に他の基準による要求に影響を与えないことの説明。（①同様） 

 LCO 設定対象設備と同等な性能を有することの説明。 
［例］他の基準において重大事故等対処設備として整理されていることを説明する。 

（必要に応じて、工認資料等により LCO 設定対象設備に要求される各基準に対して当該設備が必要な性能を有することを説明する。） 
 準備時間短縮等の補完措置（「配置変更要否」、「設備接続要否」、「要員追加要否」等）の妥当性の説明。（②同様） 

④ 

× × 必要 準備時間短縮等の補完措置を要するか、「低圧時」などの条件付 

 LCO 設定対象設備と同等な性能を有することの説明。（同等の頑健性を有していることの確認を含む） 
［例］ポンプ揚程・容量、耐震、耐津波、離隔等について、 

各事業者の品質マネジメントシステム計画に基づく品質記録（工場試験成績書[Q/H ｶｰﾌﾞ]、現地据付試験記録等）、配置図等により説明す

る。 

 準備時間短縮等の補完措置（「配置変更要否」、「設備接続要否」、「要員追加要否」、「原子炉の状態限定要否」等）の妥

当性の説明。 
［例］準備時間に係る措置の説明は②同様。適用する状態を限定する場合は、限定した状態にて必要な性能を有することを説明する。 
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添付－４ 

 
重大事故等対処設備のうち計装設備の保安規定への規定について 

 
１．従来の保安規定における事故時監視計装に関する規定 

事故時計装は、原子炉設置（変更）許可申請書で確認された下記の事項について、

運転段階においても継続して必要な機能が確保されることを担保するために、保安規

定において LCO 等を定めている。 

 

 

原子炉設置（変更）許可申請書 添付書類八の記載概要 

（例：柏崎刈羽原子力発電所６、７号炉） 

 

6. 計測制御系統施設 

 6.3 原子炉プラント・プロセス計装 

 6.3.4 主要設備 

      安全保護系以外のプロセス計装 

 

（中略） 

 

6.3.6 評価 

(1)原子炉プラント・プロセス計装は，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時 

において，炉心，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並

びにそれらに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータを予想変

動範囲内で監視することができる系統としている。 

  (2)原子炉プラント・プロセス計装は，設計基準事故時において，事故の状態を知り 

対策を講じるのに必要なパラメータを監視することができる設計としている。 
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２．新規制基準施行を踏まえた事故時の計装に関する保安規定への規定 

新規制基準の施行により、重大事故等発生時において対応手順の判断基準に使用さ

れる計装設備のうち重大事故等対処設備に位置付けられる設備については、「保安規

定変更に係る基本方針」に記載する下記事項により、保安規定への LCO 等の設定が必

要である。 

 

  LCO 等を設定する設備の範囲について 

    重大事故等対処設備については、有効性評価、技術的能力及び設備基準適合性

で、重大事故等対処設備と確認された全設備が LCO 等設定の対象となる。 

 

 

（１）主要パラメータ及び補助パラメータ 

新規制基準適合性審査において、柏崎刈羽原子力発電所（例示）における技術的能

力に係る審査資料のうち、1.15「事故時の計装に関する手順等」によれば、事故時に

監視する必要があるパラメータについて以下のとおり整理されている。   

 

(a) 主要パラメータ 

当該重大事故等の炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを「主要パ

ラメータ」という。 

また、計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により，

主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメータの推

定に必要なパラメータを「代替パラメータ」という。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

①重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として 

の要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

②重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備とし 

ての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

なお，主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで

計測される場合は，有効監視パラメータとする。 

 

 

 

 

 



4.3-添付-20 
 

以上より、事故時に監視する必要がある主要パラメータ、代替パラメータのう

ち、重大事故等対処設備に位置付けられているパラメータは「重要監視パラメー

タ」及び「重要代替監視パラメータ」とされ、それぞれ以下の計器により計測さ

れる。 

保安規定には、これらの計器について LCO 等を規定し運用を管理する。 

・重要監視パラメータ 

：重要計器 

・重要代替監視パラメータ 

：重要代替計器 

なお、有効監視パラメータについては、自主対策設備として位置付けられてい

ることから、保安規定への規定を要しない。 

 

(b) 補助パラメータ 

原子炉施設の状態を直接監視することはできないが、電源設備の受電状態、重

大事故等対処設備の運転状態及びその他の運転状態により原子炉施設の状態を補

助的に監視するパラメータを「補助パラメータ」という。補助パラメータのうち、

重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータ

を重大事故等対処設備と位置付け、当該パラメータについて LCO 等を規定し運用

を管理する。 

  

（２）計器の計測範囲を超えた場合のパラメータの推定 

重大事故等の対処時に重要監視パラメータが計測範囲を超えた場合は、原子炉施設    

の状態を把握するため、代替パラメータを計測する計器又は可搬型計測器により必要

とするパラメータの値を推定する手段がある。 

代替パラメータによる推定に使用する計器のうち、重大事故等対処設備に位置付け

られている計器は以下のとおりであり、これらの機器により原子炉施設の状態を把握

することができる。そのため、保安規定にはこれらの機器について LCO 等を規定し運

用を管理する。 

・重要代替計器 

・可搬型計測器  

 

（３）計測に必要な計器電源の喪失時の対応 

監視する計器に供給する電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に，代替電源（交

流、直流）より給電し、当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。

また、計器電源が喪失した場合に、電源（乾電池）を内蔵した可搬型計測器を用いて

計測又は監視する手段がある。 

計器に電源を供給する設備のうち、重大事故等対処設備に位置付けられている設備

は以下のとおりであり、これらの設備により重要監視パラメータ又は重要代替監視パ

ラメータを把握することができる。そのため、保安規定にはこれらの設備について LCO
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等を規定し運用を管理する。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・所内蓄電式直流電源設備 

・可搬型計測器 

 

（４）重大事故等発生時のパラメータの記録 

重大事故等発生時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び

放射線量率等想定される重大事故等時の対応に必要となる重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備のうち重大事故

等対処設備と位置付けられている設備は以下のとおりであり、保安規定にはこれらの

設備について LCO 等を設定し運用を管理する。 

・データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置 
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３．事故時の計装に関する LCO 等設定の考え方 

「保安規定変更に係る基本方針」においては、１Ｎ要求の重大事故等対処設備が LCO

逸脱となった場合は、残りの系統（重大事故等対処設備）がない状態となることから、

AOT は 3 日を基本としている。事故時の計装設備のうち重大事故等対処設備と位置付け

られるものについて、上記考え方に従い LCO／AOT 等を設定し保安規定に規定する。 

（１）主要パラメータ及び補助パラメータ 

    (a) 主要パラメータ（重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ）の監視 

・重要計器 

・重要代替計器 

 

（考え方）第１－１表を参照。 

①重要計器が動作不能となれば LCO 逸脱と判断する。この場合、同等な重大事故等

対処設備である重要代替計器で重要代替パラメータを確認することにより、重要

計器の機能を代替することができることから LCO 復帰とすることも可能と考えら

れるが、重要監視パラメータを確認する場合に比べ、代替措置となる重要代替パ

ラメータにより推定する手順が通常とは異なる手順と考えられるため、LCO 復帰

とはせずに、要求される措置を行うこととする。また代替措置が維持されている

限り AOT を無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重大事故等対処設

備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設け、設定する。 

 

②重要代替計器が動作不能となった場合においても、重要計器が動作可能であれば   

重大事故等時の対応は可能であるが、「技術的能力審査基準の手順要求による設

備が維持できない場合」に該当することから LCO 逸脱と判断する。また重要計器

が動作可能であれば AOT を無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重

大事故等対処設備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設

け、設定する。 

 

③重要計器及び重要代替計器とも動作不能となれば、重要監視パラメータ及び重要      

代替監視パラメータを監視する機能が全喪失となることから、AOT を 3 日とし、

AOT 内に復旧できなければプラント停止等の措置を実施する。 

 

(b) 補助パラメータの監視 

・補助パラメータ 

 

（考え方）第１－２表を参照 

①重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメー 

タが監視不能になれば、LCO 逸脱と判断する。監視不能の場合，代替措置を検討

し，原子炉主任技術者の確認を得て実施するとともに，当該計器が故障状態であ

ることが運転員に明確に分かるような措置を速やかに講じる。また代替措置によ
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り監視可能であれば AOT を無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重

大事故等対処設備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設

け、設定する。 

 

（２）計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの推定 

・重要代替計器 

・可搬型計測器 

 

   （考え方）第２表を参照。 

①計器の測定範囲を超える場合のあるパラメータにおいては、重要代替計器が動作  

不能となった場合であっても、対応は可能な運用（例：原子炉圧力容器温度の場

合、計測範囲を超えた場合は炉心損傷状態と推定）としているが、重要代替計器

は重大事故等対処設備として位置付けられていることから LCO 逸脱と判断する。

また対応可能なため AOT を無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、重

大事故等対処設備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を設

け、設定する。 

 

②可搬型計測器は、柏崎刈羽原子力発電所においては、例えばドライウェル雰囲気

温度が重要計器及び重要代替計器の計測範囲（0～300℃）を超えた場合に温度検

出器（内部温度素子）の耐熱温度（350℃程度）までの間を計測するために使用す

ることができ、重大事故等対処設備と位置付けられていることから LCO 逸脱と判

断する。ただし可搬型計測器は重要計器及びその代替である重要代替計器が故障

した場合のさらに代替として可能な限り計測するための設備と考えられること

から、AOT は運用上、重大事故等対処設備の上限である「30 日間」を設定する。 

 

（３）計測に必要な計器電源の喪失時の対応 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・所内蓄電式直流電源設備 

・可搬型計測器 

 

（考え方）第３表を参照。 

①計測に必要な計器電源喪失時に必要となる上記設備のうちに常設代替交流電源 

設備、可搬型代替交流電源設備、所内蓄電式直流電源設備、(以下、「常設代替交

流電源設備等」という。）について、いずれかが動作不能となれば当該設備につい

て LCO 逸脱と判断する。（電源に関する他条文で LCO 等が設定されることから、当

該条文に従い必要な措置を実施する。）なお、可搬型計測器は、柏崎刈羽原子力発

電所においては重大事故等対処設備と位置付けられていることから、動作不能時

は LCO 逸脱と判断する。 
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②常設代替交流電源設備等について LCO 逸脱と判断した場合、代替措置として同  

等な重大事故等対処設備である他の計測に必要な計器電源喪失時に必要となる

設備により、重要計器へ代替電源を供給または重要計器の機能を代替することが

できることから LCO 復帰とすることも可能と考えられるが、重要監視パラメータ

を確認する場合に比べ、代替措置を実施する手順が通常とは異なる手順と考えら

れるため、LCO 復帰とはせずに、要求される措置を行うこととする。また代替措

置が維持されている限り AOT を無期限とすることも可能と考えられるが、運用上、

重大事故等対処設備の上限の AOT とした「30 日間」までの AOT 延長として制限を

設け、設定する。 

可搬型計測器は、代替である常設代替交流電源設備等による電源の供給ができ     

ない場合において、さらにその代替として期待される設備であることから、AOT は

運用上、重大事故等対処設備の上限である「30 日間」を設定する。 

 

（４）重大事故等発生時のパラメータの記録 

    ・データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置 

 

（考え方）第４表を参照。 

①重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの記録に必要な設備であるこ

とから、データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置にお

いていずれかが、重要監視パラメータ及び重要代替パラメータの記録不能となっ

た場合、LCO 逸脱とする。 

（SPDS に関する LCO 等設定の考え方は、添付－４ 別紙１参照） 

 

 ②ただし重大事故等発生時の対処においては、災害対策要員の追加などの代替措置   

（データ採取様式の準備、災害対策要員（データ採取・連絡）の追加、通信機器

の追加）を行うことで対応可能であることから、要求される措置としてプラント

停止は要しない。
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第１－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの監視に係るLCO

等設定 

重要計器 重要代替計器※１ 考え方 

動作可能 動作可能 － 

動作可能 動作不能 LCO 逸脱とする。 

重要計器で重要監視パラメータは確認でき

るが、「技術的能力審査基準の手順要求に

よる設備が維持できない場合」に該当する

ことから LCO 逸脱と判断する。また運用

上、重大事故等対処設備の上限とした AOT 

30 日とする。 

動作不能 動作可能 LCO 逸脱とする。 

重要代替計器で重要代替監視パラメータを

確認することにより、事故時操作の判断は

可能。 

ただし重要監視パラメータで確認する場合

に比べ、代替措置となる重要代替監視パラ

メータにより推定する手順が追加となるた

め、AOT 30 日とする。 

動作不能 動作不能 LCO 逸脱とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを監視するための機能を全て失った

ことから、AOT 3 日とする。 

※１：当該重要監視パラメータの他チャンネルの重大事故等対処設備としての要求事項

を満たした計器を含む 
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第１－２表 補助パラメータの監視に係る LCO 等設定 

補助パラメータ

計器 
代替措置※１ 考え方 

動作可能 動作可能 － 

動作不能 動作可能 LCO 逸脱とする。 

代替措置による監視で補助パラメータを確認す

ることにより、重大事故等対処設備を活用する手

順等の着手の判断は可能であるが、代替措置とな

る推定する手順が追加となるため、AOT 30 日とす

る。 

動作不能 動作不能 LCO 逸脱とする。 

補助パラメータ及び代替措置による監視機能を

をすべて失ったことから、AOT 3 日とする。 

※１：当該補助パラメータ計器監視不能の場合，代替措置を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得る。 

 

  第２表 計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの監視に係る LCO 等設定 

重要代替計器 可搬型計測器 考え方 

動作可能 動作可能 － 

動作不能 動作可能 LCO 逸脱とする。 

可搬型計測器により計器の測定範囲を超えた場

合のパラメータの推定は可能であるが、代替措置

となる推定する手順が追加となるため、AOT 30 日

とする。 

動作可能 動作不能 LCO 逸脱とする。 

可搬型計測器は、代替として可能な限り計測する

手段と考えられることから、AOT 30 日とする。 

 

  第３表 計器電源の喪失時のパラメータの監視に係る LCO 等設定 

電源※２ 可搬型計測器 考え方 

すべて動作可能 動作可能 － 

いずれかが動作不

能 

動作可能 当該設備について LCO 逸脱とする。 

（電源設備に係る条文に従い対応する。） 

動作可能 動作不能 LCO 逸脱とする。 

可搬型計測器は、代替手段のさらなる代替手段と

考えられることから、AOT 30 日とする。 

   ※2 常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内蓄電式直流電源設備 
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第４表 パラメータの記録 
（１）データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置 

データ伝送装置 
緊急時対策支援 

システム伝送装置 
SPDS 表示装置 考え方 

すべて動作可能 － 

いずれかが動作不能 

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータの記録に必要な設備である

ことから LCO 逸脱とする。 
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添付－４ 別紙１ 

 
データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置に関する LCO 等設

定の考え方 

 
 
技術的能力適合性に係る審査において、重大事故等対処設備に位置付けられているデ

ータ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置に求められている機能

は以下のとおり。 

 
１．１５ 事故時の計装に関する手順等 
・重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の事故等により，当該重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難

となった場合に，該当パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障

（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，機器の計測範囲を超えた場

合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を整備する。 

 
１．１９ 通信連絡に関する手順等 
・発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手段等 

・計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手段等 

・発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手段

等 

・計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有す

る手順等 

 

データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置（以下，「データ伝

送装置等」という。）に LCO 等を設定するにあたり、下記の考え方に基づき設定する。 

 

・データ伝送装置等の範囲（添付－４ 別紙２参照）内の設備のいずれかが動作不能

（全機能喪失）となり、重大事故等発生時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、 

水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる監視パ

ラメータ（重要監視パラメータまたは重要代替監視パラメータ）について上記のデータ

伝送装置等に求められる機能を満足できない場合、データ伝送装置等は動作不能と判

断し、LCO からの逸脱を宣言する。 

なお、例えばデータ伝送装置等を二重化しておくことにより、常用系が故障した場合、

自動または手動で待機系へ切替えることによりデータ伝送装置等は継続して必要な機

能を果たすことができる。常用系、待機系の切替えに伴い、一時的にデータの伝送が欠

落する場合があるが、系の切替えが正常に行われた時のデータ伝送の欠落は、例えばデ

ータ伝送装置等のサーバの系切替えであれば１分程度、伝送経路の切替えであれば数
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分程度と見込まれ、緊急時対策所、原子力施設事態即応センター等で行われている災害

対策活動（支援活動）を遂行するにあたっては、欠落前後のデータを基に推測するなど

の対応により活動を継続することが可能であることから、この間は動作不能とはみな

さない。ただし系の切替えに失敗し、データ伝送の欠落が継続する場合は、データ伝送

装置等は動作不能と判断する。 

 

・プラントデータ（圧力、温度、水位等）は検出器、計装盤等を経由してデータ伝送装

置等へデータが伝送される。検出器、計装盤等から誤ったデータ（例：検出器、計装盤

等の異常により発生した測定範囲外のデータ）がデータ伝送装置等へ伝送された場合、

または検出器、計装盤等からデータが伝送されない場合、上記のデータ伝送装置等に求

められる機能が健全であればデータ伝送装置等は動作可能と考え、LCO 逸脱とはみなさ

ない。 

なお、検出器、計装盤等については、別途 LCO 逸脱を判断する。 

 

データ伝送装置等が動作不能となり LCO 逸脱と判断した場合、速やかに※復旧する措

置を開始することとなる。復旧までに要する期間は、発電所毎に設備が相違すること、

ケーブルなど故障部位によっては相当期間を要する場合もあることなど、一概に決めら

れるものではないが、通常考えられる故障に対する復旧作業として、通信用電子部品の

交換、ケーブルの応急復旧等に要する期間は、おおむね数日（2～10 日間。ただし多く

の場合 2，3日間）程度と考えられる。 

なお、データ伝送装置等の故障時に、事業者側で伝送停止が判断できない場合は、速

やかに規制当局へデータ伝送状態を確認し、LCO 逸脱の判断を行う。 

また、規制当局への伝送状態確認の間に、データ伝送装置等からの伝送が復帰した場

合は、念のため規制当局へデータ伝送状態を確認し、正常であれば LCO 逸脱とはみなさ

ない。 

 

※：保安規定では、「速やかに」の表現について下記を定義している。 

   可能な限り短時間で実施するものであるが、一義的に時間を決められないもので

あり、意図的に遅延させることなく行うことを意味する。なお、要求される措置

を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に実施する準備（関係

者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。）が整い次第、

行う活動を意味する。 
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添付－４ （参考） 

 
可搬型計測器の保安規定上の扱いについて 

 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下、「審査基準」と

いう。）のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」では、下記のとおり規定されてい

る。 

 
【要求事項】 
発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。 

 
【解釈】 
１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格

納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の

状態を意味する。 
 ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化する

こと。（最高計測可能温度等） 
 ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電

用原子炉施設の状態を推定すること。 
  ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

 
 （中略） 

 
ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスタ

ー又は換算表等）を整備すること。 

 
（以下、省略） 
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１．計器の測定範囲を超えた場合のパラメータの推定について 
審査基準で規定されている内容は，重大事故が発生し計測機器が故障し，必要なパラ

メータを計測することが困難となった場合において当該パラメータ（計測範囲を超えた

場合を含む）を推定するための対応手順を整備しておくことが要求されている。 

 
 以上の要求に対し，重要計器の計測範囲を超えた場合，可搬型計測器を用いた計測の

他，重要代替監視パラメータ，有効監視パラメータにより原子炉施設（原子炉圧力容器

内の温度，圧力及び水位等）を推定する手順等を整備するなどの対応により要求を満足

することも考えられる。（計器の計測範囲と検出器の性能（耐熱温度等）に差がない場

合は，可搬型計測器による計測もできないことから，他の手段を整備しておく必要があ

る。） 

 
 以上より，重大事故が発生し計測機器が故障し必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，可搬型計測器を使用する場合は重大事故等対処設備として整

理する必要があるが，可搬型計測器を使用せず必要なパラメータの推定が可能であれば，

可搬型計測器を重大事故等対処設備として整理する必要はない。 

 
 
２．計測に必要な計器電源の喪失時の対応について 
 審査基準で規定されている内容は，重大事故が発生し直流電源が喪失することにより

故障（計測機器の機能が喪失）し，必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において，当該パラメータを推定するための対応手順等を整備しておくことが要求さ

れている。 
 このため審査基準上は，テスター等可搬型計測器による必要なパラメータの計測手順

等の他，直流電源を計測機器に供給できる手順，換算表の使用手順等を整備しておけば，

要求を満足していると考えられる。 

 
以  上 
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添付－５ 
LCO にバックアップ（予備機）を含める事例 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち、バックアップ（予備機）について重大事故等の

対処に必要な機能の担保とする場合は、LCO に含めることとし、事例を以下に示す。 

 

１．可搬型重大事故等対処設備の予備機も含めた位置的分散により、竜巻発生時にお

ける機能維持設計としている事例（東海第二発電所例） 

 

（１）工認における設計 

竜巻に対する屋外の重大事故等対処設備の設計方針として、 

・位置的分散による機能維持 

・悪影響防止のための固縛 

により、竜巻発生時においても重大事故等に対処する機能を維持できるよう設計   

している。 

 

 
同じ機能を有する SA 設備がある 

屋外 SA 設備 

同じ機能を有する SA 設備がない 

屋外 SA 設備 

位置的分散によ

る機能維持設計 

同じ機能を有する SA 設備（DB 設備を

兼ねている SA 設備も含む）と 100m 以上

の離隔距離を確保した保管場所を定めて

保管することにより，竜巻により同じ機

能を有する設備が同時に機能を喪失する

ことがない設計とする。 

竜巻によって 1 台が損傷したとしても必

要数を満足するよう，予備も含めて分散さ

せるとともに，原子炉格納容器，使用済燃

料ピット及びこれらの設備が必要となる事

象の発生を防止する DB 設備，SA 設備を内

包する原子炉建屋並びに海水ポンプ室から

100m 以上の離隔距離を確保した保管場所を

定めて保管することにより，竜巻により同

じ機能を有する設備が同時に機能を喪失す

ることがない設計とする。 

悪影響防止のた

めの固縛設計 

悪影響防止のための固縛については，位置的分散とあいまって，固縛装置により浮き

上がり又は横滑りによって設計基準事故対処設備（防護対象施設）や同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させることのない設計とするとともに，重

大事故等発生時の初動対応時間を確保するために，固縛装置の数を可能な限り少なく

する設計とする。固縛装置の設計は，風荷重による浮き上がり及び横滑りの荷重並び

に保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生する風荷重に

耐える設計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等対処設備のうち車両型の設備については，耐震

設計に影響を与えることがないよう，固縛装置に適切な余長を持たせた設計とする。 
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以上を踏まえた、工認における運用設計として、 

 

Ｎ要求設備一覧および保安規定による運用 

No. 名 称 
配置数

※1 
必要数 予備 

保管場所 予備機 

置場 
竜巻を考慮した具体的な設計内容 

西側 南側 

1 
可搬型代替注水 

大型ポンプ（放水用） 
2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 0 台 

予備を含めて 2 箇所に 100m 以上隔離して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

2 
ホース（放水用） 

2,400m：300A（1 組） 

2 組 

+110m 
1 組 

2,510m 

(2,400m× 

1 組 

+55m 

×2 組) 

1 組 

+55m 

1 組 

+55m 
0 組 

飛散防止のための固縛をしており，損傷の可能性は低い。 

なお，それぞれの保管場所に配備する予備の 55m はホース不具合

時の取替用であり，竜巻を考慮したものではない。 

3 
ホース 

30m：250A（1 組） 

4 組 

+20m 
2 組 

80m 

(30m×2 組

+5m×4 本) 

2 組 

+10m 

2 組 

+10m 
0 組 

飛散防止のための固縛をしており，損傷の可能性は低い。 

なお，それぞれの保管場所に配備する予備の 10m はホース不具合

時の取替用であり，竜巻を考慮したものではない。 

4 放水砲 2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 0 台 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

5 タンクローリ 5 台 2 台 3 台 2 台 2 台 1 台 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

6 汚濁防止膜 48 個 24 個 24 個 24 個 24 個 0 個 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

7 小型船舶 2 艇 1 艇 1 艇 1 艇 1 艇 0 艇 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

8 ホイールローダ 5 台 2 台 3 台 2 台 2 台 1 台 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

9 窒素供給装置 4 台 2 台 2 台 2 台 2 台 0 台 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

10 窒素供給装置用電源車 2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 0 台 
予備も含めて 2 箇所に 100m 以上離隔して配置することにより，竜

巻により機能を損なわないよう設計 

11 泡混合器 2 個 1 個 1 個 1 個 1 個 0 個 
故意の航空機衝突による燃料火災に対応するための設備であり，竜

巻襲来時は不要 

12 

泡消化薬剤容器 

（大型ポンプ用） 

1 個：約 1m3 

10 個 5 個 5 個 5 個 5 個 0 個 
故意の航空機衝突による燃料火災に対応するための設備であり，竜

巻襲来時は不要 

 

 

※１：下線の設備は，予備機も含めて分散して配置し，予備を管理すべき数に含め

て運用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

保安規定による運用 

管理すべき数（赤字の数）を満足しない場合の措置を保安規定に

定めて，運用として機能を確保することを担保。 
 対応する設計基準事故対処設備の動作確認。 
 他の発電所からの搬入等による代替品の補充等。 
 当該設備を動作可能な状態に復旧。 

達成できない場合 
原子炉停止操作等 
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（２）保安規定による運用 

 
 
ａ．運転上の制限 

保安規定変更に係る基本方針に基づき，重大事故等対処設備については，運転上

の制限（以下，LCO）を定めて管理すること。また上記の工認における設計を踏ま

え，上記の SA 設備については，予備機も所要数とみなし，LCO を設定して管理す

る。 

 

ｂ．AOT の考え方 

保安規定変更に係る基本方針に基づき，SA 設備が故障により機能喪失（動作可能

な機能が１Ｎ未満）した場合，対応する DB 設備の動作確認を行い，AOT の 3 日間が

基本となる。 

竜巻防護の設計方針は，位置的分散による機能維持，即ち竜巻によって 1台が損

傷することを前提とし，そのうえでも必要数を満足するよう，予備機も含めて分散

して保管し，かつ原子炉建屋，海水ポンプ室から 100ｍ以上離隔し，竜巻により同じ

機能を有する設備が同時に機能を喪失しない設計としている。 

よって，AOT については，現状の待機数から，将来の竜巻発生による 1台の故障を

見越し，残る台数により AOT を設定する。 

 

ｃ．予備機も含めた位置的分散の管理 

工認において整理した「同じ機能を有する SA 設備がない屋外 SA 設備」について

は，予備機も含めて位置的分散の保管管理を行うことについて，保安規定添付３

「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に規定する。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

工認における設計として，可搬型代替注水大型ポンプ，放水砲，タンクローリ等に対して，

必要数＋予備機を管理すべき数とし，満足しない場合の措置を保安規定に定めて運用として

機能を確保することを担保。 

・対応する設計基準事故対処設備の動作確認。 

・他の発電所からの搬入等による代替品の補充等。 

・当該設備を動作可能な状態に復旧。 

↓ 

達成できない場合，原子炉停止操作等 
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東海第二発電所 保安規定記載例（可搬型代替注水大型ポンプ，放水砲） 

 

表６６－１０ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

６６－１０－３ 航空機燃料火災への泡消火 

 

(1) 運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

航空機燃料火災への 
泡消火 

可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲による放水系１系

統※１が動作可能であること 

 

適用される 
原子炉の状態 

設備 所要数 

運  転 
起  動 
高温停止 
冷温停止 
燃料交換 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） ２台 

放水砲 ２台 

泡混合器 ２個 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） １０個 

※１：１系統とは，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）１台（予備機１台含む），放

水砲１台（予備機１台含む），泡混合器１個及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用）５個（予備機５個含む）。 

 
(2) 確認事項 

項 目 頻 度 担当 

1.可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の吐出圧力

が〇〇MPa[gage]以上で，流量が〇〇m3/h 以上であ

ることを確認する。 

１年に１回 安全・防災グ

ループマネー

ジャー 

2.可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）を起動し，動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 安全・防災グ

ループマネー

ジャー 

3.泡混合器について，所要数が使用可能であること

を確認する。 

３ヶ月に１回 安全・防災グ

ループマネー

ジャー 

4.泡消火薬剤容器(大型ポンプ用)について，所要数

が使用可能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 安全・防災グ

ループマネー

ジャー 

 
 

 

所要数に予備機１台を含めて管理

することを記載。 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.放水系が動作不能

である場合 

A1.発電長は，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系）が動作可能であることを確

認するとともに，その他の設備※２が動作

可能であることを確認する。 

及び 

A2.発電長は，使用済燃料プールの水位がオ

ーバーフロー水位付近にあること及び

水温が６５℃以下であることを確認す

る。 

及び 

A3.安全・防災グループマネージャーは，代

替措置※３を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

及び 

A4.安全・防災グループマネージャーは，当

該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

B.条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.発電長は，高温停止にする。 

及び 

B2.発電長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.泡混合器又は泡消

火薬剤容器（大型ポ

ンプ用）が動作不能

の場合 

A1.安全・防災グループマネージャーは，当

該系統を動作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

及び 

A2.発電長は，使用済燃料プールの水位がオ

ーバーフロー水位付近にあること及び

水温が６５℃以下であることを確認す

る。 

及び 

A3.安全・防災グループマネージャーは，代

替措置※５を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※２：残りの残留熱除去系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを

確認する。 
※３：代替品の補充等をいう。 

 

放水系１系統に予備機を含めているため，可搬型代替注

水大型ポンプ２台中１台の故障により，放水系の動作不

能と判断する。 
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添付－６ 
重大事故等対処設備の LCO を適用する原子炉の状態について 

  

技術的能力審査基準 1.0～1.19（設置許可基準規則第 43 条～第 62 条）において，

当該機能を有する重大事故等対処設備の LCO を適用する原子炉の状態については，以

下の基本的な考え方に基づき，下表を参考に設定する。(詳細は次頁に示す。） 

 

【適用する原子炉の状態の基本的な考え方】 

ａ．重大事故等対処設備に対する LCO を適用する原子炉の状態については，その

機能を代替する設計基準事故対処設備（例：格納容器スプレイ冷却系）が適用さ

れる原子炉の状態を基本として設定する。 

ただし，重大事故等対処設備の機能として，上記における設計基準事故対処

設備の原子炉の状態の適用範囲外においても要求される場合があることから，

当該の重大事故等対処設備の機能を勘案した原子炉の状態の設定が必要となる。 

ｂ．機能を代替する対象の設計基準事故対処設備が明確ではない重大事故等対処

設備（例：放水砲）については，当該設備の機能が要求される重大事故等から判

断して，個別に適用する原子炉の状態を設定する。 

 

 
技術的能力審査基準 

（設置許可基準規則） 
適用される原子炉の状態（例） 重大事故等対象設備（代表例） 

1.1 

(第 44

条) 

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

運転及び起動 ・ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ほう酸水注入系ポンプ 

1.2 

(第 45

条) 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

運転，起動及び高温停止（原子炉

圧力が 1.03MPa[gage]以上） 

・高圧代替注水系ポンプ 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

1.3 

(第 46

条) 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

運転，起動及び高温停止（原子炉

圧力が 1.03MPa[gage]以上） 

・逃がし安全弁 

・代替自動減圧系 

1.4 

(第 47

条) 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換※１ 

・復水移送ポンプ 

・可搬型代替注水ポンプ 

1.5 

(第 48

条) 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換※２ 

・代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニ

ット 

・耐圧強化ベント 

・格納容器圧力逃がし装置 

1.6 

(第 49

条) 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

運転，起動及び高温停止 ・復水移送ポンプ 

・格納容器スプレイ冷却系 

1.7 

(第 50

条) 

原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 

運転，起動及び高温停止 ・格納容器圧力逃がし装置  

・代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニ

ット 

1.8 

(第 51

条) 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 

運転，起動及び高温停止 ・復水移送ポンプ 

・可搬型代替注水ポンプ 

1.9 

(第 52

条) 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

運転，起動及び高温停止 ・格納容器圧力逃がし装置 

・格納容器内水素濃度（SA） 

1.10 

(第 53

条) 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換※１ 

・静的触媒式水素再結合器 

・原子炉建屋水素濃度 

1.11 

(第 54

条) 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

使用済燃料プールに照射された燃

料を貯蔵している期間 

・可搬型代替注水ポンプ 

・使用済燃料貯蔵プールの監視設備 
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技術的能力審査基準 

（設置許可基準規則） 
適用される原子炉の状態（例） 重大事故等対象設備（代表例） 

1.12 

(第 55

条) 

工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・汚濁防止膜 

・放水砲 

1.13 

(第 56

条) 

重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・可搬型代替注水ポンプ 

 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換※１ 

・復水貯蔵槽 

1.14 

(第 57

条) 

電源設備 運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

1.15 

(第 58

条) 

計装設備 各計器ごとに要求される原子炉の

状態に従う。 

・原子炉圧力容器温度 

・復水補給水系流量（原子炉格納容器） 

1.16 

(第 59

条) 

原子炉制御室 運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・可搬型蓄電池内蔵型照明 

運転，起動，高温停止，炉心変更

時（原子炉建屋内で照射された燃

料に係る作業時を含む。停止余裕

確認後の制御棒の１本の挿入・引

抜を除く）※３ 

・非常用ガス処理系 

1.17 

(第 60

条) 

監視測定設備 運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・可搬型モニタリングポスト 

・可搬型気象観測装置 

1.18 

(第 61

条) 

緊急時対策所 運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・緊急時対策所可搬型電源設備 

運転，起動，高温停止，炉心変更

時（原子炉建屋内で照射された燃

料に係る作業時を含む。停止余裕

確認後の制御棒の１本の挿入・引

抜を除く）※３ 

・緊急時対策所加圧設備 

1.19 

(第 62

条) 

通信連絡を行うために必要

な設備 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・衛星電話設備（可搬型） 

・無線連絡設備（可搬型） 

1.0 

(第 43

条) 

共通事項 

（重大事故等対処設備） 

運転，起動，高温停止，冷温停止

及び燃料交換 

・ホイールローダ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

   （１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で、かつプールゲートが開の場合 

   （２）原子炉内から全燃料が取出され、かつプールゲートが閉の場合 

※２：原子炉内から全燃料が取出された場合を除く 

※３：複数プラントを有する発電所において、プラント間で共用する設備として LCO 設定される場合

は、「運転、起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換」とする。 
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■重大事故等対処設備の LCO が適用される原子炉の状態について(例) 
 

分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(1) 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備 

  （1.1/第 44 条) 

運転及び起動 

ＡＴＷＳ緩和設備は，運転時の異常な過渡変化時において，原

子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉出力を抑制するために

必要な設備であることから，運転及び起動の原子炉の状態を適

用する。 

・原子炉保護系 

・制御棒駆動系水圧制御ユニッ

ト 

・制御棒 

運転及び起動 

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

  （1.2/第 45 条) 

運転，起動及び

高温停止（原子

炉 圧 力 が

1.03MPa[gage]

以上） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉を冷却するた

めに必要な設備であることから（例：高圧代替注水系），高圧時

に当該の設計基準事故対処設備による冷却機能が必要な原子

炉の状態を適用する。 

・高圧炉心注水系 

・原子炉隔離時冷却系 

・（全交流動力電源） 

・（常設直流電源） 

運転，起動及び高温停止

（原子炉隔離時冷却系

は 原 子 炉 圧 力 が

1.03MPa[gage]以上） 

(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備 

  （1.3/第 46 条) 

運転，起動及び

高温停止（原子

炉 圧 力 が

1.03MPa[gage]

以上） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合にお

いても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するために必要な設備であることから（例：逃

がし安全弁），(2)と同様の原子炉の状態となる。 

・自動減圧系 

・（全交流動力電源） 

・（常設直流電源） 

運転，起動及び高温停止

（ 原 子 炉 圧 力 が

1.03MPa[gage]以上） 

(4) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

  （1.4/第 47 条) 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及 び 燃 料 交 換

（原子炉水位が

オーバーフロー

水位付近で、か

つプールゲート

が開の場合，原

子炉内から全燃

料が取出され、

かつプールゲー

トが閉の場合を

除く） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉を冷却するために必要な設備であることから

（例：可搬型代替注水ポンプ），当該の設計基準事故対処設備と

同様の原子炉の状態となる。但し，保有水量が多く他の設備

（例：燃料プール代替注水系）による注水対応等が可能である

場合や原子炉への注水が不要となる場合は除く。（原子炉水位

がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合は

「(11)使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」で対応する。） 

・残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 

・（全交流動力電源） 

 

 

 

 

 

 

運転，起動，高温停止，

冷温停止及び燃料交換

（原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，か

つプールゲートが開の

場合，原子炉内から全燃

料が取出され，かつプー

ルゲートが閉の場合を

除く） 

・残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード） 

・（全交流動力電源） 

冷温停止及び燃料交換 

（原子炉内から全燃料

が取出された場合を除

く） 
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分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(5) 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備 

  （1.5/第 48 条) 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及 び 燃 料 交 換

（原子炉内から

全燃料が取出さ

れ た 場 合 を 除

く） 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるも

のに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ために必要な設備であることから（例：代替原子炉補機冷却系

熱交換器ユニット），原子炉内に燃料が存在する原子炉の状態

を適用する。ただし，格納容器ベントに係る設備については

（例：格納容器圧力逃がし装置），原子炉格納容器の破損が発生

する可能性のある原子炉の状態に適用する。 

・原子炉補機冷却系 

・（全交流動力電源） 

運転，起動及び高温停止 

（冷温停止及び燃料交

換については片系列要

求） 

(6) 原子炉格納容器内の冷却等の

ための設備 

  （1.6/第 49 条） 

運転，起動及び

高温停止 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設

備であり（例：復水移送ポンプ），原子炉格納容器の破損が発生

する可能性のある期間の原子炉の状態を適用する必要がある。 

・原子炉格納容器スプレイ冷却

系 

・（全交流動力電源） 

運転，起動及び高温停止 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備であり（例：

復水移送ポンプ），原子炉格納容器の破損が発生する可能性の

ある原子炉の状態となる。 

(7) 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備 

  （1.7/第 50 条） 

運転，起動及び

高温停止 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備であり（例：格納容器圧力逃がし装置），

原子炉格納容器の破損が発生する可能性のある期間の原子炉

の状態を適用する必要がある。 

・原子炉格納容器スプレイ冷却

系 

・（全交流動力電源） 

運転，起動及び高温停止 

(8) 原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するための設備 

  （1.8/第 51 条) 

運転，起動及び

高温停止 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な原子炉格納容器下部注水設備

であり（例：復水移送ポンプ），（6)同様，原子炉格納容器の破

損が発生する可能性のある期間の原子炉の状態を適用する必

要がある。 

・原子炉格納容器スプレイ冷却

系 

・（全交流動力電源） 

運転，起動及び高温停止 

(9) 水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備 

  （1.9/第 52 条） 

運転，起動及び

高温停止 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止する必要がある場合に，水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

設備であり（例：格納容器圧力逃がし装置），原子炉格納容器の

破損が発生する可能性のある期間の原子炉の状態を適用する

必要がある。 

－ － 
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分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(10)水素爆発による原子炉建屋等

の損傷を防止するための設備 

  （1.10/第 53 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及 び 燃 料 交 換

（原子炉水位が

オーバーフロー

水位付近で、か

つプールゲート

が開の場合、原

子炉内から全燃

料が取出され、

かつプールゲー

トが閉の場合を

除く） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水

素爆発による損傷を防止する必要がある場合に，水素爆発によ

る当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備であ

ることから（例：静的触媒式水素再結合器），原子炉及び使用済

燃料プール内に燃料を装荷（貯蔵）している期間において待機

が必要な設備である。但し，保有水量が多く他の設備（例：燃

料プール代替注水系）による注水対応等が可能である場合は除

く。 

－ － 

(11)使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 

  （1.11/第 54 条） 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用

済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料プールの水位が低下した場合において当該プール内の

燃料等を冷却し，放射線を遮断し，及び臨界を防止するために，

使用済燃料プールに照射された燃料を貯蔵している期間にお

いて待機が必要な設備である。(例：可搬型代替注水ポンプ） 

・燃料プール冷却浄化系 

・残留熱除去系（燃料プール冷

却モード） 

使用済燃料プールに照

射された燃料を貯蔵し

ている期間 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合におい

ても，プール内の燃料等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な設備でもあることから，使用済燃料

プールに照射された燃料を貯蔵している期間は待機が要求さ

れる設備である（例：使用済燃料貯蔵プールスプレイヘッダ）。 

－ － 

(12)工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するための設備 

  （1.12/第 55 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料等の著しい損傷に至った場合において工場等

外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備であり

（例：放水砲），原子炉格納容器破損に至る可能性のある原子炉

の状態において，及び使用済燃料プールに照射された燃料を貯

蔵している期間において待機が必要な設備である。 

 

 

－ － 
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分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(13)事故時等の収束に必要となる

水の供給設備 

  （1.13/第 56 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設備であり（例：可搬型

代替注水ポンプ），重大事故等が発生する可能性のある原子炉

の状態において，待機が必要な設備である。 

－ － 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及 び 燃 料 交 換

（原子炉水位が

オーバーフロー

水位付近で、か

つプールゲート

が開の場合、原

子炉内から全燃

料が取出され、

かつプールゲー

トが閉の場合を

除く） 

重大事故等発生時の高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設），

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系

（常設）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源として使用する

設備であり（例：復水貯蔵槽），原子炉内に燃料が存在する原子

炉の状態を適用する。但し，保有水量が多く他の設備（例：燃

料プール代替注水系）による注水対応等が可能である場合は除

く。 

・サプレッション・チェンバ・

プール水 

運転，起動，高温停止，

冷温停止及び燃料交換 

（原子炉水位がオーバ

ーフロー水位付近で，か

つプールゲートが開の

場合を除く） 

(14)電源設備 

  （1.14/第 57 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料プール内の燃料等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料の著しい損傷を防止するための設備であり

(例：常設代替交流電源設備），設計基準事故又は重大事故等発

生時において電源供給が必要な設備に適用される原子炉の状

態となる。 

・非常用ディーゼル発電機 

・蓄電池 

・非常用所内電気設備 

・（軽油タンク，燃料移送ポン

プ） 

運転，起動，高温停止，

冷温停止及び燃料交換 

非常用電源設備及び上記電源設備のほか，設計基準事故対処設

備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料プール内燃料等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

の著しい損傷を防止するために必要な常設直流電源設備（例：

常設代替直流電源設備）であり，上記と同様の原子炉の状態で

の待機が必要となる。 

(15)計装設備 

  （1.15/第 58 条） 

各計器ごとの要

求される原子炉

の状態に従う 

重大事故等発生時に，計測機器（非常用のものを含む）の故障

により当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において，当

該パラメータを推定するために有効な情報を把握できること

が必要な設備（例：復水補給水系流量）である。 

・各計器 ・各計器の要求される原

子炉の状態 
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分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(16)原子炉制御室 

  （1.16/第 59 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるのに

必要な設備（被ばく評価において期待している設備以外）であ

り，当該の設計基準事故対処設備と同様の原子炉の状態とな

る。（例：可搬型蓄電池内蔵型照明） 

－ － 

運転，起動，高温

停止，炉心変更

時（原子炉建屋

内で照射された

燃料に係る作業

時を含む。停止

余裕確認後の制

御棒の１本の挿

入・引抜を除く）

※ 

重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるのに

必要な設備（被ばく評価において期待している設備）及び，運

転員の被ばくを低減させるための設備（例：非常用ガス処理系

1 系列）であり，当該の設計基準事故対処設備（例：中央制御

室非常用換気空調系 2系列）と同様の原子炉の状態となる。 

－ 運転，起動，高温停止，

炉心変更時（原子炉建屋

内で照射された燃料に

係る作業時を含む。停止

余裕確認後の制御棒の

１本の挿入・引抜を除

く） 

(17)監視測定設備 

  （1.17/第 60 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（周辺海域を

含む）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及

び放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る設備であることから，重大事故等が発生する可能性のある原

子炉の状態において，待機が必要な設備である。また，常設モ

ニタリング設備が機能喪失した場合に必要な監視測定設備

（例：可搬型モニタリングポスト）の原子炉の状態については，

当該の常設設備の原子炉の状態と同様となる。 

・モニタリングポスト 

・放射能観測車 

・気象観測設備 

運転，起動，高温停止，

冷温停止及び燃料交換 

重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速その他

の気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる設

備であり，上記と同様の原子炉の状態で適用される（例：可搬

型気象観測装置）。 
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分 類 

(技術的能力審査基準/ 

設置許可基準規則) 

適用する 

原子炉の状態 
適用根拠 

喪失を想定する設計基準事故 

対処設備（又は機能） 

左記設備（機能）が 

要求される 

原子炉の状態 

(18)緊急時対策所 

  （1.18/第 61 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等が発生した場合において，必要な要員がとどまるこ

とができるよう適切な措置を講じたもの（長時間の放射性物質

放出に対応する設備），必要な情報を把握できる設備及び発電

所内外との連絡を行うために必要な設備を設けたものである

（例：陽圧化空調設備，緊急時対策所可搬型電源設備）。(16)原

子炉制御室と同様，重大事故等が発生する可能性のある原子炉

の状態において，待機が必要な設備である。 

－ － 

運転，起動，高温

停止，炉心変更

時（原子炉建屋

内で照射された

燃料に係る作業

時を含む。停止

余裕確認後の制

御棒の１本の挿

入・引抜を除く）

※ 

重大事故等が発生した場合において，必要な要員がとどまるこ

とができるよう適切な措置を講じたもの（短期間の放射性物質

放出に対応する設備）である（例：空気ボンベ）。 

－ － 

(19)通信連絡を行うために必要な

設備 

  （1.19/第 62 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等が発生した場合において原子炉施設内外の連絡を

行うために必要な設備であり，上記同様，重大事故等が発生す

る可能性のある原子炉の状態において，待機が必要な設備であ

る（例：衛星電話設備（可搬型））。 

・送受話器（ページング） 

・電力保安通信用電話設備 

・テレビ会議システム（社内向） 

・専用電話設備（ホットライン） 

運転，起動，高温停止，

冷温停止及び燃料交換 

（20）共通事項（重大事故等対処設

備） 

（1.0/第 43 条） 

運転，起動，高温

停止，冷温停止

及び燃料交換 

重大事故等が発生し，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

注水，燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プー

ルへのスプレイ並びに原子炉建屋への放水等、発電所に配備し

ている可搬型重大事故等対処設備の用途は多岐に渡る。屋外の

アクセスルートを確保するためのホイールローダ等について

は、これらの可搬型重大事故等対処設備にそれぞれ要求される

原子炉の状態において，待機が必要な設備である。 

－ － 

※：複数プラントを有する発電所において、プラント間で共用する設備として LCO 設定される場合は、「運転、起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換」とする。 
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  添付－７ 

 
参考とする設計基準事故対処設備の AOT 及び要求される措置の例 

 
ａ．ECCS 機器（ポンプ・ファン）他 

 ・非常用炉心冷却系その１（原子炉の状態：運転，起動及び高温停止） 

・残留熱除去冷却水系及び残留熱除去冷却海水系（原子炉の状態：運転，起動及

び高温停止） 

・非常用ディーゼル発電設備冷却系（原子炉の状態：運転，起動及び高温停止） 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ. １系列が動作不能の場合 Ａ１．当該系列を動作可能な状態に

復旧する。 

及び 

Ａ２．他の１系列について動作可能

であることを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ.  条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成できな

い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

ｂ．事故時監視計装 

要 素 
適用される 

原子炉の状態 

動作可能で 

あるべき 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

１． 
原子炉圧力 

２． 

原子炉水位

（広帯域） 

３． 

原子炉水位

（燃料域） 

４． 

ドライウェ

ル圧力 

運転 

起動 
２ 

Ａ．動作不能な

チャンネルが１

つの場合 

Ａ１．チャンネル

を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日

間 

Ｂ．条件Ａで要

求される措置を

完了時間内に達

成できない場合 

Ｂ１．当該計器が

動作不能状態であ

ることを明確にす

るような措置を開

始する。 

速や 

かに 

Ｃ．動作不能な

チャンネルが２

つの場合 

Ｃ１．少なくとも

１つのチャンネル

を動作可能な状態

に復旧する。 

１０日

間 

Ｄ．条件Ｃで要

求される措置を

完了時間内に達

成できない場合 

Ｄ１．高温停止に

する。 

２４時

間 
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 ｃ．プラント停止時の要求される措置に多く見られる例 

・原子炉停止時冷却系その３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断した

場合 

Ａ１．原子炉水位を維持するための注水
手段が確保されていることを確認
する。 

 
及び 
Ａ２．原子炉圧力容器への照射された燃

料の装荷を中止する。ただし，移動
中の燃料は所定の場所に移動す
る。 

及び 
Ａ３．原子炉建屋大物機器搬入口及び原

子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々
において，少なくとも１つの閉鎖
状態を確保するための措置を開始
する。 

及び 
Ａ４．原子炉建屋給排気隔離弁機能を確

保するための措置を開始する。 
及び 
Ａ５．非常用ガス処理系１系列を動作可

能な状態とするための措置を開始

する。 

速やかに 
その後，毎日１回 

 
 

 
速やかに 

 
 
 
 

速やかに 
 
 
 
 
 

速やかに 
 
 

速やかに 
 

 
ｄ．プラント停止を伴う場合の AOT 

原子炉の状態 AOT 

運転 ⇒ 高温停止 ２４時間 

運転 ⇒ 冷温停止 ３６時間 
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ｅ．複数の条文において LCO を設定している例 

非常用炉心冷却系（原子炉停止時冷却系）に関して、以下の２つの条文で冷温停

止における LCO が設定されている。 

 
（原子炉停止時冷却系その３） 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却

系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉水位がオーバーフロ

ー水位となるまでの期間は，さらに１系列の原子炉停止時冷

却系が動作可能であること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷

却材温度を６５℃以下に保つことができること 

 
（非常用炉心冷却系その２） 

項 目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）１系列及び復水補

給水系１系列※１ 
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設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の 

重大事故等対処設備の基本的な AOT と要求される措置 

２Ｎ要求以外の重大事故等対処設備 

Ａ：LCO 対象 SA 設備 

Ｂ：Ａの機能全てを満足する SA 設備（基準要求を維持できる場合に限る） 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１する SA 設備（基準要求を維持できない場合） 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する自主対策設備または代替措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ａ動作不能 

Ｂに該当する設備がある 

Ｂが動作可能 

ＬＣＯ満足 

Ｃに該当する設備がある 

Ｃが動作可能 

Yes 

No Yes 

No 

ＬＣＯ逸脱 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

ﾌﾟﾗﾝﾄ停止 

No 

Yes 

No 

AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 
No 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

Ｄに該当する設備がある 

Ｄが動作可能 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

No 

No 

ＬＣＯ逸脱 

３日以内に復旧完了 
No 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

Yes 

AOT｢10 日｣に延長 

10 日以内に復旧完了 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

No 

３日以内に措置完了 
No 

３日以内に措置完了 
No 

対応する設計基準事故対処設備が動作可能 

Yes 

No 

AOT｢3 日｣ 

補完措置が必要 

Yes 
No 

添付－８ 
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２Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備 

Ａ：LCO 対象 SA 設備(2N 要求の可搬型重大事故等対処設備) 

Ｂ：Ａの機能全てを満足する SA 設備（基準要求を維持できる場合に限る） 

Ｃ：Ａの機能全てを満足※１する SA 設備（基準要求を維持できない場合） 

※１：準備時間短縮等の補完措置の実施により満足する場合も含む 

Ｄ：Ａの機能に対する自主対策設備または代替措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ａ動作不能 

Ｂに該当する設備がある 

Ｂが動作可能 

ＬＣＯ満足 

Ｃに該当する設備がある 

Ｃが動作可能 

Yes 

No Yes 

No 

ＬＣＯ逸脱 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

ﾌﾟﾗﾝﾄ停止等 

No 

Yes 

No 

AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 
No 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

Ｄに該当する設備がある 

Ｄが動作可能 

Yes 

Yes 

補完措置実施 

No 

No 

ＬＣＯ逸脱 

10 日以内に復旧完了 
No 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

Yes 

AOT｢30 日｣に延長 

30 日以内に復旧完了 

Yes 

ＬＣＯ復帰 

No 

10 日以内に措置完了 No 
10 日以内に措置完了 

No 

2N 未満～1N 以上 

Yes 

2N要求以外のフローへ No 

(1N 未満) 

離隔・分散配置を満足 

Yes 

No 

AOT｢10 日｣ 

対応する設計基準事故対処設備が動作可能 

Yes 

No 

補完措置が必要 

Yes 
No 
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添付－９ 

 
LCO/要求される措置/AOT 保安規定記載例 

 
 
ａ．適用される原子炉の状態が運転、起動、高温停止の設備の例 

 
機 能 原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 完了時間 

○○○ 運転、起

動、 

高温停止 

 

A. ○○○が動

作不能の場合 

A.1 □□□が動作可能であることを確認
※１する。 

及び 

A.2.1.1 当該機能を代替する自主対策設

備※２が動作可能であることを確認※３

する。 

又は 

A.2.1.2 代替措置※４を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

A.2.2 当該機能を動作可能な状態に復旧

する。 

又は 

A.3.1 当該機能と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※５が動作可能である

ことを確認※３する。 

及び 

A.3.2 当該機能を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

３日間 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

B. 条件 A の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 高温停止にする。 

及び 

B.2 冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：残りの□□□１台及び□□については、管理的手段により動作可能であることを確認

する。 

※２：△△△をいう。 

※３：「動作可能であること」とは、当該系統に要求される性能および準備時間を満足させる

ために行う補完措置が完了していることを含む。 

※４：外部からの代替品の配備等。 

※５：×××をいう。 

 
  

○○○に対する設計基準事故対処設備 
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ｂ． 適用される原子炉の状態が常時の設備の例 

 
機 能 原子炉

の状態 
条 件 措 置 完了時間 

○○○ 運転、

起動、

高温停

止 

A. ○○○が動作

不能の場合 

A.1 □□□が動作可能であることを確認※１する。 

及び 

A.2 当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備※

２が動作可能であることを確認※３する。 

及び 

A.3 当該機能を動作可能な状態に復旧する 

速やかに 

 

３日間 

 

 

３０日間 

B. 条件 Aの措置

を完了時間内に

達成できない場

合 

B.1 高温停止にする。 

及び 

B.2 冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停

止、燃

料交換 

A. ○○○が動作

不能の場合 

A.1 ○○○を動作可能な状態にする措置を開始する 

及び 

A.2 炉心変更を中止する。 

及び 

A.3 原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作

業を中止する。 

及び 

A.4 当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備※

２が動作可能であることを確認※３する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※１：残りの□□□１台及び□□については、管理的手段により動作可能であることを確認

する。 

※２：△△△をいう。 

※３：「動作可能であること」とは、当該系統に要求される性能および準備時間を満足させる

ために行う補完措置が完了していることを含む。 

○○○に対する設計基準事故対処設備 
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ｃ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼ねる設備の例 

 

 

（重大事故等対処設備側の記載） 
機 能 原子炉の状態 条 件 要求される措置 完了時間 

△△△ 運転、起動、

高温停止 

 

A. ○○○が動

作不能の場合 

A.1 □□□が動作可能であるこ

とを確認※１する。 

 

及び 

A.2 当該機能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設備※２が動

作可能であることを確認※３す

る。 

および 

A.3 当該機能を動作可能な状態

に復旧する。 

表○－○A.2 の

初回確認完了後

速やかに 

 

３日間 

 

 

 
 

３０日間 

B. 条件 A の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 高温停止にする。 

及び 

B.2 冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：残りの□□□１台及び□□については、管理的手段により動作可能であることを確認

する。 

※２：×××をいう。 

 

（設計基準事故対処設備側の記載（既存記載のため、参考）） 
第○条 ○○○ 

１．○○○が動作可能であること。 

～略～ 

３．当直長は、第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表○－○の措

置を講じる。 

表○－○ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. ○○○１系

統が動作不能

の場合 

A.1 当直長は、当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

及び 

A.2 当直長は、残りの系統のポン

プを起動し、動作可能であるこ

とを確認する。 

 

１０日 

 

 

速やかに 

その後の８時間

に１回 

 

B. 条件 A の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

B.1 高温停止にする。 

及び 

B.2 冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

～略～ 

○○○に対する設計基準事故対処設備 
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（重大事故等対処設備／設計基準事故対処設備の兼用設備 LCO 逸脱時の初動対応イメージ １／２） 

 

●●ポンプＡ機能喪失の措置（初動対応）  

状況確認・連絡等       

DB 対応 

▲▲機能 

●●ポンプＢの起動試験 速やかに       

SA 対応 

△△機能 

▽▽機能 

1 台の○○ポンプの起動試験 DB 側の 

初動対応 

実施後、速

やかに 

      

残り 1 台の○○ポンプ、××ポンプ

2 台の健全性確認※ 

※：前回サーベイランスの記録、現  

  場待機状態等の確認による 

      

 

速やかに 

 
DB 対応としての逸脱

時の措置の AOT 

 
SA 対応としての逸脱

時の措置の AOT 

速やかに 

0 時間 2 時間 4 時間 6 時間 8 時間 

LCO 逸脱 
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（重大事故等対処設備／設計基準事故対処設備の兼用設備 LCO 逸脱時の初動対応イメージ ２／２） 

 
●●ポンプＡ機能喪失の措置（初動対応） 

 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

▲▲機能 ①●●ポンプＡ 

②●●ポンプＢ 

①常設□□ポンプによる代替▲▲ 

②可搬型□□ポンプによる代替▲▲ 

△△機能 ①○○ポンプＡ 

②○○ポンプＢ 

③××ポンプＡ 

④××ポンプＢ 

①常設□□ポンプによる代替△△ 

②●●ポンプＡによる代替△△ 

③可搬型□□ポンプによる代替△△ 

▽▽機能 ①○○ポンプＡ 

②○○ポンプＢ 

①●●ポンプＡによる代替▽▽ 

 

※１：●●ポンプＡ（DB 機能）故障に対する、他方の健全性確認（動作確認）。 

→▲▲機能における設計基準事故等対処設備は、1 系統故障（残り１系統）であり、優先して確認する。 

 

※２：●●ポンプＡ（SA 機能）故障に対する、対応する DB 設備の健全性確認（1 台の動作確認、その他は記録確認・待機状態確認） 

→炉心注入機能における設計基準事故対処設備は、故障の兆候なし（残り 2 系統以上）であり、※１の確認後に実施する。 

 

 

 

※１ 

※２ 
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添付－１０ 
 

重大事故等対処設備の記載例 

 

SA 設備の種類 保安規定記載例 

従来から DB 設備として

LCO 等を設定していた設

備であって、重大事故等

発生時に SA 設備として

の機能を期待する SA 設

備 

第６６条

に記載す

る場合 

1)ほう酸水注入系の LCO 等の記載例 
 
(2)６６条の記載 
（ほう酸水注入系） 
表６６－２－３ 

 
※1：運転上の制限を満足しない場合は，「第２４条 ほう酸

水注入系」の運転上の制限も確認する。 
 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系
（重大事故等対

処設備※1） 

ほう酸水注入系 1 系列が動作可能であ
ること。 

現行の条

文に記載

する場合 

（ほう酸水注入系） 
 表２４－１ 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入
系※２ 

(１）１系列※3が動作可能であること 

(２）原子炉を冷温停止にするのに必
要なほう酸水の量が確保されてい
ること 

 
※２：７号炉のほう酸水注入系は重大事故等対処設備を兼ね

る。動作不能時は、第６６条（表６６－２－３）の運転
上の制限も確認する。 

※３：１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管
をいう。 
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■設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重大事故等対処設備の LCO 逸脱時の AOT の考え方(基本ケース)① 
分 類 ＬＣＯ ＳＲ ＬＣＯ逸脱時に要求される措置及びＡＯＴ 備 考 

重大事故等対処設備 

【２Ｎ要求以外の設備】 
Ｎ 

１回/ 

○ヶ月 

①設計基準事故対処設備が動作可能な場合 

   ⇒ ＡＯＴ「３日」 

 （当該の重大事故等対処設備が有する機能

全てを満足する重大事故等対処設備がある場

合には，ＬＣＯ逸脱とはならない。） 

・LCO 逸脱時（Ｎ未満となった場合)，当該の重大事故等対処設備の機能を有する設計基

準事故対処設備が動作可能であることを確認した場合には，ＡＯＴを「３日」とすることが

できる。 

・当該の設計基準事故対処設備が動作不能な場合には，速やかにプラント停止措置へ移

行する。 

②①のＡＯＴ「３日」以内に，有効性評価にお

いて担保すべき時間のみ満足できないよう

な重大事故等対処設備の動作可能を確認，

及び補完措置を実施できた場合 

  ⇒ ＡＯＴ「30 日」（上限） 

・当該の重大事故等対処設備が有する機能に対して，有効性評価において担保すべき

時間のみ満足できないような重大事故等対処設備がある場合であって，①におけるＡＯ

Ｔ｢３日｣以内に，当該設備が動作可能であることを確認するとともに補完措置（例：要員

の増員等）を行って時間要求を満足させることができる場合には，AOTを｢30日｣（運用上

の上限）まで延長可能とする。（但し，LCO 復帰とはしない） 

・AOT「30 日」以内の復旧ができない場合には，速やかにプラント停止措置へ移行する。 

③①のＡＯＴ「３日｣以内に，自主対策設備の動

作可能を確認及び補完措置を実施できた場

合，又は当該機能を補完する代替措置を講

じることができた場合 

  ⇒ ＡＯＴ「10 日」 

・当該の重大事故等対処設備が有する機能に対して自主対策設備がある場合であって，

①におけるＡＯＴ｢３日｣以内に，当該設備が動作可能であることを確認するとともに補完

措置（例：要員の増員等）を行うことができた場合，又は当該機能を補完する代替措置を

講じることができた場合には，AOT を「10 日」まで延長可能とする。 

・AOT「10 日」以内の復旧ができない場合には，速やかにプラント停止措置へ移行する。 

可搬型重大事故等対

処設備 

【２Ｎ要求設備】 

２Ｎ 
１回/ 

○ヶ月 

④設計基準事故対処設備が動作可能な場合 

⇒ ＡＯＴ「10 日」 

（当該の可搬型重大事故等対処設備が有する

機能全てを満足する重大事故等対処設備

がある場合には，ＬＣＯ逸脱とはならない。） 

・LCO 逸脱時（２Ｎ未満～１Ｎ以上となった場合)，当該の可搬型重大事故等対処設備の

機能を有する設計基準事故対処設備が動作可能であることを確認した場合には，ＡＯＴ

を「10 日」とすることができる。 

・当該の設計基準事故対処設備が動作不能な場合には，速やかにプラント停止措置へ移

行する。 

⑤④のＡＯＴ「10 日」以内に，有効性評価にお

いて担保すべき時間のみ満足できないよう

な重大事故等対処設備の動作可能を確認，

及び補完措置を実施できた場合 

⇒ ＡＯＴ「30 日」（上限） 

 

・当該の可搬型重大事故等対処設備が有する機能に対して，有効性評価において担保

すべき時間のみ満足できないような重大事故等対処設備がある場合であって，④におけ

るＡＯＴ｢10 日｣以内に，当該設備が動作可能であることを確認するとともに補完措置

（例：要員の増員等）を行って時間要求を満足させることができる場合には，AOT を｢30

日｣（運用上の上限）まで延長可能とする。（但し，LCO 復帰とはしない） 

・AOT「30 日」以内の復旧ができない場合には，速やかにプラント停止措置へ移行する。 

⑥④のＡＯＴ「10 日｣以内に，自主対策設備の

動作可能を確認及び補完措置を実施できた

場合，又は当該機能を補完する代替措置を

講じることができた場合 

⇒ ＡＯＴ「30 日」（上限） 

・当該の可搬型重大事故等対処設備が有する機能に対して自主対策設備がある場合で

あって，④におけるＡＯＴ｢10 日｣以内に，当該設備が動作可能であることを確認するとと

もに，補完措置（例：要員の増員等）を行うことができた場合，又は当該機能を補完する

代替措置を講じることができた場合には， AOT を「30 日」（運用上の上限）まで延長可能

とする。 

・AOT「30 日」以内の復旧ができない場合には，速やかにプラント停止措置へ移行する。 

  
 

別紙－１ 
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■設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の AOT を参考とする場合の重大事故等対処設備の LCO 逸脱時の AOT の考え方（基本ケース）② 
 
 ・常設重大事故等対処設備 

・2N 要求以外の可搬型重大事故等対処設備 
・2N 要求の可搬型重大事故等対処設備（2N⇒2N 未満～1N 以上） 

設備 AOT  設備 AOT  
通常状態 （DB+1SA） 

DB 
SA 

  （DB+2SA 
[2/2]） 

DB 
SA① 
SA② 

  

LCO 逸脱       

設計基準事故 
対処設備が 
動作可能 

（DB+0SA） 
DB 
SA 

3 日 ①対応する設計基準事故対処設備が動作可

能であることを確認することで、軽微な故障

に対する復旧期間として AOT を「3 日」と

する。 
 

（DB+1SA 
[1/2]） 

DB 
SA① 
SA② 

10 日 ④1N が残されている場合（1/2 故障[安全期の低下]）、対応する

設計基準対処設備が動作可能であることを確認することで、「残

された 1N の自然災害などによる機能喪失」に対するリスクを低

減（「1 基あたり 2 セット」および「隔離・分散配置」を補完）

することが出来る（同時に機能喪失しない）ものと考えることか

ら、参考とする設計基準事故対処設備のうち ECCS 機器の 1/2
故障の AOT である「10 日」とする。 

他の 
重大事故等対

処設備が動作

可能（補完措置

含む） 

（DB+1SA） 
DB 
SA 
SA 他 

30 日 ②他の重大事故等対処設備が動作可能であ

ること、およびあらかじめ定めた補完措置を

実施すること（安全機能が元の水準まで回

復）で LCO 復帰とすることも可能と考える

が、補完措置を行っていることから LCO 復

帰とはせずに要求される措置を行う。 
AOT は補完措置が維持されている限り無期

限とすることも可能と考えるが、運用上の上

限である「30 日」までの延長に制限する。 

（DB+2SA 
[2/2]） 

DB 
SA① 
SA② 
SA 他 

30 日 ⑤同左 

自主対策設備 
または 
代替措置を確

保（補完措置含

む） 

（DB+α 
SA） 

DB 
SA 
自主対策 

10 日 ③AOT 延長のために活用する自主対策設備

については、施設管理において重大事故等対

処設備と同等の管理を行うことに加えて補

完措置を実施することにより重大事故等対

処設備と同等の機能を発揮し得るものとす

る。 
自主対策設備または代替処置は機能の一部

を補完するものであることから1/2故障相当

として、AOT は参考とする設計基準事故対

処設備のうちのECCS機器の1/2故障時に多

く設定されている「10 日」までの延長とす

る。 

（DB+1α 
SA[1α/2]） 

DB 
SA① 
SA② 
自主対策 

30 日 ⑥AOT 延長のために活用する自主対策設備については、重大事

故等対処設備と同等の管理を行うことに加えて補完措置を実施

することにより重大事故等対処設備と同等の機能を発揮し得る

ものとする。 
この措置は上記④に残された 1Nと設計基準事故対処設備が同等

に機能を喪失しない状態を確認した上で、さらに自主対策設備ま

たは代替措置を確保するものであることから、2N 要求の可搬型

重大事故等対処設備が 2N 未満（1N 以上）となったことで、「安

全機能が低下」した場合、自主対策設備または代替措置を確保す

ることにより「低下した安全機能を元の水準まで高める」効果を

期待できるものと考えるが、「安全機能は元の水準まで回復して

いない」ことから LCO 復帰できるものではない。 
ただし、自主対策設備または代替措置を確保した場合の AOT は

「低下した安全機能を元の水準近くまで高める効果を期待でき

る」と考えられることから、重大事故等対処設備の運用上の上限

の AOT とした「30 日」までの AOT 延長は可能である。 

別紙－１ 
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別紙－２ 

 
LCO 逸脱時の措置と AOT の関係の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 常設代替交流電源設備が「故障」 ⇒ LCO 逸脱 

② 非常用ディーゼル発電機が「動作可能であること」を確認（起動確認）⇒AOT「3 日」 

③ 電源車（２Ｎ＋αの「α」を移動）を移動、接続する。［補完措置］ 

   ※ 3 日以内（AOT 内）に実施。 

④ 電源車の現場起動要員を確保［補完措置 完了］⇒AOT「30 日」 

   ※ 3 日以内（AOT 内）に実施。 

⑤ 「30 日以内」に常設代替交流電源を復旧 ⇒ LCO 復帰 

   ※ 30 日以内（AOT 内）に復旧できなければプラント停止。 

 
 

 

Ｇ 

Ｇ 

【DBA】非常用ディーゼル発電機 

【SA】常設代替交流電源 
Ｇ 

【SA】電源車 

Ｇ 

中央制御室 災害対策要員 

遠隔起動 

［準備に時間を要する］ 

［準備時間を満足］ 

① ⑤ 

② 

③ 

④ 要員追加 

起動確認 

移 

 動 

現場起動 

【補完措置について】  

 電源車の移動のみで準備時間を満足する場合は、接続しない。  



4.3-別紙-4 

別紙－２ 

 
保安規定記載例（前頁の例に基づく記載例） 

 
 

機 能 原子炉の状態 条 件 要求される措置 AOT 

常設代替

交流電源 

運転 

起動 

高温停止 

A. 常設代替交

流電源が動作

不能の場合 

A.1. １台の非常用ディーゼル発電機※１を

起動し，動作可能であることを確認する。 

及び 

A.2. 当該系統と同等な機能を持つ重大事

故等対処設備※２が動作可能であること※３

を確認する。 

及び 

A.3. 当該系統を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

B. 条件Aの措置

を完了時間内

に達成できな

い場合 

B.1 高温停止とする。 

及び 

B.2 冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，A系，B系及び H系のディーゼル発電機をいう。 

※２：電源車をいう。 

※３：「動作可能であること」の確認は、対象設備の至近の記録等により行う。また，当

該系統に要求される準備時間を満足させるために行う補完措置が完了しているこ

とを含む。 
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別紙－３ 
具体的な記載例（柏崎刈羽原子力発電所の例） 

（重大事故等対処設備） 

第６６条  

〔７号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処設備※１は，表６６－１から表６６－１９で定め

る事項を運転上の制限とする。 

（１） 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（２） 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（３） 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（５） 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

（６） 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７） 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８） 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

（９） 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

（10） 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11） 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12） 電源設備 

（13） 計装設備 

（14） 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15） 監視測定設備 

（16） 緊急時対策所 

（17） 通信連絡を行うために必要な設備 

（18） アクセスルートの確保 

（19） 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施

する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表６６－１から表６６－１９の確認事項を実施し，その結果

を当直長に通知する。 

３．当直長は，重大事故等対処設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表６６－１から表６６－１９の措置を講じる。 

 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 
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表６６－１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

６６－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）が動作可能であること※１

※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理毎） 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ２チャンネル※３ 

原子炉水位異常低（レベル２） ２チャンネル※４ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運  転 

起  動 
手動ＡＲＩ ２個※５ 

※１：Ａ系及びＢ系のＡＲＩ用電磁弁が動作可能であることを含む。 

※２：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成されている状態を

いう。また，動作不能とは，点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスして動作

可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及び誤不動作が発見された場合で，当該計測及

び制御設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出力している状態は，

誤動作であっても動作不能とは見なさない。 

※３：３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

※４：４チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

※５：Ａ系及びＢ系それぞれ１個の計２個をいう。 
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（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替制御棒挿

入機能 
－ 機能を確認する※６。 

定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

２．原子炉圧力高 

７．４８

MPa[gage] 

以下 

原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを

指示により確認する※７。 

１ヶ月に

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※８。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※９。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

３．原子炉水位 

異常低 

（レベル２） 

１，１６５ 

ｃｍ以上 

（圧力容器零 

レベルより） 

原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを

指示により確認する※７。 

１ヶ月に

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※８。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※９。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

４．手動ＡＲＩ － 論理回路機能を確認する※９。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

※６：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により,電磁弁が動作することを確認することをいう。 

※７：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常な変動がない

ことを確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないことを確認す

ることをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについては，該当しない。 

※８：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生又

は指示値を示すよう調整することをいう。 

※９：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発生することによ

り，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねることにより，

適用範囲を確認したと見なすことができる。 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能であるべきチ

ャンネル数を満足で

きない場合 

又は 

手動ＡＲＩが動作不

能の場合 

Ａ１．当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備※

１０が動作可能であることを確認する※１１。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該チャンネルを動作可能な状態に復旧

する。 

６時間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 ２４時間 

※10：ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能），自動減圧系の起動阻止スイッチ及

びほう酸水注入系をいう。 

※11：ほう酸水注入系については１系列を起動し動作可能であることを確認するとともに，ＡＴＷＳ緩和

設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能），自動減圧系の起動阻止スイッチについては至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 
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６６－１－２ ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポ

ンプ・トリップ機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理毎） 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ２チャンネル※３ 

原子炉水位低（レベル３） ２チャンネル※３ 

原子炉水位異常低（レベル２） ２チャンネル※４ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運  転 

起  動 
ＲＩＰ－ＡＳＤ手動停止 １０台 

※１：ＲＩＰ－ＡＳＤが動作可能であることを含む。 

※２：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成されている状態を

いう。また，動作不能とは，点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスして動作

可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及び誤不動作が発見された場合で，当該計測及

び制御設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出力している状態は，

誤動作であっても動作不能とは見なさない。 

※３：３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

※４：４チャンネルのうち２チャンネルをいう。 
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（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ

機能 

－ 機能を確認する※５。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

２．原子炉圧力高 

７．４８

MPa[gage] 

以下 

原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により

確認する※６。 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※７。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※８。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

３．原子炉水位低 

（レベル３） 

１，２８５ｃ

ｍ以上 

（圧力容器零

レベルより） 

原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により

確認する※６。 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※７。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※８。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

４．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

１，１６５ｃ

ｍ以上 

（圧力容器零

レベルより） 

原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により

確認する※６。 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※７。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※８。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

５．ＲＩＰ－ＡＳＤ手

動スイッチ 
－ 論理回路機能を確認する※８。 

定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

※５：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により,ＲＩＰ－ＡＳＤが停止することを確認することをいう。 

※６：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常な変動がないことを

確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないことを確認することをい

う。なお，トリップ状態にあるチャンネルについては，該当しない。 

※７：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生又は指

示値を示すよう調整することをいう。 

※８：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発生することにより，

その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねることにより，適用範囲

を確認したと見なすことができる。 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能であるべきチャンネル数

を満足できない場合 

又は 

  ＲＩＰ－ＡＳＤ手動スイッチに

よる停止ができない場合 

Ａ１．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※９が動作可能であることを

確認する※１０。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該チャンネルを動作可能な状態

に復旧する。 

６時間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 ２４時間 

※９：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

※10：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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表６６－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

 

６６－２－１ 高圧代替注水系（中央制御室からの遠隔起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系 

（中央制御室からの遠隔起動） 
高圧代替注水系が動作可能であること※１※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力が 

１．０３MPa[gage]以上の場

合） 

高圧代替注水系ポンプ １台 

復水貯蔵槽 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

可搬型直流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

常設代替直流電源設備 ※８ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：原子炉隔離時冷却系起動準備及び原子炉隔離時冷却系運転中は，高圧代替注水系を動作不能とはみ

なさない。 

※３：当該系統が動作不能時は，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転上の制限等を定める。  

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．高圧代替注水系ポンプが動作可能であることを確認

する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確

認に際して使用した弁が待機状態にあることを確認

する。 

待機状態となる前に１回 原子炉ＧＭ 

２．高圧代替注水系における注入弁が開すること及び原

子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁が動作可能

（中操全閉）であることを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

待機状態となる前に１回 当直長 

３．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上において，高圧

代替注水系ポンプの流量が図６６－２－１に定める

領域内にあることを確認する。また，ポンプの運転

確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待

機状態にあることを確認する。 

定事検停止後の 

原子炉起動中に１回 
当直長 

４．高圧代替注水系における注入弁が開することを確認

する。また，動作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止後の 

原子炉起動中に１回 
当直長 

５．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上において，高圧

代替注水系ポンプの流量が図６６－２－１に定める

領域内にあることを確認する。また，ポンプの運転

確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待

機状態にあることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

６．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上において，高圧

代替注水系における注入弁が開することを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 
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図６６-２-１ 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧代替注水系が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注水系１系列を 起動し，

動作可能であることを確認するとともに，そ

の他設備※９が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※１０が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．原子炉隔離時冷却系と共用

する配管又は弁が動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，高圧炉心注水系１系列及び常設代

替交流電源設備が動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，原子炉圧力を１．０３MPa[gage]未満

にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：残りの高圧炉心注水系１系列及び高圧炉心注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※１０：原子炉隔離時冷却系をいう。 
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６６－２－２ 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系（現場起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系（現場起動） 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上）において，高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系を

現場操作により起動できること※１ 

※１：必要な電動弁の手動操作用レバー及びハンドルの操作により現場起動できることをいう。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上）において，高圧代替注水系を現場操作により起動

するために必要な電動弁の手動操作用レバー及びハンドルが取り

付けられていることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上）において，原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動するために必要な電動弁の手動操作用レバー及びハンドルが

取り付けられていることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧代替注水系及

び原子炉隔離時冷

却系が現場操作に

より起動できない

場合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注水系が動作可能であることを確認

する※２。 

及び 

Ａ２．当直長は，高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系が中

央制御室からの遠隔操作により起動できることを確認す

る※２。 

及び 

Ａ３．当直長は，高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系が現

場起動できる状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉圧力を１．０３MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：至近の記録等により確認することをいう。 
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６６－２－３ ほう酸水注入系（重大事故等対処設備） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 

（重大事故等対処設備） 
ほう酸水注入系が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

ほう酸水注入系ポンプ １台 

ほう酸水注入系貯蔵タンク １基 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第２４条 ほう酸水注入系」の運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．定事検停止時に，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が８．４３

MPa[gage]以上であることを確認する。 
定事検停止時 運転評価ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，ほう酸水

貯蔵タンクの液位及び温度が図２４－１，２の範囲内にある

ことを確認する。 

毎日１回 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，ほう酸水

注入ポンプの吐出圧力が８．４３MPa[gage]以上であること

を確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態であることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．ほう酸水貯蔵タンク

の液位及び温度が図

２４－１，２の範囲

内にない場合 

Ａ１．当直長は，ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度を図

２４－１，２の範囲内に復旧する。 

３日間 

Ｂ．ほう酸水注入系が動

作不能の場合 

Ｂ１．１．当直長は，原子炉隔離時冷却系を起動し，動作可

能であることを確認する※５。 

又は 

Ｂ１．２．当直長は，高圧炉心注水系１系列を起動し，動

作可能であることを確認するとともに，その他

設備※６が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

８時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求

される措置を完了時

間内に達成できない

場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※５：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合。 

※６：残りの高圧炉心注水系１系列及び高圧炉心注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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表６６－３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

 

６６－３－１ 代替自動減圧機能 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替自動減圧機能 

（１）代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）が動作可能であるこ

と※１ 

（２）自動減圧系の起動阻止スイッチが動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

所要数・チャンネル数 

（論理毎） 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上の場合） 

代替自動減圧機能論理回路 １系※３ 

原子炉水位異常低（レベル１）※２ ２チャンネル※４ 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力高※２ １チャンネル※５ 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 1 系※６ 

※１：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成されている状態を

いう。また，動作不能とは，点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスして動作

可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及び誤不動作が発見された場合で，当該計測及

び制御設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出力している状態は，

誤動作であっても動作不能とは見なさない。 

※２：当該設備が動作不能時は，「第２７条 計測及び制御設備」及び「６６－１３－１ 主要パラメー

タ及び代替パラメータ」の運転上の制限も確認する。 

※３：１系とは，Ａ系又はＢ系の代替自動減圧機能論理回路をいう。 

※４：片系３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

※５：片系３チャンネルのうち１チャンネルをいう。 

※６：1 系とは，Ａ系及びＢ系の自動減圧系の起動阻止スイッチをいう。 
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（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替自動減圧

機能 
－ 機能を確認する※７。 

定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

２．原子炉水位 

異常低（レベ

ル１） 

９３６cm以上※８ 

（圧力容器零レベ

ルより） 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停

止（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]

以上の場合）において，動作不能でな

いことを指示により確認する※９。 

１ヶ月に

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※１０。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※１１。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

３.残留熱除去系

ポンプ吐出圧

力高※１２ 

０．９４ 

MPa[gage]※８ 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停

止（原子炉圧力が １．０３MPa[gage]

以上の場合）において，動作不能でな

いことを指示により確認する※９。 

１ヶ月に

１回 
当直長 

チャンネル校正を実施する※１０。 
定事検 

停止時 
計測制御ＧＭ 

論理回路機能を確認する※１１。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

４．始動タイマ １０分以下 チャンネル校正を実施する※１０。 
定事検 

停止時 
電気機器ＧＭ  

５．自動減圧系の

起 動 阻 止 

スイッチ 

－ 論理回路機能を確認する※１１。 
定事検 

停止時 
運転評価ＧＭ 

※７：機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発生することにより,その機能

の健全性を確認することをいう。 

※８：代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に使用する設定値に適用する。 

※９：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常な変動がないこと

を確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないことを確認することを

いう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについて は，該当しない。 

※１０：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生又は

指示値を示すよう調整することをいう。 

※１１：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発生（自動減圧系の

起動阻止スイッチについては，信号の阻止）することにより，その機能の健全性を確認することをいう。

なお，確認は部分的な確認を積み重ねることにより，適用範囲を確認したと見なすことができる。 

※１２：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないとは見

なさない。 
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（３）要求される措置 

要 素 条 件 要求される措置 完了時間 

１．代替自動減圧機能論

理回路 

２．原子炉水位異常低

（レベル１） 

３．残留熱除去系ポンプ

吐出圧力高 

４．始動タイマ 

Ａ．動作可能であるべ

き所要数又はチャ

ンネル数を満足で

きない場合 

Ａ１．当直長は，当該機能と同等な機能を

持つ重大事故等対処設備※１３が動作

可能であることを確認する※１４。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該所要数又はチャン

ネルを動作可能な状態に復旧す

る。 

６時間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉圧力を１．０３

MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

５．自動減圧系の起動阻

止スイッチ 

Ａ．動作可能であるべ

き所要数を満足で

きない場合 

Ａ１．当直長は，当該機能と同等な機能を

持つ重大事故等対処設備※１５が動作

可能であることを確認する※１４。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な

状態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉圧力を１．０３

MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１３：主蒸気逃がし安全弁による手動減圧が可能であることをいう。 

※１４：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。 

※１５：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 
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６６－３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 

（手動減圧） 

主蒸気逃がし安全弁による手動減圧系が動作可能 

であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

主蒸気逃がし安全弁 ８個 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

可搬型直流電源設備 ※４ 

所内蓄電式直流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

※１：必要な配管及びアキュムレータを含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第３０条 主蒸気逃がし安全弁」及び「第３９条 非常用炉心冷却系

その１」の運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．主蒸気逃がし安全弁の性能を確認する。 定事検停止時 原子炉ＧＭ 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な主蒸気逃がし安

全弁が所要数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注水系２系列について動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉隔離時冷却系（原子炉圧力が１．

０３MPa[gage]以上の場合）について動作可能で

あること確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できな

い場合 

又は 

主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）２個以上が

動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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６６－３－３ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁の機能

回復 

（１）可搬型直流電源設備又は逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧系

が動作可能であること 

（２）高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保系が動作可能であるこ

と※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型直流電源設備による

減圧系 

ＡＭ用切替装置（ＳＲＶ） １個 

可搬型直流電源設備 ※２ 

常設代替直流電源設備 ※３ 

逃がし安全弁用可搬型蓄電

池による減圧系 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 １個 

高圧窒素ガス供給系による

作動窒素ガス確保系 
高圧窒素ガスボンベ ５本 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。 
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（２）確認事項 

１．可搬型直流電源設備による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，ＡＭ用切替

装置（ＳＲＶ）が使用可能であることを外観点検により確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直長 

 

２．逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

１．逃がし安全弁用可搬型蓄電池の蓄電池電圧が１３１Ｖ以上であ

ることを確認する。 
定事検停止時 計測制御ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，逃がし安全

弁用可搬型蓄電池が使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 当直長 

 

３．高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保系 

項 目 頻 度 担 当 

１．高圧窒素ガス供給系Ａ系及びＢ系の供給圧力の設定値が 

〇〇MPa[gage]以上に設定できることを確認するとともに，非

常用窒素ガス供給弁，常用・非常用窒素ガス連絡弁及び常用窒

素ガス供給止め弁が動作可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧窒素ガ

スボンベの外観点検及び規定圧力の確認により，使用可能であ

ることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可搬型直流電源設備による減圧

系が動作不能の場合 

及び 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

による減圧系が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，直流電源Ａ系及びＢ系が動作

可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※４を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．高圧窒素ガス供給系による作動

窒素ガス確保系が動作不能の

場合 

Ｂ１．当直長は，アキュムレータの圧力が健全

であることを確認する※５。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措置※４を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される措置

を完了時間内に達成できない

場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※４：代替品の補充等をいう。 

※５：高圧窒素ガス供給圧力が「第３９条 非常用炉心冷却系その１」に定める値であることを確認する。 
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表６６－４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

 

６６－４－１ 低圧代替注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（常設） 低圧代替注水系（常設）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※４ ２台 

復水貯蔵槽 ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

代替所内電気設備 ※９ 

冷温停止 

 燃料交換※３ 

復水移送ポンプ※５ １台 

復水貯蔵槽 ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

代替所内電気設備 ※９ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 
※２：低圧代替注水系（常設）の注水ラインは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－４－２ 

低圧代替注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」，

「第４０条 非常用炉心冷却系その２」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確

認する。 
※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 
（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※４：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６

６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部注水系（常設）」

の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 
※５：当該設備が動作不能時は，「第４０条 非常用炉心冷却系その２」の運転上の制限も確認する。 
※６：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転上の制限等を定める。 
※７：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
※８：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
※９：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が〇〇ｍ以上，流量が〇〇

ｍ３／ｈ以上であることを確認することで，復水移送ポンプ

２台で流量が〇〇ｍ３／ｈ以上，復水移送ポンプ１台で流量

が〇〇ｍ３／ｈ以上確保可能であることを確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能で

あることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温停止において，復水移送ポ

ンプ２台が動作可能であること，冷温停止及び燃料交換※１０

においては，復水移送ポンプ１台が動作可能であることを確

認する※１１。 

１ヶ月に１回 当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料交

換※１０において，低圧注水系Ａ系及びＢ系における注入隔離

弁及び洗浄水弁が動作可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直長 

※１０：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※１１：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
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（３）要求される措置  

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．低圧代替注水系（常設）

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系１系列を起動し，

動作可能であることを確認する※１２

とともに，その他設備※１３が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設備※１４が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

 

Ｂ．低圧注水系と共用する

配管又は弁が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧注水系２系列を起動し，

動作可能であることを確認する※１２

とともに，その他設備※１５が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設備※１４が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間

内に達成できない場

合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換※１６ 

Ａ．低圧代替注水系（常

設）が動作不能の場

合 

又は 

低圧注水系と共用す

る配管又は弁が動作

不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条で要求される非常

用炉心冷却系１系列を起動し，動作可

能であることを確認する※１２ととも

に，その他の設備※１７が動作可能であ

ることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１２：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１３：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をいい，至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

※１４：高圧炉心注水系をいう。 

※１５：低圧注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 

※１６：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※１７：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼル発電機及び低圧代替注水系（可

搬型）をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 



4.3-別紙-31 

６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（可搬型） 低圧代替注水系（可搬型）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※３ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための系統構成（接続口及び遠隔手動弁

操作設備を含む）ができることをいう。 

※２：低圧代替注水系（可搬型）の注水ラインは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－４

－２ 低圧代替注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷

却系その１」，「第４０条 非常用炉心冷却系その２」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運

転上の制限も確認する。 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※４：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 
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（３）要求される措置  

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．低圧代替注水系

（可搬型）が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系１系列を起動し，動

作可能であることを確認する※９とともに，

その他設備※１０が動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※１１が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態  

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ｂ．低圧注水系と共用す

る配管又は弁が動作

不能の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧注水系２系列を起動し，動作

可能であることを確認する※９とともに，その

他設備※１２が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※１１が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求 

される措置を完了時

間内に達成できない

場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※１３ 

Ａ．低圧代替注水系（可

搬型）が動作不能の

場合 

又は 

低圧注水系と共用す

る配管又は弁が動作

不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条で要求される非常用炉心

冷却系１系列を起動し，動作可能であること

を確認する※９とともに，その他の設備※１４が

動作可能であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

※９:運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１０：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をいい，至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

※１１：高圧炉心注水系をいう。 

※１２：低圧注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 

※１３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 
（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※１４：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼル発電機及び低圧代替注水系（常

設）をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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表６６－５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

 

６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器圧力逃がし装置 格納容器圧力逃がし装置が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装置 １個 

よう素フィルタ ２個 

ラプチャーディスク ２個 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ  ２本※３ 

スクラバ水ｐＨ制御設備 １式 

ドレン移送ポンプ １台 

ドレンタンク １基 

フィルタ装置出口放射線モニタ ※４ 

フィルタ装置水素濃度 ※４ 

可搬型窒素供給装置 ※５ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

可搬型直流電源設備 ※８ 

常設代替交流電源設備 ※９ 

常設代替直流電源設備 ※１０ 

代替所内電気設備 ※１１ 
※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）及び配管を含む。 
※２：原子炉の起動時にドライウェル点検を実施する場合は，ドライウェル点検後の原子炉の状態が起動になるま

での期間は運転上の制限を適用しない。 
※３：「６６－５－２ 耐圧強化ベント系」の遠隔空気駆動弁操作用ボンベを兼ねる。 
※４：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－５－３ 可搬型窒素供給装置」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 
※７：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
※８：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
※９：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
※１０：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※１１：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．よう素フィルタの性能を確認する。 定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．フィルタ装置の性能を確認する。 定事検停止時 原子炉ＧＭ 

３．フィルタ装置のスクラバ水の水酸化ナトリウムの濃度が〇〇

ｗｔ％以上であること及びｐＨが〇〇以上であることを確

認する。 

定事検停止後の  

原子炉起動前 

に１回 

原子炉ＧＭ 

４．ドレン移送ポンプの流量が９．１ｍ3／ｈ，揚程が１４．３

ｍ以上であることを確認する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

５．必要な電動駆動弁，空気駆動弁及び遠隔手動弁操作設備を用

いた弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

６．スクラバ水ｐＨ制御装置の性能を確認する。 定事検停止時 原子炉ＧＭ 

７．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器

圧力逃がし装置が使用可能であることを確認する。また，系

統が窒素置換されていることを系統圧力が保持されている

ことにより確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

８．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，フィルタ

装置のスクラバ水位が５００ｍｍ以上及び２２００ｍｍ以

下であることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

９．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，遠隔空気

駆動弁操作用ボンベが使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 当直長 

１０．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，スクラ

バ水ｐＨ制御装置が動作可能であることを確認する。ま

た，水酸化ナトリウム水溶液の保有量が〇〇Ｌ以上あるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器圧力逃

がし装置が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２系列を起動し,動作可能である

ことを確認する※１２とともに，その他の設備※１３が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度制御系１系列を起動し,動作可

能であることを確認するとともに，その他の設備※１４が動

作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設

備※１５が動作可能であることを確認する※１６。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１２：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１３：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，原子炉補機冷却水系３系列及び原子

炉補機冷却海水系３系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※１４：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※１５：代替循環冷却系及び耐圧強化ベント系（Ｗ／Ｗ）をいう。 

※１６：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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６６－５－２ 耐圧強化ベント系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ※３ ４本 

可搬型窒素供給装置 ※４ 

フィルタ装置水素濃度 ※５ 

耐圧強化ベント系放射線モニタ ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

可搬型直流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

常設代替直流電源設備 ※９ 

代替所内電気設備 ※10 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）及び配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，格納容器圧力逃がし装置が動作可能であることを確認し，動作可能であ

れば運転上の制限を満足しているとみなす。 

※３：「６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置」の遠隔空気駆動弁操作用ボンベを兼ねる。 

※４：「６６－５－３ 可搬型窒素供給装置」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。  

※８：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※９：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。  

※１０：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 
（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．必要な電動駆動弁，空気駆動弁及び遠隔手動弁操作設備を用い

た弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，動

作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，耐圧強化ベ

ント系が使用可能であることを確認する。 
１ヶ月に１回 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，遠隔空気駆

動弁操作用ボンベが使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．耐圧強化ベント系が

動作不能の場合※１１ 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２系列を起動し，動作可能である

ことを確認する※１２とともに，その他の設備※１３が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度制御系１系列を起動し，動作可

能であることを確認するとともに，その他の設備※１４が動

作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※１５を検討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する措置を開始する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１１：耐圧強化ベント系が動作不能の場合でも，格納容器圧力逃がし装置が動作可能であれば運転上の制限を満

足しているとみなす。 

※１２：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１３：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉補機冷

却海水系３系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※１４：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※１５：代替品の補充等をいう。 
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６６－５－３ 可搬型窒素供給装置  

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型窒素供給装置 可搬型窒素供給装置が動作可能であること※１ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型窒素供給装置 １台 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型窒素供給装置の吐出圧力が０．５MPa，流量が７

０Ｎｍ３／ｈ（窒素純度９９％以上※２にて）であること

を確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，可搬

型窒素供給装置が動作可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

※２：酸素濃度１％未満であることをもって確認する。 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可搬型窒素供給装置

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２系列を起動し,動作可能で

あることを確認する※３とともに，その他の設備※４

が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度制御系１系列を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，その他の

設備※５が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉

補機冷却海水系３系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※５：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 
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６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系２系列※１が動作可能であること※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） １台×２※４ 

熱交換器ユニット １式×２※４※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

燃料補給設備 ※８ 

※１：１系列とは，大容量送水車（熱交換器ユニット用）１台，熱交換器ユニット１式及びホースをいう。 

※２：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための原子炉補機冷却系のＡ系及びＢ系

のループ配管，残留熱除去系熱交換器，サージタンク，主要配管上の手動弁，電動弁及び接続口を

含む。 

なお，動作可能であるべき原子炉補機冷却系（接続口含む）は，原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止においては，Ａ系及びＢ系の計２系列，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換においては，

Ａ系又はＢ系どちらか１系列とする。 

※３：原子炉補機冷却系のＢ系の冷却ラインは，「６６－５－５ 代替循環冷却系」と兼ねる。 

動作不能時は，運転上の制限も確認する。 

また，当該系統が動作不能時は，「第５２条 残留熱除去冷却水系及び残留熱除去冷却海水系」及

び「第５３条 非常用ディーゼル発電設備冷却系」の運転上の制限も確認する。 

※４：大容量送水車（熱交換器ユニット用）及び熱交換器ユニットは，荒浜側及び大湊側に１セットずつ

分散配置されていること。 

※５：代替原子炉補機冷却水ポンプを含む。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．熱交換器ユニット（P27-D2000,D3000,D4000）の代替原子炉補機

冷却水ポンプの流量及び揚程が以下を満足していることを確認

する。 

・流量が６５０ｍ３／ｈ以上で揚程が６５ｍ以上。 

・流量が６８０ｍ３／ｈ以上で揚程が５６ｍ以上。 

・流量が７００ｍ３／ｈ以上で揚程が５３ｍ以上。 

２年に１回 原子炉ＧＭ 

２．熱交換器ユニット（P27-D1000,D5000）の代替原子炉補機冷却水

ポンプの流量及び揚程が以下を満足していることを確認する。 

・流量が〇〇ｍ３／ｈ以上で揚程が〇〇ｍ以上。 

・流量が〇〇ｍ３／ｈ以上で揚程が〇〇ｍ以上。 

・流量が〇〇ｍ３／ｈ以上で揚程が〇〇ｍ以上。 

２年に１回 原子炉ＧＭ 

３．大容量送水車（熱交換器ユニット用）の流量が〇〇ｍ３／ｈ以上

で吐出圧力が〇〇MPa 以上であることを確認する。 
1 年に１回 原子炉ＧＭ 

４．原子炉補機冷却水系における常用冷却水供給側分離弁及び常用

冷却水戻り側分離弁が動作可能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検停止時 当直長 

５．大容量送水車（熱交換器ユニット用）が動作可能であることを

確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル設備管

理ＧＭ 

６．熱交換器ユニットが動作可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル設備管

理ＧＭ 

７．原子炉補機冷却水系における残留熱除去系熱交換器冷却水止め

弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作

確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な代

替原子炉補機

冷却系が２系

列未満１系列

以上の場合 

Ａ１．当直長は，残りの代替原子炉補機冷却系が

動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉補機冷却水系１系列を起

動し，動作可能であることを確認する※９と

ともに，その他の設備※１０が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※１１を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な代

替原子炉補機

冷却系が１系

列未満の場合 

Ｂ１．当直長は，原子炉補機冷却水系１系列を起

動し，動作可能であることを確認する※９と

ともに，その他の設備※１０が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措置※１１を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ｃ．原子炉補機冷却水系の

Ａ系と共用する配管又

は弁が動作不能の場合 

Ｃ１．当直長は，原子炉補機冷却水系２系列を起動

し，動作可能であることを確認する※９ととも

に，その他の設備※１２が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

１０日間 

Ｄ．原子炉補機冷却水系の

Ｂ系と共用する配管又

は弁が動作不能の場合 

Ｄ１．当直長は，代替循環冷却系を動作不能とみな

す。 

及び 

Ｄ２．当直長は，原子炉補機冷却水系２系列を起動

し，動作可能であることを確認する※９ととも

に，その他の設備※１２が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ｄ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

１０日間 

Ｅ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

で要求される措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

Ｅ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｅ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な代替原子炉

補機冷却系が ２系列

未満の場合 

又は 

原子炉補機冷却水系と

共用する配管又は弁が

動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※１１を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
※１０：残りの原子炉補機冷却水系２系列，原子炉補機冷却海水系３系列及び非常用ディーゼル発電機３台を

いい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
※１１：代替品の補充等。 

※１２：原子炉補機冷却水系に接続する原子炉補機冷却海水系２系列及び非常用ディーゼル発電機２台をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 
 



4.3-別紙-45 

６６－５－５ 代替循環冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替循環冷却系 代替循環冷却系が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※２ ２台 

サプレッション・チェンバ ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

代替原子炉補機冷却系 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

燃料補給設備 ※８ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，

「６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部注水系

（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：「第４６条 サプレッションプールの水位」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が〇〇ｍ以上，流量が〇〇ｍ３

／ｈ以上であることを確認することで，復水移送ポンプ２台で流

量が〇〇ｍ３／ｈ以上確保可能であることを確認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉

心注水系第二止め弁，下部ドライウェル注水ライン隔離弁及び下

部ドライウェル注水流量調節弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

を確認する。 

定事検停止時 当直長 

３．復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能である

ことを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，復水移送ポンプ

２台が動作可能であることを確認する※９。 
１ヶ月に１回 当直長 

５．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，低圧注水系Ａ

系及びＢ系における注入隔離弁及び洗浄水弁が動作可能である

ことを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

６．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器スプ

レイ冷却系Ｂ系における洗浄水弁，格納容器冷却ライン隔離弁，

格納容器冷却流量調節弁及び圧力抑制室スプレイ注入隔離弁が

動作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替循環冷却系が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプレイ冷却系１系列を起動し，動

作可能であることを確認する※１0とともに，その他の設

備※１１が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１０：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１１：起動した格納容器スプレイ冷却系に関連する非常用ディーゼル発電機１台，原子炉補機冷却水系

１系列及び原子炉補機冷却海水系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 
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６６－５－６ 格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の水素濃度及び 

酸素濃度の監視 

格納容器内水素濃度及び酸素濃度監視設備が動作可能であるこ

と 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内水素濃度 ※１ 

格納容器内水素濃度（ＳＡ） ※１ 

格納容器内酸素濃度 ※１ 

※１：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」において運転上の制限等を定める。なお，

格納容器内酸素濃度は，「第４８条 格納容器内の酸素濃度」と兼ねる。動作不能時は，運転上の

制限も確認する。 
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表６６－６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替格納容器スプレイ 

冷却系（常設） 
代替格納容器スプレイ冷却系（常設）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ ２台 

復水貯蔵槽 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）のスプレイラインは，「６６－６－１ 代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）」，「６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）」，「６６－５－５ 代

替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の

運転上の制限も確認する。 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，

「６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部注水

系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 
項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が〇〇ｍ以上，流量が 

〇〇ｍ３／ｈ以上であることを確認することで，復水移送ポ

ンプ２台で流量が〇〇ｍ３／ｈ以上確保可能であることを確

認する。 

定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能で

あることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温停止において，復水移送ポ

ンプ２台が動作可能であることを確認する※８。 
１ヶ月に１回 当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温停止において，格納容器ス

プレイ冷却系Ｂ系における洗浄水弁，格納容器冷却ライン隔

離弁，格納容器冷却流量調節弁及び圧力抑制室スプレイ注入

隔離弁が動作可能であることを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）が

動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプレイ冷却系１系列を起動し，動作

可能であることを確認する※９とともに，その他設備※１０が

動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
※１０：起動した格納容器スプレイ冷却系に接続する非常用ディーゼル発電機１台をいい，至近の記録等

により動作可能であることを確認する。 
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６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型） 
代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための系統構成（接続口及び遠隔手動弁

操作設備を含む）ができることをいう。 

※２：代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）のスプレイラインは，「６６－６－１ 代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）」，「６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）」，「６６－５－５ 代

替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の

運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。  

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 
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（３）要求される措置   

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替格納容器ス

プレイ冷却系

（可搬型）が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプレイ冷却系１系列を起動し，動作可能

であることを確認する※８とともに，その他設備※９が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備
※１０が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完

了時間内に達

成できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：起動した格納容器スプレイ冷却系に接続する非常用ディーゼル発電機をいい，至近の記録等により

動作可能であることを確認する。 

※１０：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）をいう。 
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表６６－７ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

６６－７－１ 格納容器下部注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器下部注水系（常設） 格納容器下部注水系（常設）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ １台 

復水貯蔵槽 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：格納容器下部注水系（常設）の注水ラインは，「６６－７－１ 格納容器下部注水系（常設）」，「６

６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型）」及び「６６－５－５ 代替循環冷却系」の設備を兼

ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，

「６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部注水

系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が〇〇ｍ以上，流量が〇〇

ｍ３／ｈ以上であることを確認する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．復水補給水系における下部ドライウェル注水流量調節弁及び

下部ドライウェル注水ライン隔離弁が動作可能であることを

確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

３．復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮断弁が動作可能で

あることを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，復水移送

ポンプ１台が動作可能であることを確認する※８。 
１ヶ月に１回 当直長 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器下部注水

系（常設）が動作

不能の場合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系１系列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※９とともに，その他設備※１０が動作

可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対

処設備※１１が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※１０：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をいい，至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

※１１：格納容器下部注水系（可搬型）をいい，当該系統に要求される準備時間を満足させるために可搬

型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を設置する等の補完措置が完了していることを含む。 
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６６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器下部注水系（可搬型） 格納容器下部注水系（可搬型）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための系統構成（接続口及び遠隔手動弁

操作設備を含む）ができることをいう。 

※２：格納容器下部注水系（可搬型）の注水ラインは，「６６－７－１ 格納容器下部注水系（常設）」，

「６６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」の設備を兼

ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器下部注

水系（可搬型）

が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系１系列を起動し， 動作可能である

ことを確認する※８とともに，その他設備※９が動作可能で

あることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処

設備※１０が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をいい，至近の記録等により動作可能で

あることを確認する。 

※１０：格納容器下部注水系（常設）をいう。 
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表６６－８ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

６６－８－１ 静的触媒式水素再結合器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

静的触媒式水素再結合器 静的触媒式水素再結合器の所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※１ 

静的触媒式水素再結合器 ５６個 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置 ※２ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※２：「６６－１３－1 主要パラメータ及び代替パラメータ」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．静的触媒式水素再結合器が動作可能であることを確認す

る。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃

料交換※３において，所要数の静的触媒式水素再結合器が

動作可能であることを外観点検により確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な静的触媒

式水素再結合器が

所要数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系２系列を起動し，動

作可能であることを確認する※４とともに，

その他設備※５が動作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

 燃料交換※６ 

Ａ．動作可能な静的触媒

式水素再結合器が

所要数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条で要求される非常用炉

心冷却系１系列を起動し，動作可能である

ことを確認する※４とともに，残りの非常用

炉心冷却系が動作可能であることを確認す

る※７。 

及び 

Ａ３．当直長は使用済燃料プール水位がオーバー

フロー水位付近であること及び水温が６

５℃以下であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
※５：残りの低圧注水系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
※６：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 
（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※７：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋内の水素濃度監視 原子炉建屋内水素濃度監視設備が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 

動作可能 

であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※１ 

原子炉建屋水素濃度 ８ 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃

料交換※１において，動作不能でないことを指示により確

認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

２．チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 
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（３）要求される措置 

適用される  

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ａ．動作可能な原子炉建屋

内水素濃度監視設備

がチャンネル数を満

足していない場合 

Ａ１．１．当直長は，他チャンネルの原子炉建

屋内水素濃度監視装置が動作可能で

あることを確認する。 

 又は 

Ａ１．２．当直長は，静的触媒式水素再結合器

動作監視装置が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．原子炉建屋燃料取替床

の原子炉建屋内水素

濃度監視設備３チャ

ンネル動作不能の場

合 

又は 

原子炉建屋内水素濃

度監視設備がすべて

動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は格納容器内水素濃度監視装置が

動作可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

Ｃ.条件Ａ又はＢの措置を

完了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

 燃料交換※２ 

Ａ．動作可能な原子炉建屋

内水素濃度監視設備

がチャンネル数を満

足していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

速やかに 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 



4.3-別紙-61 

表６６－９ 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

６６－９－１ 燃料プール代替注水系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プール代替注水系 
可搬型スプレイヘッダ及び常設スプレイヘッダを使用した燃料プール代替

注水系が動作可能であること※１ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間 

可搬型スプレイヘッダ １個 

常設スプレイヘッダ １個 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級） １台 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための可搬型スプレイヘッダ及び常設スプ

レイヘッダまでの配管，サイフォンブレーク孔，系統構成に必要な手動弁及び接続口を含む。 

※２：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）及び可搬型代替注水ポンプ（Ａ

－２級）を起動し，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）の流量が１

４７ｍ３／ｈ以上で，吐出圧力が１．７０MPa[gage]以上であること

を確認する。 

１年に１回 タービンＧＭ 

２．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）及び可搬型代替注水ポンプ（Ａ

－２級）を起動し，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）が動作可能

であることを確認する。 

３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．可搬型スプレイヘッダが使用可能であることを外観点検により確認

する。 
３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

４．常設スプレイヘッダが使用可能であることを外観点検により確認す

る。 
１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．常設スプレイヘッ

ダが動作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近に

あること及び水温が６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備※４が

動作可能であることを管理的手段により確認する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．可搬型スプレイヘ

ッダが動作不能の

場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近に

あること及び水温が６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事故等対処設備※５が

動作可能であることを管理的手段により確認する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｃ．動作可能な可搬型

代替注水ポンプ

（Ａ－１級）が所

要数を満足してい

ない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近に

あること及び水温が６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ｃ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｄ．可搬型スプレイヘ

ッダ及び常設スプ

レイヘッダが動作

不能の場合 

又は 

燃料プール代替注

水系が動作不能の

場合 

Ｄ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｄ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近に

あること及び水温が６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．当直長は，使用済燃料プールの水位を維持するための注水手段※７

が確保されていることを確認する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※４：可搬型スプレイヘッダをいう。 
※５：常設スプレイヘッダをいう。 
※６：代替品の補充等をいう。 

※７：消火系による注水をいう。 
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６６－９－２ 使用済燃料プールの除熱 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プールの除熱 
燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱※１が動作可

能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに照射された燃料

を貯蔵している期間 

燃料プール冷却浄化系ポンプ １台 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 １基 

代替原子炉補機冷却系 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

※１：燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱とは，ろ過脱塩器バイパス運転による除熱を

いう。 

※２：必要な弁，配管及びスキマサージタンクを含む。 

※３：「６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．燃料プール冷却浄化系ポンプの流量が〇〇ｍ３／ｈ以上で，揚程

が〇〇ｍ以上であることを確認する。 
１年に１回 原子炉ＧＭ 

２．ＦＰＣろ過脱塩器第一入口弁，ＦＰＣろ過脱塩器第二入口弁，

ＦＰＣろ過脱塩器出口弁及びＦＰＣろ過脱塩器バイパス弁が動

作可能であることを確認する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認する。 

１年に１回 当直長 

３．燃料プール冷却浄化系ポンプが起動すること※６を確認する。 １ヶ月に１回 当直長 

※６：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料プール冷却浄

化系による使用

済燃料プールの

除熱が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する措置を開

始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの温度上昇評価を実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※７を検討し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

※７：燃料プール代替注水系による使用済燃料プールの注水，及び残留熱除去系による使用済燃料プール

の除熱が要求される措置Ａ２の評価時間内に実施可能であることを確認する。燃料プール代替注水

系については，ホースの事前接続等の補完措置を含む。残留熱除去系については管理的手段により

確認する。 
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６６－９－３ 使用済燃料プール監視設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プール監視設備 使用済燃料プール監視設備が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能で 

あるべき 

チャンネル数 

使用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している期

間 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ広域） １ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ） １ 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 
 １※２ 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ※１ １ 

常設代替交流電源設備 ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

所内蓄電式直流電源設備 ※５ 

可搬型直流電源設備 ※６ 

※１：使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む。 

※２：１チャンネルとは，高レンジ及び低レンジの両方をいう。 

※３：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。 

※６：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

要 素 項 目 頻 度 担当 

１．使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（ＳＡ広域） チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間において，動作不能

でないことを指示により確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

２．使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（ＳＡ） チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間において，動作不能

でないことを指示により確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

３．使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 

チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間において，動作不能

でないことを指示により確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

４．使用済燃料貯蔵プール監視

カメラ 機能を確認する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間において，動作可能

であることを確認する。 

１ヶ月に１回 計測制御ＧＭ 

 
 
（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１つ以上の要素が

監視不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水

位付近にあること及び水温が６５℃以下であることを

確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，残りの要素が監視可能であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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表６６－１０ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

６６－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋放水設備 原子炉建屋放水設備が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） １台 

放水砲 １台 

泡原液混合装置 １台 

泡原液搬送車 １台 

燃料補給設備 ※２ 

※１：必要なホースを含む。 

※２：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を起動し，吐出圧

力〇〇MPa[gage]以上，流量が〇〇ｍ３／ｈ以上であること

を確認する。 

１年に１回 タービンＧＭ 

２．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を起動し，動作可

能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．放水砲が使用可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

４．泡原液混合装置が使用可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

５．泡原液搬送車が使用可能であること及び泡消火薬剤の備蓄

量が６４６Ｌ以上あることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．原子炉建屋放水設備

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系１系列を起動し,動作

可能であることを確認す る※３とともに，その

他の設備※４が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバー

フロー水位付近にあること及び水温が６５℃

以下であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．原子炉建屋放水設備

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバー

フロー水位付近にあること及び水温が６５℃

以下であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※５：代替品の補充等をいう。 
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６６－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海洋拡散抑制設備 所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

小型船舶（汚濁防止膜設置用） １台 

放水口側汚濁防止膜※１ １４本 

取水口側汚濁防止膜※２ ２４本 

放射性物質吸着材 ４０８０ｋｇ※３ 

※１：北放水口側（高さ６ｍ×幅２０ｍ） 

※２：５号炉，６号炉及び７号炉取水口側（高さ８ｍ×幅２０ｍ） 

※３：６号及び７号炉雨水排水路集水桝用（１０２０ｋｇ×２），５号雨水排水路集水桝用（５１０ｋｇ）

並びにフラップゲート入口用（５１０ｋｇ×３） 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．汚濁防止膜について，所要数が使用可能であることを確

認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

２．小型船舶（汚濁防止膜設置用）について，所要数が使用

可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．放射性物質吸着材について，所要数が使用可能であるこ

とを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．海洋拡散抑制設

備が所要数を満

足していない場

合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系１系列を起動し，

動作可能であることを確認する※４ととも

に，その他の設備※５が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオー

バーフロー水位付近にあること及び水温が

６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備を使用可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．海洋拡散抑制設

備が所要数を満

足していない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設備を使用可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水位がオー

バーフロー水位付近にあること及び水温が

６５℃以下であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 
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表６６－１１ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

重大事故等収束のための水源 復水貯蔵槽の水量が所要値以上であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要値 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水貯蔵槽 １２．７ｍ 

冷温停止 

燃料交換※２ 
復水貯蔵槽 ４．４ｍ 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料交換※２にお

いて，復水貯蔵槽の水位を確認する。 
２４時間に１回 当直長 

※１：原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の確認運転開始から確認運転終了後２４時間までを除く。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵槽の水量

が所要値を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，サプレッション・チェンバ水位

が規定値以上であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，サプレッションプールを水源と

した非常用炉心冷却系２系列を起動し,動

作可能であることを確認する※３。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備の水量を復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時

間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

 燃料交換※５ 

Ａ．復水貯蔵槽の水量

が所要値を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備の水量を復旧する措置を

開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条で要求されるサプレッ

ションプールを水源とした非常用炉心冷却

系について１系列を起動し,動作可能であ

ることを確認する※３とともに，残りの非常

用炉心冷却系が動作可能であることを確認

する※６。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が動作可能であること

を確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を用いた復水貯蔵槽への移送手段をいい，速やかに復水貯蔵槽

へ補給できる体制を整えるため，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を設置する等の補完措置が完

了していることを含む。 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※６：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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６６－１１－２ 復水貯蔵槽への移送設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

復水貯蔵槽への 

移送設備 

淡水貯水池，防火水槽及び海から復水貯蔵槽へ水を移送するための設備が動作可

能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

  燃料交換※２ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※３ 

大容量送水車（海水取水用） ※４ 

復水貯蔵槽 ※５ 

燃料補給設備 ※６ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するための系統構成（接続口を含む）ができ

ることをいう。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」において運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１１－３ 海水移送設備」において運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵槽への移送

設備が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，復水貯蔵槽水位が６６－１

１－１の所要水位以上であることを

確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

 燃料交換※８ 

Ａ．復水貯蔵槽への移送

設備が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，復水貯蔵槽水位が５．５ｍ

以上となるように 補給する又は５．

５ｍ以上であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※７：代替品の補充等をいう。 

※８：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 
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６６－１１－３ 海水移送設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海水移送設備 海水移送設備２系列※１が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（海水取水用） １台×２※２ 

燃料補給設備 ※３ 

※１：１系列とは，大容量送水車（海水取水用）１台及び必要なホースをいう。 

※２：大容量送水車（海水取水用）は，荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散配置されてい

ること。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．大容量送水車（海水取水用）を起動し，流量が〇〇ｍ３／ｈ

以上で，吐出圧力が〇〇MPa[gage]以上であることを確認す

る。 

１年に１回 原子炉ＧＭ 

２．大容量送水車（海水取水用）を起動し，動作可能であるこ

とを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な海水移送設

備が２系列未満１系

列以上の場合 

Ａ１．当直長は，残りの海水移送設備が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，サプレッション・チェンバ

水位が第４６条を満足していることを

確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，復水貯蔵槽水位が６６－１

１－１の所要水位 以上であることを

確認する。 

及び 

Ａ４．当直長は，代替措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ５．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

１０日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な海水移送設

備が１系列未満の場

合 

Ｂ１．当直長は，サプレッション・チェンバ

水位が第４６条を満足していることを

確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，復水貯蔵槽水位が６６－１

１－１の所要水位 以上であることを

確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，代替措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間内

に達成できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な海水移送

設備が２系列未満の

場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，復水貯蔵槽水位が５．５ｍ

以上となるように 補給する又は５．

５ｍ以上であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※４を検討し，原

子炉主任技術者の確認を得て実施す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充又は淡水貯水池からの移送が可能であることの確認等をいう。 
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表６６－１２ 電源設備 

 

６６－１２－１ 常設代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

常設代替交流電源設備 常設代替交流電源設備による電源系が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

第一ガスタービン発電機 １台 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク １基 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ １台 

タンクローリ（１６ｋＬ） ※２ 

軽油タンク ※２ 

※１：燃料移送系の必要な弁及び配管を含む。 

※２：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．第一ガスタービン発電機を起動し，運転状態（電圧等）に異常の

ないことを確認する。 
定事検停止時 電気機器ＧＭ 

２．第一ガスタービン発電機を起動し，動作可能であることを確認す

る。 
１ヶ月に１回 当直長 

３．第一ガスタービン発電機用燃料タンクの油量が２０ｋＬ以上であ

ることを確認する。ただし，第一ガスタービン発電機の運転

中及び運転終了後１２時間を除く。 

１ヶ月に１回 当直長 

４．第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを起動し，動作可能で

あることを確認する。 
１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．常設代替交流電源

設備による電源系

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であることを確認するととも

に，その他の設備※３が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．常設代替交流電源

設備による電源系

が動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※３：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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 ６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備による電源系２系列※１が動作可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

電源車 ２台×２※３ 

タンクローリ（４ｋＬ） ※４ 

軽油タンク ※４ 

※１：１系列とは，電源車２台をいう。 

※２：動作可能とは，緊急用電源切替箱接続装置，動力変圧器Ｃ系，ＡＭ用動力変圧器及び代替原子炉補

機冷却系に接続できることを含む。 

※３：電源車は，荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散配置されていること。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．電源車を起動し，運転状態（電圧等）に異常のないこと

を確認する。 
２年に１回 電気機器ＧＭ 

２．電源車を起動し，動作可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止  

Ａ．動作可能な可搬型代

替交流電源設備に

よる電源系が２系

列未満１系列以上

の場合 

Ａ１．当直長は，残りの可搬型代替交流電源

設備が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１

台を起動し，動作可能であることを確

認するとともに，その他の設備※５が動

作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な可搬型代

替交流電源設備によ

る電源系が１系列未

満の場合  

Ｂ１．当直長は，代替原子炉補機冷却系を動

作不能とみなす。 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１

台を起動し，動作可能であることを確

認するとともに，その他の設備※５が動

作可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間

内に達成できない場

合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可搬型代

替交流電源設備によ

る電源系が２系列未

満の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１

台を起動し，動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※５：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等。
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６６－１２－３ 号炉間電力融通電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

号炉間電力融通電気設備 所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

号炉間電力融通ケーブル（常設） １セット※１ 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） １セット※１ 

※１：１セットとは，１相分１本の３相分３本をいう。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用可能であることを確認する。 １ヶ月に１回 当直長 

２．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）が使用可能であることを確認す

る。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．所要数を満足し

ていない場合 

Ａ１．１．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を

起動し，動作可能であることを確認すると

ともに，その他の設備※１が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※２が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

又は 

Ａ２．１．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を

起動し，動作可能であることを確認すると

ともに，その他の設備※１が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ２．２．当直長は，代替措置※３を検討し原子炉主

任技術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．所要数を満足

していない

場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を起動し，

動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．１．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重大事

故等対処設備※２が動作可能であることを確認す

る。 

又は 

Ａ３．２．当直長は，代替措置※３を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※２：常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）をいう。 

※３：代替品の補充等。
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６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

所内蓄電式 

直流電源設備※１ 

及び 

常設代替 

直流電源設備※２ 

所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による電源系が動

作可能であること 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

直流１２５Ｖ充電器Ａ※３ １個 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ※３ １組 

直流１２５Ｖ充電器Ａ－２※３ １個 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２※３ １組 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器※４ １個 

ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池※４ １組 

※１：所内蓄電式直流電源設備とは，直流１２５Ｖ充電器Ａ，直流１２５Ｖ蓄電池Ａ，直流１２５Ｖ充電

器Ａ－２，直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２，ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器及びＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池

をいう。 

※２：常設代替直流電源設備とは，ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器及びＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池をいう。 

※３：当該系統が動作不能時は，「第６２条 直流電源その１」及び「第６３条 直流電源その２」の運

転上の制限も確認する。 

※４：当該系統が動作不能時は，「６６－９－３ 使用済燃料プール監視設備」の運転上の制限も確認す

る。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備（蓄電池

及び充電器）の機能を確認する。 
定事検停止時 運転評価ＧＭ 

２．直流１２５Ｖ蓄電池Ａの浮動充電時の蓄電池電圧が１２８Ｖ以上で

あることを確認する。 
１週間に１回 当直長 

３．直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２の浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以

上であることを確認する。 
１週間に１回 当直長 

４．ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池について，浮動充電時の蓄電池電圧が１

２８Ｖ以上であることを確認する。 
１週間に１回 当直長 

５．直流１２５Ｖ充電器Ａ及び直流１２５Ｖ充電器Ａ－２の出力電圧を

確認する。 
１週間に１回 当直長 

６．ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器の出力電圧を確認する。 １週間に１回 当直長 

 



4.3-別紙-87 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件  要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．蓄電池が動作不

能の場合 

Ａ１．当直長は，非常用ディーゼル発電機Ａ系を起

動し，動作可能であることを確認するととも

に，当該蓄電池の充電器が健全であることを

確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，常設代替交流電源設備が動作可能

であることを確認するとともに，当該蓄電池

の充電器が健全であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該蓄電池を動作可能な 状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．充電器が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，蓄電池Ａ，Ａ－２及びＡＭが健全

であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機Ａ系を起

動し，動作可能であることを確認するととも

に，残りの充電器が健全であることを確認す

る。 

及び 

Ｂ３．当直長は，常設代替交流電源設備が動作可能

であることを確認するとともに，残りの充電

器が健全であることを確認する。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該充電器を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件  要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．蓄電池が動作不

能の場合 

Ａ１．当直長は，当該蓄電池を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，常設代替交流電源設備が動作可

能であることを確認するとともに，当該蓄

電池の充電器が健全であることを確認す

る。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．充電器が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該充電器を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，常設代替交流電源設備が動作可

能であることを確認するとともに，残りの

充電器が健全であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 



4.3-別紙-89 

６６－１２－５ 可搬型直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型直流電源設備 可搬型直流電源設備による電源系が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器 ※１ 

電源車 ※２ 

タンクローリ（４ｋＬ） ※３ 

軽油タンク ※３ 

※１：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備」において運転上の制限等

を定める。 

※２：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 
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６６－１２－６ 代替所内電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替所内電気設備 代替所内電気設備※１からの給電系が使用可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＡＭ用ＭＣＣ ４個 

ＡＭ用切替盤 ２個 

ＡＭ用動力変圧器 １個 

緊急用断路器 ２個 

緊急用電源切替箱接続装置 ２個 

緊急用電源切替箱断路器 １個 

※１：ＡＭ用操作盤を含む。 

※２：非常用交流高圧電源母線Ａ系及びＢ系に給電できることを含む。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．代替所内電気設備からの給電系が使用可能であること

を外観点検により確認する。 
１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．緊急用断路器が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，常設代替交流電源設備を動

作不能とみなす。 

速やかに 

Ｂ．代替所内電気設備

による電源系が動作

不能の場合 

Ｂ１．当直長は，非常用所内電気設備が動作

可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

Ｃ．条件Ｂで要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．緊急用断路器が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長は，常設代替交流電源設備を動

作不能とみなす。 

速やかに 

Ｂ．代替所内電気設備

による電源系が動作

不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用所内電気設備が動作

可能であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 
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６６－１２－７ 燃料補給設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料補給設備 

（１）軽油タンク１基以上が使用可能であること 

（２）所要数のタンクローリ（４ｋＬ）及びタンクローリ（１６ｋＬ）が動作可能で

あること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

軽油タンク※２ １基※３ 

タンクローリ（４ｋＬ） ３台※４ 

タンクローリ（１６ｋＬ） １台 

※１：必要なホースを含む。 

※２：当該設備が使用不能時は，「第６１条 非常用ディーゼル発電機燃料油等」の運転上の制限も確認

する。 

※３：６号炉及び７号炉の軽油タンク４基のうち１基。 

※４：タンクローリ（４ｋＬ）は，大湊側高台保管場所及び５号炉東側第二保管場所に分散配置されてい

ること。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．６号炉及び７号炉の軽油タンク４基のうち１基以上が第６１条

で定める軽油タンクレベルを満足していることを確認する。 
１ヶ月に１回 当直長 

２．タンクローリ（４ｋＬ）が動作可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．タンクローリ（１６ｋＬ）が動作可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．軽油タンクが所要数を満足して

いない場合 

Ａ１.当直長は，当該設備を使用可能な状態に復旧する。 ２日間 

Ｂ．動作可能なタンクローリ（４ｋ

Ｌ）が所要数を満足していない

場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する※６。 

２日間 

 

２日間 

Ｃ．動作可能なタンクローリ 

（１６ｋＬ）が所要数を満足し

ていない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する※６。 

２日間 

 

２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｄ１．当直長は，燃料補給を要する重大事故等対処

設備※７を動作不能※８とみなす。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｅ１．当直長は，タンクローリ（４ｋＬ）による燃

料補給を要する重大事故等対処設備※７を動

作不能※８とみなす。 

速やかに 

Ｆ．条件Ｃで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｆ１．当直長は，タンクローリ（１６ｋＬ）による

燃料補給を要する重大事故等対処設備※７を

動作不能※８とみなす。 

速やかに 

※５：代替品の補充等をいう。 

※６：２日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続するが， 

２日間を超えたとしても条件Ｅ及びＦには移行しない。 

※７：燃料補給を有する重大事故等対処設備とは，以下をいう。 

タンクローリ（４ｋＬ）；可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級），可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級），

大容量送水車（海水取水用），大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），電源車，モニタリングポ

スト用発電機及び５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備。 

タンクローリ（１６ｋＬ）；第一ガスタービン発電機。 

※８：燃料補給を要する重大事故等対処設備の運転上の制限は個別に適用される。
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表６６－１３ 計装設備 

 

６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主要パラメータ １チャンネル以上が監視可能であること※１※３ 

代替パラメータ 主要パラメータの推定が可能であること※１※２ 

※１：プラント起動に伴う計器校正，原子炉水圧検査及び原子炉格納容器漏えい率検査時に計器保護のた

め隔離している場合並びに計器ベント等の計器校正時は，運転上の制限を満足していないとはみな

さない。 

※２：代替パラメータに記載する番号は優先順位であり，推定方法が複数あることを示す。 

なお，推定方法が複数ある場合は，いずれかの方法で推定できれば運転上の制限を満足していない

とはみなさない。 

※３：[  ]は，有効監視パラメータ（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施

設の状態を把握することが可能な計器）を示す。有効監視パラメータは運転上の制限を適用しない。 

 

 

１．原子炉圧力容器内の温度 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※４ 

 

原子炉圧力容器温度 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉圧力容器温度の１

チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより

推定する。 

②原子炉圧力 

②原子炉圧力（SA） 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

飽和温度／圧力の関係を

利用して原子炉圧力容器

内の温度を推定する。 

③残留熱除去系熱交換器入口

温度 

残留熱除去系が運転状態

であれば，残留熱除去系熱

交換器入口温度により推

定する。 

※４：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合
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２．原子炉圧力容器内の圧力 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

原子炉圧力 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉圧力の１チャンネ

ルが故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定する。 

②原子炉圧力（SA） 
原子炉圧力（SA）により推

定する。 

③原子炉水位（広帯域） 

③原子炉水位（燃料域） 

③原子炉水位（SA） 

① 原子炉圧力容器温度 

飽和温度／圧力の関係を

利用して原子炉圧力容器

内の圧力を推定する。 

原子炉圧力（SA） 

①原子炉圧力 
原子炉圧力により推定す

る。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

②原子炉圧力容器温度 

飽和温度／圧力の関係を

利用して原子炉圧力容器

内の圧力を推定する。 
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３．原子炉圧力容器内の水位 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※５ 

 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（広帯域）

の１チャンネルが故

障した場合は，他チャ

ンネルにより推定す

る。 

②原子炉水位（SA） 
原子炉水位（SA）によ

り推定する。 

③高圧代替注水系系統流量 

③復水補給水系流量（RHR A 系代替注水

流量） 

③復水補給水系流量（RHR B 系代替注水

流量） 

③原子炉隔離時冷却系系統流量 

③高圧炉心注水系系統流量 

③残留熱除去系系統流量 

機器動作状態にある

流量より，崩壊熱によ

る原子炉水位変化量

を考慮し，原子炉圧力

容器内の水位を推定

する。 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（SA） 

④格納容器内圧力（S/C） 

差圧から原子炉圧力

容器の満水を推定す

る。 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（燃料域）

の１チャンネルが故

障した場合は，他チャ

ンネルにより推定す

る。 

②原子炉水位（SA） 
原子炉水位（SA）によ

り推定する。 

③高圧代替注水系系統流量 

③復水補給水系流量（RHR A 系代替注水

流量） 

③復水補給水系流量（RHR B 系代替注水

流量） 

② 原子炉隔離時冷却系系統流量 

③高圧炉心注水系系統流量 

③残留熱除去系系統流量 

機器動作状態にある

流量より，崩壊熱によ

る原子炉水位変化量

を考慮し，原子炉圧力

容器内の水位を推定

する。 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（SA） 

④格納容器内圧力（S/C） 

差圧から原子炉圧力

容器の満水を推定す

る。 
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適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※５ 

 

原子炉水位（SA） 

①原子炉水位（広帯域） 

①原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯

域），原子炉水位（燃

料域）により推定す

る。 

②高圧代替注水系系統流量 

②復水補給水系流量（RHR A 系代替注水

流量） 

②復水補給水系流量（RHR B 系代替注水

流量） 

②原子炉隔離時冷却系系統流量 

②高圧炉心注水系系統流量 

②残留熱除去系系統流量 

機器動作状態にある

流量より，崩壊熱に

よる原子炉水位変化

量を考慮し，原子炉

圧力容器内の水位を

推定する。 

③原子炉圧力 

③原子炉圧力（SA） 

③格納容器内圧力（S/C） 

差圧から原子炉圧力

容器の満水を推定す

る。 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合
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４．原子炉圧力容器への注水量 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動※６ 

高温停止※６ 

 

高圧代替注水系 

系統流量 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水位

（SA）の変化により注水量を

推定する。なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮した上で注

水量を推定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水位変

化により高圧代替注水系系統

流量を推定する。 

原子炉隔離時冷却系

系統流量 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水位

（SA）の変化により注水量を

推定する。なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮した上で注

水量を推定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水位変

化により原子炉隔離時冷却系

系統流量を推定する。 

高圧炉心注水系 

系統流量 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水位

（SA）の変化により注水量を

推定する。なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮した上で注

水量を推定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水位変

化により高圧炉心注水系系統

流量を推定する。 

※６：高圧代替注水系系統流量及び原子炉隔離時冷却系系統流量については，原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上の場合に適用する。
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適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※７ 

 

復水補給水系流量（RHR 

A 系代替注水流量） 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水

位（SA）の変化により注水

量を推定する。なお，復水

貯蔵槽の補給状況も考慮

した上で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水

位変化により復水補給水

系流量（RHR A 系代替注水

流量）を推定する。 

復水補給水系流量（RHR 

B 系代替注水流量） 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水

位（SA）の変化により注水

量を推定する。なお，復水

貯蔵槽の補給状況も考慮

した上で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水

位変化により復水補給水

系流量（RHR B 系代替注水

流量）を推定する。 

残留熱除去系 

系統流量 

①サプレッション・チェン

バ・プール水位 

水源であるサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位

の変化により注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水

位変化により残留熱除去

系系統流量を推定する。 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合
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５．原子炉格納容器への注水量 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水補給水系流量 

（RHR B 系代替注水流

量） 

 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水

位（SA）の変化により注水

量を推定する。なお，復水

貯蔵槽の補給状況も考慮

した上で注水量を推定す

る。 

②格納容器内圧力（D/W） 

②格納容器内圧力（S/C） 

②格納容器下部水位 

注水先の格納容器内圧力

（D/W）又は格納容器内圧

力（S/C）より格納容器へ

の注水量を推定する。 

復水補給水系流量 

（格納容器下部注水

流量） 

 

①復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水

位（SA）の変化により注水

量を推定する。なお，復水

貯蔵槽の補給状況も考慮

した上で注水量を推定す

る。 

②格納容器内圧力（D/W） 

②格納容器内圧力（S/C） 

②格納容器下部水位 

注水先の格納容器下部水

位の変化により復水補給

水系流量（格納容器下部注

水流量）を推定する。 
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６．原子炉格納容器内の温度 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェル雰囲

気温度 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

ドライウェル雰囲気温度の１チ

ャンネルが故障した場合は，他

チャンネルにより推定する。 

②格納容器内圧力（D/W） 

飽和温度／圧力の関係を利用し

て格納容器内圧力（D/W）により

ドライウェル雰囲気温度を推定

する。 

③格納容器内圧力（S/C） 

飽和温度／圧力の関係を利用し

て格納容器内圧力（S/C）により

ドライウェル雰囲気温度を推定

する。 

サプレッション・

チェンバ気体温度 

①サプレッション・チェン

バ・プール水温度 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度によりサプレッショ

ン・チェンバ気体温度を推定す

る。 

②格納容器内圧力（S/C） 

飽和温度／圧力の関係を利用し

て格納容器内圧力（S/C）により

サプレッション・チェンバ気体

温度を推定する。 

サプレッション・チ

ェンバ・プール水温

度 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度の１チャンネルが故

障した場合は，他チャンネルに

より推定する。 

②サプレッション・チェンバ

気体温度 

サプレッション・チェンバ気体

温度によりサプレッション・チ

ェンバ・プール水温度を推定す

る。 
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７．原子炉格納容器内の圧力 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内圧力 

（D/W） 

①格納容器内圧力（S/C） 
格納容器内圧力（S/C）に

より推定する。 

②ドライウェル雰囲気温度 

飽和温度／圧力の関係を

利用してドライウェル雰

囲気温度により格納容器

内圧力（D/W）を推定する。 

格納容器内圧力 

（S/C） 

①格納容器内圧力（D/W） 
格納容器内圧力（D/W）に

より推定する。 

②サプレッション・チェンバ気体

温度 

飽和温度／圧力の関係を

利用してサプレッショ

ン・チェンバ気体温度によ

り格納容器内圧力（S/C）

を推定する。 
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８．原子炉格納容器内の水位 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッション・チェ

ンバ・プール 

水位 

①復水補給水系流量

（RHR B 系代替注水流

量） 

復水補給水系流量（RHR B 系

代替注水流量）の注水量によ

り，サプレッション・チェン

バ・プール水位を推定する。 

②復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水位の

変化により，サプレッショ

ン・チェンバ・プール水位を

推定する。なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮した上で注

水量を推定する。 

③格納容器内圧力（D/W） 

③格納容器内圧力（S/C） 

差圧によりサプレッション・

チェンバ・プール水位を推定

する。 

格納容器下部水位 

①主要パラメータの他

チャンネル 

格納容器下部水位の１チャン

ネルが故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定する。 

②復水補給水系流量（格

納容器下部注水流量） 

復水補給水系流量（格納容器

下部注水流量）の注水量によ

り，格納容器下部水位を推定

する。 

③復水貯蔵槽水位（SA） 

水源である復水貯蔵槽水位の

変化により，格納容器下部水

位を推定する。なお，復水貯

蔵槽の補給状況も考慮した上

で注水量を推定する。 

 

９．原子炉格納容器内の水素濃度 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内 

水素濃度 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

格納容器内水素濃度の１チ

ャンネルが故障した場合は，

他チャンネルにより推定す

る。 

②格納容器内水素濃度

（SA） 

格納容器内水素濃度（SA）に

より推定する。 

格納容器内 

水素濃度（SA） 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

格納容器内水素濃度（SA）の

１チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより推

定する。 

②格納容器内水素濃度 
格納容器内水素濃度により

推定する。 

 



4.3-別紙-104 

１０．原子炉格納容器内の放射線量率 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内 

雰囲気放射線 

レベル（D/W） 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

格納容器内雰囲気放射線レベル

（D/W）の１チャンネルが故障し

た場合は，他チャンネルにより推

定する。 

格納容器内 

雰囲気放射線 

レベル（S/C） 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

格納容器内雰囲気放射線レベル

（S/C）の１チャンネルが故障し

た場合は，他チャンネルにより推

定する。 

 

１１．未臨界の維持又は監視 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

起  動※８ 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※９ 

起動領域モニタ 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

起動領域モニタの１チャンネルが

故障した場合は，他チャンネルに

より推定する。 

②平均出力領域モニタ 
平均出力領域モニタにより推定す

る。 

運  転 

起  動 

平均出力領域 

モニタ 

①主要パラメータの他チャ

ンネル 

平均出力領域モニタの１チャンネ

ルが故障した場合は，他チャンネ

ルにより推定する。 

②起動領域モニタ 起動領域モニタにより推定する。 

［制御棒操作 

監視系］ 

①起動領域モニタ 起動領域モニタにより推定する。 

②平均出力領域モニタ 
平均出力領域モニタにより推定す

る。 

※８：計数領域の場合に適用する。 

※９：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。



4.3-別紙-105 

１２．最終ヒートシンクの確保 

（１）代替循環冷却系 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッション・ 

チェンバ・プール 

水温度 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

サプレッション・チェンバ・

プール水温度の１チャンネ

ルが故障した場合は，他チャ

ンネルにより推定する。 

②サプレッション・チェンバ気

体温度 

サプレッション・チェンバ気

体温度によりサプレッショ

ン・チェンバ・プール水温度

を推定する。 

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 

①サプレッション・チェンバ・

プール水温度 

熱交換器ユニットの熱交換

量評価からサプレッショ

ン・チェンバ・プール水温度

により推定する。 

復水補給水系流量 

（RHR A 系代替注水流

量） 

①原子炉水位（広帯域） 

①原子炉水位（燃料域） 

①原子炉水位（SA） 

注水先の原子炉水位の水位

変化により復水補給水系流

量（RHR A 系代替注水流量）

を推定する。 

②原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力容器温度により

最終ヒートシンクが確保さ

れていることを推定する。 



4.3-別紙-106 

 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水補給水系流量（RHR 

B 系代替注水流量） 

①復水補給水系流量（RHR A 系代

替注水流量） 

①復水補給水系流量（格納容器下

部注水流量） 

①復水移送ポンプ吐出圧力 

①格納容器内圧力（S/C） 

①サプレッション・チェンバ・プ

ール水位 

復水移送ポンプの注水

特性から推定した総流

量より，原子炉格納容

器側への注水量を推定

する。 

②サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度 

②ドライウェル雰囲気温度 

②サプレッション・チェンバ気体

温度 

サプレッション・チェ

ンバ・プール水温度，

ドライウェル雰囲気温

度，サプレッション・

チェンバ気体温度によ

り，最終ヒートシンク

が確保されていること

を推定する。 

復水補給水系流量（格

納容器下部注水流量） 

①復水補給水系流量（RHR B 系代

替注水流量） 

①復水移送ポンプ吐出圧力 

①格納容器内圧力（S/C） 

①サプレッション・チェンバ・プ

ール水位 

復水移送ポンプの注水

特性から推定した総流

量より，原子炉格納容

器下部への注水量を推

定する。 

②格納容器下部水位 

注水先の格納容器下部

水位の変化により復水

補給水系流量（格納容

器下部注水流量）を推

定する。 



4.3-別紙-107 

（２）格納容器圧力逃がし装置 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装置水位 
①主要パラメータの他チ

ャンネル 

フィルタ装置水位の１チャンネ

ルが故障した場合は，他チャン

ネルにより推定する。 

フィルタ装置入口 

圧力 

①格納容器内圧力（D/W） 

①格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（D/W）又は格納

容器内圧力（S/C）の傾向監視に

より格納容器圧力逃がし装置の

健全性を推定する。 

フィルタ装置出口 

放射線モニタ 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

フィルタ装置出口放射線モニタ

の１チャンネルが故障した場合

は，他チャンネルにより推定す

る。 

フィルタ装置水素 

濃度 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

フィルタ装置水素濃度の１チャ

ンネルが故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定する。 

②格納容器内水素濃度

（SA） 

原子炉格納容器内の水素ガスが

格納容器圧力逃がし装置の配管

内を通過することから，格納容

器内水素濃度（SA）により推定

する。 

フィルタ装置金属 

フィルタ差圧 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

フィルタ装置金属フィルタ差圧

の１チャンネルが故障した場合

は，他チャンネルにより推定す

る。 

フィルタ装置 

スクラバ水 pH 
①フィルタ装置水位 

フィルタ装置水位によりベント

ガスに含まれる水蒸気の凝縮に

よるスクラバ水の希釈状況によ

り推定する。 



4.3-別紙-108 

（３）耐圧強化ベント系 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

耐圧強化ベント系 

放射線モニタ 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

耐圧強化ベント系放射線モニタ

の１チャンネルが故障した場合

は，他チャンネルにより推定す

る。 

フィルタ装置 

水素濃度 

①格納容器内水素濃度

（SA） 

原子炉格納容器内の水素ガスが

耐圧強化ベント系の配管内を通

過することから，格納容器内水

素濃度（SA）により推定する。 

 

 

（４）残留熱除去系 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※１０ 

 

残留熱除去系熱交 

換器入口温度 

①原子炉圧力容器温度 

①サプレッション・チ

ェンバ・プール水温

度 

原子炉圧力容器温度，サプレッ

ション・チェンバ・プール水温

度により，最終ヒートシンクが

確保されていることを推定す

る。 

残留熱除去系 

熱交換器出口温度 

①残留熱除去系熱交換

器入口温度 

熱交換器ユニットの熱交換量評

価から推定する。 

②原子炉補機冷却水系

系統流量 

②残留熱除去系熱交換

器入口冷却水流量 

原子炉補機冷却水系系統流量，

残留熱除去系熱交換器入口冷却

水流量により，最終ヒートシン

クが確保されていることを推定

する。 

残留熱除去系 

系統流量 

①残留熱除去系ポンプ

吐出圧力 

残留熱除去系ポンプの注水特性

を用いて，残留熱除去系系統流

量が確保されていることを推定

する。 

※１０：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 



4.3-別紙-109 

１３．格納容器バイパスの監視 

（１）原子炉圧力容器内の状態 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉水位（広帯域）の１チャ

ンネルが故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定する。 

②原子炉水位（SA） 
原子炉水位（SA）により推定す

る。 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉水位（燃料域）の１チャ

ンネルが故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定する。 

②原子炉水位（SA） 
原子炉水位（SA）により推定す

る。 

原子炉水位（SA） 
①原子炉水位（広帯域） 

①原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域），原子炉

水位（燃料域）により推定する。 

原子炉圧力 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉圧力の１チャンネルが

故障した場合は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉圧力（SA） 
原子炉圧力（SA）により推定す

る。 

③原子炉水位（広帯域） 

③原子炉水位（燃料域） 

③原子炉水位（SA） 

③原子炉圧力容器温度 

飽和温度／圧力の関係を利用

して原子炉圧力容器内の圧力

を推定する。 

原子炉圧力（SA） 

①原子炉圧力 原子炉圧力により推定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

②原子炉圧力容器温度 

飽和温度／圧力の関係を利用

して原子炉圧力容器内の圧力

を推定する。 



4.3-別紙-110 

（２）原子炉格納容器内の状態 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェル 

雰囲気温度 

①主要パラメータの他チ

ャンネル 

ドライウェル雰囲気温度の１チャ

ンネルが故障した場合は，他チャン

ネルにより推定する。 

②格納容器内圧力（D/W） 

飽和温度／圧力の関係を利用して

格納容器内圧力（D/W）によりドラ

イウェル雰囲気温度を推定する。 

格納容器内 

圧力（D/W） 

①格納容器内圧力（S/C） 
格納容器内圧力（S/C）により推定

する。 

②ドライウェル雰囲気温

度 

飽和温度／圧力の関係を利用して

ドライウェル雰囲気温度により格

納容器内圧力（D/W）を推定する。 

 

 

（３）原子炉建屋内の状態 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧炉心注水系 

ポンプ吐出圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力，原子炉圧力(SA)の低下

により格納容器バイパスの発生を

推定する。 

残留熱除去系 

ポンプ吐出圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力，原子炉圧力(SA)の低下

により格納容器バイパスの発生を

推定する。 



4.3-別紙-111 

１４．水源の確保 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

  燃料交換※１１ 

復水貯蔵槽水位 

（SA） 

①高圧代替注水系系統流量 

①復水補給水系流量（RHR A 系代

替注水流量） 

①復水補給水系流量（RHR B 系代

替注水流量） 

①原子炉隔離時冷却系系統流量 

①高圧炉心注水系系統流量 

①復水補給水系流量（格納容器下

部注水流量） 

復水貯蔵槽を水源とする

ポンプの注水量から，復

水貯蔵槽水位（SA）を推

定する。なお，復水貯蔵

槽の補給状況も考慮した

上で水位を推定する。 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（SA） 

②復水移送ポンプ吐出圧力 

注水先の原子炉水位の水

位変化により復水貯蔵槽

水位（SA）を推定する。

なお，復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上で水位

を推定する。 

復水移送ポンプが正常に

動作していることを把握

することにより，水源で

ある復水貯蔵槽水位が確

保されていることを推定

する。 

※１１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合



4.3-別紙-112 

 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッション・チ

ェンバ・プール水位 

①復水補給水系流量（RHR A 系

代替注水流量） 

①復水補給水系流量（RHR B 系

代替注水流量） 

①残留熱除去系系統流量 

サプレッション・チェンバの

水位容量曲線を用いて，原子

炉格納容器へ注水する復水補

給水系流量（RHR B 系代替注水

流量）と経過時間より算出し

た注水量から推定する。 

また，サプレッション・チェ

ンバの水位容量曲線を用い

て，サプレッション・チェン

バ・プール水から原子炉圧力

容器へ注水する復水補給水系

流量（RHR A 系代替注水流量）

又は残留熱除去系系統流量と

経過時間より算出した注水量

から推定する。 

②復水移送ポンプ吐出圧力 

②残留熱除去系ポンプ吐出圧

力 

復水移送ポンプ，残留熱除去

系ポンプが正常に動作してい

ることを把握することによ

り，水源であるサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位が

確保されていることを推定す

る。 



4.3-別紙-113 

１５．原子炉建屋内の水素濃度 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

  燃料交換※１２ 

原子炉建屋 

水素濃度※１３ 

①主要パラメータの他チャン

ネル 

原子炉建屋水素濃度の１

チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより

推定する。 

②静的触媒式水素再結合器動

作監視装置※１４ 

静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置（静的触媒式

水素再結合器入口／出口

の差温度により水素濃度

を推定）により推定する。 

※１２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※１３：「６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視」において運転上の制限等を定める。 

※１４：１チャンネルとは１個の静的触媒式水素再結合器の出入口に設置している２個の静的触媒

式水素再結合器動作監視装置をいう。 

 

 

１６．原子炉格納容器内の酸素濃度 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内 

酸素濃度 

①主要パラメータの他

チャンネル 

格納容器内酸素濃度の１チャンネ

ルが故障した場合は，他チャンネル

により推定する。 

②格納容器内雰囲気放

射線レベル（D/W） 

②格納容器内雰囲気放

射線レベル（S/C） 

②格納容器内圧力

（D/W） 

②格納容器内圧力

（S/C） 

格納容器内雰囲気放射線レベル

（D/W）又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（S/C）にて炉心損傷を判

断した後，初期酸素濃度と保守的な

G 値を入力とした評価結果（解析結

果）により格納容器内酸素濃度を推

定する。 

事故後の原子炉格納容器内への空

気（酸素）の流入有無を把握し，水

素燃焼の可能性を推定する。 
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１７．使用済燃料プールの監視※１５ 

適用される 

原子炉の状態 

主要パラメータ 代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる  期間 

使用済燃料貯蔵 

プール水位・ 

温度（SA 広域） 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA）により，水位・温度を推定

する。 

②使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）にて

使用済燃料プールの水位を推定

する。 

③使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラにより，使用済燃料プールの状

態を監視する。 

使用済燃料貯蔵 

プール水位・ 

温度（SA） 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域）により，水位・温度を

推定する。 

②使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）にて

使用済燃料プールの水位を推定

する。 

③使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラにより，使用済燃料プールの状

態を監視する。 

使用済燃料貯蔵プ

ール放射線モニタ

（高レンジ・低レン

ジ） 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA 広域） 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

(SA 広域)，(SA)にて水位を測定し

た後，水位と放射線量率の関係に

より放射線量率を推定する。 

②使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラにより，使用済燃料プールの状

態を監視する。 

使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ(使

用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空

冷装置を含む) 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA 広域） 

①使用済燃料貯蔵プール水

位・温度（SA） 

①使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温

度，使用済燃料貯蔵プール放射線

モニタにて，使用済燃料プールの

状態を推定する。 

※１５：「６６－９－３ 使用済燃料プール監視設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．動作不能でないことを指示により確認する。 １ヶ月に１回 当直長 

２．チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 
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（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ.主要パラメータを計測する

計器すべてが動作不能であ

る場合 

Ａ１.当直長は，代替パラメータが動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該計器が故障状態であることが

運転員に明確に分かるような措置を講じる。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日間 

Ｂ.代替パラメータを計測する

計器すべてが動作  不能で

ある場合 

Ｂ１．当直長は，主要パラメータが動作可能である

ことを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該計器が故障状態であることが

運転員に明確に分かるような措置を講じる。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日間 

Ｃ.１つの機能を確認する すべ

ての計器が動作不能である

場合 

Ｃ１．当直長は，当該機能の主要パラメータ又は代

替パラメータを１手段以上動作可能な状態に

復旧する。 

３日間 

Ｄ.運転，起動又は高温停止にお

いて条件Ａ，Ｂ又はＣの措

置を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｄ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｅ.冷温停止，燃料交換において

条件Ａ，Ｂ又はＣの措置を

完了時間以内に達成できな

い場合 

Ｅ１．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 
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６６－１３－２ 補助パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

補助パラメータ 補助パラメータが監視可能であること※１ 

 

 

１．電源関係 

適用される 

原子炉の状態 
補助パラメータ 

動作可能 

であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

Ｍ／Ｃ Ｃ電圧 １ 

Ｍ／Ｃ Ｄ電圧 １ 

Ｍ／Ｃ Ｅ電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｃ－１電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｄ－１電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｅ－１電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ａ電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｂ電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｃ電圧 １ 

直流１２５Ｖ充電器盤Ａ－２蓄電池電圧 １ 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器盤蓄電池電圧 １ 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電圧 １※２ 

非常用Ｄ／Ｇ発電機周波数 １※２ 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電力 １※２ 

第一ＧＴＧ発電機電圧 １ 

第一ＧＴＧ発電機周波数 １ 

電源車電圧 １※３ 

電源車周波数 １※３ 

※１：監視対象の系統本体が動作可能であることを要求されない場合を除く。 

※２：非常用ディーゼル発電機１系列あたり。 

※３：電源車１台あたり。 
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２．その他 

適用される 

原子炉の状態 
補助パラメータ 

動作可能 

であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧窒素ガス供給系ＡＤＳ入口圧力 １※４ 

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力 １※４ 

格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク水位 ４ 

格納容器圧力逃がし装置・耐圧強化ベント系 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 
１※５ 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＲＣＷサージタンク水位 １※６ 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度 １※６ 

※４：高圧窒素ガス供給系１系列あたり。 

※５：遠隔空気駆動弁操作用ボンベ１本あたり。 

※６：原子炉補機冷却水系１系列あたり。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．補助パラメータ（電源関係）を監視する計器の機能を

確認する。 
定事検停止時 電気機器ＧＭ 

２．補助パラメータ（その他）を監視する計器のチャンネ

ル校正を実施する。 
定事検停止時 計測制御ＧＭ 

３．補助パラメータ（電源車電圧及び電源車周波数を除く）

を監視する計器が健全であることを確認する。 
１ヶ月に１回 当直長 

４．補助パラメータ（電源車電圧及び電源車周波数）を監

視する計器が健全であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．補助パラメータが監視

不能の場合 

Ａ１．当直長は，代替措置※７を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該計器が故障状態であること

が運転員に明確に分かるような措置を講じ

る。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件ＡのＡ１又はＡ２

で要求される措置を

完了時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復

旧する。 
３日間 

Ｃ．条件ＡのＡ３又は条件

Ｂで要求される措置

を完了時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．補助パラメータが監視

不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該計器を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※７を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器が故障状態であること

が運転員に明確に分かるような措置を講じ

る。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※７：代替計器等による監視をいう。 
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６６－１３－３ 可搬型計測器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型計測器 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型計測器 ２３個 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数の可搬型計測器の機能を確認する。 １年に１回 計測制御ＧＭ 

２．所要数の可搬型計測器が動作可能であることを確認す

る。 
３ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な可搬型計

測器が所要数を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態

に復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措置※１を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する※

２。 

３０日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可搬型計

測器が所要数を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※１を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１：代替品の補充等をいう。 

※２：３０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続する

が，３０日間を超えたとしても条件Ｂには移行しない。 
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６６－１３－４ パラメータ記録 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

パラメータ記録 安全パラメータ表示システム（SPDS）が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

安全パラメータ表示シス

テム（SPDS） 

データ伝送装置 ※１ 

緊急時対策支援システム伝送装置 ※１ 

SPDS 表示装置 ※１ 

※１：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を定める。 



4.3-別紙-122 

表６６－１４ 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

 

６６－１４－１ 中央制御室の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく 

低減設備 

（１）中央制御室可搬型陽圧化空調機による加圧系が動作可能であること※１ 

（２）中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）による加圧系が動作可能であること※２ 

（３）データ表示装置（待避室），中央制御室待避室遮蔽（可搬型），差圧計及び酸素濃度・

二酸化炭素濃度計の所要数が動作可能であること 

その他設備 
可搬型蓄電池内蔵型照明及び中央制御室用乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ）の所要数

が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※４ 

又は原子炉建屋原

子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作

業時 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット） ２台 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（ブロワユニット） ４台 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） １７４本 

データ表示装置（待避室） １台 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型） １式 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 ２個 

差圧計 ２個 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型蓄電池内蔵型照明 ２個 

中央制御室用乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ） ４個 

衛星電話設備（常設） ※５ 

無線連絡設備（常設） ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

※１：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁，配管，ダクト及びダンパを含む。また，当該系統が動作不能

時は，「第５７条 中央制御室非常用換気空調系」の運転上の制限も確認する。 

※２：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁及び配管を含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機能を復旧できる状態に管理されてい

れば，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※４：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する 1 組又は 1 本の制御棒の挿入・引抜を除く。 

※５：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．中央制御室可搬型陽圧化空調機（ブロワユニット）の性能

確認を実施する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又

は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時

において，中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニ

ット）が使用可能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 化学管理ＧＭ 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又

は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時

において，中央制御室可搬型陽圧化空調機（ブロワユニッ

ト）を起動し，動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又

は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時

において，ＭＣＲ排気隔離ダンパ，ＭＣＲ通常時外気取入

隔離ダンパ及びＭＣＲ非常時外気取入隔離ダンパが閉す

ることを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

５．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又

は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時

において，所要数の中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボ

ンベ）が規定圧力であることを確認する。 

３ヶ月に１回 当直長 

６．可搬型蓄電池内蔵型照明の点灯確認を行い，使用可能であ

ることを確認する。 
３ヶ月に１回 当直長 

７．中央制御室用乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ）の点灯

確認を行い，使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 放射線管理ＧＭ 

８．差圧計が健全であることを確認する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

９．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又

は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時

において，差圧計が使用可能であることを外観点検により

確認する。 

３ヶ月に１回 当直長 

１０．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※

７又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において，酸素濃度・二酸化炭素濃度計が使用可

能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

１１．酸素濃度・二酸化炭素濃度計の計器校正を実施する。 定事検停止時 発電ＧＭ 

１２．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※

７又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において，データ表示装置（待避室）の伝送確認

を実施する。 

３ヶ月に１回 計測制御ＧＭ 
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項 目 頻 度 担 当 

１３．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※

７又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において，中央制御室待避室遮蔽（可搬型）が使

用可能であることを確認する。 

３ヶ月に１回 放射線管理ＧＭ 

※７：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する 1 組又は 1 本の制御棒の挿入・引抜を除く。 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ａ．中央制御室可搬型陽圧化空調機

による中央制御室の加圧系が

動作不能の場合 

Ａ１．当直長は，７号炉の中央制御室

非常用換気空調系１系列を起動

し，動作可能であることを確認

するとともに，その他の設備※９

が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※１０を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．中央制御室待避室陽圧化装置（空

気ボンベ）による中央制御室待避

室の加圧系が動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，７号炉の中央制御室

非常用換気空調系１系列を起動

し，動作可能であることを確認

するとともに，その他の設備※９

が動作可能であることを確認す

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ｃ．動作可能なデータ表示装置（待

避室），中央制御室待避室遮蔽

（可搬型），差圧計，酸素濃度・

二酸化炭素濃度計，可搬型蓄電

池内蔵型照明又は中央制御室用

乾電池内蔵型照明（ランタンタイ

プ）が所要数を満足していない

場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※１０を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する※１１。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要求される措

置を完了時間内に達成できない

場合 

Ｄ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温停止にする。 

 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可搬型蓄電池内蔵型

照明又は中央制御室用乾電池

内蔵型照明（ランタンタイプ）

が所要数を満足していない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※１０を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

炉心変更時※８

又は 

原子炉建屋原

子炉棟内で照

射された燃料

に係る作業時 

Ａ．炉心変更時※８又は原子炉建屋原子

炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において要求される設備

が，運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

Ａ１．当直長は，炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業を中止

する。 

速やかに 

 

速やかに 

※８：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する１組又は１本の制御棒の挿入・引抜を除く。 

※９：残りの中央制御室非常用換気空調系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

※１０：代替品の補充等をいう。 

※１１：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続す

るが，１０日間を超えたとしても条件Ｄには移行しない。 
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６６－１４－２ 原子炉建屋ブローアウトパネル 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋ブローアウトパネル※１ 
燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の機能が健全であ

ること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置 ４台 

※１：燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネルの開放機能は，「第４

９条 原子炉建屋」で確認する。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の性能を確認する。 定事検停止時 原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，燃料取替床ブ

ローアウトパネル閉止装置の機能が健全であることを確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直長 
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（３）要求される措置  

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料取替床ブロ

ーアウトパネル

閉止装置の機能

が健全でない場

合 

Ａ１．当直長は，燃料取替床ブローアウトパネルの機能が健全で

あることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※２を検討し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：手動操作等による閉止手段の確認をいう。 
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表６６－１５ 監視測定設備 

 

６６－１５－１ 監視測定設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

監視測定設備 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＧＭ汚染サーベイメータ ２台※１ 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ２台※１ 

ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ １台※１ 

電離箱サーベイメータ ２台※１ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ ２台※１ 

可搬型モニタリングポスト※２ １５台 

モニタリングポスト用発電機 ３台 

可搬型気象観測装置※２ １台 

小型船舶（海上モニタリング用） １台 

※１：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所あたりの合計所要数。 

※２：データ処理装置を含む。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数の可搬型ダスト・よう素サンプラの機能確認を実施する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

２．所要数の可搬型ダスト・よう素サンプラが動作可能であること

を確認する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

３．所要数のＮａＩシンチレーションサーベイメータの機能確

認を実施する。 
１年に１回 放射線安全ＧＭ 

４．所要数のＮａＩシンチレーションサーベイメータが動作可

能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

５．所要数のＧＭ汚染サーベイメータの機能確認を実施   する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

６．所要数のＧＭ汚染サーベイメータが動作可能であることを確認

する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

７．所要数の電離箱サーベイメータの機能確認を実施   する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

８．所要数の電離箱サーベイメータが動作可能であることを確認

する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

９．所要数のＺｎＳシンチレーションサーベイメータの機能確

認を実施する。 
１年に１回 放射線安全ＧＭ 

１０．所要数のＺｎＳシンチレーションサーベイメータが動作

可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

１１．所要数の可搬型モニタリングポストの機能確認を実施する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

１２．所要数の可搬型モニタリングポストが動作可能であることを

確認する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

１３．所要数の小型船舶（海上モニタリング用）が使用    可能

であることを確認する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

１４．所要数の可搬型気象観測装置の機能確認を実施する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

１５．所要数の可搬型気象観測装置が動作可能であることを確認す

る。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

１６．所要数のモニタリングポスト用発電機の機能確認を   実施す

る。 
１年に１回 放射線安全ＧＭ 

１７．所要数のモニタリングポスト用発電機が動作可能で   あるこ

とを確認する。 
１ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な監視測定

設備が所要数を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※３を検討し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※３：代替品の補充等をいう。 
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表６６－１６ 緊急時対策所 

 

６６－１６－１ 緊急時対策所の居住性確保（対策本部） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく 

低減設備 

（１）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）による

加圧系が動作可能であること※１ 

（２）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置の所要数が動

作可能であること 

（３）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機及び可搬型

陽圧化空調機による加圧系が動作可能であること※２ 

（４）差圧計（対策本部），酸素濃度計（対策本部）及び二酸化炭素濃度計（対策本部）

の所要数が動作可能であること 

その他設備 
可搬型エリアモニタ（対策本部）及び５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用乾電池内蔵型

照明（ランタンタイプ）の所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数※４ 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※５ 

又は 

原子炉建屋原子炉

棟内で照射された

燃料に係る作業時 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気

ボンベ） 
１２３本 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装

置 
１台 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送

風機 
２台 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調

機 
１台 

差圧計（対策本部） １個 

酸素濃度計（対策本部） １個 

二酸化炭素濃度計（対策本部） １個 

可搬型エリアモニタ（対策本部） １台 

可搬型モニタリングポスト ※６ 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用乾電池内蔵型照明 

（ランタンタイプ） 
４個 

※１：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁及び配管を含む。 

※２：陽圧化に必要なバウンダリ※３及びダクトを含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機能を復旧できる状態に管理されてい

れば，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※４：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）あたりの合計所要数。 

※５：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。 

※６：「６６－１５－１ 監視測定設備」において運転上の制限等を定める。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機の

活性炭フィルタが使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 化学管理ＧＭ 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機の

性能確認を実施する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

３．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機を

起動し，動作可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

４．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機

の性能確認を実施する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

５．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機

を起動し，動作可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

６．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において，５号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）が規定

圧力であることを確認する。 

３ヶ月に１回 ５号炉当直長 

７．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置の

性能が維持されていることを確認する。 
定事検停止時 原子炉ＧＭ 

８．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※７又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において，５号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置が動作可能で

あることを確認する。 

１ヶ月に１回 原子炉ＧＭ 

９．可搬型エリアモニタ（対策本部）の機能確認を実施する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

１０．可搬型エリアモニタ（対策本部）が動作可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

１１．酸素濃度計（対策本部）の計器校正を実施する。 １年に１回 発電ＧＭ 

１２．酸素濃度計（対策本部）が使用可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

１３．二酸化炭素濃度計（対策本部）の計器校正を実施する。 １年に１回 発電ＧＭ 

１４．二酸化炭素濃度計（対策本部）が使用可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

１５．差圧計（対策本部）が健全であることを確認する。 １年に１回 計測制御ＧＭ 

１６．差圧計（対策本部）が使用可能であることを外観点検により

確認する。 
３ヶ月に１回 計測制御ＧＭ 

１７．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用乾電池内蔵型照明（ラン

タンタイプ）の点灯確認を行い，使用可能であることを確認

する。 

３ヶ月に１回 放射線管理ＧＭ 

※７：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ａ．動作可能な可搬型エリアモニタ（対策

本部）が所要数を満足していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※９を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）可搬型外気取入送風機及び可

搬型陽圧化空調機による加圧系が動作

不能の場合 

又は 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）に

よる加圧系が動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措置※９を検討

し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する※１０。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．動作可能な５号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装

置，差圧計（対策本部），酸素濃度計（対

策本部），二酸化炭素濃度計（対策本部）

又は５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

用乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ）

が所要数を満足していない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※９を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する※１０。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｄ．条件Ｂ又はＣで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｄ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 



4.3-別紙-134 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可搬型エリアモニタ

（対策本部）が所要数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※９を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型外気取入送風

機及び可搬型陽圧化空調機によ

る加圧系が動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措置※９を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｃ．動作可能な差圧計（対策本部），

酸素濃度計（対策本部），二酸化

炭素濃度計（対策本部）又は５号

炉原子炉建屋内緊急時対策所用

乾電池内蔵型照明（ランタンタイ

プ）が所要数を満足していない場

合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，代替措置※９を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

炉心変更時※８ 

又は 

原子炉建屋原子

炉棟内で照射さ

れた燃料に係る

作業時 

Ａ．炉心変更時※８又は原子炉建屋原子

炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において要求される設備

が，運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

Ａ１．当直長は，炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉建屋原子炉棟内

で照射された燃料に係る作業を中

止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※８：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。 

※９：代替品の補充等をいう。 

※１０：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続す

るが，１０日間を超えたとしても条件Ｄには移行しない。 
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６６－１６－２ 緊急時対策所の居住性確保（待機場所） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく低減設備 

（１）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）

による加圧系が動作可能であること※１ 

（２）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機による

加圧系が動作可能であること※２ 

（３）差圧計（待機場所），酸素濃度計（待機場所）及び二酸化炭素濃度計（待機

場所）の所要数が動作可能であること 

その他設備 可搬型エリアモニタ（待機場所）の所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数※４ 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※５ 

又は 

原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料

に係る作業時 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧

化装置（空気ボンベ） 
１４２１本 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬

型陽圧化空調機 
２台 

差圧計（待機場所） １個 

酸素濃度計（待機場所） １個 

二酸化炭素濃度計（待機場所） １個 

可搬型エリアモニタ（待機場所） １台 

※１：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁及び配管を含む。 

※２：陽圧化に必要なバウンダリ※３及びダクトを含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機能を復旧できる状態に管理されてい

れば，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※４：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）あたりの合計所要数。 

※５：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空

調機の活性炭フィルタが使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 化学管理ＧＭ 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空

調機の性能確認を実施する。 
１年に１回 原子炉ＧＭ 

３．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空

調機を起動し，動作可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※６又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時におい

て，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置

（空気ボンベ）が規定圧力であることを確認する。 

３ヶ月に１回 ５号炉当直長 

５．可搬型エリアモニタ（待機場所）の機能確認を実施する。 １年に１回 放射線安全ＧＭ 

６．可搬型エリアモニタ（待機場所）が動作可能であることを確認

する。 
３ヶ月に１回 放射線安全ＧＭ 

７．酸素濃度計（待機場所）の計器校正を実施する。 １年に１回 発電ＧＭ 

８．酸素濃度計（待機場所）が使用可能であることを確認する。 ３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

９．二酸化炭素濃度計（待機場所）の計器校正を実施する。 １年に１回 発電ＧＭ 

１０．二酸化炭素濃度計（待機場所）が使用可能であることを確認

する。 
３ヶ月に１回 発電ＧＭ 

１１．差圧計（待機場所）が健全であることを確認する。 １年に１回 計測制御ＧＭ 

１２．差圧計（待機場所）が使用可能であることを外観点検により

確認する。 
３ヶ月に１回 計測制御ＧＭ 

※６：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止  

Ａ．動作可能な可搬型エリア

モニタ（待機場所）が所

要数を満足していない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．５号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（待機場所）可

搬型陽圧化空調機による

加圧系が動作不能の場合 

又は 

５号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（待機場所）陽

圧化装置（空気ボンベ）

による加圧系が動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，当該系統を動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する※９。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．動作可能な差圧計（待機

場所），酸素濃度計（待機

場所）又は二酸化炭素濃

度計（待機場所）が所要

数を満足していない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する※９。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｄ．条件Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｄ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可搬型エリアモ

ニタ（待機場所）が所要数

を満足していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．５号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（待機場所）可搬型

陽圧化空調機による加圧

系が動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該系統を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｃ．動作可能な差圧計（待機場

所），酸素濃度計（待機場

所）又は二酸化炭素濃度計

（待機場所）が所要数を満

足していない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

炉心変更時※７ 

又は 

原子炉建屋原子

炉棟内で照射さ

れた燃料に係る

作業時 

Ａ．炉心変更時※７又は原子炉建

屋原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において

要求される設備が，運転上

の制限を満足していないと

判断した場合 

Ａ１．当直長は，炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉建屋原子炉棟内

で照射された燃料に係る作業を

中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※７：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１本の挿入・引抜を除く。 

※８：代替品の補充等をいう。 

※９：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続する

が，１０日間を超えたとしても条件Ｄには移行しない。 
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６６－１６－３ 緊急時対策所の代替電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

緊急時対策所の代替電源設備 代替電源設備による電源系が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬

型電源設備 
２台 

可搬ケーブル   ２セット※２ 

交流分電盤 ３台 

負荷変圧器 １台 

燃料補給設備 ※３ 

※１：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所あたりの合計所要数。 

※２：２セットとは，１相分１本の３相分３本を１セット及び１相分２本の３相分６本を１セットをいう。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を起動

し，運転状態（電圧等）に異常のないことを確認する。 
２年に１回 電気機器ＧＭ 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の発電機

を起動し，動作可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．負荷変圧器が使用可能であることを外観点検にて確認する。 １ヶ月に１回 電気機器ＧＭ 

４．交流分電盤が使用可能であることを外観点検にて確認する。 １ヶ月に１回 電気機器ＧＭ 

５．可搬ケーブルが使用可能であることを外観点検にて確認す

る。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．代替電源設備による電

源系が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，代替措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する※

５。 

又は 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．代替電源設備による電

源系が動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充をいう。 

※５：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続する

が，１０日間を超えたとしても条件Ｂには移行しない。 
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表６６－１７ 通信連絡を行うために必要な設備 

 

６６－１７－１ 通信連絡設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

通信連絡設備 

（１）緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置が動作可能であること 

（２）統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム，IP-

電話機及び IP-FAX）が動作可能であること 

（３）SPDS 表示装置，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（可搬型），無線連絡設

備（常設），無線連絡設備（可搬型），携帯型音声呼出電話機及び５号炉屋外緊

急連絡用インターフォンの所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部） 

安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS） 

緊急時対策支援システ

ム伝送装置※１ 
１式※２ 

SPDS 表示装置 １台※２ 

統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連

絡設備 

テレビ会議システム １台※３ 

IP-電話機 ６台※３ 

IP-FAX ２台※３ 

衛星電話設備（常設） ５台 

衛星電話設備（可搬型） ４台 

無線連絡設備（常設） ４台 

無線連絡設備（可搬型） ２９台 

携帯型音声呼出電話機 ２台 

５号炉屋外緊急連絡用インターフォン ２台※４ 

７号炉プロセス計算機

室 

安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS） 
データ伝送装置 １式※２ 

７号炉中央制御室 

衛星電話設備（常設） １台 

無線連絡設備（常設） １台 

携帯型音声呼出電話機 ３台 

５号炉中央制御室 ５号炉屋外緊急連絡用インターフォン ２台※４ 

５号炉原子炉建屋屋外 ５号炉屋外緊急連絡用インターフォン ６台※４ 

※１：データ伝送設備を含む。 

※２：緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置については，Ａ系又はＢ系のいずれかにより

所内は有線系又は無線系回線，所外は有線系又は衛星系回線で伝送可能であることをいう。 

※３：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備については，テレビ会議システム，IP-電話機

又は IP-FAX のいずれかにより有線系又は衛星系回線で所外へ通信可能であることをいう。 

※４：５号炉屋外緊急連絡用インターフォンについては，Ａ系又はＢ系のいずれかが動作可能であること

をいう。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．緊急時対策支援システム伝送装置，データ伝送装

置及び SPDS 表示装置の伝送機能を確認する。また，

データの記録機能を確認する。 

１ヶ月に１回 計測制御ＧＭ 

２．統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

（テレビ会議システム，IP-電話機及び IP-FAX）の

通話及び通信機能を確認する。 

１ヶ月に１回 電子通信ＧＭ 

３．衛星電話設備（常設）の通話機能を確認する。 １ヶ月に１回 電子通信ＧＭ 

４．衛星電話設備（可搬型）の通話機能を確認する。 ３ヶ月に１回 電子通信ＧＭ 

５．無線連絡設備（常設）の通話機能を確認する。 １ヶ月に１回 電子通信ＧＭ 

６．無線連絡設備（可搬型）の通話機能を確認する。 ３ヶ月に１回 電子通信ＧＭ 

７．携帯型音声呼出電話機の通話確認を実施する。 ３ヶ月に１回 

（７号炉中央制御室） 

発電ＧＭ 

（緊急時対策所） 

電子通信ＧＭ 

８．５号炉屋外緊急連絡用インターフォンの通話機能

を確認する。 
１ヶ月に１回 電気機器ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．緊急時対策支援システム伝送装

置※５又はデータ伝送装置※５が

動作不能である場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措置※８を検討

し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する※９。 

１０日間※１３ 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．統合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備※６が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措置※１０を検

討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する※９。 

１０日間※１３ 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．SPDS表示装置※５が動作不能の場

合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※１１を検

討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する※９。 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

Ｄ．動作可能な衛星電話設備（常設）
※７，衛星電話設備（可搬型）※７，

無線連絡設備（常設）※７，無線

連絡設備（可搬型）※７，携帯型

音声呼出電話機※７又は５号炉屋

外緊急連絡用インターフォン※７

が所要数を満足していない場合 

Ｄ１．当直長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する。 

又は 

Ｄ２．当直長は，代替措置※１２を検

討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する※９。 

１０日間※１３ 

 

 

 

１０日間 

Ｅ．条件ＡからＤで要求される措置

を完了時間内に達成できない場

合 

Ｅ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｅ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．緊急時対策支援システム伝送装

置※５又はデータ伝送装置※５が

動作不能である場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※８を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速やかに※１３ 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．統合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備※６が動作

不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措置※１０を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速やかに※１３ 

 

 

 

速やかに 

Ｃ．SPDS表示装置※５が動作不能の場

合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，代替措置※１１を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｄ．動作可能な，衛星電話設備（常

設）※７，衛星電話設備（可搬型）
※７，無線連絡設備（常設）※７，

無線連絡設備（可搬型）※７，携

帯型音声呼出電話機※７又は５

号炉屋外緊急連絡用インター

フォン※７が所要数を満足して

いない場合 

Ｄ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ｄ２．当直長は，代替措置※１２を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速やかに※１３ 

 

 

 

速やかに 
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※５：サーバー切替等による一時的なデータ伝送停止は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。

また，所要の確認対象パラメータを記録し，連絡する要員を確保することを条件に行う計画的な保

全作業及び機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検及び試験に伴うデータ伝送

停止を含む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※６：衛星電話設備（常設）等による通信手段を確保することを条件に行う計画的な保全作業及び機能試

験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検及び試験に伴う停止を含む。）は，運転上の

制限を満足していないとはみなさない。 

※７：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加又は他種の通信機器等による通信手段を確保することを

条件に行う計画的な保全作業及び機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検及び

試験に伴う停止を含む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※８：緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置の代替措置は，所要の確認対象パラメータを

記録し，連絡する要員を確保すること等をいう。 

※９：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限は継続するが，１

０日間を超えたとしても条件Ｅには移行しない。 

※１０：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備の代替措置は，通信機器の補充等をいう。 

※１１：SPDS 表示装置の代替措置は，連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加又は他種の通信機器に

よる通信手段の確保及びあらかじめ記録対象パラメータを定め，記録要員を確保すること等をい

う。 

※１２：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加又は他種の通信機器による通信手段の確保による措置

をいう。 

※１３：緊急時対策支援システム伝送装置，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（可搬型）及び統合原

子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム，IP-電話機及び IP-FAX）に

ついては，原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者等が所掌する設備）の故障等に

より運転上の制限を逸脱した場合において，当該要求される措置に対する完了時間を除外する。 



4.3-別紙-146 

表６６－１８ アクセスルートの確保 

 

６６－１８－１ ホイールローダ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ホイールローダ 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ホイールローダ ４台※１ 

※１：ホイールローダは，荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散配置されていること。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．ホイールローダについて，所要数が動作可能であることを

確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 
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（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能なホイールロ

ーダが所要数を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措置※２を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する※３。 

１０日間 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能なホイールロ

ーダが所要数を 満

足していない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※２を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て実施する措置

を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※２：代替品の補充等をいう。 

※３：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するまで運転上の制限の逸脱は継続する

が，１０日間を超えたとしても条件Ｂには移行しない。 

 



4.3-別紙-148 

表６６－１９ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

 

６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 
可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）の所要数が動作可能で

あること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

使用済燃料プールに照射された燃料を

貯蔵している期間 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ８台※３ 

※１：動作可能とは，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）及びホースにより送水できることをいう。 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を使用する各系統の必要数は以下のとおり。 

・６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬型）４台×２ 

・６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置 ４台 

・６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）４台×２ 

・６６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型）４台×２ 

・６６－９－１ 燃料プール代替注水系 ４台×２ 

・６６－１１－２ 復水貯蔵槽への移送設備 ４台×２ 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※３：可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）は，荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び５号炉東側

第二保管場所に分散配置されていること。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）の性能確認を実施し，以下の３項

目を全て満足することを確認する。 

（１）吐出圧力が１．２９MPa[gage]以上，流量が１４７ｍ３／ｈ／台以上。 

（２）吐出圧力が１．６３MPa[gage]以上，流量が１２０ｍ３／ｈ／台以上。 

（３）吐出圧力が１．６７MPa[gage]以上，流量が９０ｍ３／ｈ／台以上。 

１年に

１回 
タービンＧＭ 

２．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）が動作可能であることを確認する。 
３ヶ月

に１回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

 

 

 



4.3-別紙-149 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な可搬型

代替注水ポンプ

（Ａ－２級）が８

台未満の場合（４

台以上が動作可

能） 

Ａ１．当直長は，残りの可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２

級）が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，残留熱除去系１系列及び非常用ディー

ゼル発電機１台を起動し，動作可能であることを

確認するとともに，その他の設備※４が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な可搬型

代替注水ポンプ

（Ａ－２級）が４

台未満の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧代替注水系（可搬型），格納容器

圧力逃がし装置，代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）及び

復水貯蔵槽への移送設備を動作不能とみなす。 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用ディーゼル発電機１台を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，その他

の設備※４が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施する。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を

完了時間内に達

成できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※６ 

Ａ．動作可能な可搬

型代替注水ポ

ンプ（Ａ－２

級）が８台未満

の場合（４台以

上が動作可能） 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第６０条で要求される非常用デ

ィーゼル発電機１台を起動し，動作可能で

あることを確認するとともに，その他の設

備※７が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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Ｂ．動作可能な可搬

型代替注水ポ

ンプ（Ａ－２

級）が４台未満

の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧代替注水系（可搬型），復

水貯蔵槽への移送設備を動作不能とみな

す。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，第６０条で要求される非常用デ

ィーゼル発電機１台を起動し，動作可能で

あることを確認するとともに，その他の設

備※７が動作可能であることを確認する。 

及び 

Ｂ４．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

Ａ．動作可能な可搬

型代替注水ポ

ンプ（Ａ－２

級）が８台未満

の場合 

Ａ１．当直長は，燃料プール代替注水系を 動作

不能とみなす。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※５を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

※４：残りの非常用ディーゼル発電機２台，原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉補機冷却海水系３系列

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※５：代替品の補充等をいう。 

※６：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

※７：動作可能であることを確認する機器に必要な原子炉補機冷却水系１系列及び原子炉補機冷却海水系

１系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 
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4.4 予防保全を目的とした保全作業のために計画的に運転上の制限外に移行する場

合について 

 

 (１)基本的な考え方 

  保安規定第４章に定める設備・機器が、運転上の制限を満足しない状態に移行す

る場合のうち、予防保全を目的とした保全作業を実施するために計画的に運転上の

制限を満足しない状態に移行する場合については、保安規定の運転上の制限の考え

方として、突発的に生じた運転上の制限の逸脱とは明確に区別するべきものである

ことから、その定義、運用を明確に定める必要があるため、保安規定において、「予

防保全を目的とした保全作業を実施する場合」の条文を規定している。 

 

この条文の運用を適用できる保全作業は、運転上の制限が設定されている設備・

機器及びそれらに直接的に関連する設備・機器（以下、「対象設備・機器」という。）

に対して「予防保全を目的とした保全作業であって、対象設備・機器に要求される

機能が維持されていることはもちろんのこと、故障、損傷等の兆候（軽度な場合※１

を除く）がない状態から実施するもの。」に限定され、機能確認試験や消耗品の交

換、清掃、手入れ等の保全作業には適用できるが、機器に故障、損傷の兆候（軽度

な場合※１を除く）がある場合やその機能が低下していることに伴う保全作業には適

用できない。なお、この考え方については、「「運転上の制限を満足しない場合（第

４項及び第５項）の運用方法について」平成13年4月1日原子力事故故障対策室」を

参考に記載したものである。以下に、適用の具体例を記載する。 

 

基本的な考え方は、予防保全を目的とした保全作業を実施するために計画的に運

転上の制限を満足しない状態に移行する場合については、運転上の制限を満足しな

い場合とはみなさないというものである。運転上の制限を満足しないという点では、

故障等による運転上の制限を満足しない場合と等価であるものの、予防保全を目的

とした保全作業を実施することは、早期に設備に対する危険要素を取り除く行為で

あり、このような行為を阻害することはかえって安全レベルの低下につながるもの

であることから、同じく保安規定に定める「運転上の制限を満足しない場合」とは

分けて規定している。この主旨は「予防保全を目的とした保全作業を実施する場合」

の条文において、予防保全を目的とした保全作業を実施する場合の運転上の制限外

への移行は「運転上の制限を満足しない場合とはみなさない」として明記している。 

  

ここで、予防保全を目的とした保全作業とは以下のものとしている。 

① 法令に基づく保全作業（例：消防法第３章に基づいて非常用ディーゼル発

電機用軽油タンクの消火設備を保修する際に軽油タンクを空にすることに

より、軽油タンクの動作不能の状態が生じる場合） 
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② 自プラント及び他プラントの事故・故障の再発防止対策の水平展開として

実施する保全作業 

③ 原子炉設置者が自主保安の一環として、定期的に行う保全作業（放射線モ

ニタ点検、可燃性ガス濃度制御系点検、非常用ガス処理系点検、中央制御

室非常用換気空調系点検、変圧器点検、送電線点検等） 

④ 消耗品等の交換にあたって、交換の目安に達したため実施する保全作業

（フィルタやストレーナの交換、潤滑油やグリース補給等） 

※１：メカシール※２やグランド部※３からの漏えいによる部品交換等、軽微な

保全作業※２※４ 

※２：次の場合は適用できない。 

a. 各原子炉設置者があらかじめ定めている取替期間を超えて使用してい

る場合又はあらかじめ取替期間を定めていない場合 

b. 漏えい量がメーカーによる漏えい管理推奨値を超えている場合 

c. 連続運転のポンプにおいては、漏えい量の著しい増加傾向が認められる

場合（著しい増加傾向とは、１週間以内に漏えい量がメーカーによる漏

えい管理推奨値を超えると予測される場合とする。したがって、予防保

全を目的としてメカシールの保全作業を実施する場合には、原子炉設置

者はその計画の説明時に漏えい量の増加傾向の予測と保全作業の着手日

を示すことになるが、保全作業に着手する時点までに漏えい量が漏えい

管理推奨値を超えた場合及び漏えい量の増加傾向が大きくなり計画を前

倒しする場合には、事前に保全作業の計画を説明したとしても適用でき

ない。） 

d. 間欠運転のポンプ（例：ECCSポンプ）においては、運転中に漏えい量の

増加傾向が認められる場合 

※３：増締めを行い、漏えい量が通常の状態に復旧した場合に限る。 

※４：軽微な保全作業とは、以下のような事例をいう。 

a. 要求される機能は維持されているが、対象設備・機器以外の設備・機

器の保全作業のために、運転上の制限を満足しない状態に移行する場合。

（例：ポンプ自動停止回路不良による保修（現場での手動停止は可能な

場合）等） 

b. 対象設備・機器の故障、損傷の兆候の有無又はその機能が低下してい

るかどうかを判断するために、運転上の制限を満足しない状態に移行す

る場合。 

   （例１：計測及び制御設備において所要チャンネルのうち１チャンネル

の機能が喪失する可能性があるかどうか判断するために、当該

チャンネルをバイパスする。（保安規定上、バイパスが許容され

ているものに限る。）） 
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（例２：海水ポンプの切替えに伴い停止したポンプが逆回転したこと

を受け、その調査のためにポンプ出口の逆止弁を点検する場

合等） 

なお、対象設備・機器に故障、損傷の兆候がある場合又はその機能が低

下していると判断した場合には、判断した時点を要求される措置の起点

とするのではなく、運転上の制限を満足しない状態に移行した時点を要

求される措置の起点とする。 

c. 要求される機能は維持されているが、対象設備・機器について予防保

全を目的として予備品と交換するために、運転上の制限を満足しない

状態に移行する場合。（例：基板交換や予備配線への切替え等） 

 

この考え方に対し、新規制基準の適用によって新たに運転上の制限を設定する

機器の取扱いについて、次項にて説明する。 

 

（２）新規制基準導入に伴い追加となった、重大事故等対処設備のLCO対象設備につ

いて 

  新たに導入された、重大事故等対処設備の予防保全を目的とした保全作業につ

いても、LCOが設定されるものであれば、（１）の基本的な考え方の適用に相違が

あるものではなく、「予防保全を目的とした保全作業であって、対象設備・機器に

要求される機能が維持されていることはもちろんのこと、故障、損傷等の兆候（軽

度な場合※１を除く）がない状態から実施するもの。」に限定される※５。 

 

また、予防保全を目的とした保全作業時の対応では、LCO逸脱時の措置と同様に、

あらかじめ当該機能を有する設計基準事故対処設備が動作可能であることの確認

に加え、同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備が動作可能であることの確認

（必要に応じて補完措置も含む）、AOT延長のための自主対策設備が動作可能であ

ることを確認（必要に応じて補完措置も含む）、又は当該機能を補完する代替措置

を講じたうえで実施することとし、作業時間としては、それらの措置に応じた完

了時間である3日、30日、あるいは10日を適用する。 

 

なお、可搬設備については、車両上に設置されているものがあり、これらの車

両は法定点検を受ける必要がある。２Ｎを保有しないものについては、上記の設

備の場合と同様に、代替措置(自主対策設備によるものを含む)等の補完措置を講

じ、その車両の法定点検期間についても、その措置に応じたAOTを適用する。 

※５：設置許可基準規則により、保全による待機除外時のバックアップを確保す

ることが求められている設備については、その設計要求及びバックアップ

はLCO対象外で管理することを踏まえて、保安規定に定める「予防保全を目
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的とした保全作業を実施する場合」の条文を適用しない。（ただし、重大事

故等の対処に必要な機能の担保として、バックアップをLCOに含めている場

合を除く） 

上記のAOT期間では対応作業ができない場合は、保安規定の運転管理に定めると

おり、AOTを超えて実施する場合におけるあらかじめ必要な安全措置を定め、その

有効性について確率論的リスク評価等を用いて検証し、原子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

（３）保全計画に基づき定期的に行う保全作業を実施する場合の措置 

一部の設計基準事故対処設備（号炉間の共用設備等）については、保全計画に基

づき定期的に行う保全作業を実施する場合、上述（１）③のとおり予防保全を目的

とした保全作業として取り扱っている。 

重大事故等対処設備のうち、一部設備については、炉心に燃料が無い期間におい

てもLCOが要求される設備があり、これらについて保全計画に基づき定期的に保全

作業を実施し、LCOに抵触する場合、その保全作業の目的は設計基準事故対処設備

と変わるものではないことから、同様に予防保全を目的とした保全作業として取り

扱う。 

ただし、保全作業期間中のリスク増加を抑えるため、保全作業の実施時期及び点

検時の措置をあらかじめ保安規定に定めることとする。 

なお、従前から実施していた設計基準事故対処設備の保全計画に基づいた定期的

に行う保全作業についても同様に保全作業の実施時期及び点検時の措置をあらか

じめ保安規定に定めることとする。 

 

 
以 上 
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4.5 新規制基準適用後の施設管理活動について 

 

4.5.1 新規制基準を踏まえた施設管理計画について 

  保安規定に定める施設管理計画については、「原子力発電所の保守管理規程

(JEAC4209-2007)」を参考にしつつ、2020 年 4 月の検査制度見直しに係る法改正に

伴い制定された「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保

安のための措置等に係る運用ガイド」を踏まえ、実施することを規定しており、そ

の施設管理活動は施設管理計画に定める PDCA サイクルを通じて、継続的改善を図

ってきたものである。 

新規制基準によって、新たに設置する重大事故等対処設備及び自主対策設備並び

に新たに地震、津波、竜巻などから防護すべき対象設備（以下、「防護対象設備」

という。）及びそれを保護することを目的に設置する設備（防護対象設備と合わせ

て「防護対象設備等」という。）については、次頁図に示す施設管理全体イメージ

のうち施設管理計画で取り扱うこととする。  

具体的な施設管理計画における取扱いについては、次々頁以降にて説明する。 
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保全の結果の確認・評価 

「保全計画の策定」のうち維持確認関連事項の設定 

計
画
策
定 

保
全
対
象
範
囲 

の
策
定 

施
設
管
理
の
重
要
度 

の
設
定 

保全計画の策定 

保全活動管理指

標の設定及び監

視計画の策定 

 

設計の計画 

 設計管理 

設計のインプット 

設計のアウトプット 

設計の実施 設計の検証 

設計の妥当性確認 

設
計
の
変
更
管
理 

不適合 
是正処置 

未然防止 
処置（＊２） 

＊２：他発電所水平展開、

NRA 指示対応含む 

設工認 

(「工事の方法」（検査項

目の考え方等）を含む ) 

別表第二に該当する

事項のみ 

図面・仕様書 

要
求
事
項 B. 設置（変

更）許可 

A. 各種要求 
(規制・新知見等) C. 各種ニーズ 

 

情
報
の
整
理 

結果 

点検計画 

保守点検の起点 

設計及び

工事の計

画 

特別な保

全計画 

(記録) 
検査記録 
工事記録 

等 

保全の 

有効性評価 

監視 

巡視 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

監視 

定事検の設定 

対
象
の
選
定 

内
容
・
頻
度
設
定 

実
施
計
画
策
定 

既存設備保全計画への 
展開が必要な要求事項（＊１） ＊１ 

適合性維持確認方法の決定 

適合性維持確認項目の特定 

適合性維持確認方法の決定 

・保守点検後の機能性能確認 
・保守点検結果の確認 
・定事検        等 

調
達
管
理 

調達プロセス 

調達要求事項 

調達製品の検証 

作業管理 

工事 
（補修、取替、改造） 

 点検、巡視 

設計のレビュー 

 使用前事業者検査 
(溶接部、燃料体含む) 

定期事業者検査 

上記以外の確認・評価 
例）・点検手入れ前/後データの確認・評価 

・状態監視データの確認・評価 
・運転データの確認・評価 

設備供用 
【リリースのために実施する合否判定】 

凡例 

 保全の実施 

 (運転管理等) 

運転段階のプロセスの流れ（情報の流れ含む） 
設計を伴う場合のプロセスの流れ（情報の流れ含む） 

情報の流れ 

太線：主プロセス、細線：関連プロセス 

第 107 条の 2 第 107 条の 3 

第 107 条の 4,5 

第 107 条 8. 

第 107 条 4. 第 107 条 5. 

第 107 条 7. 

第 107 条 6. 

第 107 条 

7.1 
第 107 条 

7.2 
第 107 条 

7.3 

第 107 条 11. 

第 107 条 10. 

第 107 条 9. 

【施設管理の全体イメージ】 
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4.5.2 施設管理計画における新規制基準の取扱いについて 

(1)保全対象範囲の策定（第１０７条 4.） 

保全対象範囲の策定においては、重要度分類指針、発電用原子力設備に関する技術

基準を定める省令(省令 62 号)に規定された設備、炉心損傷又は格納容器機能喪失を

防止するために必要な機能を有する設備などにより、保全対象範囲として系統毎の範

囲と機能を明確にすることが求められてきた。また、この保全対象範囲策定に当たっ

ては、7.1 点検計画の策定に示すとおり、予防保全を基本とする保全方式を選定し、

その保全方式に応じて、点検周期を定めることとしている。 

これまで、その要求にしたがって、保全対象範囲を定めてきたが、新規制基準で新

たに追加となる施設を原子炉施設とし保全対象範囲に加えるため、 

・重大事故等対処設備 

・大規模損壊時の対応に使用する設備 

・新たに追加された防護対象設備 

・防護対象設備を保護するための設備(竜巻用防護ネット等) 

を「原子炉設置（変更）許可申請書」の仕様表及び設計方針並びに「設計及び工事計

画（変更）認可申請書」の要目表及び基本設計方針に保管又は設置要求があり許可又

は認可を受けた設備に整理し、 

・自主対策設備 

を保安規定の保全対象範囲の項目に加える、又は「その他自ら定める設備」に整理す

る。 

これらの機器のうち、重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備が LCO 逸脱した

場合に代替機能として位置づける自主対策設備については、安全施設に想定される自

然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないものであることが求められ、

安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等への

措置を含むものであることから、予防保全として、時間基準保全又は状態基準保全に

て点検計画を定める。 

 
(2) 施設管理の重要度の設定（第１０７条 5.） 

 前項における保全対象範囲を明確にしたうえで、施設管理の重要度として、点検に

用いる重要度（以下、「保全重要度」という）と、設計及び工事に用いる重要度を設

定する。構築物、系統及び機器の保全重要度は、重要度分類指針の重要度に基づき、

PRA から得られるリスク情報を考慮して設定することが求められている。また、重要

度分類指針の考え方においては、所要の安全機能を直接果たす構築物、系統及び機器

を表す「当該系」と、当該系の機能を果たすのに直接必要となる直接関連系(例：駆

動用電源等)及び当該系の信頼性を維持し、又は担保するために必要な間接関連系

(例：監視計装、防護対象設備を保護するための設備)に分類でき、「直接関連系」は
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当該系と同位の重要度、「間接関連系」は当該系より下位の重要度として取り扱うこ

ととしている。 

これまで、既存の設備に対しては前記の考えを基に保全重要度を設定しているが、

新たな機器の一部については、重要度分類指針が適用できない、及び PRA からのリス

ク情報が準備されていない状況にあることから次のとおりとする。 

重大事故等対処設備については、従来から規定する炉心損傷又は格納容器機能喪失

を防止するために必要な機能を有する設備（AM 設備）に相当し、PRA から得られるリ

スク重要度が高相当として保全重要度が高い設備（クラス 1,2 相当）と位置づけて、

保全重要度を設定することを追記する。 

また、自主対策設備については、重大事故等対処設備が使用不能となった場合にお

いて、重大事故等対処設備の機能の一部を代替する設備であり、保安規定において重

大事故等対処設備がLCO逸脱した場合に代替機能として位置づける自主対策設備につ

いては保全重要度を高に設定することを追記する。 

なお、防護対象設備等については、設計基準事故対処設備であり、従来の重要度分

類指針の機能にて判断することとなるため、前記のとおり防護対象設備を保護するた

めの設備(竜巻防護ネット等)は防護対象設備(海水ポンプ等)の間接関連系に整理さ

れると考えることから、重要度分類指針上はクラス 2又は 3と見なし、クラス 2であ

れば保全重要度は高として取り扱うこととする。 

設計及び工事に用いる重要度は、原子炉施設の安全性を確保するため、重要度分類

指針の重要度等を組み合わせて設定する。 

 

(3) 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視（第１０７条 6.(1)～(4)） 

系統レベルの保全活動管理指標は、保全重要度の高い系統のうち重要度分類指針ク

ラス 1、クラス 2及びリスク重要度の高い系統機能並びに重大事故等対処設備及び重

大事故等対処設備がLCO逸脱した場合に代替機能として位置づける自主対策設備に対

して、予防可能故障(MPFF)回数及び非待機(UA)時間を設定する。 

また、系統レベルの保全活動管理指標の目標値は、それぞれ以下のとおり。 

①予防可能故障(MPFF)回数：目標値は運転実績、重要度分類指針の重要度、リスク

重要度を考慮して設定する。 

②非待機(UA)時間：目標値は、点検実績及び AOT を参照して設定する。 

これに対し、新たに設置された設備については、(1)(2)の設定結果を受けて、本

項に基づく管理指標及び指標の監視等を行うこととする。 

 

(4)保全計画の策定(第１０７条 7.1～7.3)  

 保全計画の策定に当たっては、(2)項の保全重要度を勘案し、必要に応じて使用環

境や設置環境(自然災害時の使用や屋外の保管状況)を考慮し、(1)項で定める対象範

囲に対する保全計画を策定する。この保全計画には、点検計画や設計及び工事の計画
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などを含めることを規定している。この点検計画においては、保全重要度を勘案し、

予防保全を基本とし、予防保全であれば時間基準保全又は状態基準保全を行う。 

これに対し、新たに設置された設備の計画においては、重大事故等対処設備であれば

保全重要度が高い設備（クラス 1,2 相当）であること、また防護対象設備を保護する

ための設備については前記のとおりクラス 2であれば保全重要度が高であること、自

主対策設備であれば重大事故等対処設備の後段としてその機能の一部を果たす設備

であり、その代替できる程度によってすべてをリスク重要度の高に位置づけられるも

のではないと判断し、保全重要度は高又は低であることを考慮して保全計画を策定す

る。 

また、保全計画には次の３つを含める。①点検計画として保全方式を選定し点検方

法、実施頻度等を定めた点検計画を策定する。点検を実施する構築物、系統及び機器

が、所定の機能を発揮しうることを事業者検査により確認・評価する時期までに、事

業者検査の具体的方法や、所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価する

ために必要な事業者検査の項目や評価方法及び管理基準、事業者検査の実施時期を定

める。②設計及び工事の計画を定める。この時、安全上重要な機器等については、法

令に基づく必要な手続きの要否について確認を行い、記録する。使用前点検を行う場

合は、使用前点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた使用前点検の

計画を策定する。③特別な保全計画は、地震、事故等により長期停止を伴った特別な

措置として、あらかじめ原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定める。 

（参考：7.1 点検計画の策定、7.2 設計及び工事の計画の策定、7.3 特別な保全計画の

策定） 

 

(5)保全の実施(第１０７条 8.)  

 前項で定めた計画に基づき保全を実施する。保全の実施にあたっては、設計管理及

び作業管理を実施する。また、保全の結果について記録する。 

 

(6) 保全の結果の確認・評価(第１０７条 9.)  

 系統及び機器の保全の結果から、所定の機能を発揮しうる状態にあることを所定の

時期（所定の機能が要求される時又は計画された保全の完了時期）までに確認・評価

し、記録する。 

 

また、これらの保全が実施されたことを確認・評価し記録することが求められてい

ることに対し、従来の施設管理記録に加え、新規に導入された機器も含め、実用炉規

則に基づき使用前事業者検査及び定期事業者検査の記録も保存する。 

 

なお、重大事故等対処設備はLCO対象設備であり、設備に不具合が発生した場合は、

定める AOT に従い補修等を行い機能維持することが求められる。一方、設置許可基準
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規則及び技術基準規則に定める機器のうち AOT が設定されない機器については、当該

基準規則に基づく機能維持を確実にすることから、各機器の機能維持を求める条文に

おいて、「不具合が発生した場合は速やかに復旧する。」ことを規定する。 

 

(7)保全の有効性評価(第１０７条 11.)  

 保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有効に機能して

いることを確認するとともに、継続的な改善につなげることが求められている。 

 

また、具体的な運用として、重大事故等対処設備等も含めて、保全活動から得られ

た情報等から、保全の有効性を評価することについては、従来と同様に保全活動管理

指標の監視結果、トラブルなどの運転経験、他プラントのトラブル及び経年劣化傾向

に係るデータ等を組み合わせ、評価を行うこととする。 

 

以上の(1)～(7)を踏まえ、重大事故等対処設備等の保全重要度分類の結果に従い、

保全計画書に規定し適切に施設管理活動を実施することとする。 

 

(8)その他 

 施設管理計画については、構築物、系統及び機器を取り扱うものであり、それに該

当しない、例えば防火帯の維持運用などについては火災防護計画に定めて管理する。 

 また、設計管理、作業管理、使用前事業者検査の実施、定期事業者検査の実施につ

いては、別条文（１０７条の 2～5）にて詳細を記載する。 
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【記載例】 

第８章 施設管理 
 

（施設管理計画） 

第１０７条 

原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係る事項及び「実用発電用原

子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」を含む要求事項への適合を維持し、原子炉

施設の安全を確保するため、以下の施設管理計画を定める。 

 

【施設管理計画】 

1. 用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持又は向上させる活動。原子炉施設

の安全確保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合

いに応じて，効率性，経済性を考慮しながら行われるもので，設計，点検，巡視，

工事を含む。 

工事：補修，取替え及び改造の総称であり，建設，使用前点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のための作業の管理。 

 

2. 施設管理の実施方針及び施設管理目標 

(1) 社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理の継続的な改善を図るた

め，施設管理の現状等を踏まえ，施設管理の実施方針を定める。また，12.の施設管理

の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3 参照）を踏まえ 

施設管理の実施方針の見直しを行う。 

(2) さらに，第１０７条の６に定める長期施設管理方針を策定又は変更した場合には，

長期施設管理方針に従い保全を実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

(3) 組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設管理目標

を設定する。また，12.の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から

特別な状態（7.3 参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを行う。 

 

3. 保全プログラムの策定 

組織は，2.の施設管理目標を達成するため 4.より 11.からなる保全プログラムを策定す

る。また，12.の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3

参照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

4. 保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項の設

備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持

が要求される機能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要

求される機能を有する設備 

(3) 原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画（変更）認可申請書で保管又

は設置要求があり，許可又は認可を得た設備 

(4) 自主対策設備※ １（７号炉） 

(5) 炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

(6) その他自ら定める設備 
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※１：自主対策設備とは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備をいう。 

 

5. 施設管理の重要度の設定 

組織は，4.の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系

統及び機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）

と設計及び工事に用いる重要度を設定する。 

 

 

 

(1) 系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重大事故等対処設備（７

号炉）に該当すること及び重要度分類指針の重要度に基づき，確率論的リスク評価か

ら得られるリスク情報を考慮して設定する。 

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。 

なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から

得られるリスク情報，運転経験等を考慮することができる。 

(3) 構築物の保全重要度は，(1)又は(2)に基づき設定する。 

(4) 設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重大事故等

対処設備（７号炉）の該当有無，重要度分類指針の重要度等を組み合わせて設定す

る。 

(5) 次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

6. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために 5.の施設管理の重要度を踏まえ，施

設管理目標の中でプラントレベル及び系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

ⅰ. ７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラム回数 

ⅱ. ７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

ⅲ. 工学的安全施設の計画外作動回数 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，5.(1)の施設管理の重要度の高い系統のう

ち，重要度分類指針クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能並びに重大

事故等対処設備（７号炉）に対して以下のものを設定する。 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間※２ 

 

※２：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系統の

動作に必須の機能に対してのみ設定する（以下，本条において同じ。）。 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，11.の保全の

有効性評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実績を踏まえて設定する。 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要

度，リスク重要度を考慮して設定する。 
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ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）

第１９条から第７１条の第３項で定める要求される措置の完了時間を参照して設

定する。 

(3) 組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視

方法及び算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計

画の始期及び期間に関することを含める。 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，

その結果を記録する。 

 

7. 保全計画の策定 

(1) 組織は，4.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，

計画の始期及び期間に関することを含める。 

a) 点検計画（7.1 参照） 

b) 設計及び工事の計画（7.2 参照） 

c) 特別な保全計画（7.3 参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，5.の施設管理の重要度を勘案し，必要に応じて

次の事項を考慮する。また，11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを

行う。 

a) 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b) 使用環境及び設置環境 

c) 劣化，故障モード 

d) 機器の構造等の設計的知見 

e) 科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認するととも

に，安全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

7.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選

定し，点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

(2) 組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，予防保全を基本として，以下に 

示す保全方式から適切な方式を選定する。 

a) 予防保全  

ⅰ. 時間基準保全 

ⅱ. 状態基準保全 

b) 事後保全 

(3) 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。 

a) 時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価する

ために必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に設備診断技術を使った状態監

視データ採取，巡視点検又は定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内容に

応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて必要な事項を定める。 

b) 状態基準保全 
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ⅰ. 設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに，次の事項を定める。 

①状態監視データの具体的採取方法 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目，評価方法及び必

要な対応を適切に判断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ⅱ. 巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要なデータ項目，評価方法及び

管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候を発見した場合の対応方法 

ⅲ. 定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価す

るために必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

c) 事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を実施する前に，修復方法，修

復後に所定の機能を発揮することの確認方法及び修復時期を定める。 

(4) 組織は，点検を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあ

ることを事業者検査※３により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

a) 事業者検査の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査の

項目，評価方法及び管理基準 

c) 事業者検査の実施時期 

※３：事業者検査とは，点検及び工事に伴うリリースのため，点検及び工事とは別に，

要求事項への適合を確認する合否判定行為であり，第１０７条の４による使用前

事業者検査及び第１０７条の５による定期事業者検査をいう(以下，本条において

同じ。)。 

 

7.2 設計及び工事の計画の策定 

(1) 組織は，設計及び工事を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期を定めた

設計及び工事の計画を策定する。また，安全上重要な機器及び構造物の工事を実施する

場合は，その計画段階において，法令に基づく必要な手続き※４の要否について確認を行

い，その結果を記録する。 

(2) 組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法並びにそれ

らの実施頻度及び実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

(3) 組織は，工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあ

ることを事業者検査並びに事業者検査以外の検査及び試験（以下「試験等」という。）に

より確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

a) 事業者検査及び試験等の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査及
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び試験等の項目，評価方法及び管理基準 

c) 事業者検査及び試験等の実施時期 

※４：法令に基づく手続きとは，原子炉等規制法第４３条の３の８（変更の許可及び届出

等），第４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計

及び工事の計画の届出）及び第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認

申請），並びに電気事業法第４７条・第４８条（工事計画）及び第４９条・第５０条

（使用前検査）に係る手続きをいう。 

 

7.3 特別な保全計画の策定 

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特別な措

置として，あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計

画を策定する。 

(2) 組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定

める。 
a) 点検の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目，

評価方法及び管理基準 

c) 点検の実施時期 

 

8. 保全の実施 

(1) 組織は，7.で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

(2) 組織は，保全の実施にあたって，第１０７条の２による設計管理及び第１０７条の３

による作業管理を実施する。 

 (3) 組織は，保全の結果について記録する。 

 

9. 保全の結果の確認・評価 

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統及び機器

の保全の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※５までに確

認･評価し，記録する。 

(2) 組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態にあるこ

とを検証するため，事業者検査を実施する。 

(3) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセ

スに基づき，保全が実施されていることを，所定の時期※５までに確認・評価し，記録す

る。 

※５：所定の時期とは，所定の機能が要求される時又はあらかじめ計画された保全の完了

時をいう。 

 

10.不適合管理，是正処置及び未然防止処置 

(1) 組織は，施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視し，以下のa)及びb)の状態に

至らないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，以

下の a) 及び b) に至った場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を講じる。 

a) 保全を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価で

きない場合 

b) 最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセスに

基づき，保全が実施されていることが確認・評価できない場合 

(2) 組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得る問題の

影響に照らし，適切な未然防止処置を講じる。 

(3) 組織は，(1) 及び(2) の活動を第３条に基づき実施する。 
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11. 保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を評価し，保全が有効に機能

していることを確認するとともに，継続的な改善につなげる。 

(1) 組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全の有効性を評価する。 

なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせて行う。 

a) 保全活動管理指標の監視結果 

b) 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

c) トラブルなど運転経験 

d) 高経年化技術評価及び定期安全レビュー結果 

e) 他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

f) リスク情報，科学的知見 

(2) 組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系統及び機器の保全方式を変更

する場合には，7.1に基づき保全方式を選定する。また，構築物，系統及び機器の点検間

隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上で，以下の評価方法を活用して評価す

る。 

a) 点検及び取替結果の評価 

b) 劣化トレンドによる評価 

c) 類似機器等のベンチマークによる評価 

d) 研究成果等による評価 

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記録す

る。 

 

12. 施設管理の有効性評価 

(1) 組織は，11.の保全の有効性評価の結果及び2.の施設管理目標の達成度から，定期的に

施設管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認するとともに，

継続的な改善につなげる。 

(2) 組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠及び改善内容について記録する。 

 

13. 構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

(1) 設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に対する要求事項のうち，「構築

物，系統及び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第１０７

条の２の設計に対する要求事項をいう。） 

(2) 施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統及び機器がどのよ

うなものかを示す図書，情報」をいう。） 

(3) 物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

14 情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，

ＢＷＲ事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と共有する。 

 

 



4.6 可搬設備及び緊急時対策所設備等の巡視点検について 

 

原子炉施設の巡視点検については、基本的には運転中の機器、待機状態にある機器に

ついて、毎日実施することで異常兆候を発見する。 

なお、可搬設備等の系統から切離されており保管状態にある機器については、保全の

考えを基に一定期間毎に巡視点検を行うことで健全性の確認を行う場合がある。 

具体的には、現在、可搬設備及び緊急時対策所設備等については、保全活動の一環と

して定期的な外観点検（水中ポンプ・電源車１回／月）、絶縁抵抗測定（水中ポンプ・

電源車１回／2 年）、起動確認（電源車発電機１回／月）、走行確認（電源車車両 1 回／

月）等を実施し、訓練時においても問題なく起動できており、異常は確認されていない

ことから、これらの実績を基に、定期事業者検査時にしか確認できない設備を除き１週

間１回～１ヶ月１回程度で保全活動の頻度以上の巡視及び点検を行う。 

本運用により巡視点検を行う場合は、保安規定に対象機器を定め、詳細については設

備ごとに適切な頻度を QMS 文書に定めたうえで行うこととする。 

 

【記載例】 

 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）

内部及び第９５条第１項で定める区域及び系統より切離されている施設※１を除く。）を巡視

し，次の施設及び設備について点検を行う。実施においては，第１０７条の３第３項に定め

る観点を含めて行う。以下，本条において同じ。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，「状態管理マニュアル」に基づき，格納容器内部の関連パラメータの監視及び第

９５条第１項で定める区域の巡視を行う。 

３．当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，「状態管理マニュアル」に基づき，系統より切離され

ている施設について一定期間※２ごとに巡視し，点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，７号炉の可搬設備，５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所設備及び通信連絡を行うために必要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは，１ヶ月を超えない期間をいい，その確認の間隔は７日間を上限として延

長することができる。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはなら

ない。なお，定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。また，点検可能な

時期が定期事業者検査時となる施設については，定期事業者検査毎とする。 

4.6-1 
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5.その他 

5.1 原子炉主任技術者の選任について 

 

省令改正に伴い、実用炉規則第９５条が改正され、原子炉主任技術者の選任等につい

て、「同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、兼任することを妨

げない。」として規定していた内容が削除されるとともに、新たに実務の経験として通

算して 3年以上であることが求められている。 

 

＜実用炉規則改正内容の抜粋＞ 

実用炉規則第９５条 発電用原子炉主任技術者の選任等 

変更前 変更後 

第十九条 法第四十条第一項の規定による原子

炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うもの

とする。ただし、同一の工場又は事業所におけ

る同一型式の原子炉については、兼任すること

を妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第四十条第二項の規定による届出書の提

出部数は、正本一通とする。 

第九十五条 法第四十三条の三の二十六第一項

の規定による発電用原子炉主任技術者の選任

は、発電用原子炉ごとに行うものとする。 

 

 

２ 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力

規制委員会規則で定める実務の経験は、第一

号から第四号までに掲げる期間が通算して

三年以上であることとする。 

一 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務

に従事した期間 

二 発電用原子炉の運転に関する業務に従事し

た期間 

三 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解

析及び評価に関する業務に従事した期間 

四 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は

管理に関する業務に従事した期間 

 

３ 法第四十三条の三の二十六第二項で準用す

る法第四十条第二項の規定による届出書の

提出部数は、正本一通とする。 
 

 

この改正を踏まえ、例えば一人の原子炉主任技術者が 1号炉と 2号炉を兼務できた運

用から、1号炉で一人、2号炉で一人の原子炉主任技術者を選任する運用に変更する必

要がある。また、従来はその原子炉主任技術者に選任する要件としては、実用炉規則に

特に定めがなく、原子炉主任技術者の資格を有する者の中から選任できたものが、実用

炉規則による要件として実務経験も考慮して選定する必要があることから、それらの要

件について次のとおり整理する。 

 なお、一部の事業者は、既に、この改正に伴う変更を反映している。 
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5.1.1 原子炉主任技術者の選任について 

原子炉主任技術者の選任については、前記、実用炉規則改正内容を踏まえ、発電用原

子炉毎に 1名を選任することとする。その場合の原子炉主任技術者として選任すべき要

件としては、従来と同様に原子炉主任技術者の資格を有する者の中から、5.1.2 項に示

す実務経験の考え方、及び 5.1.3 項に示す保安規定に定める役職要件を踏まえて選任す

る。 

 

5.1.2 実務経験の考え方 

原子炉主任技術者に選任する要件として、実用炉規則に示された次の実務経験につい

て、3年以上従事した経験を有する者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の施設管理に関する業務 

(2) 原子炉の運転に関する業務 

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務 

 

5.1.3 保安規定に定める役職要件 

原子炉主任技術者に選任する役職要件は、従前より保安規定において原子炉主任技術

者の職務を果たすために、正の原子炉主任技術者については独立性の観点から保安規定

に定める特定の役職者、代行者の職位についても課長級以上としており、考え方に変更

は無い。 

なお、一部の事業者は、平成 19・05・01 原第 4号「保安規定の変更命令について」

を受け、組織面、人事面等においても、発電所の保安組織からの独立性が確保されるよ

う、役職要件を定めている。 
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5.2 原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の運用について 

 

5.2.1 経緯 

各原子力発電所における従来の保安規定では、「原子炉の状態が冷温停止及び燃料

交換においては、非常用ディーゼル発電機１基以上が動作可能であること」との旨を

規定し運用してきた。 

 

平成 23 年 4 月 7 日、宮城県沖地震が発生し、運転停止中の東北電力東通原子力発

電所において外部電源が喪失したが、非常用発電設備が起動し電源の確保を行った。

その後、外部電源は復旧したが、非常用発電設備がトラブルにより停止し、保安規定

における運転上の制限を逸脱した。 

本事象を踏まえ、当時の原子力安全・保安院は、原子力発電所を有する電気事業者

に対し以下の内容を保安規定へ反映することを指示した。 

 

・原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流電源母

線に接続する非常用発電設備が2台動作可能（同一発電所に複数炉ある場合には、

必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備から受給

可能な場合の台数を含む。）であることを必要とすることとする。 

  

このため、各社は速やかに指示内容を保安規定へ反映し、原子炉停止中（BWR 型原

子炉においては、原子炉の状態が運転、起動及び高温停止以外）における非常用発電

設備の配備、他の号炉の非常用ディーゼル発電機から電力供給が可能となる手順を整

備し運用している。 

 

5.2.2 新規制基準における電源設備の位置づけについて 

平成 25 年 7 月 8 日、新規制基準が施行され、設置許可基準規則、技術基準規則に

おいて設計基準事故対処設備、重大事故等対処設備が法令上明確に区分されたことか

ら、原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の扱いについて、下記のとおり明

確化する。 

（１）非常用発電設備を 2台要求している旧原子力安全・保安院指示文書が引き続き

有効（廃止されていない）であるため、指示文書を踏まえて規定している現在の

保安規定記載内容は変更を要しない。 

 

（２）原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機の運用に関する附則の解釈は、

下記のとおりとする。 

ａ．他の号炉の非常用ディーゼル発電機については、二次文書等に定めている、

自号炉の非常用母線へ速やかに給電できる手順等を整備しておくことにより、
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自号炉の非常用発電機とみなすことができる。この場合、設置許可基準規則等

における「共用」には当たらない。 

ｂ．可搬式発電装置のうち重大事故等対処設備と位置付けているものは、保安

規定他条文において、重大事故等発生時にその用途に応じた所要数量を定め運

用を管理していることから、本条文における非常用発電機とみなすことはでき

ない。 

ただし、重大事故等対処設備のうちバックアップ分（＋α）として運用を管

理しているものは、別の用途に使用しても重大事故等発生時における対応に支

障はないと考えられることから、バックアップ分の設備が非常用発電機として

必要な所要の容量（原子炉の状態に応じた、非常用ディーゼル発電機に期待さ

れる負荷）を有することを確認したうえで、非常用発電機とみなすことができ

る。 

 

 

以  上 
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5.3 制御室外停止機能（低温停止）の LCO について 

 

 技術基準規則（解釈）において、中央制御室以外の場所から原子炉を停止し、かつ、

安全な状態に維持することができる装置について、高温停止に加え「引き続き低温停

止できる機能を有した装置であること」との要求が明確化（別紙－１）されたことに

係る保安規定への反映として、以下に整理する。 

 

5.3.1 技術基準規則で要求される「安全な状態を維持することができる装置」の解

釈 

技術基準規則の解釈では、「中央制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止で

き、引き続き低温停止できる機能を有した装置である。」としており、当該装置は、

中央制御室外原子炉停止盤（以下、RS 盤という。）及びその関連設備として、中央制

御室以外の場所から低温停止までの移行操作に必要な設備全般を指すものと解釈す

る。 

 

5.3.2 これまでの保安規定上の扱い 

RS 盤の要求は、米国 STS「遠隔停止系は制御室外の適切な場所でプラントを直ちに

停止させ、モード 3 の安全な状態を維持する機能を有する機能を設置すること。」を

参考に定めている。この遠隔停止系の要求は米国 STS の計装で整理されており、保安

規定でも計測制御系の条文で RS 盤として整理しているが、中央制御室外操作のすべ

てが遠隔制御系である必要は無い。 

また、安全設計審査指針の「適切な手順を用いて原子炉を引き続き低温停止できる

こと」の要求に対しては、高温停止後に、適切な現場操作（操作手順）を用いて「低

温停止」に移行することが出来れば良いと解釈でき、  

◆保安規定 第２７条＊１にて高温停止への移行を担保 

  ◆保安規定 第１４条＊２にて「低温停止」への移行を担保 

して低温停止までの移行を担保してきた。 

  ＊１：第２７条「計測及び制御設備」 

  ＊２：第１４条「マニュアルの作成」 

 

5.3.3 今後の保安規定上の扱い 

技術基準規則（解釈）において、低温停止できる機能を有することが明示されたこ

とから、従前どおり「低温停止」を手順のみで担保するだけでなく、設備に対する運

転上の制限として「低温停止」のための装置を要求することとする。 

(1) 適用される原子炉の状態と必要な操作器及び監視計器について 

   適用される原子炉の状態は、低温停止に移行し維持することが必要となる状態

として、運転、起動及び高温停止とする。これらの原子炉の状態において、運転
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上の制限を逸脱した場合の要求される措置により、安全な低温停止状態に移行す

ることが可能である。 

   必要な操作器及び監視計器については、現行の保安規定第２７条の運転上の制

限に倣い、低温停止への移行操作時に必要な主要機器の操作器（操作頻度が高い

もの又は操作が時間的に急を要するもの）及び必要最低限のパラメータ※の監視

計器を選定する。（別紙－２） 

   なお、選定した操作器及び監視計器について、必ずしも RS 盤内で整理するこ

とが求められているものではなく、中央制御室以外の、例えば現地盤にしか操作

器又は監視計器がない場合、この現地盤の操作器又は監視計器について運転上の

制限を定めて管理する。 

  ※必要最低限のパラメータとは、以下のパラメータを指す。 

   ●制御対象となるパラメータ（例：原子炉水位をＬ３～Ｌ８に制御する） 

   ●機器の運転点設定のために必要なパラメータ（例：残留熱除去系のＳ／Ｐ冷

却モード運転時に残留熱除去系系統流量を規定流量に調整する） 

 

(2) 保安規定での管理方法 

   中央制御室以外からの原子炉停止操作手順については、高温停止移行から低温

停止移行・維持に係る操作を、引き続き保安規定第１４条にて担保する。 

   高温停止及び低温停止への移行・維持機能の担保としては、保安規定 第２７

条の中央制御室外原子炉停止装置として整理できる場合は、その中で適用される

原子炉の状態の拡大、適用機器の操作器及び必要な監視計器を追加することとす

る。 

   なお、中央制御室以外からの低温停止への移行・維持機能として、現地盤の操

作器及び監視計器を運転上の制限を定めて管理する場合においては、現地盤であ

ることを明確化したうえで保安規定第２７条に追加することとする。 

 

以 上 
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別紙－１ 
技術基準規則等の要求事項 

【技術基準規則】 

 技術基準規則 技術基準規則の解釈 備 考 
第 

38 

条 

 

原 

子 

炉 

制 

御 

室 

等 

4 発電用原子炉施設には、火災その他の異

常な状態により原子炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉制御室以外の場所か

ら発電用原子炉の運転を停止し、かつ、

安全な状態に維持することができる装置

を施設しなければならない。 

9 第 4 項に規定する「原子炉制御室以外の場所」と

は、原子炉制御室を構成する区画壁の外であって

原子炉制御室退避の原因となった居住性の悪化の

影響が及ぶ恐れがない程度に隔離された場所をい

い、「安全な状態に維持することができる装置」と

は、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を

高温停止でき、引き続き低温停止できる機能を有

した装置であること。 

新たな追加要求事項ではない 

【低温停止機能要求の明確化】 

 

従来からの要求事項である安全設計審

査指針では「適切な手順を用いて原子炉

を引き続き低温停止できること」と要求

している（下表参照）。 

＊装置：「ある特定の機能を達成するにあたって必要となる一連の設備群」との意味合いより、RS 盤及びその関連設備を指す。 

【安全設計審査指針】 

 安全設計審査指針 

指
針
４
２ 

制
御
室
外
か
ら 

の
原
子
炉
停
止 

機
能 

原子炉施設は、制御室外の適切な場所から原子炉を停止することができるように、次の機能を有する設計であること。 

（1）原子炉施設を安全な状態に維持するために、必要な計測制御を含め、原子炉の急速な高温停止ができること。 

（2）適切な手順を用いて原子炉を引き続き低温停止できること。 
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別紙－２ 

（ABWR）低温停止移行操作と運転上の制限の設定例 

操作項目 必要な補機（操作器） 必要な監視計器 原子炉の状態 

高圧炉心注水系の起動 
原子炉水位を回復させるために高圧炉心注水系ポンプ
を起動して原子炉に注水する。 

・高圧炉心注水系ポンプ 
（高圧炉心注水系制御） 

 

・原子炉水位 
・原子炉圧力 
・高圧炉心注水系流量 
・復水貯蔵槽水位 
・サプレッションプール水位 

・運転 
・起動 
・高温停止 

主蒸気逃がし安全弁開操作による原子炉減圧 
主蒸気逃がし安全弁を手動による開操作を行うことに
より原子炉を減圧する。 

・主蒸気逃がし安全弁 
（主蒸気逃がし安全弁制御） 

・原子炉圧力 
・原子炉水位 
・高圧炉心注水系流量 

残留熱除去系（Ｓ／Ｐ冷却モード）の起動 
主蒸気逃がし安全弁を開操作することにより崩壊熱を
Ｓ／Ｐへ逃すことから，残留熱除去系（Ｓ／Ｐ冷却モー
ド）を起動し，Ｓ／Ｐ水を冷却する。 

・残留熱除去系ポンプ 
（残留熱除去系制御） 
・原子炉補機冷却水ポンプ 
 （原子炉補機冷却水制御） 
・原子炉補機冷却海水ポンプ 
 （原子炉補機冷却海水制御） 

・サプレッションプール水温度 
・残留熱除去系流量 
・原子炉補機冷却水系流量 

残留熱除去系（Ｓ／Ｃスプレイモード）の起動 
残留熱除去系（Ｓ／Ｃスプレイモード）を起動し，Ｓ／
Ｃ（空間部）を冷却する。 

・残留熱除去系ポンプ 
（残留熱除去系制御） 
・原子炉補機冷却水ポンプ 
 （原子炉補機冷却水制御） 
・原子炉補機冷却海水ポンプ 
 （原子炉補機冷却海水制御） 

・残留熱除去系流量 
・原子炉補機冷却水系流量 

残留熱除去系（停止時冷却モード）の起動 
原子炉圧力が〇〇MPa[gage]以下に低下すれば，残留熱
除去系（停止時冷却モード）を起動し，原子炉を冷却す
る。 

・残留熱除去ポンプ 
（残留熱除去系制御） 
・原子炉補機冷却水ポンプ 
 （原子炉補機冷却水制御） 
・原子炉補機冷却海水ポンプ 
 （原子炉補機冷却海水制御） 

・原子炉圧力 
・残留熱除去系流量 
・RHR 熱交換器入口温度 
・原子炉補機冷却水系流量 

アンダーラインの機器： 

低温停止機能に必要な操作器、監視計器として新たに運転上の制限の対象機器とするもの。  

 




